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第 ５ 回 柳 川 市 議 会 （ 定 例 会 ） 日 程 表 

 

月  日 曜 会  議 会 議 の 次 第 

1 2 月 ３ 日 水 本 会 議 開会・提案理由説明 

1 2 月 ４ 日 木 考 案 日  

1 2 月 ５ 日 金 本 会 議 議案質疑 

1 2 月 ６ 日 土 休 会  

1 2 月 ７ 日 日 休 会  

1 2 月 ８ 日 月 考 案 日  

1 2 月 ９ 日 火 本 会 議 一 般 質 問 

1 2月 1 0日 水 本 会 議 一 般 質 問 

1 2月 1 1日 木 本 会 議 一 般 質 問 

1 2月 1 2日 金 委 員 会  

1 2月 1 3日 土 休 会  

1 2月 1 4日 日 休 会  

1 2月 1 5日 月 委 員 会  

1 2月 1 6日 火 委 員 会  

1 2月 1 7日 水 事務整理日  

1 2月 1 8日 木 事務整理日  

1 2月 1 9日 金 本 会 議 採決・閉会 
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第５回柳川市議会（定例会）付議案件並びに結果 

 

○ 議  案 

 案         件 議 決 日 結 果

議 案 

第 7 5 号 

平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）につい

て 
20.12.19 修正可決

議 案 

第 7 6 号 

平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 
20.12.19 原案可決

議 案 

第 7 7 号 

平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 
20.12.19 原案可決

議 案 

第 7 8 号 

柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
20.12. 5 原案可決

議 案 

第 7 9 号 

柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について 
20.12. 5 原案可決

議 案 

第 8 0 号 

柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
20.12.19 原案可決

議 案 

第 8 1 号 

柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定

について 
20.12.19 原案可決

議 案 

第 8 2 号 

柳川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例の制定について 
20.12. 5 原案可決

議 案 

第 8 3 号 
柳川市民会館の指定管理者の指定について 20.12.19 原案可決

議 案 

第 8 4 号 
福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 20.12. 5 原案可決

議 案 

第 8 5 号 
人権擁護委員候補者の推薦について 20.12. 5 原案同意

議 案 

第 8 6 号 
人権擁護委員候補者の推薦について 20.12. 5 原案同意

議 案 

第 8 7 号 
郵政三事業の利便性の確保を求める意見書について 20.12.19 原案可決
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議 案 

第 8 8 号 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の就業条件の整備等に関する法律」（労働者派遣法）

の抜本的見直しを求める意見書について 

20.12.19 原案可決

議 案 

第 8 9 号 
教育予算の拡充を求める意見書について 20.12.19 原案可決

議 案 

第 9 0 号 
地方財政の充実・強化を求める意見書について 20.12.19 原案可決

議 案 

第 9 1 号 

小中学校グラウンドの早急な整備改善を求める決議に

ついて 
20.12.19 原案可決

 

○ 請  願 

 案         件 議 決 日 結 果

請 願 

第 1 5 号 

「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願

書 
20.12.19 採 択

請 願 

第 1 6 号 

「郵政三事業の利便性の確保を求める意見書」を政府

等に提出することを求める請願書 
20.12.19 採 択

請 願 

第 1 7 号 

「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者

の就業条件の整備等に関する法律」等の抜本的な見直

しを求める意見書提出に関する請願書 

20.12.19 採 択

 

○ そ の 他 

石田市長答弁の矛盾点の解明について 20.12.19 
報 告 書

可  決
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柳 川 市 議 会 第 ５ 回 定 例 会 会 議 録 

 

 平成20年12月３日柳川市議会議場に第５回市議会定例会が招集されたところ、出席議員及

び付議事件の説明のため出席した者の氏名並びに付議事件の内容は次のとおりである。 

 

１．出席議員 

      １番 島 添 達 也         ２番 古 賀 澄 雄 

      ３番 浦   博 宣         ４番 熊 井 三千代 

      ５番 梅 崎 昭 彦         ６番 島 添   勝 

      ７番 白 谷 義 隆         ８番 森 田 房 儀 

      ９番 荒 巻 英 樹         10番 藤 丸 富 男 

      11番 矢ケ部 広 巳         12番 荒 木   憲 

      13番 伊 藤 法 博         14番 龍   益 男 

      15番 菅 原 英 修         16番 諸 藤 哲 男 

      17番 樽 見 哲 也         18番 近 藤 末 治 

      19番 太 田 武 文         20番 吉 田 勝 也 

      21番 大 橋 恭 三         22番 藤 丸 正 勝 

      23番 木 下 芳二郎         24番 佐々木 創 主 

      26番 梅 崎 和 弘         27番 髙 田 千壽輝 

      28番 山 田 奉 文         29番 河 村 好 浩 

      30番 田 中 雅 美 

 

２．欠席議員 

      25番 三小田 一 美 
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３．地方自治法第121条の規定により出席した者 

      市 長   石   田   宝   藏 

      副 市 長   大   泉   勝   利 

      収 入 役   木   村       仁 

      教 育 長   上   村   好   生 

      総 務 部 長   山   田   政   徳 

      市 民 部 長   大   坪   正   明 

      保 健 福 祉 部 長   本   木   芳   夫 

      建 設 部 長   蒲   池   康   晴 

      産 業 経 済 部 長   田   島   稔   大 

      教 育 部 長   佐   藤   健   二 

      大 和 庁 舎 長   櫻   木   惠 美 子 

      三 橋 庁 舎 長   藤   木       均 

      消 防 長   竹   下   敏   郎 

      人 事 秘 書 課 長   高   田       厚 

      総 務 課 長   櫻   木   重   信 

      企 画 課 長   樽   見   孝   則 

      財 政 課 長   石   橋   真   剛 

      税 務 課 長   武   藤   義   治 

      健 康 づ く り 課 長   川   口   敬   司 

      福 祉 課 長   木   下   正   巳 

      学 校 教 育 課 長   成   清   一   廣 

      建 設 課 長   横   山   英   眞 

      農 政 課 長   成   清   博   茂 

      水 路 課 長   安   藤   和   彦 

 

４．本議会に出席した事務局職員 

      議 会 事 務 局 長   北   原       博 

      議会事務局次長兼議事係長   高   巣   雄   三 

      議 会 事 務 局 庶 務 係 長   高   口   佳   人 

 

５．議事日程 

  諸般の報告について 

   （１） 例月出納検査の結果について（平成20年７月、８月、９月分） 
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   （２） 市長の行政報告について 

  日程（１） 議会運営委員長報告について 

  日程（２） 会議録署名議員の指名について 

  日程（３） 議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について 

        議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

              について 

        議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第１号) 

              について 

  日程（４） 議案第78号 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

        議案第79号 柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

        議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

        議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

        議案第82号 柳川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の 

              制定について 

  日程（５） 議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定について 

        議案第84号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

  日程（６） 議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        議案第86号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  日程（７） 請願について 

        １ 請願第15号 「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願書 

        ２ 請願第16号 「郵政三事業の利便性の確保を求める意見書」を政府等 

                に提出することを求める請願書 

        ３ 請願第17号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の 

                就業条件の整備等に関する法律」等の抜本的な見直しを 

                求める意見書提出に関する請願書 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時１分 開会 

○議長（田中雅美君） 

 おはようございます。本日の出席議員29名、定足数であります。よって、ただいまから平

成20年第５回柳川市議会定例会を開会いたします。 
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 諸般の報告について。 

 開議に先立ち、諸般の報告を行います。 

 最初に、例月出納検査の結果について、監査委員よりお手元に配付のとおり提出されてお

りますので、御報告をいたします。 

 次に、市長の行政報告を願います。 

○市長（石田宝藏君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。本日は平成20年第５回柳川市議会定例会を招集いたしました

ところ、議員の皆様には御多用の中、御参集いただきまして、まことにありがとうございま

す。 

 議事に先立ちまして、議長のお許しを得ましたので、９月定例会以降の重立った事柄につ

いて御報告をさせていただきます。 

 まず、市長会についてでございます。 

 10月７日に、本市におきまして第115回福岡県市長会を開催いたしました。午前中の理事会

に引き続きまして、午後から総会並びに研修会を開催いたしました。研修会には日本財団の

笹川陽平会長をお招きしての講演会、それに現地研修といたしまして、川下りと白秋生家等

の視察を行っていただきました。開催市といたしまして成功裏に終わることができました。 

 議会では、本市から「地方分権の推進に向けた改革の継続について」、また「農林水産業

の振興について」など、26議案を提案し、全議案承認され、県・市長会名において、国、県

などの関係機関へ要望することとなりました。 

 中でも、同じく本市から提案をいたしました「原油価格高騰対策について」や「学校施設

整備等の充実について」など５議案は、同月16日、北九州市で開催されました九州市長会総

会におきましても承認決定され、九州市長会名で国など関係機関へ要望されることになりま

した。 

 続きまして、国や県等に対する要望活動について御報告をいたします。 

 まず、有明海東部地区農地海岸事業推進協議会に関しましては、10月21日に有明海岸保全

事業所、九州農政局、また11月19日には、農林水産省に対し、新海岸法の趣旨に沿った有明

海東部海岸保全事業の促進について政策提案を行いました。 

 次に、矢部川・中島地区河川改修に関しましては、11月10日に筑後川河川事務所、九州地

方整備局、19日には国土交通省、地元選出国会議員等に対し、事業促進のため、組織する同

協議会を通じ、事業の早期完了に向けて要望活動を行いました。 

 また、福岡県有明海漁業振興対策協議会におきましては、10月20日に協議懇談会を開催し、

同月27日に福岡県に対し「有明海再生に係る有明海特別措置法の運用支援」や「燃油高騰対

策」、「外国産ノリの輸入枠割り当て」や「ＩＱ枠の堅持」など、７項目について要望活動

を行いました。 
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 そのほか福岡県土地改良事業団体連合会、花宗川改修期成会、大川－瀬高間佐賀線跡地道

路建設促進期成会、県道久留米柳川線道路整備促進期成会、福岡県海岸協会等で、それぞれ

国土交通省、農林水産省、財務省を初め、関係省庁及び地元選出国会議員等、さらには福岡

県に対し、事業の早期促進と予算の確保について要望提案を行ったところであります。 

 次に、柳川市内の近況でございますが、去る10月17日にノリの種つけが解禁され、ノリ網

の張り込み作業が一斉に行われました。ことしは海水温が高く、これまでで最も遅かった昨

年に次いで２番目に遅い種つけ解禁となりました。 

 これまでは、順調に生育し、九州で一番早い11月25日にノリの初入札会が開催されました。

今回の入札会では約9,000万枚が出品されておりました。これからの海水温や栄養状況など、

ノリに適した海況の安定による福岡県有明海産のノリブランドである「福岡のり」のノリ価

格の上昇と、質・量ともに昨シーズンを上回る生産を願っているところでございます。 

 次に、昨年から政策しておりました観光プロモーション用ＤＶＤ「柳川物語」がこのたび

完成をいたしました。ＤＶＤは、国内はもとより、海外からの観光客の誘致や市民の観光へ

の意識啓発等を目的に、日本語、英語、中国語、韓国語、台湾語の５カ国版、500枚を作成い

たしました。旅行代理店や各種イベント等においてＤＶＤを活用し、観光地柳川を国内外に

広くＰＲしていくとともに、多くの市民の皆様にも御利用いただき、本市の再発見をしてい

ただきたいと考えております。 

 次に、第４回柳川市民まつりおいでめせ水郷オータムフェスタが、11月23日に開催をされ

ました。お天気にも恵まれ、秋空のもと市内外から７万2,000人の御来場をいただき、盛況の

うちに終えることができました。 

 市民まつりは４回目を迎え、農業、漁業、商工観光業にかかわる皆さんが連携した当地最

大の市民まつりとして定着してきたのではないかと思っております。 

 これもひとえに、会場周辺の住民の皆様の御理解と、実行委員会を初め多くの方々の御努

力、御協力のたまものでございます。この場をおかりいたしまして、衷心より関係者の方々

にお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

 次に、今年度、新たに創設いたしました技能功労者表彰制度による柳川市技能功労者表彰

式を11月28日にとり行いました。長年にわたり同一職業に従事し、技能及び技術の錬磨並び

に後進の指導育成に当たられ、市の産業振興に顕著な功績をおさめられた４名の方を今回、

技能功労者として表彰いたしました。 

 今後、本表彰制度が市内の技能職にかかわっておられます皆様の励みとなり、ひいては本

市の商工業の振興、発展につながればと考えております。 

 次に、柳川山門医師会との間で、柳川市地域防災計画に基づく災害時の医療救護活動に関

する協定書の締結式を11月28日に行いました。このたびの協定締結は、大規模災害が発生し

た場合に、市からの要請により医療救護チームを派遣していただき、災害現場等でのトリア
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ージや負傷者への医療等を行っていただくものでございます。 

 あってはならない大規模災害でございますが、医療救護活動に対する万全を今後とも尽く

してまいりたいと考えております。 

 最後に、11月28日、合併前の旧大和町が、化粧品会社ピアスアライズ社の工場、土地を不

当に高値で購入したとして、住民団体「ガラス張りの市政を進める市民の会」から540,000

千円の全額返還を請求するよう求めた控訴審判決の言い渡しが、福岡高等裁判所で行われま

した。ことし３月に福岡地裁が原告の訴えを退けるとの判決を出しましたが、その後、住民

７人を原告とし、高裁に上告されていたこの件でございますが、同日、福岡高等裁判所でも

控訴を棄却するとの判決を示しました。 

 議会や市民の皆さんには大変な関心事であり、御心配をかけております問題だけに、ここ

に御報告を申し上げるものでございます。 

 以上、簡単でございますが、これで行政報告を終わります。御清聴ありがとうございまし

た。 

○議長（田中雅美君） 

 以上をもって諸般の報告についてを終了し、直ちに本日の会議を開きます。 

      日程第１ 議会運営委員長報告について 

○議長（田中雅美君） 

 日程１．議会運営委員長報告について。 

 会期並びに日程につきまして、議会運営委員長の報告を求めます。 

○議会運営委員長（森田房儀君）（登壇） 

 おはようございます。 

 平成20年第５回柳川市議会定例会の会期日程等について、12月１日に議会運営委員会を開

催し協議いたしました。その報告を申し上げます。 

 まず、会期でありますが、本日12月３日から19日までの17日間といたしております。 

 その内容について申し上げますと、本日開会、提案理由の説明。４日は考案日。５日は議

案質疑。６日、７日は休日で休会。８日は考案日。９日、10日、11日を一般質問。12日を委

員会。13日、14日は休日で休会。15日、16日を委員会。17日、18日は事務整理日。19日を採

決、閉会といたしております。 

 次に、本日の日程について申し上げます。 

 日程２が、会議録署名議員の指名についてであります。 

 日程３が、議案第75号から議案第77号までの３議案の一括上程であります。 

 日程４が、議案第78号から議案第82号までの５議案の一括上程であります。 

 日程５が、議案第83号及び議案第84号の２議案の一括上程であります。 

 日程６が、議案第85号及び議案第86号の２議案の一括上程であります。 
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 日程７が、請願についてであります。 

 本定例会に請願３件が提出されております。請願第15号は教育民生委員会に審査を付託、

請願第16号は総務委員会に審査を付託、請願第17号は産業経済委員会に審査を付託といたし

ております。 

 次に、２日目の日程について申し上げます。 

 日程１が議案質疑でありまして、開会日と同様の方法で議題に供することにいたしており

ます。 

 議案第75号から議案第77号までの３議案を一括議題とし、質疑終了後、議案第75号は総務

委員会に審査を付託、議案第76号及び議案第77号の２議案は教育民生委員会に審査を付託と

いたしております。次に、議案第78号から議案第82号までの５議案を一括議題とし、質疑終

了後、議案第78号及び議案第79号の２議案は即決、議案第80号及び議案第81号の２議案は建

設委員会に審査を付託、議案第82号は即決といたしております。次に、議案第83号及び議案

第84号の２議案を一括議題とし、質疑終了後、議案第83号は教育民生委員会に審査を付託、

議案第84号は即決といたしております。次に、議案第85号及び議案第86号の２議案を一括議

題とし、質疑終了後、２議案とも即決といたしております。 

 以上のとおり議会運営委員会におきまして決定を見ておりますので、御報告を申し上げ、

終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 会期並びに日程につきましては、ただいまの議会運営委員長の報告どおり決定したいと思

います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、会期並びに日程につきましては、ただいまの議会運営委員長報告どお

り決定いたしました。 

      日程第２ 会議録署名議員の指名について 

○議長（田中雅美君） 

 日程２．会議録署名議員の指名について。 

 会議録署名議員として、11番矢ケ部広巳議員及び19番太田武文議員を指名いたします。 

      日程第３ 議案第75号～議案第77号 

○議長（田中雅美君） 

 日程３．議案第75号から議案第77号までの３議案を一括上程いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 
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○議長（田中雅美君） 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

○市長（石田宝藏君）（登壇） 

 議案第75号から77号の補正予算３議案につきまして御説明を申し上げます。 

 まず、議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について御説明を申し

上げます。 

 今回の補正は、人件費の調整、ピアス社に対する損害賠償請求訴訟に必要なアスベスト調

査委託料、国庫補助金等の返還金、次世代大規模経営品質管理システム実用化事業補助金、

道の駅用地選定のための不動産鑑定委託料及び三橋公民館施設のアスベスト除去工事費が主

なものでございます。 

 予算規模といたしまして、補正前の予算額26,623,108千円に158,208千円を追加し、歳入歳

出それぞれ26,781,316千円としようとするものでございます。 

 それでは、予算の内容を歳出から御説明申し上げます。 

 まず、各款にわたります職員の人件費については、総額28,130千円を減額しておりますが、

この主なものとして、育児休業や退職、休職及び人事異動による会計間の調整でございます。 

 次に、人件費以外につきまして、款ごとに御説明を申し上げます。 

 ２款．総務費では、ピアス跡地の建物に係るアスベスト調査委託料3,486千円、財政調整基

金9,925千円及び平成19年度事業の福岡県介護保険広域連合介護予防事業や自立支援給付費

事業などの国庫補助金等超過交付金返還金19,238千円などを追加しております。 

 特に、ピアス跡地の建物に係るアスベスト調査委託料について申し上げますと、本市とい

たしましては話し合いの場や調停の場においてピアス社に対して、ピアス社は平成15年に旧

大和町に売却した建物にアスベストが使用されていたことを知り得た立場にありながら、こ

のことについて、不動産売買契約当時、旧大和町に何ら説明を行わなかったことは、瑕疵ま

たは債務不履行に当たるとして、アスベスト除去経費の全額負担を主張してまいりましたし、

土壌問題についてもピアス社の誠意ある回答を求めてまいりました。 

 しかし、議員各位も御承知のとおり、６回に及ぶピアス社との民事調停においても本市の

主張が聞き入れられず、残念ながら不調に終わりました。 

 このため、本市としては、ピアス社に対してアスベストの除去経費及び土壌改善費につい

ての損害賠償請求の民事訴訟を起こす以外に解決の道はないと判断をいたしました。今回の

補正は、損害額算定のため、どこにどれだけのアスベストが使用され、それを除去するため

にはどれだけの費用が必要かを算出するための調査委託料でございます。 

 ３款．民生費では、障害者自立支援法における制度改正に伴います訓練等給付費22,152千

円、後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金33,971千円、県の公費医療助成制度の拡大

に伴います乳幼児医療助成費20,350千円及び生活保護費35,545千円などを追加しております。 
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 ６款．農林水産業費では、次世代大規模経営品質管理システム実用化事業補助金14,165千

円及び道の駅用地選定のための不動産鑑定委託料500千円などを追加する一方、強い農業づく

り交付金事業費48,000千円を減額しております。 

 まず、次世代大規模経営品質管理システム実用化事業補助金につきましては、柳川農協が

実施するカントリーエレベーターの色彩選別機設置を強い農業づくり交付金事業で取り組ん

でまいりましたが、採択されず、国への働きかけにより、かわりに次世代大規模経営品質管

理システム実用化事業で国の事業採択を受けたことにより補正を計上しております。 

 次に、道の駅用地選定のための不動産鑑定委託料につきまして申し上げますと、本市では、

有明海沿岸道路で来春、矢部川大橋の供用が可能となり、九州縦貫自動車道とアクセスをす

る国道443号バイパスも平成23年春には全線開通という見通しにあり、広域交通網整備が進ん

でおります。 

 そこで、休憩施設機能、情報発信機能、地域連携機能のこの３つの機能をあわせ持つ道の

駅について、本年度新たに設置をいたしました産業活性化推進室において、これまで精力的

に調査研究を重ねてきたところでございます。本市には豊かな自然、歴史、特産品等、多く

の魅力ある地域資源がございます。これら地域資源を積極的かつ有効に活用することで、産

業間連携を強化して地域経済の活性化につなげられないかと考えておりまして、その活性化

拠点施設として、道の駅の建設は有効な手段の一つであると考えております。 

 道の駅の建設に当たりましては、国道443号バイパス沿いに直売所、レストラン、加工施設

や交流研修施設等を有する規模の基本的コンセプトがまとまりましたので、国、県への要望

に当たり、まず建設候補予定地の検討と決定が必要でございますので、今回、そのための不

動産鑑定を実施するための委託料を計上するものでございます。 

 ７款．商工費では、本年10月３日に温泉の泉源からレジオネラ属菌の発生が確認されまし

た。供給を停止し、タンクや配管などを洗浄消毒して対処したところでございますが、今後、

温泉の安全供給を確保するための対策工事費3,500千円及び次亜塩素酸薬剤購入費800千円な

どを追加しております。 

 ８款．土木費では、西鉄中島駅前通り線事業費負担金として4,250千円を追加しております。 

 10款．教育費では、三橋公民館施設のアスベスト除去に係る設計監理業務委託料及び工事

費29,600千円、矢ケ部小学校及び二ツ河小学校のアスベスト除去に係る設計業務委託料及び

工事費4,400千円を追加しております。 

 これらの補正について申し上げますと、アスベスト対象物質が３種類から６種類に増加し

たこと及び含有率が１％から0.1％に強化されたことを受けまして、今回、平成17年度に実施

した施設の再調査を実施いたしました。 

 その結果、三橋公民館施設の大ホールを含む５カ所の天井、矢ケ部小学校の倉庫、ポンプ

室及び二ツ河小学校のポンプ室において、石綿含有試料のクリソタイルが含有率基準を超え
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て検出されました。そのため、アスベスト除去に必要なそれぞれの改修費を計上するもので

ございます。 

 このほか、金納公民館、蒲生公民館新築工事に対する補助金5,495千円を追加しております。 

 次に、歳入につきまして御説明をいたします。 

 ８款．地方特例交付金では、道路特定財源の暫定税率の失効期間中であった本年４月分に

おける減収分が、地方税減収補てん臨時交付金として交付されます7,253千円を追加しており

ます。 

 ９款．地方交付税については、普通交付税53,653千円を追加しております。 

 13款．国庫支出金では、68,922千円を追加しております。主なものは生活保護費及び自立

支援給付費の訓練等給付費、過年度分の生活保護費及び保育所運営費などを追加しておりま

す。 

 14款．県支出金では、11,159千円を追加しております。これは、後期高齢者医療保険基盤

安定負担金、乳幼児医療費等を追加する一方、強い農業づくり交付金事業費を減額しており

ます。 

 15款．財産収入では、矢留本町及び大和町鷹ノ尾の市有地の不動産売払収入11,971千円を

追加しております。 

 16款．寄付金では、1,150千円を追加しております。これは、総務費寄付金、教育費寄付金

及びふるさと寄付金の追加でございます。 

 20款．市債では、都市計画街路事業負担金の土木債4,100千円を追加しております。 

 このほか、第２表繰越明許費では３事業を追加しております。まず、漁業団地整備費77,000

千円につきましては、ノリ漁期中は物揚げ場の工事ができず、休漁期での施工となりますか

ら、翌年度へ繰り越すものでございます。 

 次に、小学校アスベスト除去工事4,200千円につきましては、春休み期間中に除去工事を行

うため、また、三橋公民館アスベスト除去工事29,600千円につきましては、除去工事期間が

２カ月間必要となりますので、それぞれ翌年度へ繰り越すものでございます。 

 第３表債務負担行為補正では、次世代育成支援行動計画書策定事業2,500千円を追加してお

ります。これは平成20年度中に意向調査を実施し、前期計画の見直しや調査分析を行い、平

成21年度中に計画の策定を行うものでございます。 

 第４表地方債補正では、都市計画街路事業負担金の借入限度額の変更を行っております。 

 次に、議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

御説明を申し上げます。 

 本案は、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の医療費自己負担増の凍結措置が延長

されることに伴い、電算システム改修が必要となったため、高齢者医療円滑運営事業費補助

金及び予備費を財源に電算システム業務委託料を計上するものでございます。 
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 このため、歳入歳出それぞれ661千円を追加し、補正後の予算総額を9,872,628千円とする

ものでございます。 

 次に、議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につい

て御説明を申し上げます。 

 本案は、後期高齢者医療広域連合保険基盤安定負担金の確定、後期高齢者医療広域連合事

務費負担金の増額や人件費の調整に伴い、保険基盤安定繰入金及び事務費繰入金を財源に予

算を補正しようとするものでございます。 

 このため、歳入歳出それぞれ37,106千円を追加し、補正後の予算総額を880,106千円とする

ものでございます。 

 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いを申し

上げます。 

      日程第４ 議案第78号～議案第82号 

○議長（田中雅美君） 

 日程４．議案第78号から議案第82号までの５議案を一括上程いたします。 

 議案の朗読をいたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

○市長（石田宝藏君）（登壇） 

 議案第78号から82号までの５議案について御説明を申し上げます。 

 まず、議案第78号 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の

制定について御説明を申し上げます。 

 現在、一般的な職員の勤務時間は１日当たり７時間45分となっており、所定の勤務時間の

うち、12時から12時15分までを休息時間としております。国においては、既にこの休息時間

が廃止されておりますので、本市においても、来年４月１日から廃止しようとするものでご

ざいます。 

 これに伴い、平成21年４月から、いわゆる昼休み時間は12時15分から13時までの45分間に

短縮されますが、始業時間、終業時間及び１日の勤務時間の変更はございません。 

 なお、市民の利用が多い窓口業務職場につきましても、これまでどおり職員が休憩を交代

でとることによって昼休みの時間帯でも利用できるようになっております。 

 次に、議案第79号 柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について御説明

を申し上げます。 

 本案は、平成21年１月から始まります産科医療補償制度にあわせ、条例の一部を改正しよ
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うとするものでございます。 

 この産科医療補償制度は、民間で運営する補償制度として、分娩に関連して発症した重度

脳性麻痺児に対する補償等を目的に、病院、診療所及び助産所など分娩を取り扱う機関が加

入し、それらの分娩機関がその掛金を負担するものでございます。その結果、この制度に加

入する分娩機関におきましては、分娩費用の上昇が予想されるため、国では被保険者の負担

の増加に対し、政令等の見直しが進められているところでございます。 

 改正の内容を申し上げますと、被保険者の費用負担を勘案して、出産育児一時金について

平成21年１月１日より、30千円を上限とした加算規定を設けるものでございます。 

 次に、議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について御説明を

申し上げます。 

 本案は、市営住宅から暴力団員を排除するため、条例の一部を改正しようとするものでご

ざいます。 

 公営住宅制度は、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃の賃貸住宅を供給するこ

とによって、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。 

 近年、公営住宅における暴力団員の不法・不当行為等については、殺人事件や傷害事件、

公営住宅の不正入居や不正使用、家賃の滞納、職員や住民に対する恫喝等、さまざまな問題

が全国的に発生しており、公営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確保する上

で看過できない状況となっております。 

 また、国及び地方公共団体の補助等により低廉な家賃で提供された公営住宅に、暴力団員

を入居させることに対する疑問が生じており、公営住宅制度そのものに対する住民の信頼を

揺るがすばかりでなく、暴力団員が入居する結果として、不当な利得を受け、暴力団の維持

存続に利用されるおそれも生じることから、社会正義の上でも大きな問題となっております。 

 このため、本市におきましても、国土交通省の基本方針に基づき、関係機関との連携を図

りながら、市営住宅の入居資格等の一部見直しを行うものでございます。 

 次に、議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定について御説明

を申し上げます。 

 本案は、先ほど御説明申し上げました柳川市営住宅管理条例の一部改正にあわせ、市営住

宅の共同施設として整備されている駐車場について、市営住宅の明け渡しの請求を受けた者

に対しては、その利用を認めないよう条例の一部を改正するものでございます。 

 次に、議案第82号 柳川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

 本案は、平成19年５月に制定されました株式会社日本政策金融公庫法の施行に伴い、条例

の一部を改正しようとするものでございます。 

 平成20年10月１日、政策金融機関の改編で国民生活金融公庫等が解散し、株式会社日本政
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策金融公庫が発足したことにより、本条例に引用する「国民生活金融公庫」を「株式会社日

本政策金融公庫」に改めるものでございます。 

 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、決定くださるようお願いを申し上

げます。 

      日程第５ 議案第83号～議案第84号 

○議長（田中雅美君） 

 日程５．議案第83号及び議案第84号の２議案を一括上程いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

○市長（石田宝藏君）（登壇） 

 議案第83号及び議案第84号の２議案につきまして、御説明を申し上げます。 

 まず、議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。 

 本案は、柳川市民会館の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の２第６項の規定

により議会の議決を求めるものでございます。 

 柳川市民会館の管理につきましては、平成18年４月１日から、よりよいサービスの提供と

経費の削減を目的として指定管理者制度を導入しておりますが、今年度末の平成21年３月31

日で指定期間が満了いたしますので、柳川市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する

条例第２条の規定により、新年度からの指定管理者を選定するため公募をいたしたところで

ございます。 

 経過を申し上げますと、平成20年10月16日に公募の告示をし、10月29日から11月５日まで

公募の受け付けをしましたところ、九州ビルサービス株式会社１社のみの応募でございまし

た。その後、11月10日に柳川市指定管理者選定委員会を開催し、指定管理者の候補者選定に

係る審査をしていただき、その結果、九州ビルサービス株式会社を柳川市民会館の指定管理

者の候補者に選定することに不都合はないとの報告があっており、指定管理者の候補者とし

て選定いたし、今回提案するものでございます。 

 なお、指定の期間は、平成21年４月１日から平成24年３月31日までの３年間を予定してお

ります。 

 次に、議案第84号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について御説明を申し上げ

ます。 

 本案は、75歳以上の方を対象とします独立した医療制度、後期高齢者医療制度に対し、保

険財政の安定化を図るため、平成19年３月に設立された福岡県後期高齢者医療広域連合の規
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約の変更について、地方自治法第291条の11の規定により議会の議決を求めるものでございま

す。 

 内容を申し上げますと、福岡県内すべての市町村が加入する広域連合の規約では、34人の

議員が定数と定められておりますが、平成21年３月31日までは設立時の経過措置として、県

内の各市町村から少なくとも１人以上が選出されるよう、77人が議員定数となっております。

その議会議員の定数に係る経過措置を平成23年３月31日まで延長するとともに、構成市町村

が負担する共通経費の負担割合を改めるものでございます。 

 以上、御説明を申し上げましたが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いを申

し上げます。 

      日程第６ 議案第85号～議案第86号 

○議長（田中雅美君） 

 日程６．議案第85号及び議案第86号の２議案を一括上程いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

○市長（石田宝藏君）（登壇） 

 議案第85号及び議案第86号の２議案につきまして、御説明を申し上げます。 

 まず、議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 

 現在の人権擁護委員である乗冨邦彦委員が、平成21年３月31日をもって任期満了となるた

め、人権擁護委員法の規定に基づき、再度、同氏を候補者として推薦しようとするものでご

ざいます。 

 次に、議案第86号 人権擁護委員候補者の推薦について御説明を申し上げます。 

 現在の人権擁護委員である内田要委員が、平成21年３月31日をもって任期満了となるため、

後任の候補者として古賀信正氏を、人権擁護委員法の規定に基づき推薦しようとするもので

ございます。 

 以上、御説明申し上げましたが、よろしく御審議の上、御同意くださいますようお願いを

申し上げます。 

      日程第７ 請願について 

○議長（田中雅美君） 

 日程７．請願について。 

 本定例会において受理いたしました請願は３件であります。 

 お諮りいたします。請願第15号 「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願書
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については、教育民生委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本請願は教育民生委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。請願第16号 「郵政三事業の利便性の確保を求める意見書」を政府等

に提出することを求める請願書については、総務委員会に審査を付託したいと思います。御

異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本請願は総務委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。請願第17号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律」等の抜本的な見直しを求める意見書提出に関する請願書に

ついては、産業経済委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本請願は産業経済委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 以上をもって、本日の日程すべてを終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

午前10時48分 散会 
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柳 川 市 議 会 第 ５ 回 定 例 会 会 議 録 

 

 平成20年12月５日柳川市議会議場に第５回市議会定例会が招集されたところ、出席議員及

び付議事件の説明のため出席した者の氏名並びに付議事件の内容は次のとおりである。 

 

１．出席議員 

      １番 島 添 達 也         ２番 古 賀 澄 雄 

      ３番 浦   博 宣         ４番 熊 井 三千代 

      ５番 梅 崎 昭 彦         ６番 島 添   勝 

      ７番 白 谷 義 隆         ８番 森 田 房 儀 

      ９番 荒 巻 英 樹         10番 藤 丸 富 男 

      11番 矢ケ部 広 巳         12番 荒 木   憲 

      13番 伊 藤 法 博         14番 龍   益 男 

      15番 菅 原 英 修         16番 諸 藤 哲 男 

      17番 樽 見 哲 也         18番 近 藤 末 治 

      19番 太 田 武 文         20番 吉 田 勝 也 

      21番 大 橋 恭 三         22番 藤 丸 正 勝 

      23番 木 下 芳二郎         24番 佐々木 創 主 

      25番 三小田 一 美         26番 梅 崎 和 弘 

      27番 髙 田 千壽輝         28番 山 田 奉 文 

      29番 河 村 好 浩         30番 田 中 雅 美 

 

２．欠席議員 

      な  し 
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３．地方自治法第121条の規定により出席した者 

      市 長   石   田   宝   藏 

      副 市 長   大   泉   勝   利 

      収 入 役   木   村       仁 

      教 育 長   上   村   好   生 

      総 務 部 長   山   田   政   徳 

      市 民 部 長   大   坪   正   明 

      保 健 福 祉 部 長   本   木   芳   夫 

      建 設 部 長   蒲   池   康   晴 

      産 業 経 済 部 長   田   島   稔   大 

      教 育 部 長   佐   藤   健   二 

      大 和 庁 舎 長   櫻   木   惠 美 子 

      三 橋 庁 舎 長   藤   木       均 

      消 防 長   竹   下   敏   郎 

      人 事 秘 書 課 長   高   田       厚 

      総 務 課 長   櫻   木   重   信 

      企 画 課 長   樽   見   孝   則 

      財 政 課 長   石   橋   真   剛 

      税 務 課 長   武   藤   義   治 

      健 康 づ く り 課 長   川   口   敬   司 

      福 祉 課 長   木   下   正   巳 

      学 校 教 育 課 長   成   清   一   廣 

      建 設 課 長   横   山   英   眞 

      農 政 課 長   成   清   博   茂 

      水 路 課 長   安   藤   和   彦 

      産 業 活 性 化 推 進 室 長   武   藤   正   純 

      観 光 課 長   龍       泰   子 

 

４．本議会に出席した事務局職員 

      議 会 事 務 局 長   北   原       博 

      議会事務局次長兼議事係長   高   巣   雄   三 

      議 会 事 務 局 庶 務 係 長   高   口   佳   人 

 

５．議事日程 
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  日程（１） 議案質疑について 

        １ 議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について 

        ２ 議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２ 

                号）について 

        ３ 議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 

                １号）について 

        ４ 議案第78号 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改 

                正する条例の制定について 

        ５ 議案第79号 柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に 

                ついて 

        ６ 議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ 

                いて 

        ７ 議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定に 

                ついて 

        ８ 議案第82号 柳川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

                例の制定について 

        ９ 議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定について 

        10 議案第84号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

        11 議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について 

        12 議案第86号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時２分 開議 

○議長（田中雅美君） 

 おはようございます。本日の出席議員全員、定足数であります。よって、ただいまから本

日の会議を開きます。 

      日程第１ 議案質疑について 

○議長（田中雅美君） 

 日程１．議案質疑について。 

 開会日に上程されました議案の質疑を行います。 

 なお、質疑に当たっては、市議会会議規則第54条の規定のとおり、議題外の質問、また、

自己の意見を述べることのないようにお願いをしておきます。 

 議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について 

 議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 
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及び議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

の以上３議案を一括議題といたします。 

 ３議案について質疑を行います。 

 質疑通告者の発言を許します。 

○12番（荒木 憲君） 

 12番荒木でございます。質疑通告に基づき質問いたします。 

 議案第75号、６款10項12目13節の道の駅の建設についてであります。 

 提案理由の説明で本年度新たに設置した産業活性化推進室とありますが、第１回目の質問

ですけど、何月何日に設置されたのか。 

 あと、２つ目、審議委員会の設置はなされているのか。 

 ３番目、設置されているのであれば、委員会の人数と開催の日程と回数。 

 ４、設置されていない場合、推進室の人員と会議の回数、それと日程をお聞きいたします。 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 今、荒木議員の質問でございますが、第１点目の産業活性化室はいつ設置されたのかとい

うことについて、ちょっと私のほうから答弁させていただきます。 

 この産業活性化推進室につきましては、本年の１月、２月に総務委員会、そして全員協議

会という中で組織・機構改革の骨子ということで、趣旨なり体制なりの説明がなされまして、

本年４月１日からこの機構改革において設置をされております。 

 以上です。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 ２点目の審議会が設置をされたかということでございますが、これについては現在設置を

しておりません。 

 活性化推進室で何人おられるかということで、私以下４名、合計４名で調査研究を行って

おります。 

○12番（荒木 憲君） 

 ２回目の質問じゃありません。さっきの質問、委員会じゃなくて、推進室の人数と会議の

回数はまださっきの質問の中に入っておりますので。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 会議の回数と私たちが研究をしたことがどれぐらいかちいうことなんですかね。私たちは

九州の道の駅について、立地、建物、商品等の施設等を現地調査を行ったところは28カ所、

それと、運営管理団体とか売り上げ、経費、そういった部分の調査を実際13カ所、直接聞き

取りをしております。あと書類で回答いただいた分は１カ所ということで、合計、九州の中

では29カ所調査をしております。 

 以上でございます。 
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○12番（荒木 憲君） 

 ２回目の質問に移ります。 

 この間、全協で、所管委員会への報告はなされていない、また、審議委員会の設置が今な

されていないということですが、１番目、事業推進方法として秘密裏に進めていいものなの

か、所管に説明もしないで、また、審議委員会を設置しないでですね。また、情報公開等説

明責任を果たす中で進めるべきでないのか。また、ガラス張りの政治はどこに行ったのかな。

市民をもうちょっと信頼して、審議会に任せるべきではないか。そういうところがあります。 

 第２に、事業目的、例えば道の駅は必要性があるのか。 

 ３番目、事業計画においては、施設整備の概要、規模は１から２ヘクタール、概算ですよ

ね、１から２ヘクタールというのは。あと建物、休憩室、多目的トイレ、事務室、駐車場の

面積をお答えください。 

 次に、事業の総予算の計上は。あと国、県の補助はどのくらいになっているのか。また、

経営的に既設の道の駅の状況、その辺を調べてあるのか。あと、商品的にも特産品の商品は

幾つぐらいあるのか。 

 もう１つ、道の駅整備に取り巻く環境。本市の財政状況。類似施設との競合。また443号の

利便性。それについてお尋ねいたします。 

 また、実施時期は適切であるのか、その辺をお答えいただきます。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 事業推進方法としてどうなのかということでございますが、これについては、これは秘密

裏ということじゃなくて、平成20年度で私たちは調査研究を実際やってきたというところで

す。当然、私たちはそういった役目が課せられておりますので、そういったことを実施して

きたと。 

 それと、事業の目的は、例えば道の駅の必然性はということでございますが、道の駅は全

協のほうでも説明いたしましたが、当然、休憩施設、今後、今柳川市が広域的整備がそれぞ

れかなり進んでおるということで、そういった意味でも交通の円滑な流れを支えるための道

路利用者が安心して立ち寄れる休憩施設が必要になっていると。それで、この休憩施設を利

用して、本市の文化、歴史、名所、特産品の情報を紹介しながら、活用しながら、そして広

く柳川市を知らせて、また市内においては農水商工の連携、そういうのをやりながら地域の

活性化につなげていきたいということで、これもちょっと全協のほうで説明をさせていただ

いたと思っています。 

 次に、事業概要ということでございますが、施設については、提案理由の中でございます

ので、規模のほうですかね、施設の規模、それぞれどう考えているかということですか。規

模については一応、これはあくまでも近隣等見て、これ調査して、私たちのところで考えて

おる部分でございます。直売所としては500平米、レストランとして250平米、加工施設が150
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平米、情報案内所が150平米、研究施設が300平米程度を考えております。直売所、レストラ

ン、これは合わせて750平米ございますが、これ道の駅の良好なところは大体700前後という

ふうにちょっと聞いておりますので、そこを想定して、しているところでございます。 

 次に、総予算がどのくらいかということやったですかね。総予算は、これも示したように、

約８億円程度ということで考えております。これは現在、宗像がことしの４月ぐらいにオー

プンしました。あそこの地形が私たちのところとよく似ているという部分もございますので、

あそこを参考に試算をしておおむね８億円ということで示させていただいております。 

 あと国、県の補助ということで、私たちはこれは道路管理者が設置をする部分と市が地域

の振興施設という両方かね合わせた一体型を計画しておるところで、道路管理者については

国交省の補助、あと市町村の地域振興施設についてはほとんどのところが農水省関係でつく

っている部分ございます。ただ、まだほかにも補助はいろいろあるかと思いますので、そこ

ら辺は今現在物色している部分もございます。（「金額的に言うて」と呼ぶ者あり）金額的

にち言いますと、（「補助金の金額について」と呼ぶ者あり）補助金はそれぞれメニューが、

例えば建物、それからソフトの部分とか、いろんなメニューがいろいろ違いますので、先ほ

ども言いましたように、今現在、物色中でもございますので、一概にこうということはちょ

っと現段階では言えません。そういった補助メニューを取り組んでいきたいと思っています。 

○議長（田中雅美君） 

 ３回目ですか。 

○12番（荒木 憲君） 

 ３回目じゃないんですよ。さっきの質問の中に補助はということは、金額的に国、県がど

のくらい出すのかということを聞いているわけですよ。そこまで調べとっとでしょうもん。

調べて提案しとっとでしょうもん。そこば聞きよっとですたい。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 これについては当然今から先、まだ皆さんと協議しながら、施設の規模も恐らく協議して

詳細に詰めていかにゃいかんというふうに思っています。建物については、先ほど１つの例

としては、農水省の関係であれば２分の１の補助が大体できるかと、それと、国交省の道路

休憩部分については、これも規模は道路管理者とこれからちょっと詰めていかにゃいかんと

いうことでございますので、どの程度かと言われても、この場で幾らとちょっと申し上げら

れません。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに答弁、まだ残しのあっですかね、荒木議員。 

○12番（荒木 憲君） 

 商品的特産物の品目、それとあと道の駅整備に取り巻く環境、本市の財政状況とか、類似

施設の競合、443号の利便性を聞いております。あと実施時期は適切であるかも聞いておりま
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すけど、その辺答弁あっていませんから。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 商品、特産物は何かあるかということでございますが、市内にはいっぱい安全・安心な農

水産物があると思います。これからどんどん活用も、商品開発も当然やっていかなければな

らないと思っています。 

 それと、類似施設の競合はどうなのかということで、皆さん御存じのように、この近くに

おきましては久留米、大牟田がございます。これとはルートがちょっと違うもので、競合し

ないというふうに考えております。 

 時期は適切かということでございますが、私たちは443号バイパス沿いを計画しております

ので、実施時期はその供用開始に合わせてということで、適切というふうに思っています。 

 以上です。（「443号の利便性についてはまだ答弁あっていませんけど」と呼ぶ者あり） 

 443号の利便性といいますのは、当然有明沿岸道路、それと、みやま柳川インターチェンジ、

これを結ぶ部分でございます。そして、中央には208号も通りますし、大和城島線も通ってい

るという意味では、広域的にいろんなアクセスができるということで、これは利便性がある

というふうに私は思っています。（「まだですよ。まだ経営的に既設の道の駅の状況も質問

していますけど、これも他の施設はどういうふうになっているのか質問しておりますけど、

答弁あっていません。調べとらんなら調べとらんでよかですよ」と呼ぶ者あり） 

 これについては、先ほど十何カ所現地の聞き取り調査等をやっております。その中で確か

に経営がうまくいっているところ、いっていないところ、それございます。ただ、これもそ

のやり方でかなり道の駅は変わってくるということで、例えば、新たな商品開発をしながら

農商工で連携をしながら活性化につなげてやってあるところはうまくいっているし、また、

農家の方々も高齢者とかも生きがいを感じてある部分がある。それと、道の駅の建設、集客1

0万人以上によっては、ほかのところも市内の波及効果もかなりあるというふうに総体的にそ

ういった意見でございました。実際、利益という部分を考えれば、その中での販売方法によ

って変わってきますので、どの程度上げるか、上がっていくかというのは、これはなかなか

この場でどうということございませんが、いろいろいいところ、悪いところあるのは事実で

す。 

○12番（荒木 憲君） 

 最後の質問になりますけど、提案理由の説明で、これまで精力的に調査研究を重ねてきた

ということになっておりますけど、たかが６カ月、７カ月で、近隣の市町村とかそういうと

ころ調べられるのかな。 

 それと、あと国、県の補助は今から２分の１であるからどうのこうのと言われますけど、

事業計画の内容で平米数ちゃんとわかっとるわけでしょう。この平米数に対してはこんだけ

出ますよとか、国、県の補助金はこれぐらい出ますよという概算は出るわけでしょうが。規
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模で何平米、売り場、レストランで750平米とかあるやないですか。駐車場はどんくらいぐら

い見ておるのか。駐車場に対する国の予算がどのぐらいち決まっとるわけでしょうが。そう

でしょう。 

 それと、経営的、既設の道の駅の状況、29カ所聞いてあるということでございますが、こ

れ何カ所ぐらい黒字で、何カ所が赤字なのか。そういうのは調べてあるのか。 

 あと商品、いっぱいあります、子供じゃないんですよ。何種類あるのか。１年間通して何

種類ぐらいずっと出せるのか。それぐらい調べとかなきゃいけないんじゃないですか。 

 それと、実施時期は適切であるかとの質問で、443号、あれを基本にして考えていますので

ということ、それあれになっていませんよ、答弁には。 

 あと443号のバイパスの利便性、そこんにきもちょっとおかしくなかですか。 

 私はもう意見言われませんので、今言った29カ所の中の何カ所が黒字であって、何カ所が

赤字なのか。あと事業計画の中での建物の面積による国の補助金問題、県の補助金問題。 

 総予算、一応８億円とありますけど、８億円で大丈夫なのかな。 

 提案理由に書いてあるんですよね、これ。本年度新たに設置いたしました産業活性化推進

室において精力的に調査研究を重ねてきたと。どんだけ調査してあるとかな。何の調査をし

てあるのか、どんだけ調査してあるのか、わからんでしょうが。全協でも言ったけど、これ

質疑で質問してくださいと言われたので質問しています。 

 これ最後やけんですね。あと12月３日の初めて資料提出をされても、これは審議されない

んじゃないかなと私は思っております。だから、今言ったような平米数に対する国の予算、

補助金の金額と29カ所のうちの何カ所黒字か、何カ所赤字か。あと商品、地産地消の特産品

はどのくらいあるのか。それを説明してください。最後です。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 まず、補助金がどの程度かと、どうなのかということですけど、先ほども私も、今から施

設の大きさ等も当然詳細に検討していかにゃいかんということもございます。そして、補助

金に合うような施設をつくっていかにゃいかんということで、今幾らかと言われても、ちょ

っと答えようがございません。（「今の状況で鑑定ば一つ提案すること自体がおかしい」「答

えようがちことやけんな」「ここばジダマば返すちいうことだけ決まっとっとやろうもん」

と呼ぶ者あり）要は私たちがそれぞれ関係、補助金所管してあるところに協議する中で、あ

る程度特定した場所、そして詳細な施設の規模、これを当然上げて、実際そういった所管課

と協議をやる必要があります。現段階ではそこまでできませんので、今回ちょっと不動産鑑

定をお願いしておるわけでございますが、ですから、それで初めて今度委員会とかも開きな

がら、そこを詰めて、そしたら、国交省とか、農水省とか、そういったところに正式に行け

るということで、そのときに初めて示される額になるのかなと思っています。 

 そうすると、あと農産物等の特産品の種類やったですかね。これについては、先ほど言い
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ましたように、漠然と言いましたが、確かに柳川ではいろんな資源がございますので、この

種類は逆にうんと生かして今からやっていかにゃいかんと、そういった場を利用してやって

いかにゃいかんと私は考えております。 

 そうすると、12月３日の審議会で審査はできないと言われましたが、審査を今後やっても

らうために、今現在私たちが調査できた分の計画を示して説明をさせてもらったつもりです。 

 以上です。（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ほかにありませんか。（「まだ答弁もらっとらんよ」と呼ぶ者あり）３回終わったろう。

（「まだ答弁もらっていないところ１つあります」と呼ぶ者あり） 

○12番（荒木 憲君） 

 29カ所調べてあるち言うとるけんが、黒字のところが何カ所あるのか、赤字のところが何

カ所あるのか、それを質問しておりますけど。（「調べとっとやろもん、ちゃんと」と呼ぶ

者あり） 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 私たちが調べた、現地に出向いていった部分で、２カ所は明らかに赤字という部分は大体

わかっています。（「あと黒字ですか」「なら、素人が見たってわかろうもん」と呼ぶ者あ

り）だから、赤字、あと経営内容はもうそれぞれ企業秘密もあるもので、必ずしも正確に私

たちにも伝わらん部分もございます。 

○議長（田中雅美君） 

 あとは室長、個人的に荒木議員に答えとってください。 

 ほかにありませんか。 

○29番（河村好浩君） 

 29番河村でございます。私は議案第75号 柳川市一般会計補正予算（第３号）についての2

9ページの総務費の中の１項．総務管理費の財産管理費、委託料、アスベスト調査委託料につ

いてお尋ねをしますが、提案理由の説明の中で、ピアス社に対してピアス社は平成15年に旧

大和町に売却した建物にアスベストが使用されていたことを知り得た立場にありながら、こ

のことについて不動産売買契約当時、旧大和町に何ら説明を行わなかったことは、瑕疵また

は債務不履行に当たるとして云々というふうに提案理由を説明されておりますが、この件に

関しましては、合併当初より、百条委員会、一般質問、全協等で再三質問、または指摘をさ

れてきたところであります。しかしながら、市長はその答弁としまして、ピアス社は信頼で

きる会社である、ピアスと話し合いができている、ピアス社にきっちりとさせるというふう

に再三言ってこられました。ある議員の中には、そのときにはそんないいかげんなことを言

わないでくださいとまで言われたにもかかわらず、ピアス社はことしになりまして債務不存

在の調停を申し込んでこられましたね。要は私たちのところに落ち度がないからやりません
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よというふうに言ってきているわけでございます。じゃ、この損害賠償を請求して、どれだ

けの勝算があるのか。100％勝算があるのか。その辺はどうなんでしょうか。やはり賠償を求

めて不調に終わったわけですよね、この調停がですね。ですから、今さらこの損害賠償をし

ても意味があるのかどうか。うわさによりますと、市長のパフォーマンスじゃないかと、こ

の時期に何もやらなくてもいいんじゃないかなと。 

 それともう１つは、じゃあ調査をして損害賠償請求をするのがいつになるのか。その辺の

ことをお願いいたします。 

○副市長（大泉勝利君） 

 損害賠償をやったときの勝算の話でございますけれども、民事調停の中では具体的にピア

ス社と協議できなかった内容がございます。それは平成15年の取引のときに何ら説明がなか

ったということと、アスベストの存在を知っていたんではないかという私どもの問題意識に

対して、その問題は裁判の中で扱ってくださいというふうな、そういう話がございました。 

 それから、勝算についてでございますけれども、今申し上げたことも含めまして、本市議

会の９月議会の中でも太田議員のほうから、不動産鑑定の部分について疑いがあるという、

こういう問題が出ておりますので、これも含めて裁判の中で議論をすることは非常に重要な

ことだと思っております。 

 何をもとにということでございますが、まず１つは、債務の不履行の疑いがあると、図面

にアスベストの存在があるにもかかわらず、それを説明しなかったというふうなこと、それ

から、虚偽の説明の疑いがあるのではないかというふうなことも考えております。それはア

スベストの存在を知りながら、重要事項説明の中で触れなかった。それから、いろいろアス

ベスト使用の調査等、段階的にあるわけでございます。それから、アスベストについては年

度とともに吹きつけの規制等があるわけでございますが、その吹きつけ等の規制を考えてい

くと、それに触れるような施工を行っている可能性がある、こういったことも含めて。それ

から土壌の問題、これについては瑕疵担保責任があるということで、訴えることによって勝

算はあるというふうに考えております。 

○29番（河村好浩君） 

 だから、合併当初から私たち議員は市長に対して、何ら説明を行わなかったことは不履行

に当たるとか、そういう問題はとうに昔、３年前に言ってきているんですね、私たちは。そ

れを市長は、ピアス社は信頼できる、そのように再三言ってこられた。じゃ、ピアス社が出

してきた鑑定評価ですね、それを市長はうのみにして契約をしたわけですね。（「そうだ」

と呼ぶ者あり）本来ならば、きちっと大和町のときに独自の調査をやっていれば、こんな何

ら説明をしなくても自分たちが調査をすればよかったんじゃないですか。それをやらないで

おいて、今さら、私たちが３年前に言っていなかったら別にあれかもしれませんけれども、

３年前から私たちはこんなことがあるじゃないかと、何で調べなかったのか、先に調べなさ
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いというふうにまで言ってきたにもかかわらず、この今の時期において何でこんな話が出て

くるのかなというふうに思うわけでございます。 

 それで、やはり考えますと、私たち、市側じゃないんですけど、旧大和町側にも相当の落

ち度があるんじゃないかなと思われます。それは安易にピアス側のあれを丸信頼して受け付

けているわけですから、その辺のところを100％、じゃあピアス社に問えるのかなと。そうし

た場合、100％にならなかった場合、７・３でも、６・４でも、５・５でも構わないですけれ

ども、この件に関しまして市長は、ある方の一般質問の中でも、責任を持ってやりますと。

この間のあれでは、交渉する責任というふうにおっしゃられました。でも、あのときの責任、

「やらなければ私が責任をとらなくちゃいけないわけですから、そんないいかげんなことは

言わないでくださいよ。ピアス社がやらなければ私が責任をとります」というふうなことを

言ってありますよね。そのときにまた、「柳川の市民の皆様方には迷惑をかけません」とい

うふうにおっしゃっています。ということは、これは市長個人でやられるということ、もし

ですよ、７・３とか６・４になった場合に、その場合は市長個人でやられるというお話なん

でしょうか。私はそのような形で百条委員会のときも、一般質問のときも、全協のときも、

そのような形で私はとらえたわけですので、その辺のことをちょっとお願いします。 

○市長（石田宝藏君） 

 この問題は、繰り返し繰り返し私も一般質問、きょうはまた質疑でありますからね。質疑

のこの予算の、この三百六十何万円がどのような形になって、どういった支出の仕方をする

のかというのは、本来は質疑ですから、疑義をただしていただくということですね。（「質

疑やん」と呼ぶ者あり）今のようなものについては、私は一般質問の領域だろうというふう

に思います。 

 ただ、あえてお答えを申し上げますが、（「それ違います」と呼ぶ者あり）あえてお答え

いたしますが、私はピアス社というのは長年大和町で操業なさった。過去の経過、あるいは

会社の規模からいたしましても、私は信頼のおける企業だということも申し上げてきました。

ただ、今回のやつは、私どもが平成15年12月、これまで議会でも説明してまいりましたが、

そういった話のあるものを受けまして、市議会、あるいは関係の方々の御意見をいただいて、

最終的に大和町で買収をするという合意をいただいてやったものです。私は、非常に紳士的

な企業でもありますし、将来、都市計画法でいう準工業地域、用途地域からいたしましても、

すぐに動力が、工場を誘致できるような土地でございます。したがって、これについては取

得するのが望ましいと。しかし、議会のあのときのことはこれまでも繰り返し言ってきてい

ますが、雇用を守りなさい、できる限りそういった住民の皆さんの雇用を守るのが町のトッ

プとしてやるべきことじゃないかと、こういうことでした。中身については、これまで繰り

返し、もうこれ皆さん方耳にたこができるように頭の中に残っていると思いますけれども、

信頼をして買ったわけですけれども、御案内のとおり、その後のアスベストの問題が惹起を
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いたしまして、さまざまな住民団体からの裁判が起きた。福岡地裁では、ことしの３月に不

当な高値では買っていないという原告の訴えを退ける地裁判決が出ました。その後、これを

不服として控訴されました。この11月28日に、高裁も同じように原告の訴えを退ける公訴棄

却の判決を出したわけです。（「それば聞いてあるじゃなかやんね、石田さん」と呼ぶ者あ

り）これはその中に、それはなぜ関連があるかといいますと、そういった一面で住民団体の

訴訟があるという背景とともに、一方ではピアス社は、本来ならば市のほうからそういった

ものについては調停申し立てるべきでしょうけれども、損害賠償についての私どもは請求を

いたしましたので、それに対しての逆に調停の申し立てを柳川簡易裁判所に出してきた。こ

れは本来考えられないこと。そしてしかも、この前から太田議員は、この鑑定をなさったと

ころの担当者にも照会をいただいておる。そして御照会いただいたところが、これには疑い

があるというコメントもいただいておる。 

 それから、私どもも現実としてこれまで一貫して言ってきたのは、誠実であると信じてい

た企業が私どもに説明をしていなかった部分、これが図面の中にあるアスベスト、建物の建

築図面の中にあるアスベストが私どもに知らされていないということは、これは言語道断。

したがって、弁護士等にも照会をした。 

 さらには、最高裁のつい最近の判例を見てみましても、議会の議員さん方がおっしゃった

ように、やはり思ってもいなかったものが土地の中から出てきた。こういうものについては

いわゆる売却した者、こちらの責任は極めて重大だという最高裁の判決も示されました。し

たがって、私はこういった公人として当然、当時の首長として私の責任でやらなきゃいけな

いと。確かに言葉足らずの面もあったかと思いますけれども、私の責任でやらなきゃいけな

い。それは当然責任とらなきゃいけない。これは公人として言っていることでありまして、

石田宝藏ではないわけです。（発言する者あり）あくまでも取引の代表者というのは（「そ

れが詭弁というの」と呼ぶ者あり）いやいやだから、（「詭弁じゃない」と呼ぶ者あり）だ

から、その辺についてはきっちりと裁判でもって決着をつけなきゃいけない。この鑑定の公

判を維持するためには、つい先般の全協でも御説明申し上げましたとおりに、御理解をいた

だきたい。これは市民の皆さん方に決して損害を与えるようなことがあってはならない。そ

のためにやらなきゃいけないのが今回の鑑定であり、裁判だというふうに御理解いただきた

いと思います。（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

○29番（河村好浩君） 

 もう再三、市長の答弁も再三同じようなことをおっしゃってこられましたが、だから、最

初から議員団はやりなさいよと、調査をやったがいいじゃないかと。それで、もう損害賠償

じゃなくて、もうだまされているんだから、（「そうだ」と呼ぶ者あり）刑事訴訟だったで

すかね、をしなさいよとまで議員団は言ってきていると思います。 

 この3,486千円ですか、税金ですよね。税金を使わないと言っておられながら、税金を使っ
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てあるということで、やはり市民の皆さんから選挙のためのパフォーマンスじゃないかとい

うふうにささやかれているのも事実だってあるし、また、市長は嫌いでしょうけれども、じ

ゃろじゃろ話は嫌いとよくおっしゃっていますけれども、何か３月までにこのアスベストを

ピアス社がするんではないかというふうな話まで本当のような形でうわさが流れております

けれども、やはりもう今さら──あっ、先ほどはちょっと済みません、その前に──よかで

す、もうこれ。先ほどいつまでにできるのかというのを聞いとったんですけれども、損害賠

償請求がいつできるのかということも聞いておりました。いつ開始されるのかというのをち

ょっと聞いていないんで…… 

○議長（田中雅美君） 

 一緒に聞いてください。 

○29番（河村好浩君） 

 一緒にちいうと、もう次できないですもんね。その前んともはっきり、ちょっとしてもろ

うてよかですかね。これ３番目じゃないですよ。その前のばちょっと。 

○議長（田中雅美君） 

 今んとは３回目ですよ。そりけん、その前の答弁を求めたいちいうことでしょう。 

○29番（河村好浩君） 

 求めてから、その後でまた聞きます。 

○副市長（大泉勝利君） 

 訴訟の時期ということですが、今の予定では３月に訴訟を起こしたいというふうに考えて

おります。（「３月」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 そんなら、河村議員、３回目でいいですか。 

○29番（河村好浩君） 

 はい。３月に訴訟を起こして、市長も４月に選挙ですよね。これは別に市長がやらなきゃ

やれない──もし次の市長さんがどなたになられるか私はわかりませんけれども、それでも

遅くないんじゃないかなと思うし、やはりこれをやっても本当勝ち目がないような気がしま

す。（「なか、勝ち目は」と呼ぶ者あり）ですから、その辺で私はちょっとこれを判断で、

きょうのあれを判断して、最後の最終日にあれをしたいと思いますので、どうもありがとう

ございました。 

○市長（石田宝藏君） 

 それは意見でございましょう。（「どこをあんた聞きよっと」と呼ぶ者あり）それは意見

でございましょう。（「質疑よ、これは」発言する者あり）質疑は疑義をただすことですよ。

（「だから、それを質問して聞いて、私は判断材料にしますというふうに今言ったわけです」

と呼ぶ者あり） 
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 私は全面勝訴だと思います。そのようなことでなければやれません。（「そがんばか言う

な」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ほかにありませんか。 

○25番（三小田一美君） 

 それでは、29ページの13節の委託料でございますが、今、先ほど市長の御答弁で私聞き取

れないところがいっぱいありました。そこで、私も本当は質問もしたくないなと、一般質問

もありますから、と思いましたけれども、ちょっとお尋ねしたいと思いますが、まず、委託

料の内訳。そうすると、平成17年、また財政課が調査した時点の、アスベストが存在するこ

とが判明しているか、そのときの調査の結果どうなっているのか。これは調査の結果だから

担当の方でもいいと思いますので。まず、１回目はここから行きたいと思いますんで、お願

いしたいと思います。 

○財政課長（石橋真剛君） 

 三小田議員からの御質問のピアス社からのアスベスト調査結果について御報告を申し上げ

たいと思います。 

 今、三小田議員おっしゃいましたように、17年の８月10日付でエルソルプロダクツ九州工

場からアスベスト調査表が参っております。この内容を申し上げますと、かなり多岐に富ん

でおりますので、使用箇所が屋根、カラーの鉄板、使用年度、昭和49年３月、アスベスト種

類、水勾配50分の１、今後の対応、補修、解体等注意すること等々、るる結構ありますので、

こういうふうな報告書が参っているということでございます。（「はい、もうよか」と呼ぶ

者あり） 

○25番（三小田一美君） 

 先ほどお尋ねしてある河村議員にはでたらめなことばかり御答弁をなされ、だから、今回、

私これはお尋ねはしたくなかったんですけど、ちょっともう一回おさらいをしたいと思いま

す。いいですか、市長。 

 まず、百条委員会で、全協または本会議のほうで答弁をされますが、全く違うわけですね、

今の答弁の河村さんのところでは。市民には迷惑はかけないと言われますが、私は自分の金

でやるのが一番問題がなかち思うとるわけ。なぜなら、市長の答弁で、問題が発生するなら

ば、売り主であるピアス社に申し入れまして、きちんとその辺は処理はさせたいと思います。

また責任を持ってやります。もう何回でん言わせんでおってくださいよ。ピアス社がやらな

ければ私が責任をとらなくちゃいけないわけですので、また石田宝藏、逃げも隠れもしませ

んと答弁されとるわけですよ。ですね。ちゃんとそこら辺のところは親切に我が反省すると

ころは反省せやん。よかところはよかところでですね。だから、議会がこういうふうにあな

たがおっしゃられる、問題が起きてくっちゃないですか。あなたがきちんと整理、心からそ
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れ出してもろうて、そすっといっちょももめたりなんたりせんとですよ、答弁したってもで

すね。きちんと守っていただければ。 

○13番（伊藤法博君） 

 議長、発言の途中ですけど、今の三小田議員の発言は公人である市長に質問しているのか、

私個人の石田宝藏にしているのかの区別がつかないような質問の仕方をしてありますので、

その辺はちょっと議長のほうから（「それは、あんたは……」と呼ぶ者あり）指摘をして、

公人である石田市長についての質問ということで質問をするように指導してください。（「市

長の答弁……」と呼ぶ者あり） 

○25番（三小田一美君） 

 指導てろんなかでしょうが。これは出してあるとやん、私は聞きよっとやろうが。もうち

ょっとあなた勉強ばせんですか。（「答弁な後でち言いよっと」と呼ぶ者あり）何ち言いよ

っと。 

 はい、次行きます。これは３回までの、それの注意なら私もわかりますよ。何ですか、あ

なた議員でしょうもん。（「柳川の議員じゃないんじゃないの」と呼ぶ者あり）これに関連

しとりますからですね。これは（発言する者あり）伊藤さん、これはお金のかかっとるわけ

です。公金。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと、三小田議員、議員同士の会話はやめてください。 

○25番（三小田一美君） 

 どうも済みません、議長。 

 そして、購入するとき、土地や建物について何の確認の検査もされん。また、建物は現状

の有姿という考えられない内容で契約をされておるわけですよ。また、この前、３日前かな、

全協の中で12月１日、文書は図面を見ていないとはっきり答弁されておる。私はもうびっく

りした、これは。それに対して間違いはないのか、今私がお聞きしたのに。 

 そして、なぜ今になって調査が必要なのか。平成12年の調査でその存在が明らかになった

ときに、詳細な調査を行って、直ちに損害賠償の請求か、また瑕疵担保の責任を追及してお

けば、今ごろは早う解決しとった。伊藤さん。（「伊藤さんて」「そこまで言わんでよか」

と呼ぶ者あり）今ごろは本当早う解決しとったわけですよ。今、財政課の課長がおっしゃら

るるごと。（「それは質問では逸脱しとるですよ、これは」と呼ぶ者あり）何の逸脱じゃな

かやっかいや。おれ委託料の件でついとっじゃっか、その前後して。それがそんならどけん

すっばいという聞きよろうが。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、自己の意見を述べずと、もう少し簡潔に質問を、質疑ですから、お願いしと

きます。 
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○25番（三小田一美君） 

 議長、あの答弁の中で皆さんのわからないところがあるじゃないですか。まだいっぱいあ

ります。大和町のところも。だから私も旧大和町議員でありましたから、反省はしておりま

す。それは今上がっておられる議員さんたちも反省してあると思います。私ももうちょっと

勉強ばしとけば、本当に柳川の市民の方に迷惑はかけんやったなと私はつくづく反省してお

ります。 

 はい、次に行きます。（「質問は言わんでよかと、質問は」と呼ぶ者あり）黙っとけ。 

 昨年の末に議会からの厳しい請求を受けて、損害賠償請求をし、それまでは話し合いでな

ければお金は返ってこない。これも聞きますよ、答弁は。返ってこないとのへ理屈で行動を

起こさなかったことが、今日最大の原因ちいうことになる。結果を招いている最大の原因で

はないかと私はそういうふうに思うわけですよ、市長。そして、（「自己の意見を述べない

で先に進んでください」と呼ぶ者あり）ちょっと黙っとかんか。（「議長」と呼ぶ者あり）

わかりますので、横から口出すな。（「議長は質疑の中では自分の意見は述べないでくださ

いと言われておりますので、その辺はちゃんと指導をして、してください」「過去のあれを

言いよるとよ」と呼ぶ者あり）何ち言いよるか、過去のこつから言うていかんとわからんめ

えもん、あんたたちも。（「一般質問でいいんじゃないですか」と呼ぶ者あり）いや、一般

質問じゃなくても、ああいう答弁をなされたから（発言する者あり）ちょっと黙っとってや

ん。（「指導をちゃんとしてくださいよ」と呼ぶ者あり）黙っとけ、おれがごつばい。ちょ

っと黙っとけ。（「質疑じゃない」と呼ぶ者あり）質疑じゃない。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、伊藤議員が言うように、自己の意見は述べず、質問は簡潔にということでお

願いします。 

○25番（三小田一美君） 

 はい、わかりました。今、議長の御注意受けましたけれど、わからない議員がおられます

から詳しく私しよります。（発言する者あり）ほんなら…… 

○議長（田中雅美君） 

 ２回目ですよ。 

○25番（三小田一美君） 

 いやいや、まだ１回ですよ。 

○議長（田中雅美君） 

 うんにゃうんにゃ、２回目。質問は２回目。 

○25番（三小田一美君） 

 市長、私はこの予算をもしも可決したなら、可決ち皆さんたちの御意見、それ皆さんたち

そう行くばってんですね。なったならば、私心配しよるわけ。なぜなら、ピアス社がしない
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ときは私がやります。もう何回でも言いますが、石田宝藏は逃げも隠れもしませんと言われ

ておるのに、どこに行ったのでしょうか。再三質問してきましたが、ピアス社を相手に詐欺

での告訴、告発、全員協議会の中でもいろいろ御審議がなされた。市長のほうからやましい

こつもないと言われたけん、私も安心したわけですよ。だから、正々堂々とやってください

よ。民事裁判しても時間の無駄。これは私は取り下げていただきたいと思うわけですよ。こ

れは損害賠償の物別れに絶対これなります。もしも間違ったことがなれば、これ大事なかで

すよ。物別れになれば、旧大和町での皆さんたちもわかるように、議会が賛成をしているの

で、そう言われるわけです、いつもですね。これは今言われたが、旧大和町の問題でずうっ

と引きずってきておりますけれども、その場合、議会が賛成しとるけん、そういうことでお

っしゃられて、残りの議会を開会もせんな、勝手にピアス会社、工場、540,000千円を、これ

は２回に分けてちいうことはわかります、けど、半分を平成15年７月25日に支払うて、また、

残りの半分を翌年の３月31日払わやんとを12月の…… 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員。 

○25番（三小田一美君） 

 いや、そこで、今裁判のこつ、12月27日に支払うとるわけですよ。こういうふうになるか

ら、今回皆さんたちよく考えてのしていただかやんと私そげに思うとるわけですよ。（「そ

れ討論にしようか」と呼ぶ者あり）公害に…… 

○議長（田中雅美君） 

 一般質問もしとっでしょう、三小田議員、一般質問も。 

○25番（三小田一美君） 

 それには入れとりません。 

○議長（田中雅美君） 

 ですから、質疑やから、執行部に聞きたいことだけ……。 

○25番（三小田一美君） 

 ああいう市長の答弁は、ああいうやり方もやめていただきたいと私は思うとるわけですよ。

市長もそういう御答弁なされたから、私は、よし…… 

○議長（田中雅美君） 

 簡潔な質問と簡潔な答弁をお願いします。また一般質問で三小田議員やってください。 

○25番（三小田一美君） 

 わかりました。 

 市長は、予算は議会にいつも言われる、賛成してち。皆さんたちも全部言われとるわけで

すよ。市民の方も知ってある。議会が賛成したけんと。そういうおそれがあるわけですよ。

もしも負けたなら、裁判で。 
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○議長（田中雅美君） 

 それが一般質問で三小田議員すべきやろうと思います。 

○25番（三小田一美君） 

 いや、もう一度言います、市長。この不動産の鑑定の委託料、これは取り下げる気はなか

ですか。刑事告発なら私大賛成ですが、市長。 

 それと、まだあります。先日の全協で副市長が設計図をもとに積算をした金額で請求をし

たと言っているが、なぜ今回は調査をしないとできないのか。また、前回の損害賠償請求は、

適当な数字でとりあえず行ったのか。また、調停中、調停が不利になるので公表はできない

と言って、最後まで公表しなかったのか。今回も裁判中だからと言っておいて、一般質問に

答えないことを目的にしているのでないかと私はそういうふうに思う。裁判は市にとってで

はなく、石田市長の保身のために行うのか、それをちょっとお尋ねしたいと思います。 

 以上、16項目ぐらいお尋ねしておりますから、よろしくお願いをしておきたいと思います。

副市長、大和町のこと何でんいろいろは御存じなかでしょうが、あんまり。そいけん、市長

からお尋ねしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 簡潔にお答えします。 

 今、三小田議員が言われたことは、民事裁判で地裁と高裁で争われてきたことばかりでご

ざいます。金額の支払いの１回目（「それ当たり前やろうもん、これ出しとると、こけ」と

呼ぶ者あり）２回目、そういう問題については既に判決が出ておりますので、行政の判決は

行政で判断できないものを司法に持っていくわけでありますから、今回は議員さん方からも

随分お力添えいただいて、御支援いただいて、裁判をやれと、民事も刑事も、そういった形

であなたはやましいことがないならやりなさいと、三小田議員自身も何回もこの議場でおっ

しゃっていただいております。ですから、全面勝訴ということで裁判のための、公判するた

めのアスベストの調査、これをやらせていただいて、早速入っていく。 

 ただ、２点目の私のパフォーマンスということですが、私は政治家ですから、きょう、あ

す、その政治生命絶つかもわかりません。しかし、本当に市民のことを考えてやらなきゃい

けない、市民の皆さん方に損害を与えていけない、こういうことはトップとして当然やらな

きゃいけない姿勢であるということは改めて市民の皆さんにも、議会の皆さん方にも申し上

げておきたいと思います。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、３回目です。 

○25番（三小田一美君） 

 今、訴訟をやりなさいって。全員協議会の中でやましいこつがなかなら頑張ってください

やい。けど、あなたが言ったことをしとるわけですよ、あなたが自分でやると言っとるから。



 - 38 - 

あなた言いたい放題いいなはんな。全部、あんた報告したとおりやろうもん、答弁したとお

りやろうもん、あんたが。なぜなら、この委託料組むとですか。自分の金でやれちおれは言

いよるとですよ。あはげな。我が答弁ば何十回でんしとろうもん。 

 はい、次行きます。 

 何ば考え違いしとっじゃか。市民ばそげんだましちゃできん、公金ば。みんなの血税です

よ。やめろちはまだ言いたくなかばってん、何でんやろうが。すぐ議員に負わする。そして、

議員のてえげ悪かごつずうっと宣伝しんさろうが。おれはそげんかこつはなか。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、そこが…… 

○25番（三小田一美君） 

 ここにおるか、悪かつの。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、そこが自分の自己の意見になっとりますから、質問をしてください。 

○25番（三小田一美君） 

 いやいや、そういうことをおっしゃられるからですね、自分のよかごと。 

 それでは、59ページ、13節の不動産鑑定の委託料。よかですか。それについて具体的にき

ょう説明をお願いしたいと思いますが、まずその前に、こういうことを出す前に所管の委員

会、その委員会にも説明もなく勝手にこれ出されておるからですね。まず、不動産の鑑定の

委託料、具体的に説明をお願いしたいと思います。（「一般質問で」と呼ぶ者あり）いや、

これは違いますもん。私、これ次んとやん。次の予算の、それはまた──ああ、済みません。

ああ、終わっとった。間違いました、済みません。なら、終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 もう３回目の質問いいですね。（「もう３回ですよ」と呼ぶ者あり）３回目ですよ。 

○25番（三小田一美君） 

 ああ、一緒ですね。ぎゃん一緒になっとっとでしょう。なら一緒。済みません。いや、あ

んまり前から何知らんのにぐずくず言うでしょうが。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、なかったらここで２回目の質問で終わってください。いいですか。 

○25番（三小田一美君） 

 59ページですよ、私聞きよっとは。（「３回目で59ページ……」と呼ぶ者あり）ああ、３

回で終わりということですか。（「そうです」と呼ぶ者あり）全部で。 

○議長（田中雅美君） 

 質問が３回で終わりますから、あと１回残っております。 

○25番（三小田一美君） 



 - 39 - 

 わかりました。そんなら全部聞きます。（発言する者あり）ああ、そうです。59ページや

ろう。（「締めばやりなさい」と呼ぶ者あり）締めばですね。はい、わかりました。済みま

せん。（発言する者あり）そうですね。 

○議長（田中雅美君） 

 今度、道の駅のことでしょう。 

○25番（三小田一美君） 

 道の駅も、あれは３回ですか。 

○議長（田中雅美君） 

 いやいやいやいや。 

○25番（三小田一美君） 

 全部合わせてですか。 

○議長（田中雅美君） 

 はい。もうあと１回残っておりますから、質問をして答弁で終わります。 

○25番（三小田一美君） 

 はい、わかりました。 

 それでは、59ページの節の13．不動産鑑定委託料、それの具体的な説明ち言いましたけど、

この間、ちょっと説明されとったから、もうそれはよろしゅうございますが、市長にお尋ね

いたしますが、道の駅の建設、不動産の鑑定の委託料、これ説明が載っとるが、まず、この

場所とろん面積、よく説明では、荒木議員の説明ではわからなかったからまた教えていただ

きたい。 

 また、いつも市長はガラス張りと言ってありますが、事業をするのですね、不親切。また、

隠せられる。そして、また地権者との商談、どうなっておるのか。また、公共事業の公金を

使うから、こういう事業をする場合、副市長、国あたりは雲をつかむようなこういう事業で

予算が通るのかなんのか。国あたりはどげんなっとっか、ちょっとお尋ねをしたいと思いま

す。 

 そして、道の駅をつくるとのことで、不動産の鑑定の委託料が500千円計上されているが、

ピアス社のときは鑑定の委託料は数千万円の高額になるので行わないとの答弁がされている。

今回は２カ所で500千円となっている。今回は鑑定は鑑定料の安いところに頼むのか、それと

も、ざあっとした鑑定を行うのか、それとも、今回の鑑定料が適切で、ピアスを購入したと

きの答弁が鑑定をやらないための口実だったのか。よかよ、首振らんちゃ。そして、利用者

の予測はどうなっているのか、これもお尋ねをされた議員からですね、のらりくらりの御答

弁。漁業団地を建設する際にも、入居希望する者が100名以上と答弁されているが、今回の予

測は。ざあっと水増しではないでしょうか。それもお尋ねします。 

 まず１つは、副市長、国、やぶから棒に雲をつかむようなそういう予算の計上をして、
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それが通るのか、通らんのか。まず１つ目は副市長にお願いをしたいと思います。 

○議長（田中雅美君） 

 幾つ。 

○25番（三小田一美君） 

 私は７個今言いました。 

○議長（田中雅美君） 

 ７つですか。なら、それを答弁をいただいて終わります。 

○25番（三小田一美君） 

 副市長、お願いします。私は次はもう聞かれんとでしょう。 

○議長（田中雅美君） 

 はい、聞かれんです。（「ちょっと私間違うとりました。済みません」と呼ぶ者あり） 

○副市長（大泉勝利君） 

 私に関する質問は、どうもおおむね２つかなと思っていますが、まず１つは、国の用地の

交渉というか、用地計画の進め方が１つあったかと思いますが、国の場合には候補地になる

ようなところを複数選びまして、その複数の……（「議長、そういうことば聞きよっちゃな

くて、よかつか、悪かつかち私言いよっとですよ。雲をつかむような、何ですか、こうこう

してですね」と呼ぶ者あり）いや、質問の趣旨がちょっとよくわからないんですが、国とし

ての補助事業の可能性はあるのかどうかということでお答えすればよろしいんですか。国の

事業の補助事業の可能性があるのかどうかということでお答えすればよろしいんですか。

（「国あたりでもそれが通っていくのかなっと、私はそれをお尋ねしよるわけ。国、県も」

と呼ぶ者あり） 

 今、活性化推進室で県を通じて国等と協議してもらっていますけれども、その中では十分

補助の対象になり得るという、こういう感触を得ております。（「副市長、おれそれば聞き

よっとやなかやんねやん。やぶから棒に雲をつかむような、そういう出し方で予算が通るの

かなと、私はそれは国はどげんしてあるのかて、それをお尋ねしよるわけですよ」と呼ぶ者

あり） 

 国の場合は、行政の執行権がございますので、やぶから棒ということではなくて、事前説

明、特に行っておりませんが、こういうやり方も十分通ります。だから、何もかんもすべて

事前に議会に説明という、そういう話はございません。 

○25番（三小田一美君） 

 そういうことないということなら通るわけですね、国は。 

○副市長（大泉勝利君） 

 はい、通ります。 

○議長（田中雅美君） 
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 あと幾つやったですかね。質問内容ば。答弁をもろうてください。 

○25番（三小田一美君） 

 ありゃ、きちんと録音しとってください。ああいうとが通るちことなるなら、国は大変な

ことになりますよ。（「答弁もらうだけやろうもん」と呼ぶ者あり）何ちゃ言いよっかい、

横から。何でん知りばっするごと、黙っとかんか、おまえ。（「答弁もらうだけやろうもん」

と呼ぶ者あり）何ち言いよるかい、おまえは。黙っとかんかい。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員、もう３回質問は終わっておりますから、答弁をもらいます。（「いや、これ

は非常に大事なところだから、テープを進めていただきたいと思います」と呼ぶ者あり）答

弁の漏れとっときは言ってください。（「国はそれ予算が通るそうですよ」と呼ぶ者あり） 

 通る、通らんは別として、今、副市長がもう答弁はしましたから、その件は終わりました

から、あと幾つ残っとったですかね、質問。あと。 

○25番（三小田一美君） 

 あと６個やったでしょう。そいけん、わからんなら、あれを起こしていただきたい、テー

プを。もう言いません、僕は。もう横から全然わからない方がわいわい言われますから。 

○議長（田中雅美君） 

 はい、市長、まとめてお願いします。 

○市長（石田宝藏君） 

 はい、まとめてお答えしましょう。 

 ガラス張りと言っていますけれども、ガラス張りの意味を履き違えていただいているんじ

ゃないかなと思います。（「そんならすりガラスね」と呼ぶ者あり）こういう計画の立案の

ときから、あるいは構想を練るときから、執行部としての原案のたたき台までは、やはり皆

さん方にはまだ示されない部分もかなりあります。それは作業のプロセスでありますので。

したがって、行政を執行する上においては、いわゆる計画を具体的に練り上げる、そういう

ものについてのたたき台まではやはり執行がさまざまな調査をやり、そしてまた、構想を練

り、計画を立てる。そういうものはやはりまだまだガラス張りであっても、そこは執行部と

しての裁量だろうと思います。 

 その後、このたたき台をベースとして、それぞれの審議会なり、あるいは協議会なり、こ

ういった関係のところに諮問をしたり、意見を求めたり、そして議会等の御意見をいただい

て、最終的に施策の決定をするわけです。その決定をした後、それについては公開、ガラス

張りということでございます。 

 それから、不動産鑑定の件でございますけれども、これは当然、つい先般の全員協議会の

中である程度オブラートに包んだアバウトな位置を示して、３カ所、どこが一番適地なのか

総合的に評価をいたします。点数化します。価格についてはどうだ、あるいは場所について



 - 42 - 

はどうだ、利便性についてはどうだ、そういうもろもろの項目をそれぞれの関係者でやり、

チェックをして仕上げる。もちろんそのためには鑑定というのはあくまでも、これまで申し

上げてきておるようにベースでございます。ただ、つい先般、先ほど言われました、ざあっ

とやるのか、鑑定料が安いところにやるのか、これは競争入札で鑑定士を選ぶと、鑑定業者

を選定して、その方に適正に公平公正にやっていただくということでございます。 

 それから、利用者の予測については、武藤産業推進対策室長が申し上げたとおりでござい

ます。 

 おおむねそのようなことがお尋ねであったろうというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 

 ここで……（「あといっちょやった。取り下げば、どういうふうにお考え、取り下げする

のか、せんのか、それちょっとお尋ねしたい」と呼ぶ者あり）控訴のですか。 

○25番（三小田一美君） 

 そうです。それをおれはお聞きしとった思います。 

○議長（田中雅美君） 

 補正予算。（「裁判でしょう」と呼ぶ者あり） 

○25番（三小田一美君） 

 いやいや…… 

○議長（田中雅美君） 

 補正予算の取り下げち、今も提案してある──議題に上ってきとるけんな。（発言する者

あり） 

○市長（石田宝藏君） 

 提案をしたばかりでございますし、きょうの有明新報にもごらんいただくように、私ども

は新市のマスタープランにあわせて、土地利用計画構想計画にあわせて、柳川が元気づくよ

うに、柳川が活性化するように、こういうことで出しているわけでございますから、慎重に

御審議いただきたい。前向きにお願いしたいと思います。 

○議長（田中雅美君） 

 三小田議員の質疑をここで終わります。 

 ここで10分間休憩をとります。 

午前11時14分 休憩 

午前11時29分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑通告者の発言を許します。 
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○19番（太田武文君） 

 19番太田でございます。２点だけ質問させていただきます。 

 まず１点目は、議案第75号、29ページ、２款．総務費、１項．総務管理費、５目．財産管

理費、アスベスト調査委託料について、２点目としては、議案第75号、59ページ、６款．農

林水産業費、１項．農業費、12目．農漁村ふるさとづくり事業費の委託料についてでござい

ます。先ほども荒木議員等から説明があっておりますので、重複する質問があるかと思いま

すけど、その点についてはお許しください。 

 まず、１点目のアスベスト調査委託料について質問させていただきます。 

 今まで議会の答弁で、市長はアスベストの除去は責任持ってピアス社にさせると言ってき

てあります。やらなければ、私が責任とらなくちゃいけないと強い口調で言われております。

それなのに、今になって補正予算で3,860千円の公金を使って損害賠償を請求されるというこ

とはどういうことですか。市長がそこに責任をとると言われたのは、私は公金を使わず、ア

スベストの除去をさせると思っていましたが、いかがなことでしょうか。 

 ２点目の農林水産業費の農漁村ふるさとづくり事業費の委託料について質問させていただ

きます。先ほども荒木議員の質問があっていますけど、これも重複するかと思いますが、そ

の点についてはお許しください。 

 道の駅をつくるからには、お客さんに多く来ていただかねばいけないと私は思っておりま

す。そのためには立地条件をしっかりと考えなければいけないと思っております。先ほど課

長からの答弁では、当然、調査する項目であるにもかかわらず、聞いておりますと。調査内

容が不十分であるかと思います。だけど、先ほどの全員協議会で出ました。現在、候補地を

３カ所選んでありますけど、そこを選んだ理由を聞かせてください。 

 以上、２点についてお願いします。 

○市長（石田宝藏君） 

 １点目のアスベストの調査費3,860千円、これについては、つい先般の全協の中で詳しく説

明はさせていただいておりますし、内訳と国の補助金を受けた部分、こういうものについて

も説明があっているかと思います。今、公金を使わずと、これはどの議員、三小田議員も河

村議員もおっしゃいましたけれども、これはもう私ども公人としてやってきているわけであ

りますから、公金を使うとは一言も言っていません。そんな発言はこれまでもした覚えはご

ざいません。私の責任でやらなきゃいけないということは言いましたけれども、それは公人

としての対応でございまして、当然、市民の皆さんに被害が及ぼさないようにやるためには

訴訟で維持できる調査をしっかりやって、公判に備えたいということであります。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 候補地の話が１つあったかと思います。設置位置の考え方は全協でもお話を申し上げまし

たが、総合計画の土地利用計画に基づいてゾーン内でもう決めております。そして、本市の
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交通体系、それと農振法、それと農地法を考慮して候補地の選定をやっていると。この前言

いましたように、農振除外を全くできないような状況の中では計画を立てることはできない

と考えておりますので、そういったところで３カ所です。その沿線を候補地としております。 

 それで立地条件をしっかりせろということですが、これ24年の春に443号バイパスは開通を

いたします。する予定です。ここの場所については、立地条件は総合計画の中でも位置づけ

られた場所だというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 

 いいですか。太田議員。２回目です。 

○19番（太田武文君） 

 ２回目を質問させていただきます。19番太田。 

 ただいまの課長から答弁いただきましたが、来年度４月には片方の農漁村ふるさとづくり

事業費の委託料について、ただいま来年４月には有明海沿岸道路も貫通します、その件につ

いてはですね。貫通後は車の流れが変わり、交通量もふえてくると予想されますので、そこ

も視野に入れながら具体的な構想を考えても遅くないと思いますが、その辺はどうでしょう

か。 

 一方の、それから、ピアス社のアスベスト調査委託料については、ピアス社は土地の建物

を購入してから５年経過しています。その中で何ら問題は解決しておりません。建物は老朽

化が進み、大和地区の住民の皆さんはアスベストの飛散が心配で、近隣の住民の皆さんはア

スベストの飛散が心配で、住民の不安は募っていくばかりと思っております。したがって、3,

486千円の補正などは使わずに、市長が言ってあります、もう５年もなっておりますので、ピ

アス社に除去依頼したらどうですかと思っていますが、いかがなものでしょうかについて終

わります。お答えをお願いします。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 今の太田議員の質問で、有沿が21年４月春に開通をするだろう。そのときつながってから

でいいんじゃないかという御指摘だったと思うんですが、443号が平成24年春、一応開通する

予定でございますが、それから候補地の選定に取りかかりますと、現在、なかなか国の予算

等も縮小もそれぞれ上がっている状況にもございます。それで、国土交通省、農林水産省の

補助が縮小される可能性もありますので、今年度から事業を着手していきたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○市長（石田宝藏君） 

 再びのアスベストの問題ですが、太田議員御心配いただくように、現地、５年間、おおよ

そ４年間ですか、経過をしているということですが、私も一日も早い解決は、これはもう最
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初からの願いでございます。ただ、御案内のとおり、住民訴訟が起きたり、また、この調停

の申し出がピアス社から出されて、その調停も進んできておりましたので、この調停が不調

に終わったのが、御案内のとおり、ことしの秋でございまして、また、裁判も高裁の判決が

出たのもつい先日、11月28日でございます。したがって、これを受けてきっちりと一日も早

く解決をする、そのためにお願いをしている、再三申し上げているとおりでございます。 

○議長（田中雅美君） 

 太田議員、３回目です。 

○19番（太田武文君） 

 ３回目の質問をさせていただきます。 

 道の駅をつくるには、また先ほどの課長の答弁では、補助金等もまだついているかどうか

わからないと言ってありますですね。ですから、補助金等も考えなければいけませんので、

今すぐ結論を出す必要はないかと思います。 

 また、４月には市長の任期満了で市長選挙もありますので、新しい市長がなってからでも

考えても遅くないと思いますが、その点についてはどうだろうかと思っています。 

 一方、アスベストにつきましては、自分の市長の任期中に決着ができなかった責任は市長

はどのように考えられているか、いかがでしょうか。 

 以上２点について、最後の質問を終わらせていただきます。 

○市長（石田宝藏君） 

 この道の駅の先ほどの太田議員の発言はちょっと誤解があるようです。今、武藤室長が申

し上げたのは、今の時期で、４年後でもいいんじゃないかという太田議員の御指摘ですけれ

ども、開通してからでもいいんじゃないかということですね。そういうことでしょう。そう

なりますと、そのときに今あるような補助金の制度が農水省だとか、国土交通省だとか、経

済産業省にあるのかどうか。これが縮小されると答弁したんですよ。答弁。ところが、太田

議員は補助金との関係を考えなければならないと、こういうふうにおっしゃいましたけれど

も、全然違いますから。今の制度があるか、なるかわからないと、先行きが不透明じゃない

ですか。国の財政厳しいから。ということで武藤室長は申し上げたんで、それ誤解がないよ

うにまずお願いしたいと思います。 

 それから、今の時期になぜやるかということですが、やっぱり近郊の市町村の状況、ある

いは道の駅の設置状況、こういうものを考えてみて、例えば、近郊にそういう（「簡単にい

いです」と呼ぶ者あり）簡単に、はい。（「そうそう」と呼ぶ者あり）近くにそういうのが

できたときは競合します。ですから、柳川としては一番、将来、九州縦貫道見込める、有沿

というのは三池港からまだ大川までしか達しません。しかし、443号というのは柳川から九州

縦貫道にアクセスする、鹿児島から博多までつながる九州縦貫道。こういうものが往来すれ

ば、昨日説明しましたが、おおよそ見込まれる車両の通行量というのは、今できている道路
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はその通行推計にあわせてできているわけですから、その辺が一番いいんじゃないかなとい

うことでお願いしておるわけでございます。 

 それから、アスベスト、あなたは任期がもう迫っているからということですが、これはど

なたがなられようとも、行政の継続の原則というのがございます。こういった課題を抱えて

いる場合。だから、そのときになられた首長というのは、そういった責任を背負っていかな

きゃいけない。これはだれだって一緒なんです。ですから、これは公人として、首長として、

自治体の長として、しっかりやらんがための予算措置ということで御理解いただきたいと思

います。（「あと１つですよ。私が聞いているのはあと１つあるわけで……」と呼ぶ者あり）

２つでしょう。（「いやいや、それと２つですけれども、裁判を次の市長に引き継ぐちいう

ことになるちいうことを聞いているわけです。それをちょっと聞いたわけですが」と呼ぶ者

あり） 

 裁判は公人である首長に継続されることになります。（「それでよか」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに質疑をされる方。 

○24番（佐々木創主君） 

 佐々木でございます。私も、議案第75号、一般会計の補正予算の中で６款．農林水産費の

中の12目．農漁村ふるさとづくり事業費の道の駅の不動産鑑定委託料について質問させてい

ただきたいと思います。もう既に４名の議員がこの件、質問されておりましたが、重複する

部分あるかと思いますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

 まず、先ほどから補助とか、採択とか、いろいろお話が出ておりますけれども、この制度、

国交省が始めた制度でございますけれども、この予算の費目が６款の農林水産業費の中で上

げられておりますけれども、通常、私、商工費であるとか、建設費というのが今後の、もし

事業をするとすると、筋ではないかなというふうに思うんですが、なぜ農林水産業費なのか

ということと、これはもう先ほどから質問出ておりますけど、再度、443号バイパスの沿線の

北側、垂見地区ですか、この北側という立地をされた、選ばれた根拠、その手順、その辺を

まずお聞かせください。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 予算の組み方がなぜ農業費の中に入っておるかということでございますが、道の駅は農水

産物を販売する直売所等を中心に農漁業の振興を図る拠点施設ともなるわけでございますの

で、一応農業費の中に計上をされているということでございます。 

 それともう１つ、443号バイパスの北側立地の根拠ということでございますが、先ほども回

答をさせていただきましたように、総合計画の土地利用計画のゾーンに農振法、農地法等考

慮して候補地の選定を行っていると、同じ答えになりますが、そういうところで候補地を上

げております。 
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 以上でございます。 

○24番（佐々木創主君） 

 目的は農水産物の販売とか振興と、それはわかります。ただ、金の出どころ、話によりま

すと、農林関係の補助金もあると。ただ、事業自体は、これ国交省で、これは高速道路のイ

ンターチェンジ同様に、地図の中にきちっとこれ盛り込まれていくんですよね。それを推進

している母体は国交省なんですよ。それで、補助金採択含めて、お上である先は農水省では

なくて国交省だと思うんですよね。農水省出身の大泉副市長いらっしゃいますけれども、農

水省と国交省というのは、これはもう伝統的にあんまりいい関係じゃないんですね。それで、

お上が市町村の予算書のどの費目に上げているかということまでは気にはしないと思うんで

すが、何か縦割り行政の中で国交省から先々事業を採択していただいて、いろいろ指導を受

けて、ましてや県も土木でしょう。水産林務部じゃないでしょう。その中で何かちょっと私、

単純に不思議なんですよ。ずうっと農林水産業費でやっていかれるおつもりなのかね。途中

で変更が可能なのかどうなのかわかりませんが、ちょっとその辺本当単純に最初のボタンの

かけ違い、ボタンをどこではめるかということは非常に私は重要なことじゃないかなと思う

んですよ。産業活性化推進室というのは産業経済部の管轄下ですよね。だから、仕方がない

んだとおっしゃるかもしれませんが、ただ、これ非常に私は重要なことだなと思いますんで、

その辺をどういうふうに考えておられるのか。 

 ということと、その立地の根拠。マスタープラン、総合計画の中に東部田園地帯構想です

か、農振の除外も可能だからここにしたんだと。それをおっしゃるんなら、総合計画、これ

から都市計画であったり、土地利用計画であったり、交通体系何とか計画であったり、いろ

んな計画、具体的な計画をつくられる。審議会もつくられる。本当に総合計画にのっとって

立地をされたのかなと疑問に思うんですよ。なぜなら、私、一昨年、一般質問しましたけれ

ども、総合計画の次に今後のまちづくりといろんな施設の立地、農地、中心市街地、その中

で都市計画マスタープラン、農振の計画もうでき上がっておりますけど、そういうのをぴし

っと具体化していきますよ。この443号の沿線は、全協での御説明もありましたけれども、優

良な農地である。食料自給率アップ等々の国の政策も含めて優良な農地である。と同時に、

先ほど別の議員からも質問あっておりましたけれども、443号の利便性ですね。インターから

柳川へ直結、真っすぐ来る道路、このバイパスの位置づけといいますかね、存在価値といい

ますか、そういう中で将来、片側２車線、その両側にきれいな田園が広がっている、一つの

売りのバイパス道路であります。その中に公の市が農振の除外をする。そうすると、市がや

ったっちゃけん、ほんならおりげん沿線の土地も除外してくれんかいち、おりげも何か建て

ようやっかいと。例の慶和の問題あります。あんなところに大牟田川副線の交差点の非常に

重要なポイントです。ただ、ああいう道路ができると、活性化、いろんな企業誘致だ、その

可能性ももちろんあります。しかしながら、そういう都市計画のマスタープランの方向性も
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見きわめもせずに、それを産業活性化推進室という産業経済部、聞いたところによると、建

設部は全くこの話は知らんと。都市計画マスタープランの、大体ことしの３月には市長に諮

問されますけど、私もその委員になっておりますから、その中で、ある程度、もう土地利用

計画、都市計画、いろんな配置、方向性出ているんですよ。それと、先ほどおっしゃった総

合計画の中にありますと。いや、ないですよ、そんなのは。修正されていますよ、ましてや。

それを具体的な計画を今つくっているところで、ここでいいのかな。単純に言うと、その44

3号バイパスにそれはできるっちゃ、ああよかつかなと思うんですよ。思うけれども、今後ど

ういうふうに拠点施設なりなんなり、交通の流れ、人の流れ、人を呼び込む、それを具体化

してつくっていこうという計画ができている中で、さきにぽんと。そうすると、その後の計

画に影響を及ぼさないかなと。私は非常に心配でならないんですよね。その辺はどういうふ

うにお考えなのか、お聞かせください。 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 まず、第１点目の道の駅の所管は国交省だということでございますが、この道の駅につき

ましては、全協でもお示しいたしましたように、国または県が整備する分、それと市が整備

する分ということで、完全な道路の一部ということで休憩所をつくります。これにあわせて

各地域、私どもで言えば市ですけど、地域の発展のために、それとあわせて市の活性化施設

を併用して一つの道の駅という表現ということになっておりまして、その道路の一部という

ことでつくりますのは、完全に国交省の流れで、この443号バイパスの場合は県が道路を管理

しておりますので、福岡県の柳川土木事務所が窓口であるということでございます。これを

別々に整備する方法もございます。単独型ということでいいますが、今回、私ども考えてお

りますのは、一体型ということで同時に整備をするということで、市の場合は産業活性化推

進室が担当して農業費に予算を組んでいると。先ほど議員おっしゃいますように、ちょっと

心配するがということでございますが、この分について国交省のほうから柳川市がこの道の

駅の予算を農業費に組んでいるということにつきましては、別に問題はないということでご

ざいます。 

 それから、（「そういうふうに言われたということですか」と呼ぶ者あり）いや、（「国

からそういう回答があったと」と呼ぶ者あり）いや、国から回答というか、国はそこは関知

しないというところです。一体型ということで整備をしますんで。 

 ２点目の都市計画マスタープランに基づいてゾーン設定、地域の設定を、立地をしている

ということでございます。これにつきましては、まず、今現在都市計画マスタープランとい

うものが策定をされております。佐々木議員もその委員でありますが、私どもも庁内委員会

という中で、その中のメンバーとして参加をさせていただいております。基本はマスタープ

ランにございますが、その中で東部田園地域ということで、そこはこういうふうな活用をし

ていきますよというのがうたわれております。それに基づいて今、御承知のように都市計画
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マスタープランが作成をされております。この中で土地利用区分ということで商業系土地利

用の中で沿道商業地区の考え方、それと、もう１点が農業自然系土地利用の考え方というこ

とで記載をされることになっております。私どもその会議に参加をしながら、この辺は内部

的に調整をとって、この基本に基づいてやってきておりまして、まず、沿道の商業施設の関

係ですが、広域商業や地域商業に影響を及ぼさないよう、立地の適正化を図る地区に配置す

るということでなっておりまして、沿道商業施設の延長的な立地については、農地への広が

りを抑制すると、そして一定のエリアで配置をして、来訪者、そして市民の方々にとって利

便性、産業の活性化を考えて、最低限の配置とするというふうにうたわれることになっては

おります。そしてまた、農業の分につきましても、虫食い的な農業転用を抑制するというふ

うな方向性が示されておりますので、私どもは443号バイパスの北側に最終的には候補地を選

んだということでございます。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 

 佐々木議員、３回目です。 

○24番（佐々木創主君） 

 まず、都市マスはよう知っとると、我々も庁内委員会入っとると。ただ、それは産業経済

部、産業活性化推進室、道の駅を推進される立場から見られた都市マスの文章でしょう。な

ぜなら、私、関係課に聞いたら、この件の検討は全く知りませんと。相談も受けていないと。

都市マスの所管課であるとか、それまでのこういう道の駅とか、そういうことを所管する商

工振興とか、そういうところは全く知らないじゃないですか。庁内委員会でいろいろ議論に

は、たたき台づくり、都市マスの審議会の委員さん方に、それはかたってあるかもしれませ

んけれども、今回のこの件に関して、全くその検討は産業活性化推進室だけでされてあるわ

けじゃないですか。文章とか、表現というのは、その人の意向でどういうふうにも読みかえ

ることはできるわけですよ。その中で都市計画マスタープランというのは、この高速交通帯

広域幹線道路、それと中心市街地の活性化、観光、ましてや今、観光計画というのも策定中

じゃないですか。聞くところによると、観光計画、今後の柳川の観光をどうしていこうとい

う中でも、その物産の販売であるとか、これ道の駅とか含めて、どうしようかという意見が

出て、ことしの予算で通って、今来年度まで含めてしていらっしゃいますけれども、そうい

う関係、もういろんな計画をつくって金投入してやっているところと全く連携なしに、先ほ

どの質問の中でこの６カ月間の中で慎重審議、十分検討したと。できるのかということなん

ですが、本当に後で、ああやっぱりけんか都市計画ができて、こういう配置になったけんが

ら、やっぱりあの立地じゃなしに、こっちのほうがよかったかもしれんなということになり

はしないかなと、非常に心配するわけですよ。きょうの有明新報なんかを見ますと、443号バ

イパスに道の駅、ああよかねち。短絡的にはそう思いますよ。市民の皆さんも、ああそげん
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やろうかと思いなはるかもしれませんが、その辺本当にみんな庁内含めて、先ほど審議会云々

ありましたけれども、本当に連携とってされたんですか。最後にちょっとそれだけ。残りは

また総務委員会でいろいろさせていただきますから、それだけお聞かせください。 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 都市マスの中では、私、庁内の委員として入って、私どものほうでこの文章について云々

というのは（「相当修正されていますからね、あれ」と呼ぶ者あり）私のほうからここに道

の駅をつくるからどうのこうのというふうな意見を全く出したことはございません。基本的

にマスタープランに基づいて、この都市マスはつくられております。場所については、私ど

もも今回初めて皆さんにお示ししたように、庁内の委員会の中でもここに計画しておるよと

いうふうな意見をまた出すこともできませんので、私どもの中で都市マスとにらみながらや

ってきたということでございます。（「だから、ほかの課との連携はとっていないというこ

とですね。自分たちで検討したということですね」と呼ぶ者あり）はい、ここに道の駅の計

画があるよという話は（「ここにしたいと思ったわけたい」「はい、結構です」と呼ぶ者あ

り）きちんと出したことはまだございません。 

○副市長（大泉勝利君） 

 今の田島部長の答弁に対して、ちょっと補足させていただきます。 

 活性化推進室が４月に立ち上がってから、産業の活性化について部を越えて連携する必要

があるということで、何回か課を越えて、部を越えての打ち合わせを持たせております。そ

の中で活性化推進室、商工振興課、観光課、それから建設課、こういった課が自分のところ

が持っている事業、それから自分のところが抱えている課題、こういったところを総合して、

道の駅の検討についてどういう課題があるのかというふうなことも打ち合わせをさせて検討

しております。ですから、全くやっていないということじゃなくて、こういうことを行った

結果、マスタープランの中で整合のとれるところで、この位置を決定したという、こういう

経緯でございます。（「ほんなごてですか。後でよかですたい、総務委員会で」と呼ぶ者あ

り） 

○議長（田中雅美君） 

 ここで午後１時まで休憩をいたします。 

午後０時３分 休憩 

午後１時２分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 質疑通告者の発言を許します。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ９番荒巻です。柳川市一般会計補正予算（第３号）についてお尋ねします。 
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 予算書の58ページの道の駅の建設に当たっての不動産鑑定委託料です。最初に３点お尋ね

いたします。 

 一昨日の全員協議会の折に配付いただきました資料によりますと、規模としましては１ヘ

クタールから２ヘクタールということですが、それに伴います予算がおおむね８億円と記さ

れております。１ヘクタールと２ヘクタールでは規模的に倍違うわけですから、これをおお

むね８億円というのは無理があると思いますが、１ヘクタールだったら幾らぐらい、２ヘク

タールだったら幾らぐらいということをまずお尋ねいたします。 

 それから２点目、財源については合併特例債並びに国の補助、支援事業を最大限に活用す

るとなっておりますけれども、最大限どれだけの補助が見込めるのか、逆に最小限といいま

すか、最悪といいますか、の場合はどれだけにとどまるのかをお示しください。 

 ３点目ですが、通行量の予測が１日１万7,000台という御報告をいただきましたけれども、

現在、市内でそれに匹敵するような場所、どの辺があるのかをお示しください。 

 以上、よろしくお願いします。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 ただいまの荒巻議員の１から２ヘクタールとかなり違いがあるので、１ヘクタール、２ヘ

クタールはどのようになるのかということでございますが、それは現段階で私たちがお示し

している数字といいますのは、1.5ヘクタールで試算をさせていただいております。それでお

おむね８億円と。これは全協のときもお話をちょっとしたかと思うんですが、宗像を参考に

させていただいております。 

 次に、国の補助、支援事業をどれだけ見込めるのか、最大限、最小限どうなのかというこ

とでございますが、国の補助事業、支援事業を最大限に活用していくと言っておりますが、

これはソフト事業も含めて農林水産省、国交省の補助金、交付金の当然採択要件を踏まえて、

できるだけ有利な補助を活用していこうというところでございます。それで、補助率は選択

した補助メニューによっていろいろ違いがございますので、一概にちょっと言えないという

ところでございます。 

 それと、通行量の予測で、現在それに匹敵する道路はどこかということで、１万7,000台に

匹敵する近いところでは、県道橋本辻町線、伝習館の付近になりますが、これが１万6,682台、

国道208号、大和中学校付近なんですが、これで１万6,497台ということでセンサスで上がっ

ております。 

 以上でございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 それでは、おおむね８億円というのはちょっと余りにも大まか過ぎる数字ですので、改め

て１ヘクタールの場合と２ヘクタールの場合をお示しいただきたいと思います。 

 それで、きょう午前中の議論もお聞きした限りで、庁内での情報共有がなされていない状
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態、さらには、きょう先ほど質問に引用しました資料も当初は御提供いただいてなかった資

料でございます。きょうお聞きした段階でも、まだ的確な数値の答弁をいただいていない状

況です。ですから、最大どれだけの補助があるかというのが、市の単費が極端に言えばゼロ

なのか、それとも10割なのか、全く変わってきます。 

 先ほどの８億円ですけれども、大まか現在７万三千数百名の市民１人当たりの負担でしま

すと、現状でもお一人当たり赤ちゃんからお年寄りまで11千円の負担がかかることになりま

す。さらには維持費用もかかることになりますので、細かいデータがない限りは判断ができ

ないかと思っております。言ってみれば私どもまだ目隠し状態で判断をしろということでご

ざいますので、現状いただいている情報で私どもが判断できる状態であるかどうかを市長に

お尋ねいたします。無駄な御説明は不必要です。イエスかノーかだけでお答えください。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは午前中の質問にもお答えし、また一昨日の説明でも全協の中でも説明してきたとお

りに、まだ入り口の部分でございますから、原案をつくり上げるまず土地の位置、あるいは

価格を決めてから具体的にどういった関係省庁、あるいは国、県との協議に入るということ

でございますので、再三繰り返し、まだまだ中身は執行にも見えないと。ただ単費でやると

いうことじゃないと。メニューによっては補助率がそれぞれ違うということを御理解いただ

きたいと思います。具体的になりましたならば十二分に御説明を申し上げて、そしてまた、

わかりやすくしていくというのがこれはもう当然のことでございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 まだ入り口という答弁ですけれども、はっきり言って入り口が間違っているわけでして、

（「そうだ」と呼ぶ者あり）とにかく先ほど言いましたように、私どもは十分な情報を与え

られておりませんので、判断ができない状態と思っておりますし、今の段階で我々議員で、

我々の判断というのはもちろん市民の皆さんも含めてなんですけれども、現状で理解が得ら

れるとお考えでしょうか、改めて市長にお尋ねします。簡潔にイエス、ノーでお答えくださ

い。 

○市長（石田宝藏君） 

 今、荒巻議員の質疑のお尋ねで、簡潔にこれこれで合意が得られるかということですが、

それは一人一人の尺度の違いであろうというふうに思います。ただ単に１人当たり赤ちゃん

からお年寄りまで市民が幾らで負担だと、そんなことばっかり言っていたんじゃ、これはな

かなか合意いただけないんじゃないでしょうか。ただ、今後の市の産業振興、さまざまなも

のを考えますとき、また時の流れを考えますときにこういった時期、失してはならない、タ

イミングというのもございますし、午前中の答弁でもお答えしてきたとおりに、近隣でこん

なものができたらもう二番せんじ、三番せんじということで、つくろうとしてもつくれない

と、こういう状況にもなりますので、それは市民の皆さんに逆に不利益を与えるということ
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で執行としての怠慢ということにつながりますので、これは皆さん方に御理解いただく私ど

もは努力を全力を傾けてやりたいと思っております。（「もうやめていっちょいてください」

と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに質疑をされる方はありませんか。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 11番矢ケ部広巳でございます。議案第75号の一般会計補正予算、59ページ、資料の６ペー

ジの例の道の駅の建設について、不動産鑑定委託料500千円についてお伺いをさせていただき

ます。 

 まず、現在の交通量ということで出してありますけれども、その将来を見込んで、１つは

平成21年３月に有明海沿岸道路が全面開通をいたしますよと。そして、平成21年同じく３月

に高速道路みやま柳川インターが開設をいたします。そして、24年春には443号バイパスが開

通をいたします。そして４つ目に385号のバイパスが整備をされます。なぜ385号というのは

かなり離れておりますが、そこをなぜ算出資料の中に入れてあるのかというのが不思議でご

ざいますから、その辺の一つの説明をお願いいたしたいと思います。 

 それから、道の駅の条件として私は全協で、私の聞き間違いでありましたらお許しを願い

たいと思いますが、１日１万7,000台の車が走ることによって、それが道の駅をつくるための

条件だということでありました。そこで、今４つ申しましたのが全面開通したところでの交

通量はいかがに数字を見越してあるのか、それをまずお尋ねをいたしたいと思います。 

 ましてやこの道の駅は車の通行量によって、それが原則になっておるわけでありますが、

非常に世の中は不景気であります。まして自動車が非常に減っておるという状況なのに、こ

のような計画でいいのか非常に疑問を感ずるわけでございますが、その点、執行部としてど

のように考えておられるのか。 

 次に、この道の駅をつくりまして果たして、過去皆さんたちが心配してありますが、採算

がとれるのかというのが非常に不安であります。ましてや予定をされておるすぐ近くにはシ

ティモールで、そこで朝市で野菜も売りますよということであり、しかも、この道の駅に似

たミニの駅というのが今たくさんあっちこっちであるわけでございます。それに基づいて、

なおさらこういうのをつくっていって果たして大丈夫だろうかという不安があるわけであり

ますが、その点をどのように考えてあるのか。 

 あわせて私も過去、三橋の町長をさせていただきました。毎週土曜日に西鉄駅前に御存じ

のように星野村とか旧山川町とかいうのが１週間ごしの交代で野菜、あるいはお花とか果物

とかいうのを今展示されておりますが、三橋もひとつ入れてくれんかという話がございまし

た、まかせな菜のほうからですね。何遍か入れさせていただきました。ところが、挫折をし

ました。その挫折は「矢ケ部さん、もうとてもじゃないが、供給が追っつかん」と。１カ月
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に一遍になるわけですが、回しでしますからね。三橋町が１カ月一遍ずっと野菜とか何とか

入れ込むだけでも、とてもやないが供給は追っつきませんと。だから、もうここで終わらせ

ていただきますという途中下車をした経過がありますから、果たして道の駅をつくったとこ

ろでずっと、地産地消とはいいながら地元のそういう品物を常時入れることができるのか、

供給を賄うことができるのか、途中下車しなくてはならないのではないかというその辺の心

配が非常にあるわけですが、その辺をどのように思われているのかということをお尋ねした

いと思います。 

 それから、この道の駅の規模でありますが、先ほど1.5ヘクタールで考えておるということ

であります。予算も1.5ヘクタールで８億円だと。そして、市長おっしゃいましたけれども、

国の補助が将来、今の補助が賄っていくかどうかは心配だから今のうちに駆け込みたいと、

駆け込みで入っていきたいというような市長先ほど答弁をなされました。しかも、これは合

併特例債を充てるということであります。合併特例債というのは、旧１市２町がすべてが利

益になるようなものにやっぱり合併特例債というのは私は使うべきじゃなかろうかと思うわ

けです。ましてや、将来倒産という言葉は適当か不適当かは別といたしまして、将来不安な

ところに合併特例債を使っていいのかどうか、その辺が非常に心配であります。したがいま

して、そして、将来国の補助がどうなるかわからん、その中身についても具体的にわからん

とおっしゃいましたが、このように私たち議会に提示をするときには少なくとも最小は１ヘ

クタールでつくりますとか、最大は２ヘクタールでつくりますと。そして、最大の場合は幾

らぐらいの費用がかかります。そして補助は、国の補助が幾らぐらいつきますと。最低の場

合はどうですということをやっぱり提示をされて、その幅でいいですから、提示をされない

と、とてもやないが、これは補正予算でありますから、総務委員会のほうに回されるわけで

すよ。とてもやないが、判断の材料が非常に乏しいわけでありますから、もう少しやっぱり

具体的なものを提示される段階でお示しをしていただきたいということでございますが、ど

うでしょうかということでございます。 

 それから次に、同じく議案第75号の一般会計補正予算でございますが、67ページで資料の

７ページであります。温泉のレジオネラ菌の発生について、温泉管理費4,430千円を提示され

ておりますが、きちっとした定期検査を今されておるのかどうか。されておるとすれば、具

体的にどのような方法で、そして何回ぐらいされておるのか。例えば、１カ月に一遍とか半

年に一遍とか、そして再発のおそれはないのか。再発の防止の対策はどのように考えておら

れるのか。そして、発生をいたす前と発生後のいわゆるお客さんの利用状況はどうなってお

るのか。そして、このレジオネラ菌でどのような被害が出てくるのか、具体的に説明をして

いただきたいと思うわけでございます。 

 次に、同じく議案第75号の一般会計補正予算の85ページ、資料の８ページでございますが、

学校管理費のアスベスト除去工事費4,400千円でございます。提示によりますと、矢ケ部小学
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校のポンプ室と二ツ川小学校のポンプ室にアスベストが付着をされていたと。しかも、それ

が基準が今までよりも10倍にひどくなったと。含有率は基準が１％が0.1％と非常に強いもの

になったものだから、それにマッチをしますから、今回除去をいたしますということでござ

います。 

 そして、アスベストが３種類追加をされたということでございますが、今お示しをしてい

ただいておるのは、３種類のうちで、トレモライトが追加されているということでございま

すが、あと２つを具体的に教えていただきたいと思います。そして、今現在はクリソタイル、

いわゆる白石綿といいますが、それとアモサイト、茶石綿、それからクロシドライト、青石

綿でありますが、今学校、あるいは柳川市が管理しておる公共物にはどのようなアスベスト

が入っておるのか、具体的に教えていただきたいと思うわけであります。 

 それから、次に入っていきますが、議案第75号の一般会計補正予算の29ページ、資料９

ページでございますが、ピアス跡地のアスベスト調査委託料であります。3,486千円を提示さ

れております。アスベストは御存じのように、このアスベストの繊維は髪の毛の5000分の１

と言われております。髪の毛の5000分の１ですよ。そして、人間の体内に吸い込まれていっ

て、そして潜伏期間が30年も50年もして、そしてそれが積み重なっていって肺がんへとか、

あるいは中皮腫ということになっていくわけです。そして、行く行くは命を奪うというもの

であるわけであります。だから、国としても非常に力を入れてやっておるわけでございます

が、そこで、今ピアス社に吹きつけられているアスベストの種類を教えていただきたいと思

います。 

 そして、この中には土壌廃棄物の調査は入っていないようでございますが、それはどうな

っているのか。そして、そのアスベストの調査にどうして３カ月もかかるのかということで

あります。 

 このピアス社の買い入れについては2002年、平成14年の12月６日にピアス大阪本社を訪問

されまして、川島常務と藤野和雄事業部副部長と会われて、向こうでピアス社の跡地はどげ

んされるつもりかん、建物はどげんされるかということで市長もこのときに訪問をされて、

向こうの処分に関する考え方を尋ねられておられます。 

 そして、その後、平成14年12月13日、それから平成15年１月30日、平成15年２月20日に旧

大和町の全協で購入の、ピアスば買うばんということで意向表明を町長はされております。

そして、平成15年３月７日に川島常務と町長の間で不動産売買に係る協定書を締結されてお

ります。そして、平成15年３月31日に重要事項説明書を町側が受理をされまして、そして平

成15年４月１日に不動産売買仮契約書の締結をされておるわけであります。 

 そこで、私が非常に疑問を思いますのは、平成14年12月、つまり町長がピアス大阪本社を

訪問されまして川島常務と藤野副部長と会われまして処分する話を聞かれて、そして、その

ときにもう平成14年12月と平成15年１月に大牟田労働基準監督署に届けぬままにアスベスト
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こさぎと、いわゆるはぎ取りとペンキ吹きつけをピアス社はやっておるわけですよ。だから、

調定でも双方アスベストの存在を知らなかったと言っておりますけれども、これはもう既に

知っていたということじゃないですか。あり得ないわけですから。 

 しかも、平成14年12月と平成15年１月にアスベストをこさいだり、ペンキを吹きつけたり

したことは、全く大牟田労働基準監督署にも届けてない、これは大きな問題であります。な

ぜならば、1995年、平成７年に労働安全衛生規則改正（耐火建築物）等の石綿除去作業所計

画の届けをしなさいという義務があるわけですよ、国の決まりで。これを届けてないわけで

すよ。これは、私は大きな問題ではなかろうかと思うわけであります。 

 そして、さらには1995年、平成７年、つまり平成７年には１月17日の５時46分に御存じの

ように阪神・淡路大震災が起きました。そして、ビルが壊れました。その解体等で大量のア

スベストが放出をしました。そこで国は、これは大変なことであるということで、1997年の

平成９年に大気汚染防止法改正（吹きつけ材等使用建築物の解体工事を届け制）に、ここで

もちゃんとしておるわけですよ。そして、次には同じ1997年ですけれども、ＰＲＴＲ法施工

（石綿の排出、移動量の届け出義務）をしておるわけですよ。これをやっぱり怠っていたと

いうことは大変な問題であります。 

 どうして大牟田労働基準監督署に届けなくてしたのか、具体的にそれはそんならだれがし

たのか。（「簡潔にいこうか」と呼ぶ者あり）平成14年──何ば簡潔にすっと。（「簡潔に

お願いします」と呼ぶ者あり）簡潔じゃわからないじゃないですか。要らんこと言わないで

いい。平成14年11月にしておるわけですよ。支払い金が198千円、イオン室天井処理、支払い

日が平成15年１月30日、業者は原田工業であります。同じく平成15年１月、資材倉庫西側天

井塗装96,670円、支払い日が平成15年３月27日、同じく原田工業であります。平成15年１月、

資材倉庫東側天井塗装287,385円、平成15年３月27日に支払った。原田工業であります。その

中身は何かといいますと、工事についてはイオン室天井はぎ落とし工事をいたしましたと。

これは具体的には、アスベストをかき落としてペンキ塗装工事を実施いたしましたち、ちゃ

んと出しておるわけですよ。資材倉庫東側工事については、アスベストの上から直接ペンキ

を塗装いたしましたと。１回塗りをいたしましたと。それから、資材倉庫西側の工事につい

ては、原料倉庫を当時は資材倉庫と呼んでいたと。そこをアスベストの上から直接ペンキ塗

装１回塗りを実施しておりましたとなっておるわけですよ。なっていながら、どうして調停

で知らなかったとピアス社が言えますか。言えるはずないでしょう。お互いに双方が知らな

かったから、ピアス社としても半分見ましょうと言うたんでしょう。ところが、もう既に知

っていたというのがこれで消えるわけでございますから、それはもう成り立たないと私は思

うわけであります。であれば、当然過去皆さんたち、ある議員もおっしゃっておりましたよ

うに、やっぱり詐欺でこうなったらやっぱり（「そうだ」と呼ぶ者あり）ですね。訴えて当

然ではなかろうかと私は言わざるを得ません。 
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 なぜ私があえてそう言うかといいますと、私たちは平成何年でしたか、10月21日に議員に

なさせていただきました。そして、総務委員会として委員会が終わった後にピアス社を見学

させていただきました。そのときにピアス社は詳しく話をしていただきました。２人の方か

ら。案内をされた方から。アスベストがどこについています。どこは吹きつけですよ。どこ

はコンクリートをしておりますどうのこうのということもちゃんと説明をしていただいたわ

けですよ。だから、ピアス社はもう十分前もって知っていたということになるわけです。で

あれば、瑕疵担保期間中であるわけでございますから、去年の12月にピアス社に副市長行か

れまして、ちゃんと損害賠償請求出したから延びたということでおっしゃっております。瑕

疵担保期間中でありますから、何もあえて裁判で損害賠償を訴えることなく、きちっと瑕疵

担保を守っていただきたい、そういうのが市民としての立場であるし、これこそ大切なこと

ではなかろうかと私は思います。 

 そして、過去市長は、市民に損害を与えていないと言っておられますが、果たしてそうい

う言えるのか。平成19年12月21日に大泉副市長はピアス社に行かれまして、ピアスの損害賠

償費を算出して出されておるわけです。その算出方法はアスベストの除去費用の目安という

のがちゃんと国からこうして国交省から出ております。2006年ですから、平成18年３月に国

土交通省が公表いたしております。アスベストの除去費用の目安ということで、処理面積が3

00平米未満の場合は１平米当たり20千円から80千円かかりますよと。300平米から1,000平米

については、１平米につき1.5万円から50千円かかりますと。1,000平米以上の場合は、１平

米当たり10千円から25千円かかりますということで提示をされております。これに基づいて、

平成19年12月21日の損害は算出をされたのか、そういうことを後でお聞きをしたいと思いま

す。 

 そして、この場合、調停の場合に、ピアスが調べたのは、アスベスト除去に127,000千円か

かりますと。市が提示されておるのは105,000千円ということであります。この105,000千円

を提示された目安というのは、ピアスから取り寄せた資料に、図面に基づいて算出をされた

のかどうかということをお聞きしたいと思います。 

 最後になりますが、市長は、アスベストが社会問題になったのは、平成18年、大阪クボタ

問題からで、それ以上は社会問題化していなかったと繰り返し答弁をされておられますが、

それに間違いがないかどうか御確認をするところであります。 

 以上でございます。 

○産業活性化推進室長（武藤正純君） 

 まず最初に、385号の資料が提出がないということだったかと思います。当然385号も考え

られる場所ではありますが、何回も言いますように、総合計画とのゾーンの関係、位置づけ

ですね。その整合性、それと385号沿いは一団の土地が確保しにくいと、それに地価もかなり

高く予想されます。それと第一に、道の駅は物流の休憩施設という主枠がございますので、
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市内には、ほかの市内のところを見渡したときには商業施設等が多いために、道の駅として

はなかなか採択はできないだろうということもちょっと関係機関との話としてございました

ので、そういうことでちょっと385号は除いております。 

 次に、１万7,000台が条件であったかというふうな話だったかなと思いますが、この道の駅

の採択条件といいますのは、必ずしも交通量という部分ではないみたいです。要するに、市

町村と道路管理者とここら辺が一緒に計画をつくり上げていくと、それが第一でありまして、

その本事業の採択に当たっては、だから事前協議をやって計画をつくり上げ、そして道の駅

というコンセプトに合ったものをつくっていくということになります。当然地元のそういっ

た熱意がかなり大事かなというふうに思っております。 

 それと、国道443バイパスが全面通行できた場合ということで、これは一応今の計画交通量

につきましては１万7,000台と、正確に言えば１万7,200台ということになっておりますが、2

4年春に暫定供用ということになっております。このときの交通量の推測としては１万400台

を推測がされております。 

 それと５番目に、採算がどうなのかということで、これについては以前から御回答させて

いただいておりますように、今後十分詰めていきたいというふうに思っています。 

 それと６番目に、地元産品の供給がどうなのかということだったかと思いますが、これも

関係団体等と十分今後詰めていきたいというふうに考えております。 

 1.5ヘクタールで考えた場合、ほぼ８億円という中で、合併特例債を使うのはどうかと。将

来不安的なところにこれを使ったらどうかということで言われましたが、これについては補

助残とかが当然発生すると思います。補助事業に該当したとしても補助残が発生します。こ

れはもう市の単費ということになりますが、合併特例債を使うことで市の負担が減るという

有利な部分もございますので、これも当然検討できたらと思っています。ちなみに、久留米

の場合がそれを活用してやっているという事例がちょっとございましたので、そういう考え

方も持っております。 

 それと、敷地の関係で最大２ヘクタールから１ヘクタールということで、それぞれ示すべ

きじゃないかと、提示すべきじゃないかということでございますが、現段階では、面積がこ

れからもどれだけ確保できるのか、これは地元と交渉をやってみないとわからない話でござ

いますので、現段階では、事例からして平均的な規模を想定して算出をしているということ

でございます。 

 大体そういった質問だったかと思います。以上で終わります。 

○観光課長（龍 泰子君） 

 温泉のレジオネラ属菌の発生についてお答えします。 

 定期の検査をしているかという御質問ですが、公衆浴場における水質基準に関する指針と

しましては、源湯は１年に１回以上水質検査を行うということに指針が出ております。本市
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では年３回検査をしております。20年度は、５月16日、９月26日に検査をしておりまして、

あと１回は来年の１月に行う予定です。 

 何カ所行っているかという御質問ですが、これは本市の源泉はタンクが30トンタンク、45

トンタンク、50トンタンクとありますので、それぞれのタンクと、そのタンクを合わせたと

ころの出口が１カ所ありますけれども、そこの４カ所をしております。 

 再発防止の対策ということですけれども、一般的には湯の温度が60度以上であればレジオ

ネラ属菌は死滅すると言われておりますけれども、本市の温泉の温度が約50度でございます。

それで対策が必要となります。厚生労働省では、レジオネラ属菌対策として設備の洗浄とか

塩素消毒を有効としておりまして、指導しております。塩素消毒をするために源泉処理を注

入装置というものを設置しまして次亜塩素酸ソーダという薬を注入しまして、有効残留塩素

濃度、つまり湯の中の塩素の濃度ですけれども、それを維持していかなければならないとい

うことでございます。そこで、今回その注入装置と３月までの次亜塩素酸ソーダの薬剤分も

補正予算に出させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 再発のおそれということですけれども、厚生省の指針にあります塩素の濃度というのを0.2

ミリグラム・パー・リットル以上保てればほぼ抑制できると言われておりますので、定期的

な測定をしながら消毒をしていかなければならないと思っております。 

 それから、レジオネラ属菌とはということですが、これは土の中や河川、それから湖など

自然界に生息しております。アメーバなどの原生動物に寄生しまして、20から50度ぐらいで

増殖いたします。それで、大体どこでもいるようなものですが、レジオネラ症というのは、

打たせ湯、シャワー、ジャグジーなど飛沫を出すもの、その飛沫を吸い込んだ場合、場合に

よっては発症する病気でして、レジオネラ症はそういうもので発症する病気でございます。

症状としては肺炎に似ておりまして、高熱とか呼吸困難とかなるそうです。被害ということ

ですけれども、本市で10月にレジオネラ菌が出ましたけれども、被害届は現在出ておりませ

ん。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

○副市長（大泉勝利君） 

 学校、公民館に含まれているアスベスト調査のことについてお答えいたします。 

 アスベスト調査については従前と申しますか、変わったのが、平成17年３月18日の石綿障

害予防規則の施行についてというのがございますけれども、この施行の前までは主にアスベ

ストの物質は３種類というふうに登録されているようでございます。アモサイト、クリソタ

イル、クロシドライトという３種類でございます。この施行の後にはアクチノライトとアン

ソフィライトとトレモライトというこの３種類が追加されております。そして６種類になっ

ているわけでございます。 

 今回の調査の結果、矢ケ部小学校の場合にはクリソタイルの含有が0.6％という結果、そ
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れから二ツ川小学校についてもクリソタイル含有が0.7％という結果が得られております。そ

れから、三橋公民館の場合にはクリソタイル含有が0.1％以上という、こういう結果でござい

ます。 

 それから、ピアス社の部分についてのアスベストでございますが、ピアス社の工場で吹き

つけられている種類については、先ほど申し上げたクリソタイル等の物質については分析を

行っておりませんので、わかりませんが、図面の記載では、吹きつけ断熱材、石綿吹きつけ、

トムレックス、こういった記述がございます。これが吹きつけの材料というふうに思われま

す。 

 それから、調査の中で土壌廃棄物の調査をなぜ行わないのかということでございますが、

これは議員も御承知のとおり、土壌調査については平成18年に１回、平成19年に２回、この

平成19年の２回については、議会と執行部が一緒になりまして共同調査をしたわけでござい

ますが、この調査で調査は最後というふうに思っておりまして、それで松藤先生の改善提案

をもとに損害賠償の請求額に盛り込んだということでございます。 

 それから、調査の期間３カ月もかかるのかということでございますが、調査については分

析と、それから経費の算定というこの２つを考えております。分析については、資料の採取、

含有率分析、これを考えておりまして、この日数におよそ45日を想定しております。その結

果をもとに除去のための積算を行うこの日数が約40日でございます。発注の準備、それから

国土交通省の補助予算も使うということで考えておりまして、その予算の手続等を考慮して8

0日から90日程度は見込む必要があるというふうに考えております。 

 次に、アスベストの除去に係る損害額の算定でございますけれども、先ほど議員から説明

があった国土交通省のものは、メートル当たりの金額にして非常に幅がございます。本施設

の場合は1,000平米以上ということからすると、平米当たり10千円から25千円と、かなり幅が

ございます。これでは十分な根拠になり得ないということで、図面をもとに吹きつけアスベ

スト、それから形成材のアスベストをそれぞれ分類いたしまして、実勢の価格を私の知り合

いのところから何社か聞いて、その単価を積み上げて積算をしております。その結果をもと

に、この国土交通省が出しているアスベスト吹きつけ施工面積の目安の範囲に当たるかどう

かということで確認をして、それで算定額を行っております。 

 しかしながら、先ほど議員が説明されたように、私が積算した結果とピアス社が提示した

除去費用の想定の部分に違いがあるのも事実でございます。この違いの部分についてはどこ

かということは具体的には明らかになっておりませんが、わかりませんが、はっきりしてお

りませんが、１つは材料を分析するときにアスベストの含有率によってそれがどれだけの費

用がかかるかという違いがあることと、施工の時期によって、特にアスベストの施工につい

ては一番規制が厳しくなってきていますのが昭和55年だというふうに思っておりますが、増

築工場等の竣工が58年でございます。この55年から58年の間に大体の材料等を、いろいろ使
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われている事例があるようでございますけれども、この辺のところもはっきり調べなければ

きちんとした算出額が出てこないんではないかというふうに思って調査の必要性を感じてい

るところでございます。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかは矢ケ部議員なかったですかね。 

○観光課長（龍 泰子君） 

 済みません。先ほどの質問で１つちょっと漏れておりましたので、発生前と発生後の利用

状況はという質問があったと思いますが、この分は、温泉再開からもう１カ月半まではたっ

ておりませんけれども、利用状況等の把握をまだしておりません。確認ができましてから御

報告させていただきますので、少し時間をいただけますでしょうか。よろしくお願いします。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに漏れないですか。 

○市長（石田宝藏君） 

 私も的確に把握しているかどうかわかりませんが、矢ケ部議員からのお尋ねで、調停でピ

アスは知らないと言えるのかと。さまざまな工事やってきているんじゃないかと。これは私

どもが買った後こういう問題が惹起した後に出てきている問題でございまして、当時私は承

知しておりませんでした。したがって、先ほどの詐欺で訴えるべきじゃないかと、これも当

然視野には入れております。 

 また、大阪のクボタの事件が起きるまでこのアスベストを知らなかったのかということで

すが、はい、私は環境ホルモンだとかダイオキシンの話は随分頭の中にありましたけれども、

このアスベストの問題は全く承知してなかったというのが事実でございます。これまでどお

り申し上げてきたとおりでございます。（「平成18年に大阪クボタ問題が出たちいうて何度

も何度も話されておるでしょうが。それは間違いないかということです」と呼ぶ者あり）そ

うです。そういうことでございます。（「職務怠慢さ」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 矢ケ部議員、２回目です。（「我がところでアスベスト除去しとろうが、石田さんがそが

ん……」と呼ぶ者あり） 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 市長、あなたは平成18年大阪クボタ問題と何度も繰り返されておりますが、平成17年な

んですよ。クボタ問題が出てきたのは。（「クボタの事件ですか」と呼ぶ者あり）うん、ク

ボタの事件。今もおっしゃったじゃないですか。18年そのままですと。（「いやいや、だか

ら……」と呼ぶ者あり）１年もあなたサバ読んでずっとここ言ってきているんですよ。議事

録見てごらんなさい。市民を、議会を１年間サバ読んできたと、これはさっきの問題ですよ。

（「いやいや」と呼ぶ者あり）１番目の問題ですよ、まだ。（「議長」と呼ぶ者あり）それ
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は…… 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっとまだ待っとってください。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 よかですたい。これ２回目でよかですたい。 

○市長（石田宝藏君） 

 これはクボタの事件についてということですから、18年にこだわりいただくならば、それ

は私は訂正いたします。（「いやいや」と呼ぶ者あり）合併後間もなくでしたから、この問

題は。ただ、私が勘違いしているかもしれません、18年と。17年の合併後でしょう。 

○議長（田中雅美君） 

 市長、勘違いち言うとってください。（「ちょっと待ってくださいよ」と呼ぶ者あり）勘

違いのあろうかとですね。 

○市長（石田宝藏君） 

 そういうことで御理解いただきたいと思います。矢ケ部議員は日にちまできちっと時間ま

でつけられますけれども、私はそういうところまでちょっと記憶がはっきりしませんでした

ので、済みません。 

○議長（田中雅美君） 

 はい、それでいいと思います。（「議長、これはまだ２遍目でしょう」と呼ぶ者あり）は

い、そうです。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 市長、百条委員会もずっとあってきとる。（「いや、やっているでしょう」と呼ぶ者あり）

ずっとあってきとる。（「してきたじゃないですか」と呼ぶ者あり）あなたが平成18年、17

年に問題になっとっとば18年、18年と。平成17年６月に元従業員や周辺住民の被害公表がク

ボタはあっているわけです。それのみならず、アスベストの問題はもうかなり前から大きな

問題になっておるわけですよ。（「いやいや、神戸大震災」と呼ぶ者あり）冗談じゃないで

すよ。日本国内の出来事でも1967年に公害対策基本法ができておるわけですよ。冗談じゃな

いですよ、1967年ですばい。その後にずっと問題になっていますよ。小・中学校での吹きつ

けが判明した問題、これが1987年ですよ。売買した後の問題やないんですよ。それをずっと

あなたはいろんな私は会議録見させていただきましたが、私が買ったのは17年云々、17年云々

を何回もずっと言っておられます。そうじゃないんですよ。 

 しかも、今さっきも言いましたように、ピアス社がアスベストをこぎ落としたりなんたり

してきておる。あなたは先ほど非常にピアス社は信頼できる会社とおっしゃいました。信頼

できないでしょうもん。命の問題ですよ。今でも吹きさらしになっておるでしょう。あの周

辺の人は大変な問題ですよ。潜伏期間が、先ほど言いましたように30年も50年もあるわけで
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すよ。髪の毛の5000分の１ですよ。命にかかわる問題ですよ。それをないがしろにしてもら

ったら、そんな人が市のトップとしておるということであれば大きな問題ですよ。柳川市民

のみならず、あっちこっちからよそから来ておる人にもそのような被害が見えないうちに侵

食をしておるということであります。ましてや、私が先ほど言いましたように、きちっと法

律で決められておる。 

 大泉副市長、あなたは国から来た人ですよ。それが大牟田労働基準監督署に届けもなくて

工事をしているということがはっきりわかったでしょう。しかも、私が言ったのは、百条委

員会で提示されたものを言ったんですよ。あなた何度も見ていますよ。何でそれを今さら知

らなかったと、何で調停のときに言わなかったんですか。そげん言われるけれども、こげん

して現実にしておるじゃないか。アスベストをこぎ落としているじゃないか。どうしてそれ

を言えなかったんですか。おかしいでしょうもん。国から来た人があなたは行っておるんで

しょうが、調停に。何もそしてあなたは市民に損害を与えませんと言えますか。笑い事じゃ

ないよ、あなた。なしてですか。ちゃんと百条委員会で提示されておるでしょうが。おかし

いですよ。命にかかわる問題ですよ。（「だからやってきたんですよ」と呼ぶ者あり）なら、

もう少しスピーディーにやるべきでしょうもん。（「やってきたんですよ」と呼ぶ者あり）

今さっきのものはどげんなりますか。（「どげんすっとや」と呼ぶ者あり）そりゃおかしい

ですよ。（「吹きつけしてあっとは、したんですよ」「議長」「大和の時代にだまされんご

としとってくださいよ」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 途中でもう２回目終わっていいですか。（「いいです」と呼ぶ者あり） 

○市長（石田宝藏君） 

 途中ですけど、一般質問だとか質疑だとか、（「その言い方は……」と呼ぶ者あり）何か

わけくちわかりません、私も。（「特別質問」「自分だけ……」と呼ぶ者あり）長々と。時

間は何時、もう１時間ですよ。（「１時間も何も、わからん面はちゃんとただしていいでし

ょうもん」と呼ぶ者あり）だから、地方裁判所でもやってきていますし、高裁でも今議員が

おっしゃってきたきょうのやつについてはほとんど裁判の中で出てきています。（「いや、

それはそうですよ」と呼ぶ者あり）そしてしかも、（「しとるから起こるわけですよ」と呼

ぶ者あり）しかも、つい先般申し上げたように、勉強会を住民団体の皆さんとやられている

でしょう。島添副議長とか矢ケ部議員とかはやってきていらっしゃるでしょう。調停の中身

じゃなければそれは（発言する者あり）調停の中身じゃなければないんです。（「議長」と

呼ぶ者あり）公開されたものじゃないんです。（「勝手にやるから」「議運委員長、議運委

員長」と呼ぶ者あり）だから、質疑…… 

○８番（森田房儀君） 

 質問以外の部分について答弁をしたり、あるいは議会の運営についてまで市長が言及する
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ことは避けていただきたい。（「そうだ」「議長」と呼ぶ者あり）そういうふうにお願いし

ます。（「いや、間違っているものは間違っていると言うべきですよ」と呼ぶ者あり）間違

ってない。何を言っているんだ。（「何ち言いよっとか」「間違っているものは言うべきで

すよ」と呼ぶ者あり） 

○３番（浦 博宣君） 

 この場は質疑なんですよ、自分の意見を出しながら一般質問的な質疑をやるべきじゃない

ですか。（「だから聞きよっじゃないですか」と呼ぶ者あり）だから、こういうふうな答弁

しかならないんですよ。（発言する者あり） 

○25番（三小田一美君） 

 浦議員がおっしゃられるのは、それはごもっともです。私はそういうふうに思うけど、こ

れは（「質疑じゃないんですよ、これは」と呼ぶ者あり）人命にもかかわることだから（「人

命にかかわるて……」と呼ぶ者あり）心配しとるわけですよ、矢ケ部議員は。これはこれに

関連しとるわけ。これ提案はしてあるので、アスベストの除去費を。だから、あの矢ケ部議

員のことは賛成でございます。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと静かにお願いします。 

 市長、先ほどの矢ケ部議員が市長に問われたことを簡潔にしてください。 

○市長（石田宝藏君） 

 だから、ちょっとどんなことをおっしゃっているのか、どこがポイントなのか私もよくわ

からないんですよ。（発言する者あり）理解できません。 

○議長（田中雅美君） 

 まだ２回目で、問題点だけをちょっと問うてみてください。市長が答えますから。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 私が今言ったのは、もう市長がわからんちいうこつはおかしいでしょうもん。ちゃんとこ

げんして実際あっているでしょう。これは百条委員会でも出されておる。現に平成14年11月

に工事していますということで出されておるわけですよ。そして、知らなかったとは言われ

んでしょうもん。 

○市長（石田宝藏君） 

 いや、知らないものは知らないとしか申し上げられないでしょう。（「いやいや」「だか

ら知らないものは職務……」と呼ぶ者あり）だから、この問題が惹起して（発言する者あり）

いやいや、そんなおっしゃられてもそれは仕方ございませんけれども、知らないものを知っ

ているとは言えないじゃないですか。（「副市長、合併の前にもアスベストは除去してある

とですよ」と呼ぶ者あり）そういう話は出てきていません。（発言する者あり）そういう話

は一言も出てきていません。（発言する者あり） 
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○11番（矢ケ部広巳君） 

 市長、ちょっと待ってください。（発言する者あり）（「後出しじゃんけんみたいな話や

とけ」と呼ぶ者あり）私は過去の全協でも言いましたように（発言する者あり）三小田議員、

よかやないね。過去の全協でも言いましたが、あなたは市民の側に立っていますか、ピアス

側に立っていますかと聞きましたね。もちろん私は市民の側に立っていると。（「そうです」

と呼ぶ者あり）市民の側に立っているなら、私は市民の側に言っているわけですから、当然

やっぱり受けるべきでしょう、ああ、そうですかと。そんなら、少なくともピアス社にきち

んとただしましょうと。知っておったんじゃないかと、少なくともそう言うのがあなたの心

ですよ。（「議長」と呼ぶ者あり）いや、まだやないですよ。（「いやいやいや、そんな一

方的な言い方……」「まだ発言中に言わんでちゃ、それは」と呼ぶ者あり）いや、それは回

答になってないもん。（「そうですよ、あなた」と呼ぶ者あり）あなたはどうのこうのとか、

（「そうそう」と呼ぶ者あり）裁判所で持ってきた、そうじゃないですよ。私は百条委員会

に提示をされておったから……（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 矢ケ部議員、一般質問でいいとは一般質問のほうに回してください。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 いやいや、だから…… 

○議長（田中雅美君） 

 そいけん、その質疑に対しての答えを。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 それは一般質問にやりよるやん。何ば言うとか。（「何ば言いよんね」と呼ぶ者あり）何

で違うか、どこが違うかい。（発言する者あり）どこが違いますかい。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 何か。（「質疑でしょう」と呼ぶ者あり） 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 うん、質疑でただしよるわけじゃないか。（「一般質問じゃないんだから」と呼ぶ者あり）

簡潔じゃなか、ただしよる……（発言する者あり）冗談じゃない、何が一般質問……（発言

する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 浦議員、伊藤議員、ちょっと私語は三小田議員もやめてください。ちょっと今、矢ケ部議

員と市長がやりとりをやっておりますから。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 執行部におかしいところをただしなさいと、当然ですよ。私は何も問題ないですよ、そう

でしょうもん。 
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○議長（田中雅美君） 

 そいけん、何を……。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 あくまでピアス側に立っておるから、これは下手なこつを言ってもらったらいかんという

ことやないですか。（発言する者あり）それおかしいですよ。 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと市長、待っとってください。 

 そいけん、２回目の質疑として何を答弁を聞き出しますか。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 最初の一番口に言ったのが、これはきちっとした答弁になってないわけですよ。そうでし

ょう。 

○議長（田中雅美君） 

 それは答弁やないちいうわけですか。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 それ以前にもうきちんと工事ばしてますよと。金もけんして払ってますよちいうのがわか

っておるわけですから。しかも、これは何度も言うように過去の百条委員会で出されておる

問題ですよ。私はよそから持ってきた問題じゃないんですよ、あなた方。そこで何でただす

しよる、百条委員会で指摘されておる問題を私は出しているわけですよ。 

○議長（田中雅美君） 

 いいですか。もうもらいますよ。（「よかですよ」と呼ぶ者あり）ちょっともう黙ってお

ってください。２人のやりとりをさせて……（「議長、ちょっと聞いてください」と呼ぶ者

あり） 

○25番（三小田一美君） 

 議運の委員長にも聞いていただきたい。ちょっと感情的に答弁者がなってあるわけ、（「別

に感情的になってない」と呼ぶ者あり）首長が。だから、ちょっと落ちついてもらって、そ

しからまた御答弁をもらいたいと思いますが、議運の委員長、一応お諮りをお願いしたいと

思います。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 質疑をもらいましたから、答弁をお願いします。 

○市長（石田宝藏君） 

 議運の委員長が感情の問題とかそういう問題までは関知されないと思いますね。（発言す

る者あり）いや、私は市民の側に立ってやってきたのか、こういったものも百条委員会を

ベースにしてということですから、当然、百条委員会の報告を受けてピアスとの交渉もやっ

てきているわけですよ。一歩も私どもは引いたことはございません。議員さん方から御指摘
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されているように100％ピアスの責任においてやれと、これは一歩たりとも譲れないと、これ

は調停の中でもはっきり市民の皆さん方に示されていると思います。そういった中で繰り返

し私もこのように答弁してまいりました。 

 先ほどの件については疑義の問題でございますので、この調査費がなぜ必要なのかと、こ

ういうものであるとするなら、私は当然市民の側に立って柳川市の代表として裁判をやらな

きゃいけないと。午前中言われました全面勝訴に向けて徹底的にやらなきゃいけない。（発

言する者あり）答弁しているんですよ。（「やじは少しぐらい聞き逃しなさい」と呼ぶ者あ

り）ですから、そういうふうなことで、私は皆さん方に昨年の６月、今さらという話もあり

ましたけれども、否決をされました。調査させてくださいと。（発言する者あり）そしたら、

（発言する者あり）今回のやつは（発言する者あり）いやいや、ちょっと答弁しているんで

すよ。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと私語は慎んで、（発言する者あり）答弁をさせてください。（発言する者あり） 

○市長（石田宝藏君） 

 だから、疑義があるこの予算について説明をして、そしてピアス社と全面、市民の立場に

立ってやらせてくださいとお願いを申し上げているところでございます。 

○議長（田中雅美君） 

 ３回目です。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 市長、何でこのように裁判を今度するようになったかと提示をされておりますが、それは

今も言いましたけれども、双方は、こっちは市長は全然知らんやったと。向こうも知らんや

ったと、そのかわり、向こうとしては長い間お世話になったけん、半分な見やんめだという

ことで半分提示してきたわけでしょう。しかし、いや、それは全部おまえが見やごてちいう

ことで決裂になったんでしょう、不調になったんでしょう。ところが、向こうが知らなかっ

たということは、知っていたということがこれではっきりしたわけやなかですか。そんなら

そこで押さやんでしょうもん。何で三百何十万という貴重な税金を使わやんですか。それは

筋が通りませんよ。そうでしょうもん。向こうは知っておったのに知らなかったちいうてず

っと通してきておるわけでしょうが。その問題はどうなりますか、そしたら。知っておって

知らなかった、知らなかった、知らなかったち言っているわけでしょうが。そのあげくが三

百何十万という貴重な税金をこれで使うようになるわけでしょうが。無駄でしょうもん、そ

れは。きちんとその時点で提示されたときに言っておけば、ああ、なるほどそうかと、何で

材料としてピアスをたたいてなかったのかと、それは不思議なんですよ、私は。（「議長」

と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 
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 答えもらったらもう質問されんけん、ちょっと待ってください。 

 もうそれでいいですか、質問は。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 はい、いいです。 

○市長（石田宝藏君） 

 矢ケ部議員おっしゃっていただいたように、ピアスは知っていて知らなかったということ

の事実が幾つも出てきているんですね。調停の中でも出てきています。私どもも把握した。

百条委員会、また議員さん方がさまざまな調査をしていただいたものも、こういったものを

総合的に把握をしておりますので、知っていて知らなかったということは本当に悪質、故意

の故意に屋上屋を重ねてきた私は悪質な行為だと。したがって、これについては徹底的に争

わなきゃいけない、全面的に。 

 私どもに、先ほど矢ケ部議員がおっしゃっていただいたように、知らせてあるなら、重要

説明事項だけではなく、さまざまなものの中でやはり説明がなされているものが私どもが承

知しているならともかく、私も極端なことを言えば無知な人間であったと思います。環境ホ

ルモン、あるいはあの当時は埼玉のダイオキシンの問題、こういったダイオキシンの問題等

が頭の中にはよぎっておりましたけれども、正直申し上げて、この問題は全く無知な状況で

あったということで、今回、客観的に市民の皆さんのやはり血税を使って、しかし、これは

私は全面勝訴だと思っておりますし、弁護士さんもそういった支援をアドバイスもいただい

ておりますし、これは徹底してやらなきゃいけないと、このように思っております。もちろ

ん民事も、あるいは刑事もあわせてやることも視野に入れて当然やってまいりますので、御

理解いただきたいと思っております。 

○議長（田中雅美君） 

 これにて質疑を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後２時10分 休憩 

午後２時23分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りいたします。議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について

は、総務委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本案は総務委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２
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号）については、教育民生委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本案は教育民生委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）については、教育民生委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本案は教育民生委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 次に、 

 議案第78号 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

       ついて 

 議案第79号 柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

及び議案第82号 柳川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制定について 

の以上５議案を一括議題といたします。 

 ５議案について質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第78号 柳川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定については、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。

御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 お諮りいたします。議案第79号 柳川市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありません

か。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 お諮りいたします。議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、建設委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本案は建設委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、建設委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本案は建設委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第82号 柳川市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の制定については、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議

ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、 

 議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定について 

及び議案第84号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更について 

の２議案を一括議題といたします。 

 ２議案について質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 
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 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定については、教育民生

委員会に審査を付託したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本案は教育民生委員会に審査を付託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第84号 福岡県後期高齢者医療広域連合規約の変更については、

委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、 

 議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について 

及び議案第86号 人権擁護委員候補者の推薦について 

の２議案を一括議題といたします。 

 ２議案について質疑を行います。質疑通告者の発言を許します。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 議案第86号について１点だけお伺いをいたしますが、現人権擁護委員は内田要さんでござ

います。任期が来年の３月31日ということでありますが、新しく古賀信正氏に対していろい

ろ言うものではございません。古賀さんにしても立派な人でありますし、大いに賛成をする

ところではございますが、内田要氏をなぜ再任をできなかったということをよかったらひと

つ、わかる範囲でお願いをしたいと思います。 

○人事秘書課長（高田 厚君） 

 私のほうからお答えいたします。 

 内田委員さんにおかれましては現在４期目でございまして、再任の年齢基準であります75

歳未満でもありますので、こちらのほうからはぜひ再任をお願いしたいということで御依頼

申し上げましたが、どうしても健康上の理由から辞退をしたいということでございましたの

で、かわって同じ旧三橋地区のほうから古賀氏をお願いするということでございます。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 
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 これにて質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。２議案は人事案件でありますので、委員会付託及び討論を省略し、直

ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。 

 初めに、議案第85号 人権擁護委員候補者の推薦について採決いたします。本案は原案ど

おり乗冨邦彦氏の人権擁護委員候補者の推薦に同意することに賛成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は乗冨邦彦氏の人権擁護委員候補者の推薦に同意する

ことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。次に、議案第86号 人権擁護委員候補者の推薦について採決したいと

思います。本案は原案どおり古賀信正氏の人権擁護委員候補者の推薦に同意することに賛成

の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は古賀信正氏の人権擁護委員候補者の推薦に同意する

ことに決定いたしました。 

 以上をもちまして、本日の日程すべてを終了いたしました。 

 本日はこれにて散会します。お疲れさまでした。 

午後２時34分 散会 

 



 - 73 - 

柳 川 市 議 会 第 ５ 回 定 例 会 会 議 録 

 

 平成20年12月９日柳川市議会議場に第５回市議会定例会が招集されたところ、出席議員及

び付議事件の説明のため出席した者の氏名並びに付議事件の内容は次のとおりである。 

 

１．出席議員 

      １番 島 添 達 也         ２番 古 賀 澄 雄 

      ３番 浦   博 宣         ４番 熊 井 三千代 

      ５番 梅 崎 昭 彦         ６番 島 添   勝 

      ７番 白 谷 義 隆         ８番 森 田 房 儀 

      ９番 荒 巻 英 樹         10番 藤 丸 富 男 

      11番 矢ケ部 広 巳         12番 荒 木   憲 

      13番 伊 藤 法 博         14番 龍   益 男 

      15番 菅 原 英 修         16番 諸 藤 哲 男 

      17番 樽 見 哲 也         18番 近 藤 末 治 

      19番 太 田 武 文         20番 吉 田 勝 也 

      21番 大 橋 恭 三         22番 藤 丸 正 勝 

      23番 木 下 芳二郎         24番 佐々木 創 主 

      25番 三小田 一 美         26番 梅 崎 和 弘 

      27番 髙 田 千壽輝         28番 山 田 奉 文 

      29番 河 村 好 浩         30番 田 中 雅 美 

 

２．欠席議員 

      な  し 
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３．地方自治法第121条の規定により出席した者 

      市 長   石   田   宝   藏 

      副 市 長   大   泉   勝   利 

      収 入 役   木   村       仁 

      教 育 長   上   村   好   生 

      総 務 部 長   山   田   政   徳 

      市 民 部 長   大   坪   正   明 

      保 健 福 祉 部 長   本   木   芳   夫 

      建 設 部 長   蒲   池   康   晴 

      産 業 経 済 部 長   田   島   稔   大 

      教 育 部 長   佐   藤   健   二 

      大 和 庁 舎 長   櫻   木   惠 美 子 

      三 橋 庁 舎 長   藤   木       均 

      消 防 長   竹   下   敏   郎 

      人 事 秘 書 課 長   高   田       厚 

      総 務 課 長   櫻   木   重   信 

      企 画 課 長   樽   見   孝   則 

      財 政 課 長   石   橋   真   剛 

      税 務 課 長   武   藤   義   治 

      健 康 づ く り 課 長   川   口   敬   司 

      福 祉 課 長   木   下   正   巳 

      学 校 教 育 課 長   成   清   一   廣 

      建 設 課 長   横   山   英   眞 

      農 政 課 長   成   清   博   茂 

      水 路 課 長   安   藤   和   彦 

      水 道 課 長   山   下   智   文 

      生 涯 学 習 課 長   龍       英   樹 

      商 工 振 興 課 長   江   崎   尚   美 

      子 育 て 支 援 課 長   高   崎   祐   二 

      ま ち づ く り 課 長   大   村   隆   雄 

 

４．本議会に出席した事務局職員 

      議 会 事 務 局 長   北   原       博 

      議会事務局次長兼議事係長   高   巣   雄   三 



 - 75 - 

      議 会 事 務 局 庶 務 係 長   高   口   佳   人 

 

５．議事日程 

  日程（１） 一般質問について 

 

順位  質 問 者  質 問 事 項 答弁者 

１ 
26番 

梅 崎 和 弘 

１．図書館運営について 

 (1) 利用状況は 

 (2) 図書館運営費は年々増えているか、減ってい

  るか 

 (3) 職員の構成は 

 (4) 直営方式でいくのか、民営化方式を検討して

  いるのか 

２．水道事業について 

 (1) 水の出が悪い地域の解消対策は 

３．子どもの国民健康保険の無保険状態について 

４．学校給食への地域農産物の活用について 

市 長 

 

 

 

 

 

 

〃 

 

〃 

〃 

２ 
13番 

伊 藤 法 博 

１．市政一般 

 (1) 市長の政治姿勢について 

 (2) 食の信頼及び安全性について 

市 長 

 

３ 
24番 

佐々木 創 主 

１．新市建設に向けての課題と対策（合併４年目に

 当って） 

 (1) 財政 

 (2) まちづくり 

市 長 

 

 

 

４ 
27番 

髙 田 千壽輝 

１．学童保育 

 (1) 知的障がい児の学童保育のその後の調査・研

  究結果は 

２．学校給食 

 (1) 給食費の徴収方法と滞納は 

 (2) アンケートの結果は 

 (3) 給食費の値上げは 

 (4) 食の安全 

教育長 

 

 

〃 

 

５ 
４番 

熊 井 三千代 

１．新型インフルエンザ対策について 

２．特別支援教育支援員の推進について 

３．街路灯に発光ダイオード（ＬＥＤ）導入を 

市 長 

〃 

〃 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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午前10時 開議 

○議長（田中雅美君） 

 おはようございます。本日の出席議員28名、定足数であります。よって、ただいまから本

日の会議を開きます。 

      日程第１ 一般質問について 

○議長（田中雅美君） 

 日程１．一般質問について。 

 一般質問を、お手元に配付いたしております日程表の記載順に行います。 

 一般質問は市の一般事務についてであり、この範囲を逸脱しないようお願いをしておきま

す。 

 なお、市議会会議規則第54条の規定のとおり、発言はすべて簡潔、明瞭になされるようお

願いをしておきます。また、執行部の答弁も簡潔、明瞭な答弁をお願いしておきます。 

 第１順位、26番梅崎和弘議員の発言を許します。 

○26番（梅崎和弘君）（登壇） 

 どうも皆さんおはようございます。26番梅崎和弘でございます。今回で通算62回目の質問

を行わせていただきます。 

 まず最初に、図書館運営についてであります。 

 私は、この図書館の問題につきましては、平成17年の９月議会、それと平成19年３月議会

と、これまで２回にわたって質問を行ってまいりました。その内容は、近年、国政を初めと

する規制緩和、民間委託の流れの中で、自治体も経費削減のために自治体が責任を負うべき

教育や福祉の施設まで安易に民営化する傾向が出てきております。本市におきましても、市

立図書館に指定管理者制度が導入されるのではないかといった市民の方の声を代弁して一般

質問を行ってまいりました。図書館は言うまでもなく、利益追求型の施設ではありませんか

ら、営利を目的とする民間への委託はあってはならないというこの私の質問に対しまして、

民営化あるいは指定管理者制度に移すような場合は議会に提案をして議決をいただかなけれ

ばならないと、こういうことでございました。その後、平成19年９月議会では、住民多数の

署名によります柳川市立図書館の市直営の存続を求める請願が採択をされております。また、

平成20年３月には教育民生委員会に直営でやっていきますという報告もあっております。 

 そこで、まず第１点目でございますけれども、市立図書館は民営化しないという方針に変

更がないかどうか、まず最初に確認をしたいと思います。 

 第２点目は、図書館の職員についてお尋ねいたします。 

 図書館を支える３要素として、施設が１、資料が２、職員が７の割合になるという言い方

がされております。職員の占める重要性が非常に高く、図書館を生かすも殺すも職員による

と言われております。そこで、図書館の職員構成について、本館、分館を含めまして正職員
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何名で、うち司書は何名か、嘱託職員の人数、臨時職員の人数、それとそれぞれの給与体系

はどうなっているのか、お尋ねいたします。 

 ３点目は、来年３月をもって３年または１年の採用期限が切れ、再雇用はしないという内々

の通知を受けたという話を聞きましたけれども、それは真実かどうか、どうなっているのか、

お尋ねします。もしそれが真実であるならば、その法的根拠といいますか、それがどうなっ

ているか、お尋ねいたします。 

 第４点目ですけれども、この柳川市立図書館のカウンター業務を民営化したい、実施され

ようとしているということをちょっと耳に挟みましたけれども、どのような検討をされてい

るのか、以上４点をお尋ねいたします。 

 ２点目、水道事業につきまして、水の出が悪い地域の解消対策について、私はこの問題に

ついて、平成12年の６月議会でも一般質問を行っております。水は人間として生きていく上

で欠かすことのできないものであり、毎日の生活に必要なものであります。また、ある地域

では水道の水の出が悪く、蛇口からははしの太さぐらいしか水が出ない、夕方になれば全く

出ないと、こういうこともあるということでございます。 

 そこで、１点目としましては、このように水の出の悪いところは地域的に偏っているのか、

何カ所ぐらいあるのか、お尋ねします。 

 ２点目は、このような水の出ないところですね、将来を見越して配水計画みたいなものが

あるかどうか、以上２点をお尋ねいたします。 

 ３点目は、子供の国民健康保険の無保険状態についてであります。 

 現在の国民健康保険では、保険料を１年以上滞納している世帯から保険証を取り上げ、か

わりに資格証明書を発行することを市区町村に義務づけられております。しかし、この資格

証明書では保険がきかず、医療機関の窓口でかかった医療費を全額支払わなければならない

ため、受診抑制や治療を中断するなど、問題が深刻化してきていると言われております。15

歳未満の乳幼児、児童・生徒は心身の発達途上にあることから、けがや病気が重症化しやす

いため、特に早期に適切な医療を受ける必要があります。こういう中におきまして、親が国

民健康保険の保険料を払えないために保険証が取り上げられ、事実上の無保険状態の子供が

県内37市町村で千数百人いると言われております。 

 そこで、柳川市内におきまして、この１点目は滞納者の世帯数、２点目が短期保険証の発

行数、それから３点目が資格証明書の発行数は、ここ３年間ぐらいの増減はどうなっている

のか、以上お尋ねいたします。 

 それから、４点目が学校給食への地域農産物の活用についてであります。 

 学校給食法が改正されまして、学校給食の目標を食生活の改善から食に関する指導と食育

の推進へと転換をされております。これは３年前に食育基本法が成立したことや改定されま

した教育基本法により地域の農産物を学校給食に活用すること、これは10条関係ですけれど
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も、こういうことが明記されております。 

 そこで、柳川市でとれる主な農産物としましては、米を初め、ジャガイモ、レタス、タマ

ネギ、トマト、ナス、イチゴ、アスパラガスなど、そのほかにもたくさんの農産物があるわ

けであります。このような柳川市内の農産物を具体的にどのように対応されているのか、お

尋ねいたします。 

 それから、前回の一般質問で教育長より地産地消をできるだけ地元のものを消費すると、

新しいものを消費させたいと思っていると、こういう答弁があっております。また、学校給

食に地産地消を積極的に取り入れている学校もあるわけです。今回、このような積極的な取

り組みが法的にも位置づけられたことになり、今後、予算措置など行政の支援措置が必要だ

と思いますけれども、どのようにお考えなのか、お尋ねします。 

 以上、第１回目の質問を終わります。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 梅崎議員の図書館の運営についての質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、第１点目の民営化するか否かの質問でございますが、指定管理者導入方針に対しま

しては、柳川市立図書館の市直営の存続に関する請願が19年９月議会にて採択されておりま

す。その議決を尊重し、直営で運営していくことにいたしております。 

 ２点目のお尋ねの職員構成でございますが、現在、市職員10人、嘱託職員21人、臨時職員

３人の合計34名です。うち、司書はサービス系市職員６人のうち３人、嘱託職員のうち17人

で、計20人でございます。 

 次に、給与は司書資格者の嘱託職員は日給7,100円、その他の嘱託と臨時職員は日給5,900

円でございます。 

 次に、３点目の雇用期限でございますが、最長３年の採用期限が切れたら雇用継続をしな

いことは人事の方針として決定いたしておりますので、その旨、該当職員には伝えていると

ころでございます。法根拠と申しますのは、労働基準法によっております。 

 次に、４点目のカウンター業務の委託の話があるが、どのような検討をされているかとい

うことでございます。これにつきましては、図書館は管理部門とサービス部門がございます。

サービス部門がいわゆるカウンター部門、司書さんが行っている業務というふうに御理解い

ただければいいかと思います。いわゆる貸し出し、返却、レファレンス、それから資料の整

理、相互貸借、そのようなことでございます。これらのものにつきまして業務委託ができな

いかということでの検討をいたしております。その検討の最重要な点は、現在勤めてござい

ます司書さん方ができるだけ多く残っていただけるような方法はないかというようなことで

の検討を現在進めているところでございます。 

 以上でございます。 

○水道課長（山下智文君） 
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 梅崎議員の御質問についてお答えをさせていただきます。 

 まず、１点目の水の出が悪い地域について偏っているかという御質問でございますけれど

も、特定の地域については偏ってはおりませんけれども、型押し配管などをされている配水

管から給水管を長く布設されているような場合におきまして、時間帯によっては水の出が悪

いような状況が発生をいたしております。今年度４カ所から一応問い合わせがあっている状

況でございます。 

 次の２点目の将来を見越しての配水計画があるかということでございますけれども、今年

度におきまして、水道課のほうで将来の水道事業の目指すべき方向性ということを定めまし

た地域水道ビジョンというのを作成することといたしております。今後はそのビジョンに沿

った形での計画を実施していきたいということを思っております。 

 以上でございます。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 それでは、国民健康保険に関する御質問にお答えしたいと思います。 

 まず、１点目の滞納者の世帯数でありますが、本年12月１日現在で609世帯でございます。

それから、次に短期証の発行数でありますけれども、同じく12月１日現在で529世帯です。 

 最後に、資格証明書の発行数、ここ二、三年の増減についてでありますけれども、同じく1

2月１日現在で資格証明書を発行しております件数は80件でございます。また、各年度の４月

時点での発行数でありますけれども、平成18年度が155件、平成19年度が144件、本年度が10

3件というふうに減少傾向にあります。 

 以上です。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 梅崎議員の質問にお答えをいたします。 

 まず、柳川市でとれる主な農産物について具体的な対応はどうされているのかというお尋

ねでございますが、米については100％柳川産ヒノヒカリを使用しています。野菜につきまし

ては、地元業者から納入してもらっていますが、地元市場から仕入れております関係で、一

部柳川産がありますが、多くは福岡県産という表示になっております。また、ここ数年はＪ

Ａ柳川などから学校給食用に柳川産のナスやトマト、アスパラガス、ナバナなどを提供いた

だきましたので、給食の食材として利用すると同時に、児童・生徒にチラシなどを配布し、

地産地消の啓発と食育教育を行っております。今年度は柳川野菜の日を設け、提供野菜を材

料にした給食を実施する予定といたしております。 

 また、参考までに申し上げますと、平成19年度の学校給食における柳川産の食材が占める

割合は、重量ベースで約30％となっております。この数字はみそ、豆腐、煮豆や納豆といっ

た大豆加工品についても、原料である大豆が柳川産と明記されているもののみの数字でござ

います。これ以外にも柳川産があろうかと思いますけど、柳川産と明記がない分については、
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一応福岡県産ということでこの数字からは外しております。 

 次に、地産地消のために予算措置など行政の支援措置が必要だと思うが、どのようにお考

えかというお尋ねでございますが、学校給食への地元農産物の活用は積極的に進めていきた

いと考えております。しかしながら、現時点では柳川産農産物を安価で安定的に納入いただ

くシステムが確立されていない状況でございます。学校給食は安全・安心の食材を安価に仕

入れる必要がございます。そのため、地元産の農産物を安い値段で安定的に供給していただ

くシステムづくりを行政としては支援していく必要があるのではないかというふうに学校教

育課のほうでは考えております。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 

 １回目の答弁につきましては、ありがとうございました。 

 順番に追って一問一答形式で質問させていただきます。 

 まず、図書館運営につきましては、直営でやっていくということでございますので、ぜひ

その方針を堅持していただきたいと、このように思っております。 

 そういう中におきまして、正職員が34名中６名ということでございますけれども、私は全

体の割合からすれば少ないんじゃないかなと、このように思っております。図書館の仕事の

大部分が、今の答弁によりますと、嘱託職員と臨時職員によって行われております。中でも

先ほど答弁がありましたように、図書館法に定める専門職としての司書の正職員が３名、こ

ういうことは非常にもっと正職員の司書さんをふやすべきじゃないかなと、このように考え

ております。いわゆる図書館が単なる無料の貸し本屋ではだめだと思うわけです。図書館は

市民に読書と研究の機会を提供する、また、さまざまな事業を通じて市民の交流と教育、文

化の向上に役立つ一大文化センターの役割を担っていると、私はこのように思います。この

役割は専門的知識を持った職員の意欲と熱意によって支えられるものであり、当然その身分

は安定したものとして保障されなければならないわけであります。したがって、私は本来、

司書さんは大多数が正職員であるべきだと、このように思っております。この嘱託職員の21

名中17名が司書さんというわけでございますけれども、ぜひ司書を正職員にすべきであると

思いますので、そのような検討を今後もお願いしたいと、このように思います。 

 先ほど答弁がありましたように、人事の方針で３年間ということでございますけれども、

また、法的根拠が労働基準法と言われましたけれども、ちょっとそこら辺がよく理解できま

せんので、再度御説明をお願いいたします。 

 いわゆる採用期限が３年と定められているのであれば、その本人たちは３年で首ですよと

いうことであれば、何か本当に図書館の仕事を十分やっていけるかなと、このように思うわ

けです。全員３年で首を切るということではなくて、その時点で正職員への採用の道も考え

られると思うわけです。こうした場合、臨時職員さんが３名おられて、嘱託職員さん、まあ
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市の財政も考えなければいけないと思いますけれども、皆さん全部正職員でした場合は、ど

れくらいの金額になるのか、おわかりになったら教えていただきたいと思います。 

 こういう問題は、もちろん国のほうも公務員削減という方針がこの根源にあるわけです。

また、自治体の財政難という現実は私も理解することができます。先ほど言いましたように、

全員を一度に正職員にせよと言うわけではありません。しかし、請願書にもありましたよう

に、市民の教育、文化向上への要求にこたえる方向で、いわゆる年次計画でもつくって図書

館の質の向上に責任を持つ姿勢が必要だと思いますけれども、この辺についてどのようにお

考えでしょうか、お願いします。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 ２回目の質問にお答えをしたいと思います。 

 正規職員の司書を配置して、図書館の質の向上を図るべきだとの御意見でございますが、

現状では大変厳しいものがあることも御理解をお願いしたいと思います。しかしながら、図

書館の質の向上に責任を持つ姿勢が必要なことは当然のことでございます。図書館機能の

サービス向上を目指すべく、限られた財源と配属された職員一丸となりまして、質の向上を

目指してよりよい図書館運営に努めてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、現在の職員を全部正職員ということにした場合、どのくらい予算が必要かとい

うことでございますが、現時点で約年間２億円程度の予算を使っております。ですから、ち

ょっと想像、詳しく計算したことはないんですけれども、それから見ますと２倍、３倍にな

ることは間違いないんじゃないかなというふうに思っております。正確な数字を持ち合わせ

ていないことを御了承いただきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

○26番（梅崎和弘君） 

 人事の方針とか労働基準法にのっとった給与体系といいますか、採用期限がされていると

いうことですけど、この辺もう少し詳しく。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 失礼しました。 

 法的根拠の詳細でございますが、労働基準法第14条で「労働契約は、定めのないものを除

き、一定の事業の完了に期間を定めるもののほかは、３年を超える期間について契約しては

ならない」という規定が設けてございます。すべての該当者と法に沿った契約をしていると

いうふうに聞いております。雇用の際に雇用契約書でその旨説明がなされて契約をなされて

いるというふうに私は聞いております。これは図書館と司書だけではございませんで、市で

雇用してあります嘱託、臨時、そういうものすべて統一した考えであるというふうに聞いて

おります。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 
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 このほかに公設民営化でもいいじゃないかという話もちょっと聞きましたけれども、この

件について検討されたことありますでしょうか。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 公設民営ということでの質問でございますが、図書館の運営につきましては、先ほどお答

えしましたように、基本的に直営でやっていくと。できるだけ現在の司書さん方を確保する

ような業務委託方法がないのか検討していくということでございますので、管理運営すべて

を委託するというふうな考えは持ち合わせていないところでございます。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 

 今の図書館の運営のやり方が公設民営化というごたる方式に似ているんじゃないかなと思

うわけですよ。例えば、今中学校の給食は所長と栄養士さん、市の職員を置かれまして、こ

れは市の直営であるということになっておりますけれども、しかし、実際の給食調理、配ぜ

んなどの業務はすべて民間の会社に委託をしてあるわけですね。いわゆる民間が採用した社

員の方が仕事をしておられるわけです。それに反しまして、小学校のように給食が教育の一

環として大切に位置づけられ、いわゆる食育が重視されておるわけです。いわゆる自校方式

の学校給食とは大きな違いがあるわけですけれども、今言いましたように、ところが図書館

についても、私はこの方式に似ているんじゃないかなという意見を持っておりますけれども、

つまり、館長ほかトップ二、三人だけが市の職員で、専門職であります司書を初め、ほかの

全職員は低賃金、不安定雇用の社員となるわけです。やはりこれでは名前だけは市直営だけ

れども、中身は民営とほとんど変わらないんじゃないかと考えます。これでは到底図書館本

来の機能を発揮することも、質的な充実、発展もないと、このように考えております。 

 こういう中におきまして、柳川市では施設管理適正化計画策定委員会なるものが設置をさ

れております。ここでは主として財政面から経営削減ということを目的としてさまざまな施

設の民間委託、公設民営化などが検討されているものと考えるわけです。しかし、先ほどか

ら述べておりますように、図書館という施設にはそのような方式は私はふさわしくないと、

このように思っております。あくまでも市が責任を持って管理運営に当たり、正職員の司書

をふやす方向で努力すべきでありますけれども、そういうことが市民の要望に十分にこたえ

る道だと、このように考えております。そういうところで、ひとつ教育長か市長の見解をお

願いいたします。 

○教育長（上村好生君） 

 梅崎議員に大変御心配をいただいております。基本的には市が管理運営に当たりまして、

多くの正職員、司書によりまして貸借業務、あるいはレファレンス、サービス、これをする

のが理想だと私も思うところでございます。しかしながら、市の人事の方針、あるいは施設

管理適正化計画策定委員会の方針等もございますし、それをまつまでもなく、やはり市の職
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員が多過ぎるのではないかという、一部そういう声もあるわけでございまして、市の職員を

適正化していく、あるいは経費削減を図ることは大きな至上命題ではないかなと私はそう考

えておるところでございます。 

 したがいまして、図書館の管理運営は市が直営で責任を持って行いますが、司書の業務に

おきましては、でき得ればＮＰＯ法人などにお願いする方法がとれないものかと思案してい

るところでございます。もしもＮＰＯ法人等にお願いできますれば、３年という限度を設け

ずにベテランの司書さんに継続して勤務していただけることになりまして、大変ありがたい

ことだと思っているところでございます。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 

 司書さんはＮＰＯ法人でどうかということですけれども、これについての検討とか、進捗

状況といいますか、十分に進んでいるかどうか、ちょっとそこら辺をお願いします。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 ただいま教育長のほうからＮＰＯ法人等があったらそちらのということで答弁がなされま

した。私どももできれば司書さん方が中心になられて、ＮＰＯ法人を設立していただけない

かなということで話をし、図書館のほうで直接司書さんたちと話をし、進めてまいっており

ますが、いろいろ厳しい条件といいますか、難しい面もあるようでございまして、今のとこ

ろはっきり司書さんたちによるＮＰＯ法人が設立されますということは言える状況ではござ

いません。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 

 最後、ちょっと私の意見になると思いますけれども、このことは柳川市だけの問題ではな

くて、職員数の大幅削減は90年代前半に国の職員数抑制政策、また地方財政危機を迎え、さ

らに高まってきました民営化推進とか経費削減の波が、いわゆる委託拡大から全面委託、指

定管理者への道を進ませることになったんではないかと、このように考えております。いわ

ゆる図書館の民営化は、産業界と国による国策として強力に進められてきたということがあ

るわけです。そのことが柳川市としての図書館運営にも大きな影響を与えていると、このよ

うに考えております。やはり最後は国の政策、政治改革が必要ではないかなと、このように

思っております。このことについて何かありましたら、一言御見解、市長、何かないでしょ

うか。 

○市長（石田宝藏君） 

 梅崎議員おっしゃっていただいておりますように、非常に図書館というのは教育的な機能

を持つ特異な行政の分野だろうというふうに私も理解しておりますし、理想であるとするな

ら、梅崎議員がおっしゃっていただいているような、すべての者が正職員で、しかもそうい
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った能力を備えた職員に指導いただくというのが私は御無理ごもっともな理想だと思います

けれども、御案内のとおり、地方財政が厳しい中、先ほど佐藤部長が申し上げましたように、

今の現行の予算でありましても２億円程度の運営費等もかかっていると。何といいましても、

経常経費、義務的人件費等について、こういったものを十分精査しながら、検討委員会なり、

あるいはそれぞれ立ち上げております審議会等の御意見もいただきながら進めていかなきゃ

ならないという事情もひとつ御理解いただきたいと、こんなふうに思います。 

 そのようなことで、雇用はしっかり守る方向で検討をしてくれているようでございまして、

当然私どもとしてはそういったものをひとつ理解をいただきながら、所期の目的である図書

館の機能、あるいは運営、所期の目的を達成せんがために最大限の、そういった中でありな

がら努力を重ねていかなきゃならないというふうに思っております。どうぞ御理解いただき

たいと思います。 

○26番（梅崎和弘君） 

 最後にもう１つですけれども、ちょっと言い忘れましたけれども、嘱託職員が３年間とい

うことですけれども、これの延長を検討するというか、必ず３年だから、もうあんたやめな

さいという方針なのか、１年でも何年でも延ばせることができるのかどうか、そこら辺を

ちょっとお願いします。 

○教育長（上村好生君） 

 現在のところ、延長の方針はないと考えております。また、その正職員にというふうな、

そういう御質問も議員からありましたけれども、なかなか今の時代に正職員になしていくと

いう、これもまた難しいところではないかなというふうに思うところでございます。 

 以上です。 

○26番（梅崎和弘君） 

 先ほども教育長から厳しい答弁があっておりますけれども、私はぜひ正職員化のほうに検

討していただきたいと、このように思います。 

 次、水道事業について質問いたします。 

 平成12年当時は各家庭の給水管工事や配水管の布設されていない場所に共同で布設した場

合、いわゆる所有者の負担で施工しなければならなかったわけでございます。私は、そのと

き一般質問で工事者の半額補助をぜひやってくれということを要望しておりました。その後、

水道事業管理規程が改正されまして、ことしの４月１日から、条件つきでありますけれども、

半額補助が適用されるようになり、本当によかったんじゃないかと思っております。しかし、

この条件の中に３戸以上という項目がありますけれども、この３戸以上と言わんでも、たと

え１戸でも水の出が悪いところは市のほうで半額補助しますよという検討はできないのかど

うか、お尋ねをいたします。 

 それからもう１つは、工事費の無利子の貸付制度についてですけれども、今、年寄りばか



 - 85 - 

りの家庭が多くなり、水の出が悪かばってんがら、金のなかけんがらちょっと工事はされん

というふうな話も聞いておりますし、やはり一度に金を出せないので月払いで支払う方法と

いいますか、こういうことをぜひ検討してもらいたいと思いますけれども、これについてど

のようにお考えなのか、お尋ねいたします。 

 それから、12月１日から、ホームページでも出ておりましたけれども、地域水道ビジョン

案に対する市民意見募集を開始されております。その中にいつでも安定的に使えるように供

給されているかという項目があるわけでございます。やはり柳川市内の市民はどこにおって

も、どこの世帯でも安心して水が使えるといいますか、すべきではないかと思いますけれど

も、この辺につきましてどうでしょうか。 

○水道課長（山下智文君） 

 ２点目のお尋ねの給水管の工事等の助成制度につきまして、対象戸数を現在の３戸を１戸

から対応することはできないかというお尋ねでございます。 

 給水管につきましては、基本的に個人財産ということになっておりますので、所有者の方

の負担で工事などを現在行ってもらっているところでございます。しかしながら、工事の費

用の負担などを考慮いたしまして、規定に沿えば３戸以上を対象にして水の出の悪い方、そ

れに新たに給水管を引かれるような方についても、議員おっしゃいますように対応いたして

おります。仮に１戸からの対象ということにいたしますれば、今現在、１年間に水道課のほ

うに個人の給水管の申し出が約300件ほど参っております。仮に１件当たりの工事費が300千

円かかったといたしまして、計算いたしますと単純に90,000千円ほどの費用がかかることに

なります。これを半分補助という形にいたしますと45,000千円ほどの経費の負担が発生して

くるということになります。議員も御存じだろうと思いますけれども、水道事業は地方公営

企業法の適用がなされておりまして、受益者負担の原則に沿った形で独立採算制を基本に水

道料金を主たる財源として運営をいたしております。そのため、先ほど費用負担の部分が直

接水道料金等に影響を与えまして、市民の皆様方に御負担をおかけするということにもなり

かねませんので、現在の制度内容で実施をさせていただきたいと思っております。 

 次に、工事費に関する無利子の貸し付けの点でございますけれども、今後、近隣などの状

況を見ながら調査、検討をさせていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 

 先ほど私言いましたように、やはり柳川市民の方であれば、どこにおっても水道は自由に

使えるというふうな体制をぜひ今後も検討していただきたいと、このように思います。 

 ３点目の子供の国民健康保険の無保険状態についてであります。 

 国民健康保険法は、その第１条で「この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、

もって社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。」と、このように定めて
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おります。国民の命と健康を守るための制度が資格証明書の発行などにより、手おくれによ

る多数の死亡者を生み出していると、このように言われております。全国的に見ますと、個

人の支払い能力を超えた、いわゆる高過ぎる保険料があり、保険料を払えない人や無保険の

人が多く生み出されております。 

 ここで所得に占める保険料率を比べてみますと、国民健康保険が11.6％、政府管の健保が7.

4％、組合健保は5.1％となっております。いわゆる国保世帯は組合健保に比べますと倍の保

険料率であります。いわゆる最も低い所得にもかかわらず、最も高い保険料が掛けられてお

るわけでございます。 

 先ほど御答弁がありましたように、資格証明書につきましては、ここ３年ぐらいはだんだ

ん減ってきているということでございます。しかし、窓口で治療費の全額を求められる資格

証明書という制裁措置が医療を受けることを困難にしていることは明らかです。資格証明書

の発行は禁止すべきだと思いますけれども、この件についてどのようにお考えでしょうか、

お尋ねします。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 資格証明書の発行は禁止すべきではないかという点についてお答えいたします。 

 議員御指摘のように、国民健康保険法の定めというのは、国保事業の健全運営と国民の命

と健康を守るという２本の柱、いわば車の両輪というふうに考えなければならないと認識を

しております。 

 資格証明書を発行する目的としましては、負担の公平性や税の納付相談の機会の確保とい

うことであり、このことが国保運営の安定化につながるものと考えているところです。本市

の国保としましても、この制度の趣旨を尊重して、被保険者間の公平を保つ観点から、滞納

者が得をするという制度でもいけないということで事業の運営を行っているところです。し

かしながら、この制度であります資格証明書を出すということが本来の目的ではなくて、税

の納付ということがこの制度の目的でありますので、過去の保険税も含めて支払いが困難な

世帯などの場合につきましては、随時税の納付相談を行い、必要に応じて短期証の交付を行

っているところです。今後も納付相談を行うことによりまして、それぞれの事情に応じて短

期保険証の交付をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○26番（梅崎和弘君） 

 最後ですけれども、今のところ子供の無保険状態になっている方はいないということでご

ざいますけれども、今後、無保険者が出てきたときは、ぜひ保険証を取り上げないようにす

べきだと思いますけれども、今後の対応をどのようにお考えなのか、お尋ねします。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 議員御指摘のように、本市の国保においては、15歳以下の子供の無保険者というのは出て
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おりません。今後、そういう該当者が出てきた場合は、当然のことながら、窓口での対応、

あるいは家庭への訪問等によりまして、税の納付相談を行いながら、速やかに短期保険証の

交付をしていきたいというふうに考えております。 

 また、現在、国民健康保険においては、保険証の返還対象世帯の子供にだけ保険証を交付

するということはできませんけれども、きょうの新聞をごらんになられた議員の方いらっし

ゃると思いますが、今国会において中学生以下の子供に対しては返還対象の世帯であっても、

保険証を交付できるように国民健康保険法の改正案が審議され、成立の見込みとなっており

ます。その法案が成立しましたら、その後は対象世帯であっても中学生以下の子供にも保険

証が交付できるようになると考えております。 

 以上です。 

○26番（梅崎和弘君） 

 どうもありがとうございました。ぜひそのような方向で進めていただきたいと思います。 

 最後、学校給食の問題ですけれども、政府の食育推進基本計画は2010年に学校給食の食材

のうち、地元産の割合を30％とする目標を掲げております。先ほど柳川産の大豆関係で重量

といいますか、30％ぐらいは占めているということでございます。しかし、給食に地場産を

ふやすのは大変難しいんじゃないかなと思うわけですね。いわゆる食材を供給する人をどの

ように育て上げるかということでございまして、一つの野菜をつくるのには少なくとも３カ

月、４カ月、半年、長いときは１年ぐらいかかって野菜をつくる必要があるわけですね。そ

ういうことで、関係者と協力や生産グループの育成、供給体制の整備が必要ですけれども、

この辺について検討されているのかどうか、お尋ねをいたします。先ほどの答弁では、ＪＡ

から柳川産の野菜などを供給していただいたという御答弁もあっております。 

 それから、第２点目としましては、今、県産小麦を使ったパンが学校給食で使われ、それ

から米粉といいますか、米の粉を使ったパンも各地で開発されているということでございま

すけれども、これらのパンを使用するといいますか、検討されているかどうかをちょっと

お尋ねしたいと思います。 

 以上です。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 学校給食への地域農産物を提供していただける農家の育成等はどうかということでござい

ますけど、学校教育課のほうではなかなかそこまでの育成とかグループづくりとかというこ

とは現在検討はいたしておりません。ただ、できましたら給食センター、それから各学校に

つきましても、ＪＡあたりで供給のシステムとか、そういった集荷のシステムとかを確立し

ていただければ、もっとたくさん使うことは可能だというふうに考えております。 

 それから、福岡県産小麦を使ったパンや米粉パンなどのパンを学校給食に使用する考えは

あるかということでございますけれども、県産小麦を使ったパンや米粉パンが学校給食に使
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えるのかどうか、その辺がちょっとまだ疑問がございます。と申しますのは、カロリーです

とか栄養価とか、そういうのが可能かどうかということでございます。 

 それから、学校給食のパンは、若干市販のパンと違いまして少しぱさぱさしている感じが

すると思います。これはやはりそういうパンを食べさせるということで規格があるようでご

ざいますので、それに県産小麦が合致するかどうかという問題がございます。 

 それからまた、米粉パンの場合もそういった基準に合致をするかということと、もう１つ

は価格が今ぐらいのお値段で買えるのかどうか、その辺の問題もございますので、もしそう

いう問題がクリアできるということになれば、積極的に導入はしていきたいというふうに考

えております。 

 以上でございます。 

○26番（梅崎和弘君） 

 ＪＡとお互い協力し合って、地元産を30％目標ですけれども、それ以上に食材が使われる

ような努力をしていただきたいと思います。 

 最後になりますけれども、この学校給食につきまして、全般的な見解をぜひ市長、お願い

したいと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 やはり梅崎議員おっしゃっていただきますように、この地域は何といいましても、日本の

食料基地でもございますし、他の山間部と違いまして、さまざまな集出荷体制が、共販体制

がとられている。特にＪＡにおいてはトマト、あるいはアスパラ、ナス、イチゴ、こういっ

たものもきちんとございますので、そういったものはもちろん給食の中に地産地消の柱とし

て消費導入していくということで、ただただ、今担当のほうからも答弁がありましたように、

地産地消、安定供給、需要と供給のきちんとしたバランス、それから価格の問題、こういう

ものもございますけれども、なるべく地元のものを子供たちに食させると、食育法もできて、

それは当然結構なことだと私も思います。ただ、受け皿と発する側、生産する側、こういっ

たものの調整をしっかりやっていきたいというふうに思っております。 

○26番（梅崎和弘君） 

 どうも御答弁ありがとうございました。 

 これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、梅崎和弘議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をとります。 

午前10時52分 休憩 

午前11時４分 再開 

○議長（田中雅美君） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第２順位、13番伊藤法博議員の発言を許します。 

○13番（伊藤法博君）（登壇） 

 13番伊藤法博でございます。議長の発言許可がありましたので、市長の政治姿勢について

一般質問をさせていただきたいと思います。 

 柳川市、大和町、三橋町が合併して３年半が過ぎ、石田市政の１期目もあと数カ月を残す

段階になりました。石田市長が誕生してから３年半余りの間にどのようなことがなされ、ど

のような問題が起きてきたのかを議会の内情も踏まえ、二、三の案件を事例として振り返っ

てみたいと思います。 

 合併して最初に大きな問題となったのが県南女性センターの存続問題です。 

 旧柳川市のとき、県より無償譲渡の話がありましたが、当時80,000千円ほどの赤字を出し

ていた施設であるため、柳川市が受け入れて経営することは困難と判断して、譲渡を断りま

した。県は施設を17年３月31日で閉鎖し、17年度中に解体することになっていました。しか

し、石田市長は、市長選出馬に当たって県が経営していたときは80,000千円程度の赤字であ

ったが、経営のやり方次第では30,000千円以内の赤字に抑えることができるとし、年間10万

人以上の利用を考えれば、解体することはもったいないと考え、施設の存続をマニフェスト

に掲げ、当選しました。 

 石田市長は、施設の再経営を目指して予算の計上を議会に提案しましたが、市長選で負け

た候補を応援していた議会多数の議員たちが反対して、予算化してくれません。そこで、施

設の再開を望んでいる市民の皆様とともに、県南女性センターの存続を求める署名活動を実

施し、短期間に３万2,000名以上の署名を集め、この署名を県知事に提出しました。結果とし

て、県の仲介あっせんにより、温水プール関係部門のみの再開となりました。 

 私たちや市民の多くは、温泉施設、調理実習室、大広間、集会室などすべてを活用したい

と思っていましたが、議会多数派は、増設部分600平方メートルの解体と、温水プール関係外

の施設の使用は、使用しないことを条件に施設の再開にやっと同意しました。このため、石

田市長が当初考えていた18年度からの再開が１年おくれたのと、再開に向けての柳川市の一

般財源からの支出が、国、県の補助金等を組み合わせることにより、さげもん館併設工事ま

で含め、4,200千円程度で済んでいたものが、議会多数派の反対によって温水プール関係のみ

の開設にすべて市債で１億数千万円を充てることとなってしまいました。 

 事のよしあしではなく、反対のための反対によって、利用価値のある貴重な施設を解体し、

無駄な１年間を浪費し、市民のために活用できるほかの施策が数億円単位でできなくなって

しまいました。反対のための反対によって、柳川市に大きな損害を与えてしまいました。（「議

長、今のは……」と呼ぶ者あり）同じようなことが市町村型合併浄化槽設置事業導入につい

ても言えます。 
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 現在実施されている個人型合併浄化槽設置事業では、設置後の浄化槽の管理は、設置者で

ある個人に任されています。しかし、浄化槽の管理責任が個人にあるため、浄化槽管理がお

ろそかになり、中には垂れ流しの状態にある合併浄化槽が全国的に散見されるようになりま

した。このため政府は、合併浄化槽の管理は市町村が責任を持って管理すれば、現在個人設

置型では４割補助を市町村型にすれば、９割補助に引き上げることにしました。このことは

合併浄化槽設置費用が1,000千円とすれば、個人型では個人の負担が600千円、市町村型では1

00千円となります。 

 柳川市の喫緊の課題であるクリークの浄化を重視した石田市長は、市長に就任して間もな

い６月17日に内閣府から水郷柳川の水環境整備計画として認可を受け、10年計画で１万世帯

の整備事業をスタートする予定にしていました。そうすれば、現在30％の浄化率が90％以上

の浄化率になり、きれいなクリークがよみがえり、しかも、50億円の市民負担が軽減されま

す。しかし、合併後の議会でも、改選後の議会でも、議会多数派の反対のための反対によっ

て、いまだに事業着手に至っていません。 

 さらに、議会多数派の議員たちは、ピアス跡地問題、全日本同和補助金問題、石田市長の

一連の発言を問題化するなど、常にありとあらゆる面で誹謗中傷し、石田市長のイメージダ

ウンを図りつつ、石田市長のマニフェストつぶしに執念を燃やし続け、石田市長にストレス

を与え続け……（「議長」と呼ぶ者あり）続けているという卑劣なやり方を続けています。

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと聞いてください。 

○13番（伊藤法博君） 

 なぜ議会多数派の議員たちは、市長に対して、かくも執拗に抵抗をし続けているのでしょ

うか。理由の１つとして（発言する者あり）旧柳川…… 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと終わるまで……。 

○13番（伊藤法博君） 

 旧柳川市最後の市長に当選した河野市長を当選後に取り込んだ旧柳川市議会の合併後（「質

問じゃなか」と呼ぶ者あり）初めての市長選で河野市長を擁立し、それに旧大和町と旧三橋

町の議会多数派の議員たちが加わり、３分の２の議員たちで応援したために、旧大和町長で

あった石田市長に、まさか負けると夢にも思わなかったことと、合併後も在任特例でそのま

ま新市の議員となった旧１市２町の議員の３分の２の議員たちが市長選後も胸襟を開かず、

石田市長に抵抗し続け、新市になって初めての市議会でも過半数を市長反対派が占めること

になったのではないでしょうか。（発言する者あり） 

 さらに、旧柳川市では（「名誉毀損ぞ」と呼ぶ者あり）何十年という長期間、特異な方が
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有力者として君臨し、多くの議員がそれになびき、そういった方が支配する議会多数派の圧

力と、一方では執行部側にも責任があるのですが、議会対策の一環として、まとめ役の有力

議員との蜜月関係を必要悪として、執行部自身が容認してきた経緯がありました。このよう

な状況のもと、執行部と議会のゆがんだ関係が続き、そこには、しがらみや口ききの利権等、

不透明な市政が行われるという状況が続き、柳川市には市長が２人いるとか、市長に言うよ

りも、あの有力議員に話を持ち込んだほうが市の対応が早いというような話がまことしやか

に市民の間ではささやかれていました。そして、合併後の新柳川市でも、議員でありながら

執行部の権限までを侵すような行動をとろうとしている議員がいることも耳にします。もし

そのようなことになれば、市民にとって公平で公正な市政が行われるはずもありません。 

 こうした中で石田市長は、大和町長時代から執行部と議会の本来のあるべき姿を貫き、一

部議員との取引には応じないがゆえに、旧態依然の議会多数派に執拗に攻撃され続けていま

す。しかし、石田市長は、確固たる信念でもってその攻撃に立ち向かっています。そこで私

は、石田市長の今までの政治姿勢を評価すると同時に、石田市長による柳川市の改革を支援

していくことを表明します。そこで、石田市長の政治姿勢と今後の柳川市の５年先、10年先、

20年先、50年先のあるべき姿、すなわち柳川市の将来像について質問したいと思います。 

 まずは政治姿勢についてですが、石田市長は１市２町合併当初より、少数与党の議会でさ

まざまな抵抗を受け続けてきました。また、合併後の市議会選挙でもその構図は変わらず、

少数与党の議会で相も変わらず抵抗を受け続けています。このような状況は、市長自身にと

って大変つらいことだと思いますが、今後もそのつらく、イバラの道を歩み続けていかれま

すか。もしそうであるならば、なぜそのような困難な道を歩まれるのか、お尋ねします。 

 次に、食の信頼と安全性について、お尋ねをいたします。 

 近年、牛肉のＢＳＥ問題に始まり、船場吉兆の但馬牛偽装や使い回し問題、中国からの輸

入冷凍ギョーザの農薬混入事件、農薬汚染されたミニマムアクセス米の不正流通事件、輸入

ウナギの産地偽装事件などで食の信頼と安全性についての関心が高まっているさなか、新聞、

テレビ等で柳川市の田中食品が、11月25日、不正競争防止法違反（原産地偽装）容疑で家宅

捜索を受けたと報道されました。報道によると、田中食品は東京にある食品加工会社キャセ

イ食品の長崎工場の依頼を受け、輸入冷凍野菜を無地の段ボールに詰めかえて、同工場に納

品し、手数料を得ていたとされ、福岡県は11月14日、日本農林規格ＪＡＳ法に違反している

として、田中食品に改善指示を出したとのことです。この会社は田中雅美議長が代表取締役

をしていて、県の改善命令を受けた11月14日に田中議長は代表取締役を辞任しています。（「議

長」と呼ぶ者あり）現在、農家の人たちは農産物価格の低迷、原材料の高騰で経営環境が苦

しい中、必死になって柳川農業の振興を図り、しかも、産地間競争の激しい中、柳川農産物

のイメージアップ、柳川農産物の販売促進、柳川農産物のブランド化等に取り組んでいると

ころです。 
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 また、柳川市も１市２町が合併し、新柳川市の活性化を図るため、農業の振興計画をつく

り、農協や各生産者部会、各生産者組織等と協議を重ね、少子・高齢化の中で、いかにして

柳川農業の振興を軌道に乗せるかと思案しているところです。こうした状況下で柳川発の産

地偽装事件が、しかも柳川市議会のトップが代表取締役を務める会社で起きてしまったとい

うことは、柳川市の農産物に対する信頼を著しく傷つけ、柳川市のイメージを悪化させてし

まった責任は重大であります。 

 市当局は、田中食品の偽装事件について、どのように把握してあるか、お尋ねします。ま

た、これまでの食の信頼と安全性について、どのような指導をされてきたのか。また、この

偽装事件が発生してから今後どのような指導をなさっていかれようとしているのかをお尋ね

いたします。 

 あとは自席によって一問一答で質問したいと思います。（「議長」と呼ぶ者あり） 

○８番（森田房儀君） 

 発言が余りにも多うございます。特に議会に対して誹謗中傷を行ったこの発言は許しがた

い問題であると思いますので、ここで議会運営委員会を開催させていただきたいと思います。 

○３番（浦 博宣君） 

 これは一般質問でありまして、今までの現状をありのままにお話をされただけであります。

それを議会運営委員会を開かれて、そして懲罰動議を出されるとか、そういうのはおかしい

じゃないでしょうか。 

○25番（三小田一美君） 

 今、議運の委員長が（発言する者あり）ちょっと黙っとって。いっちょ休憩をお願いした

いと思います。 

 それで、伊藤議員、あなた議員必携はよく勉強しとってくださいよ。柳川市の議員必携が

なかったから、あなたはそういうふうな発言をなされます。 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと三小田議員。 

○25番（三小田一美君） 

 嫌です。休憩してください。このままじゃまいませんよ。（発言する者あり）でけん、で

けんもう。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと……（「休憩動議ですから。先に……」「だめだめ」と呼ぶ者あり）ちょっと藤

丸議員が発言中でございます。（発言する者あり） 

○22番（藤丸正勝君） 

 ちょっと待ってください。（「休憩、休憩」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

 今、本日は一般質問の時間でございますので、私は議事進行の動議を出しまして、議事進
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行を、本日終わりまして、そういう森田委員長から言われるのは、この終わった後にしても

らわないと、一般質問が前に進まなくなりますので、本日は議事進行の動議ということで、

前のほうに進んでもらいたいと思います。（発言する者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午前11時22分 休憩 

午前11時48分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 伊藤議員に申し上げます。一般質問は、通告内容に従い、議会運営のルールにのっとりま

して、執行機関に関する事務について簡潔に質問をお願いいたします。 

 まず、執行部の答弁を求めます。 

○市長（石田宝藏君） 

 伊藤議員におかれましては、私に対する政治姿勢のお尋ねでございます。 

 私は、この政治姿勢というのは、平成６年７月に大和の町長に就任をいたしまして、初心

を肝に銘じて歩いてきたこの首長の職でございますけれども、何といいましても、自分が行

政職員、首長を経験したという立場から言えることでございますけれども、大和町に奉職を

いたしまして、建設課、構造改善課、総務課、教育委員会、事業課と管理課というものに携

わってまいりました。いずれの職場におきましても、やはり職員としての自覚は全体の奉仕

者であり、市民の皆様、町民の皆様に親切で、特に優しく、わかりやすくということを心が

けてきた職員時代でございます。そういった二十数年間でございますけれども、特に私は、

こういった正義感を強くさせられたというのは、勤務していた時代の歴代の尊敬いたします

町長さん、首長さん、こういった方々の立派な政治姿勢の姿を見ていたことであろうという

ふうに思いますし、また、教育委員会時代に私は社会教育主事として仕事をさせていただき

ました。青少年の担当をしながら、立派な青少年を育てなきゃいけない、育成しなきゃなら

ないということで指導に当たってきた、それだけに指導に当たる者として、やはりすべてが

スタートをしたというふうに思っております。 

 ただ、そんな中、旧大和町では、平成６年、当時私は44歳で建設課の管理係長のときでご

ざいますが、大和中学校の体育館建設をめぐりまして収賄事件が起きてしまいました。起き

てはならない大変な事件であります。しかも、当時の町長、議長が逮捕されるという事件で

ございました。この事件に胸を痛められました歴代の元町長さん、あるいは町の現状を憂慮

されます多くの関係者から、本当に町民の信頼を回復するために、ぜひとも町長に立候補、

しかし、私は職員時代、さまざまなそういった事象も見てきていますし、首長としての（「簡

単にお願いします」と呼ぶ者あり）激務さ、そういったものもやはり我が目の当たりにして
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きたことでありますので、何で私がと、そんな突然の話に立候補を断りました。しかし、混

乱続きの町議会、しかも、変なうわさが続いている、そういった町民の中の声を、やはり期

待の大きさを受けとめまして、これからまだまだ２人の子供が小さいというときでありまし

たけれども、まだ若過ぎるというはざまの中で悩んだものの、やむにやまれず立候補を決断

したということであります。 

 その多くの支持者の方に支えられまして、当選ということになりましたが、役場の係長か

ら町長となったわけでございますので、町長になりましてからも想像以上に困難な障害が立

ちはだかっていました。良識ある方々には選挙で選ばれたと、選良によって選ばれたという

ことで理解をいただきましたものの、若い私、町長には、先輩職員あるいは議員の皆さん、

私よりも１つも少ない議員さんはいらっしゃいませんで、そんなものもあり、歩いてきた３

期10年余の町長時代も決して平たんな道ではございませんでした。 

 でも、いつも心は米沢藩の上杉鷹山に学びました。町政を立て直す、（「簡単にお願いし

ます」と呼ぶ者あり）神社仏閣にそういった誓いを立てまして、特に支えてくれました教育

委員会時代の青年たちの手本となり、かがみにならなければと歩いてきたこの14年余でござ

います。いつも後ろ指をさされることのない清潔でクリーンな政治、これが私の政治心情で

ございます。どんなことがあっても、あのときの選挙、町民の皆さんの期待を裏切ってはな

らないと固く肝に銘じているところでございます。したがって、初心は揺らぐことはござい

ません。 

 また、私の思いの中には「天網恢々疎にして漏らさず」、御案内のとおり、天の網は粗く

ても、小さな悪事も逃さないと教えられた小さな時代でございました。だから、当議会にお

きましてのうわさ話での質問、げなげな話、こういったものにも私は進歩がないと話したと

思っているところでございます。 

 リーダーというものは、たとえつらくても、正直者や頑張る人々が報われる社会、世の中

をつくるという、この理想に向かっての苦労を覚悟の上、我慢し、一つ一つ実現し、内外に

示していくことであると思っております。これからもこの心を持ち続け、柳川を風通しのよ

いまち、住みよいまちにしていくことだと肝に銘じているところでございます。15年前の初

心と信念や使命感は今も変わりません。まちを変えるには職員がポイントだと思っておりま

す。このポイントであります職員に対しましても、「隗より始めよ」であります私が、まず

市政へ臨む毅然とした公平さや公正さの誠実性を示すことを続けていくということだろうと

思います。市長は本気だよと、意識を変えなければ取り残されるといった職員の意識を変え

ることで、新市もいい方向に変わっていくと信じております。 

 旧町長時代も我慢し、我慢し耐えてきました。そのためには本気で職員を鍛え、接遇はも

ちろん、職務能力アップのための研修、あるいは能力評価など、しっかりして、そういった

人事に反映させることも大事だと思っております。 
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 一部に、こういったものに対しては異論もありましょうけれども、まちがよくなるような

話であるならば、私はしっかりこういった我慢してやることが、近く柳川の朝日が差してく

ると、光明が見えると、そんな思いでございます。 

 以上であります。 

○農政課長（成清博茂君） 

 伊藤議員の食の信頼及び安全性において、３点ほど質問があったと思っております。 

 まず１点目につきまして、今回の事件をどのように把握しているかということですけれど

も、この辺につきましては、調査等について市の権限がございませんので、内容につきまし

ては新聞、テレビ等のマスコミ報道や農林水産省、県の発表で承知しているところでござい

ます。 

 それから２点目に、食の安全・安心の指導はというところですけれども、これにつきまし

ては、柳川の農産物に対しては市、ＪＡ、県南筑後普及センターとともに研修会、または講

習会等を通じまして、生産者に対しまして、生産履歴の記帳の周知や適正な農薬散布などの

徹底を行っているところです。特に、平成15年の食品衛生法の改正によります食品中の残留

農薬の基準を定めましたポジティブリスト制度が平成18年５月より施行されております。こ

のことから、より一層の徹底を図るということからも、各生産部会の栽培講習会等におきま

して制度の説明、残留農薬の基準値、収穫前の散布時期、それから、希釈、飛散防止などの

研修会を行っているところでございます。 

 また、本年２月に決定いたしました柳川農産物の「センドくん」、キャラクターの「セン

ドくん」をＰＲしております。これにつきましては、柳川の農産物が安全・安心であるとの

あかしで取り組んでおりますので、生産者の皆さんにはこの「センドくん」のイメージ等を

壊さないように、農産物の生産販売を行っていただきたいというふうに思っております。 

 それから、３点目の今後の指導はということですけれども、今後につきましても、これま

で同様、また消費者のニーズ等が一層厳しくなっているということもありますので、研修会、

講習会を通じまして、生産者の皆さんに徹底をしていただきまして、先ほど言いました柳川

農産物のキャラクター「センドくん」を生かして、安全で安心な柳川の農産物をＰＲしてい

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 市長の政治姿勢については、今市長が言われたことで一応安心はしました。 

 それでは、柳川市の改革について、具体的にどのようなことをこれからやっていこうとし

ておられるのか、主なものについて二、三お示ししていただければありがたいかなと思いま

す。 

○市長（石田宝藏君） 
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 御案内のとおり、私も平成17年の４月に市民の皆さんの推挙をいただきまして、市長に就

任して今日まで一貫して続けてきました政治姿勢、これは納税者の皆さんの視点で、市民感

覚の行財政改革ということでございました。 

 特に、国においては時代が変わりまして、官から民と、それから統制から開放、また、中

央から地方へといった改革でございます。私も就任いたしまして、厳しい市の財政状況を見

ながら、より無駄を省き、効率や投資効果、費用対効果を念頭に置いての行政の選択をやっ

てきたところでございます。市民の皆さんにおかれましても、合併後のまちづくりについて

は、一定の理解をいただいてきたと思っております。マニフェストに約束したもの、これは

市民の皆さんも、市長をただ市民として選んだだけのお任せ主義じゃなくて、その市政を

チェックする土壌ができてきているんではないかなと、そんなことも感じているこの１期目

でございました。 

 石田、私の市政は、やはり何回も繰り返し申し上げてきておりますけれども、入りを図っ

て出を制する、こういうことでございまして、私は「せんたく」という会の一員として、こ

の首長の群に名を連ねておるわけですけれども、その「せんたく」の方向性でもあります裏

金、特に隠れ借金、こういったものを明らかにして、徹底して市政改革を断行するというこ

とが改革の大きな柱でもございますが、（発言する者あり）権力に執着しますなれ合い型の

多選、これは私は当初就任のときに多選自粛禁止条例というのを、多選自粛条例ですね、こ

れをお願いしましたけれども、図らずも今期できませんでした。しかし、条例なくとも、み

ずからそれをやはり自粛をするということは考えていかなきゃならない改革だろうと思いま

す。 

 また、それぞれ執行部、あるいは職員、議会、こういった癒着、こういったものを排除し

て、利益誘導的な口きき、あっせん、こういうものを禁止し、外部からの働きかけについて

は文書化などを行いまして、また、特に労使の慣行等についても市民の皆さんに明瞭である、

そういった説明をするための公開を行っていきたいというふうに思っております。 

 しがらみ、あるいは根回し、こういった政治については、私も毅然としておりますし、あ

の町長時代、目の当たりにした事件等は二度と見たくありませんし、そういったものがあっ

ては市民の皆さんの信頼を失う、失墜するということになります。したがって、これを絶っ

ていく確固たる使命感を職員さんたちもひとつ育て、そして、鍛えてまいらなければならな

いと、こんなふうに思っております。それこそ市民から信頼される行政ができ上がっていく

のは、そういった職員の改革の中にあると思いますし、私はしっかり職員をさらに育ててい

かなければならない、それが大きな柳川の課題だろうというふうに思っております。 

○13番（伊藤法博君） 

 市長は全国の改革派の首長の方々と、そういう「せんたく」の一員として、これからも連

帯を深めながら、日本の改革のためにやはり頑張ってもらいたいと思います。 
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 次に、現在、西日本新聞で連載されている聞き書きシリーズで、由布院玉の湯会長の溝口

薫平さんの話が連載されています。その中で、明日の由布院を考える会の会長が、就任のと

きのあいさつが紹介されています。 

 「私たちは「夢」を大切に育てて50年後、100年後の由布院に思いをはせる雅量豊かな、そ

して想像力たくましい由布院人でありたい。いつの日か「夢の実った町」、「日本の中にぽ

っかりと残った不思議な町」、「住んでいる人が豊かで美しい町」、そんなまちに育ってい

く過程を、ゆったりとした気持ちで見守りながら、その実現のためにあらゆる努力を重ねて

いこうと思っています。」とあいさつされています。そして、「生活観光地の言葉さえなか

った時代、明日の由布院を考える会は、誕生と同時に、その夢に向かって活動を開始しまし

た。」と述べられています。これは今から50年ほど前の話です。そして、現在、その長年の

努力の成果として、年間400万人を超える観光客が訪れる自然豊かな観光地となっています。 

 柳川市の５年先、10年先、20年先、50年先に思いをはせながら、あるべき姿、理想に近い

柳川市を描きつつ、その目標に向かって努力し続けることが大切ではないかと思います。 

 思いつくことを幾つか取り上げてみたいと思います。 

 第１として、健やかで安全・安心に暮らせるまち、第２として、自然が豊かで活力のある

田園都市、第３として、豊穣の有明海を取り戻すこと、第４として、人情厚く、親切な土地

柄のまち、第５として、市民が協働の精神で活動するまち、第６として、大学があり、文化

の薫りがする学園都市、第７として、若者が地元で働ける中核都市、第８として、充実した

医療や介護が受けられるまち、第９として、利便性が高く、快適な暮らしができるまち、そ

して、第10としては、柳川としての核となる、すなわちシンボルを持つことではないかと思

います。 

 第１の健やかで安全・安心に暮らせるまちになるためには、市民の暮らしが豊かで安定す

る必要があります。そのためには、第２の自然が豊かで活力ある田園都市にならなければな

りません。現在、行政や農協が取り組んでいる米、麦、大豆などの普通作の集団化、担い手

への集約化は農業の省略化であり、多くの農家はあぶれてしまいます。多くの人手を要する

労働集約型の蔬菜園芸作物の奨励が必要になってきます。柳川市では、現在どのような種類

の蔬菜園芸作物がつくられていますか。また、今後どのような種類の園芸作物が柳川地区に

導入できるのかをお尋ねしたいと思います。 

○農政課長（成清博茂君） 

 柳川市でつくられている園芸作物の種類ということでございますが、施設野菜、露地野菜、

永年性作物がございます。まず、施設野菜では、御存じのとおり、ナス、トマト、イチゴ、

アスパラガスが栽培されております。露地野菜につきましては、レタス、オクラ、スイート

コーン、ニラ、ブロッコリー、ジャガイモ、タマネギ等々がございます。また、永年作物と

いたしまして、ブドウ、イチジク、また最近では、マンゴー、ブルーベリー等の栽培もなさ



 - 98 - 

れていると聞いております。 

 次に、今後、どのような種類の作物を導入できるかということですけれども、先ほど御説

明しました農産物の推進を図っていきたいと。それと、消費者のニーズに合った作物を考え

ていかなければならないと思っております。なかなか新規作物となると困難な面はあります

けれども、県南筑後改良普及センター、またＪＡ、市、行政と合わせまして関連機関と連携

いたしまして、柳川の気候と土壌に合った新規作物の研究を進めてまいりたいというふうに

考えております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 どうもありがとうございました。一家の生計を賄うような大規模の施設園芸作物は、農協

の流通組織に乗せたり、市場へ出荷されたりして、ある程度整備が整っています。しかし、

お年寄りや小規模農家がつくった蔬菜園芸作物は、その販路が十分整備されていません。こ

の点について柳川市はどのような計画を持ってありますか、お尋ねいたします。 

○農政課長（成清博茂君） 

 農産物の販売の拡大についてということでございますけれども、現在、柳川農業協同組合、

ＪＡの２カ所の直売所、ふれ愛の里の蒲池店と大和店がございます。それに三橋にあります

エーコープ内に直売コーナー等が設置されております。さらに、中島の朝市など、数カ所の

朝市の農産物の直売所がなされておりますが、参考までに申し上げますと、主に高齢者の方々

が農産物の青空市場として開設されているところを紹介いたしますと、西鉄柳川駅を初め、

沖端の船だまりと、筑紫町の駐車場、それと京町の駐車場、中島朝市などがございます。年

寄りや小規模の農家が蔬菜園芸の生産意欲や加工などにおけるノウハウをさらに発揮いたし

まして、安全・安心な地元農産物の販路の拡大、それと消費の拡大を目指すことからも、販

売の拠点となる道の駅の整備も一つの方法かというふうに考えております。 

 今ある直売所と相乗効果を出しまして、柳川農産物のＰＲを行い、さらには高齢者の活躍

の場として、少ない面積の農地を活用して生産できる農産物の販売、さらには規格外等の農

産物の加工品の開発、それも特産品の販売によって農家の収入増につなげていかなければな

らないというふうに思っております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 柳川農協には、今課長が言われたように、柳川農協のそういう直売所が２カ所ありますが、

そこに出荷している会員の方はどれくらいあるかわかりますでしょうか、お尋ねいたします。 

○農政課長（成清博茂君） 

 ふれ愛の里も２カ所ありますけれども、会員数ということでございますけれども、現在150

名ほどの会員が登録されているように聞いております。このうち、ちなみに９割の方が65歳
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以上の高齢者というふうに伺っております。このふれ愛の里につきましては、販売額のほう

も年々増加していると。19年度におきましては105,000千円程度の売り上げがあっているとい

うふうに聞いております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 道の駅などの農産物直売所が計画されているということでございますけれども、お年寄り

や小規模農家の労働意欲を高め、交流の輪が広がり、幾ばくかの収入もふえて、健康増進に

も役立てたいと思います。すなわち、農家の活性化のそういった道の駅などの直売所は起爆

剤になると思います。大いに推進していただきたく思います。そして、多くの農家の方々が

農産物直売所の会員となり、自信をつけてきたら、将来、久留米とか福岡での都市圏での柳

川農産物の特売所開設も夢ではなくなることだろうと思います。 

 次に、今般、アメリカで進められてきたグローバル化や過度の自由競争主義がアメリカ発

の金融危機によって見直しが迫られています。今まで礼遇されてきた国内の安全で安心な国

内産農産物が本当の評価を受ける時代が来ると思いますので、地道に地域農業の活性化を図

るべきだと思います。 

 次に、第３の豊饒の有明海を取り戻すことですが、これは有明海の環境の改善を図るほか

ありません。すなわち、有明海に流入する河川の浄化と石炭採掘による海底陥没及び都市圏

への送水です。柳川市の生活排水の浄化率は、公共下水道、合併浄化槽と合わせて30％です

が、現在実施されている個人型合併浄化槽のままでいくとしたら、公共下水道と合わせて90％

になるのはいつごろになるのでしょうか、お尋ねをいたします。（「議長、今の答弁は積算

の考え方と私は考えますが、これは市長のほうからの答弁がよくないだろうかなと思います

が」と呼ぶ者あり）（発言する者あり）（「あのですね、答弁者は通告で市長と書いてあり

ますから、そういう部分をお尋ねしたわけでございます」と呼ぶ者あり） 

○市民部長（大坪正明君） 

 柳川市の生活排水の浄化率が90％程度になるのはいつごろかという御質問でございますが、

平成19年度の汚水処理人口普及率で言いますと、公共下水道で13％、合併浄化槽で25％、合

計38％の普及率となっております。現在の状況といたしましては、ここ二、三年、前年に比

べて５％から10％程度浄化槽の設置率が減少しておりまして、このまま推移していきますと、

汚水処理人口普及率が約90％になるのは、早くて25年後の平成45年ごろになると予想されま

す。 

○13番（伊藤法博君） 

 今の個人型で進めた場合、かなり時間がかかるということでございますけれども、市町村

型の合併浄化槽設置事業を取り組んでいる近隣の市町村はどういった市町村があるか、お尋

ねいたします。 
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○市民部長（大坪正明君） 

 近隣の市町村の市町村設置型での浄化槽整備事業の状況でございますけれども、現在、合

併してみやま市となっておりますが、旧瀬高町では個人設置型、旧高田町、旧山川町が市町

村設置型を実施しておりましたので、合併協定で浄化槽事業については、市町村設置型で実

施されることが決定され、現在、市町村設置型合併浄化槽事業が行われております。 

 また、県内では、全部で５つの市町村で実施されておりまして、みやま市のほかに久留米

市のうちの旧城島町、それから、朝倉市のうちの旧甘木市、旧杷木町、それから、うきは市

のうちの旧浮羽町、それと香春町の５つの市町村で実施をされております。 

 以上です。（「議長、熱心に御質問いただくのは結構だと思いますが、今のは、これは伊

藤議員の質問通告の範囲を逸脱していると思いますので、これは逸脱しないように発言方を

お願いします」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○13番（伊藤法博君） 

 人の質問を途中で遮るような言動を、しかも議会運営委員長がするというのは、私はおか

しいと思いますよ。 

○議長（田中雅美君） 

 いや、そうじゃなくてですね……（発言する者あり） 

○13番（伊藤法博君） 

 質問を続けたいと思います。 

 私は、市民負担が今の個人型でいけばかなり時間がかかるということでもありますし、（発

言する者あり）私は市民負担が個人型に比べ、５分の１の負担で設置できる市町村型合併浄

化槽設置事業に切りかえるべきだと思いますが、市としてはどのように考えておられますか、

お答えをお願いしたいと思います。（「議長、ただいまの質問については質問通告されてお

りません」と呼ぶ者あり）何であんたがおっしゃる。 

○議長（田中雅美君） 

 市長の政治姿勢についてのこの一般の中に含まれておると思います。執行部との打ち合わ

せがあっておるようでございますので。（「あろうがなかろうが、質問通告がないのは質問

できないと思います」と呼ぶ者あり）（発言する者あり） 

○市民部長（大坪正明君） 

 本市の合併浄化槽の設置基数をふやすためにはどうしたらいいか、先進地の事例を参考に

しながら、柳川市にふさわしいやり方を検討しているところでございます。 

○13番（伊藤法博君） 

 やはり近隣の市町でもそういった市町村型の市民負担が軽減されるような事業がかなり多

く推進されているようでございますので、柳川市もそのようにしていただきたいと思います。 

 次に、現在、有明海では覆砂事業が実施されていますが、いつまでの事業でしょうか、お
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尋ねいたします。（発言する者あり）（「いつまでと言われましたかね」と呼ぶ者あり） 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 今、伊藤議員の覆砂事業の事業期間がいつまでかということでございますが、これにつき

ましては、福岡県が事業主体となって行っております。現在の覆砂事業の計画は平成22年度

までということになっております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 その覆砂事業の成果はどのようになっていますか、お尋ねいたします。 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 覆砂事業の成果、効果についてでございますが、底質の汚染指標でありますＣＯＤ（化学

的酸素要求量）でございますが、ＣＯＤや、生物にとって有害な硫化物の量が大幅に減少し

ておりまして、ノリの色落ちの原因となるプランクトン、そして、貧酸素水塊の発生が今抑

制されております。 

 さらに、アサリなどの有用な底生生物が増加をいたしまして、漁業生産の向上、そして、

水質の浄化に役立っております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 かなり成果が上がっておるということでございます。 

 次の海底陥没のくぼ地になっているところには汚泥がたまり、貧酸素水塊の発生の原因と

言われています。現在中断している埋め戻し事業を再開できるよう国に働きかけることが必

要ではないかと思いますが、市長の考えはどのように考えておられますか、お尋ねいたしま

す。 

○市長（石田宝藏君） 

 今議員おっしゃいましたように、随分覆砂によりまして、アサリとかサルボウ、こういっ

たものが随分ふえてきたということ、これはつまり、プランクトン、海況の変化がいいほう

に動いているというふうに私どもも理解しております。 

 ただ、事業については、一定の事業の年度がございますけれども、引き続き国に対して、

つい先般も私どもも、私自身でございますけれども、農林水産省、水産庁にも参りまして、

全国の水産協議会の皆さん方とともどもに石破大臣にもお会いをしまして、強く要請をして

きたところでございます。 

 参考までに申し上げますと、有明海におきましては、平成17年まではほぼ490トン、740ト

ン程度のアサリでございましたけれども、この効果が出ていると思います。平成18年には

5,870トンという数値のアサリの収穫もできてきておりますので、こういった効果等も十分に

伝えてきているところでございます。 
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 こういうことで、引き続き覆砂事業については進めてまいるよう、ひとつ国、県に対して

要請してまいりたいと思っております。 

○13番（伊藤法博君） 

 次に、第４の人情厚く、親切な土地柄のまちと、第５の市民が協働の精神で活動をするま

ちと、第６の大学があり、文化の薫りがする学園都市は、家庭教育、学校教育、社会教育の

全般に関係してきますので、大変大きな問題ですが、基本的には、たくましく正直で優しく

人に親切で向上心ある人物に育つような教育環境をつくることではないかと思います。柳川

市では、どのような対策を立てて臨んでこられたのかお尋ねします。また、今後、どのよう

な対策を考えておられるのか、お尋ねします。また、お年寄りなどをだまして金もうけをす

るオレオレ詐欺や、金のためなら覚せい剤や大麻などを密売したり、人の弱みにつけこんで

違法な高金利で借金地獄に追い込み、人の生き血を吸うようなヤミ金融、産地偽装によって

不当な利益を上げるなど、自分さえよければ人などはどうなってもよいというような風潮が

世の中に蔓延しています。残念なことです。学校教育においては、学業ばかりでなく、ス

ポーツや道徳教育にもっと力を入れるべきだと思いますが、この点、どのようになされてい

ますか、お尋ねいたします。 

○教育長（上村好生君） 

 伊藤議員の最近の世相にかんがみまして、青少年の健全育成を心配されての御質問だと思

いますが、柳川市におきましては、今までもこれから先も、基本的には教育基本法、あるい

は学校教育法、学習指導要領と諸法にのっとって教育を行ってまいりたいと思うところでご

ざいます。 

 明治から昭和の前半にかけましては、貧に処するの教育、貧しさにどう対応するかの教育

をされておったと思いますが、現代におきましては富に処するの教育をどうすべきか、その

ことが大切なのではないかなと思うところでございます。 

 具体的には、平成20年度の柳川市の教育施策に示しておりますように、基本目標としまし

て、次代の柳川を担う確かな学力と豊かな心を身につけ、健康な体を持つたくましい子供の

育成に専念したい、そしてまた、真理と正義を愛し、命あるものをたっとび、他人を思いや

り、人権を尊重する、そういう児童・生徒を育成していきたいと思うところでございます。 

 今、子供は柳川市の宝です。そういうタイトルで教育委員会を初め、青少年市民会議、

ＰＴＡなど、20を超える諸団体の協力を得まして、我慢強さ、あいさつ運動、生活習慣の確

立を目指す運動を展開しております。また、心の教育につきましては、柳川市独自に初めて

のことでありますが、市独自の研究指定校としまして、道徳教育、これを小学校１校、中学

校１校に設けたところでございまして、また、道徳の副読本も全児童・生徒に配布いたしま

した。心の教育を進めているところでございます。 

 それから、今柳川人物史、これを作成中でございます。これは偉人の業績を検証しますと
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ともに、そしてまた、児童・生徒のあり方、生き方、それも参考にさせたいと思うところで

ございます。 

 それから、今後の方針ということでございますが、私はまず最初に家庭教育の重視、これ

を徹底したいと思っているところでございます。会津藩におきましては、小学校１年生に対

して、年長者の言うことに背いてはならん、年長者にはおじぎをしなければならん、うそを

言ってはなりません、ひきょうな振る舞いをしてはなりません、弱い者をいじめてはなりま

せん、戸外で物を食べてはなりません、そして、最後にならぬものはならぬものです。だめ

なものはだめだ、そういう教育をさせていきたい。そしてまた、地域の教育力の向上を図り

ながら、お年寄りも柳川市の宝です。子供だけではありません。お年寄りの老壮年の力を学

校教育に生かすことができたならば、また望むならば柳川学と言われるような、安東省庵先

生もいらっしゃいます。四書五経を大切にした教育ができるならば、また、今言われており

ますが、子供には社会体験とか自然体験がない、冒険広場など、さまざまなそういうふうな

ものを設定しまして、さまざまな体験をさせていくことができたならば、立派な青少年を育

成したいと思っているところでございます。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 ちょっとあとまだありますけど、時間が足りませんので、あと食の信頼と安全性について

お尋ねしたいと思います。 

 多くの農家の皆さんが田中食品とホウレンソウの作物で委託栽培契約を結ばれ、産地づく

り交付金の奨励金を受け取ることになっています。どのような作物がどれだけの面積に作付

され、何人の農家が関係しているでしょうか、お尋ねをいたします。（「議長、これは通告

に載っとらんめえが」と呼ぶ者あり） 

○農政課長（成清博茂君） 

 生産振興作物助成の件につきましてですけれども、柳川市水田農業推進協議会におきまし

て、産地づくり交付金により助成をいたしております生産振興作物助成によりまして、これ

につきましては、米政策の中で担い手としての集落営農組織の経営安定を図る目的で取り組

んでおります。19年度からこの事業の取り組みをしておりまして、農業者の個人ではなくて、

これは集落営農の団体としての取り組みということになっております。19年度につきまして

は、６つの集落営農組織で取り組まれ、作物といたしましては、ホウレンソウ、ツボミナ、

サツマイモ、オクラがつくられております。面積といたしましては約4.1ヘクタールでござい

ます。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 やっぱり今度の事件で、田中食品は従業員の解雇や工場をリースするとの話が伝わってき
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ていますが、この委託栽培契約はどうなるかと、うちの営農組合でもそういう委託契約を結

んである方がおられますので、非常に心配してありますが、その辺は農政課として把握はし

てございませんでしょうか。 

○農政課長（成清博茂君） 

 委託栽培契約についてでございますけれども、この販売先につきましては、それぞれの集

落営農組織で検討されて、最も有利な条件で販売先と契約をされております。今後につきま

しては、それぞれの集落営農組織で検討をしていただくというふうになろうかというふうに

思います。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 これで質問を終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、伊藤法博議員の質問を終了いたします。 

 ここで午後１時30分まで休憩をいたします。 

午後０時32分 休憩 

午後１時31分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第３順位、24番佐々木創主議員の発言を許します。 

○24番（佐々木創主君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。佐々木創主でございます。議長のお許しをいただきましたんで、早速

始めさせていただきたいと思います。 

 ことしは平成20年、平成17年に新市柳川市が誕生しまして４年目であります。その４年目

のことしも、もうきょうは12月９日、残すところ20日余りとなってしまいました。ことしも

いろいろと事件、事故、マスコミをにぎわす話題も多かったわけでありますけれども、特に

この９月にアメリカのリーマン・ブラザーズ、この破綻ショック、これを受けて世界的な金

融恐慌、100年に一度、そういう状況にある。それが世界に波及し、この日本の経済の先行き

も非常に懸念されておるわけでございます。同時にその経済危機が国でありますとか、地方

財政、こういうものに今後どういう影響を及ぼすのか、そういう心配もされておるわけでご

ざいます。私たちこの柳川市の財政の影響もそういう意味で心配されるわけであります。 

 同時に、先ほど申し上げましたように、この柳川市は合併した自治体であります。合併し

た自治体に突きつけられた課題、それも克服していかなくてはなりません。それはもう申す

までもなく、国から与えられた10年間という期間内にさまざまな国の優遇策、そういったも

のを活用しながら、住んでよかった、これからも住み続けたい、そう思えるようなまちづく
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り、都市基盤をつくっていかなくてはなりません。同時に、財政健全化を推し進め、国の優

遇策が終了した後を見据えた財政基盤を確立しなくてはなりません。 

 そもそもこの国が推し進めた平成の大合併、当初は合併特例債でありますとか、地方交付

税の算定替え、さまざまないろんな優遇策、そういったものを活用できれば、いろんな大型

事業、そういったものができる。したがって、夢のあるような未来が来る、そう言われてお

りました。しかし、昨今になって、兵庫県の篠山市ではありませんが、それを信じてやって

しまったらどうなるか。そういった夢物語は、夢というのはただの夢物語であった、そうい

ったものが現実となってまいりました。いかに身の丈に合った体力を養い、それに見合った

投資をしていくのか、まちづくりをしていくのか、そういったものは与えられるものではな

く、みずからの努力と知恵で行っていかなくてはならない。私たちのこの柳川も例外ではな

く、その渦中にあるということを改めて認識しなくてはなりません。 

 私は、これまでこの議場でその柳川の財政健全化、次の時代のまちづくりというテーマで

執行部とたびたび議論を行ってまいりました。その中でさまざまな課題も浮かび上がってき

ております。そこで、今回、合併４年目に当たって、そういったものを改めて議論をさせて

いただきたいと思います。 

 まず、これまでの議論の中で今後のまちづくり、都市基盤を構築していく上で、どういう

事業が必要なのか、どういう事業が予想されるのか、そして、その実現にはどれだけの経費、

費用が必要なのか、そういったものを精査し、リストアップをし、取捨選択をし、計画的に

実行していくべきである、そういう指摘をしたわけであります。その中で執行部からは、合

併の折の合併協議会、新市建設計画の中で、合併後10年間の投資できる額、その枠というの

は341億円であるという答弁をいただいたわけであります。では、その中身として、当初、こ

れから何が必要なのか、そういうものはもう既にリストアップされておる。例えば、老朽化

した小・中学校の校舎改築、耐震構造への変換、改築、老朽化した市営住宅の建てかえであ

りますとか、農村総合整備事業、これは県事業でありますけれども、そういった大きな事業

費の必要な事業が既にリストアップされておりますと。その中で新たに市民からの要望、地

域からの要望、新たな課題、そういった浮かび上がった課題をもとにマスタープランを作成

した、これからの柳川づくりの基本計画をつくったということでございました。 

 では、私が当初から申し上げていたとおり、今後の10年間、341億円投資できる額、そして、

マスタープランに盛り込まれた、そういった根本からあった課題、そして、新たな要望、課

題、その事業をどういう手順で、どういう順番で、どういうスケジュールで実行していかれ

るのか、その計画はできておるはずであります。市民に、そして我々議員に示すべきであり

ます。それをまず示していただきたい。そのことをお願い申し上げまして、執行部におかれ

ましては、簡潔、明瞭な答弁をよろしくお願いいたします。 

○総務部長（山田政徳君） 
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 まず、新市建設計画の341億円投資可能額でございますが、このことをとらえて、佐々木議

員は今後10年間でどういう順番でさまざまな事業に取り組むかという御質問でございました。 

 まず、少し説明をさせていただきますと、新市建設計画、この341億円をはじき出した経過

でございますが、確かに合併当初、合併の協議をする段階で10年間の１市２町の事業リスト

を出していただきました。そして、それに基づいて事業費を算出したわけでございますけれ

ども、その事業費をすべて積み上げますと、とてもじゃないが、財政的にもたないと、そう

いう状況でございました。合併後、すぐにも財政が破綻するという数字になったわけでござ

います。そのためになかなか具体的にどれをする、これをするという調整をする時間もござ

いませんでしたし、なかなか当初というか、合併する前は１市２町という枠組みがございま

したので、それぞれのやはり地域の思いというのがございまして、なかなか調整することも

困難でございましたので、事業費の積み上げをすると、そして、財政計画をつくるという手

法ではなくて、10年間の普通建設事業の投資額を算出するという方法をとったわけでござい

ます。その10年間の投資可能額が341億円でございまして、その341億円にはこれが入ってい

る、あれが入っていると、そういったものではございませんで、あくまで10年間の投資可能

額ということで御理解をいただきたいと思います。 

 どういう手順で事業をやるかということになるわけでございますが、この新市建設計画を

受けまして、新たに新市になって第１次の総合計画を作成いたしました。その中では、先ほ

ど言いました１市２町が出した事業リスト、こういったものも参考にしておりますし、ある

いは市民ワークショップとかも開催をしております。合併時にいろいろアンケート調査もし

ておりますし、そういった市民要望も十分に把握しながら、マスタープランを作成し、基本

計画にお示しをしたということでございます。そして、その基本計画を受けまして実施計画

というのを作成しておりまして、実施計画ではどういう事業が入っておるかと申し上げます

と、ハード事業では３カ年合計額が10,000千円以上のもの、そして、ソフト事業では3,000

千円以上と、こういったものが入っておるわけでございまして、施設の維持補修費などはそ

の実施計画には具体的に入っておらないということでございます。ですから、その事業の順

番については、マスタープランの実施計画で反映されるというものでございます。 

 以上です。 

○24番（佐々木創主君） 

 いや、説明をしてくれとは言っていないんですよね。全く答弁といいますか、私がこの件

は何度も何度も合併後質問をしておる。１市２町の課題を積み上げていったら、とんでもな

い額になる。投資可能額、枠として341億円がある。それで、以前の議論の中で3,200あった

自治体が1,800になった。そういう合併自治体それぞれの中で、今後それぞれの旧自治体の持

っておった課題、それと、新市になって新たに取り組まなきゃいけないそういう課題、そう

いったものをきちっとリストアップして、大体この事業は幾らぐらい、この事業は幾らぐら
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い、これを10年間でやります、そういうことをもう合併の時点で既に示しておる自治体がい

っぱいあると。柳川は全くない。それを早くつくりましょうよ。市民からは合併してどけん

なったつかん、変わらんやっかんと、どげんか未来が来っとかん、どけなまちになるとかん、

今そういう声がいっぱい聞かれるわけですよ。ましてや市民の要望、小・中学校の校舎、耐

震、子供たちの安全、自分たちの通っている学校の校舎、本当に大丈夫だろうか。そういう

中で、例えば、市営住宅でもそうです。校区公民館という新たな課題も出てきております。

じゃ、これから大体いつごろのめどでどれぐらいのペースでそういうものがつくられていく

のか。私の質問の中でそういったものをきちっとマスタープランの中にまとめて、計画をお

示ししますと、しっかり市長は答弁しているんですよ。できていないじゃないですか。まし

てや市長の任期の最後の年ですよ。いかがですか。 

○総務部長（山田政徳君） 

 合併後10年間のしっかりしたプランといいますか、そういうのを示すべきだという御意見

でございますが、先ほども申し上げましたように、事業の内容については実施計画の３年間

の分で対応しておるということでございます。 

 以上です。 

○24番（佐々木創主君） 

 あのですね、３年間でしょう。毎年、実施計画をつくっていくんでしょう。３年間ずつ。

今回、第２次のやつが出ましたよ、平成20年になって。３年間、３年間を毎年見直していく。

１回目のやつに比べて今回新たなやつが出たりとか、いろいろしております。その辺の努力

の跡はうかがえますが、その場、その場じゃないですか。３年、３年の場当たり的な対応と

言われてもしょうがないですよ、これ。でしょう。10年間の341億円の中ではいろいろあるで

しょう。今回なんか道の駅みたいな提案もされておりますけれども、いろんな要望、特に国

の動向によって対応しなきゃいけない分もありますから、そういう場合は当然、修正も補正

も必要でしょう。そういう中で喫緊の課題であるそういう学校の建設であるとか、部長から

も答弁ありました耐用年数に来ておるクリーンセンター、これ50億円、100億円、果ては200

億円、それぐらいの規模になるかもしれない、そういう事業。じゃ、それをいつやるのか。

ひょっとするなら、柳川市の市民の皆さんが出されるごみ、どこも持っていきようがない。

そんな不安を持たれるかもしれない。だからこそ、上げられた課題と市民の要望を10年間で

どれだけできるのか。全く約束したことができていないじゃないですか。場当たりの市政じ

ゃないですか。そう言われてもしょうがないですよ、私から言わせるなら。 

 ほかの自治体からこのマスタープランを見られたら、ひょっとすると恥ずかしい思いをす

るんじゃないでしょうか。それは我々議員もその議論に加わっているわけですから、その責

任は一端をもちろん感じるということは申し上げなくてはなりませんが、しっかりと私は指

摘をさせていただきたい。もう来年は５年目ですよ。いつの間にか７年目、８年目。そした
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ら、10年目を終わってしもうた。合併特例債137億円、これも全く計画出ない。もう時間があ

りませんので、このことを話しておると、１時間話さないといけませんので、次に移らせて

いただきたい。 

 と同時に、来年度予算、これは骨格予算にはなりますけれども、そういう中で編成作業、

市長選挙もある、政治家のそういう指示も仰げない。そういう中での予算編成でありますけ

れども、これ市長がだれになろうが、何しようが、大体の方向性というのは出せるはずです

よ。と同時に、石田市長におかれましては、しっかり任期最後の財政問題、新市建設計画、

それをつくります、示しますとおっしゃったわけですから、しっかりと年度内にやっていた

だきたい。よろしいですか。簡単に、はいかいいえで。 

○市長（石田宝藏君） 

 佐々木議員からそういった厳しい指摘を受けておりますんで、私なりにも考え方を申し上

げておかないといけません。 

 今、山田部長が投資341億円、10年間の対応、佐々木議員もお示しになられました。私ど

もとしても、当初、新市建設計画、合併協議会の中で議論されてきた金額でありますだけ

に、当然、341億円というのは念頭にあるわけです、頭の中にあります。ただただ、こういっ

た経済状況が、今議員もおっしゃいました、サブプライムローン、それからリーマン・ブラ

ザーズ、こういったアメリカに端を発した世界恐慌みたいな状況にもなってきております。

したがって、場当たり的という御指摘もいただきましたけれども、議員にはそのように映っ

ているかもしれません。しかし、昨今の先行き不透明な経済状況というのは、やはり私ども

のそれぞれの自治体においても先が読めないと、国の動きも読めない。地方の動きもこれに

対応する形で政策をかじ取りをしていかなきゃいけない。ましてや合併をするときは、随分

総務省の話は、3,200余の市町村を1,000の市町村にする。そして、小さな政府をつくってい

く、スリム化をしていく、無駄を省いていく。ところが、あの総務省からあのころ話されて

いたことは、合併特例債、議員おっしゃいましたように、夢のような話でした。財政にして

もしかり。しかし、合併特例債というのは、そういったあめはやりますけれども、地方には

それぞれの自治体に借金を抱えている上に新たな借金を抱えなきゃいけない。こういうこと

を考えると、決して夢のあるような話ではなかったんです。ましてや全国の自治体で合併を

進めることによって、その特例債を使えるということで、今まであるような施設、ハード的

なグラウンドだとか、体育館だとか、そういったさまざまな庁舎をつくったりして、地元の

住民の皆さんの批判を浴びてきて、そのツケはだれが払うんだと、こういうふうになってき

たわけです。 

 したがって、私も地方自治お預かりして平成６年から十四、五年なろうとしております。

この中でいつも地方自治の研究会、議論をする中で言っておりますのは、この借金がある中

でどのように将来の市民の皆さんに負担をかけないようなこと、これをやることがまず安全
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なかじ取りだと。しかしながら、今回の合併のかじ取りというのは、極めて私どもは随分い

いかげんな話に乗せられた感じもしてきているということも、これ申し上げているわけで

す。それはとりもなおさず、合併というのはもう財政状況が厳しくなるから、市民の皆さん

のサービスを落とさないで、しかも、負担をふやさないで、それをいかに維持するかという

ことで説明会でも回ってきたと、市民の皆さんにも説明をしてきたというふうに私は記憶し

ております。それともう１つ、10年昔は一昔と言われていたものが、今は３年一昔。私の任

期にしても、議員の皆さん方の任期にしても４年なんです。10年の先を見ながら、もちろん

見ています。見ながら、当面は３年間のサイクルで、今、総務部長が申し上げましたように、

３年間のサイクルで先を見通しながら、かじ取りをやっていくということです。もちろん住

民の皆さんのニーズ、要望等も、要求、課題等も取り入れながら、時としては１年ごとにこ

の要求がごろごろごろごろ変わってきているということも紛れもない事実だということも御

理解いただきたいと思います。 

 ただただ、柳川としてはマスタープランというのがあります。市がつくった、新市となっ

て向こう10年に向けてつくった、これは地方自治法に基づく総合計画ですけれども、この総

合計画そのものも学者の中には否定する論もあります。しかし、10年先、柳川はどういうふ

うになっていなきゃいけないのか。こういうことは私どもとしても皆さんと一緒に市民の皆

さんのワークショップ等においてつくり上げた、市民の皆さんの声を聞いてつくり上げた計

画書でありますから、その青写真に向けてはしっかり誤りなきよう進めていかなきゃならな

いと、このように思っております。 

○24番（佐々木創主君） 

 あのですね、毎年毎年、月々、日々、状況が変わることは当たり前じゃないですか。当た

り前ですよ。そんなことはわかっていますよ。この先どうなるかわからない。下降線ばっか

りかもしれない。ひょっとするなら、どこかで底を打つかもしれない。しかしながら、その

ときそのときで、今の状況で行くならこうなる、それを示すべきじゃないですか。その中で、

じゃ、例えば、もっと下っていく。そのときに市民の皆さんから、おまえどもはけんかこと

ばするち言いよったやっかいち、示すから、そういう反応が出てくるじゃないですか。その

ときに財政状況こうです、あのときはこうでした、だからできないんですよとはっきりおっ

しゃればいいじゃないですか。それが情報公開というんですよ。価値観の共有というんです。

情報と価値観を執行部も我々議会も市民も同じ情報を持つから、同じ机上の中で議論できる

んです。あなたたちばっかりわかっていても、我々わからないんじゃ、市は何ばしよっとや

ろうか、いっちょん実現してくれん。そういう不満ばっかりですよ。そのときぽんと新たな

事業をぽんとやる。ああ何かすごかねというふうに勘違いされがちですけれども、しっかり

行政の役目としてのその辺の基本的な責務、それが欠けておるということを申し上げておき

たいと思います。 
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 もうこの件で22分も使ってしまいましたので、先に行きます。 

 そこで、投資とまちづくり、それと同時に、篠山じゃありませんけれども、しっかりとし

た体力づくり、無駄を削る、支出を抑える、そして収入を図る、この行財政改革なくしては、

あすの自治体づくりは語れないわけであります。 

 そこで、この柳川市でも、行政改革大綱、集中改革プラン、そういったものをつくられて、

もう既に実施に移されております。これをやり遂げた、そのときにどれぐらいの削減効果が

あるのか、どれぐらいの経費抑制達成できるのか、教えてください。 

○総務部長（山田政徳君） 

 ただいま第１次の行政改革大綱並びにそれの実施計画が動いておるところでございます。1

8年度から21年度までですね。そこで、その経費節減等の総額どれぐらい見込んでおるかとい

うことでございますけれども、大きく分けて申し上げますと、一番経費節減の要因になりま

すのが、職員数の減でございまして、それによって計画期間の平成21年度まででおおよそで

ございますけれども、10億円程度の節減が見込まれるんじゃないかなと思っております。そ

してまた、物件費、これ消耗品とか旅費とか、そういったものでございますが、これは16年

度の決算額と比較して15％の削減目標を掲げておるところでございます。これでいきますと、

もうおよそ８億円程度の節減ができると。さらに補助金、これは平成18年度で見直し作業を

いたしまして、平成19年度からその見直し額を予算化いたしておりますが、これでいきます

と、３カ年合計でおよそ160,000千円ぐらいの削減効果が出る。主なものはその程度でござい

ます。 

 以上です。（「単年度でどれぐらいになりますか」と呼ぶ者あり） 

 単年度で申し上げますと、平成18年度……（「いやいやいや、最終的に削減をして、その

ときに、例えば……。議長」と呼ぶ者あり） 

○24番（佐々木創主君） 

 今、総枠での削減額をおっしゃっていただいたんですが、対17年度という、ここを起点と

して、そういう10億円だ、８億円だ、削減していった。そうすると、対17年度に対して、そ

れを達成した翌年度、どれぐらいの差が出てくるのか。人件費だ、物件費だ、その支出の抑

制がどれぐらいになるのか。総枠はいいんですよ。 

○総務部長（山田政徳君） 

 そこまでの数字が御入り用ということであれば、事前に私にお知らせいただけば、すぐお

答えできますけれども、ちょっと今この場で資料もございませんで、平成18年度と19年度の

節減額と……（「はい、結構です」と呼ぶ者あり）ということでよろしゅうございますか。 

○24番（佐々木創主君） 

 これ通告しておったはずですよ、しっかりですね。なぜそんなことを聞くかというと、実

際に合併特例債だ、交付税の算定替え。交付税の算定替えで言えば、これが終わったら10億
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円、11億円減ると。さまざまな合併特例債はもう当然使えない。地方債も抑制しなくてはな

らない。その中で歳入面でどれだけ見込めるのか、それをある程度想定しないといけないわ

けですよ。その中で支出をどうやっていくか、建設費をどうするか、民生費をどうするか。

だから、そういう行財政改革をやって、どれだけ単年度レベルで抑制できるのか。それが私

はわからないことには、先行き読めないわけですよ。もういいですよ、ないならば。 

 それと同時に、抑制と自主財源。市の独自の収入をしっかりと確保する。これが重要なわ

けでありますけれども、もうこれ時間がありませんので聞きませんが、市税でありますとか、

健康保険税、さまざまな施設の使用料でありますとか、保育園なんかの保育料の負担金、こ

ういう収納状況については、この９月議会の決算特別委員会、それなりに努力の跡は見られ

るものの、まだまだ改善の余地がある、人任せの部分がある、ましてや報酬を払って、いろ

んな委員になっていただいている、そういう方々にただの報酬投げ渡し。何の金が来よるか、

口座に入っとって、いっちょんわからんと。そんな程度の意思疎通ができていない。役割の

認識をしていただく努力もしていない。そういう中で自主財源の確保というのが非常に大事

であります。もうこの件は決算でも申し上げましたんで申し上げませんが、と同時に、この

独自の収入を、当然いろんな補助減らされるわけですから、まずは自分ところで収入が得ら

れる、市税でありますとか、そういったものをいかに限りなく100％に近づけて収納するか。

と同時に、この市税というのは人口がふえれば当然ふえる、人口が減れば当然減る、自然の

道理であります。 

 そこで、マスタープランによりますと、合併当時、７万5,000人弱であった人口が平成28

年には６万7,000人になると予測されておる。これをマスタープランによりますと、７万1,000

人にとどめる。これを目標とするんだと。じゃ、それを実現するために、どうするんですか

という議論をさせていただいた。その折には、もう私から御説明すると、企業誘致であると

か、雇用の場の確保であるとか、広域道路の整備、それに関連する生活関連道路、もろもろ

そういったものを計画してやっていく。ただ、まだまだこれといった具体策が出てきていな

いんですね。本当にそげんか目標でくっとやろうかと。ただ目標だけやなかろうかという気

がしてしょうがないんですが、私なりに考えてみると、当然そういったものも大事でしょう。

しかし、非常に難しい。その中で１つのキーワード、住んでよかった、これからも住み続け

たい、新たに柳川に住んでみたい、そう思える人口対策、これやはりまちづくりなんです。

住環境なんですよ。（「そうだ」と呼ぶ者あり）景観なんですよ。当然そういったものには

道路でありますとか、いろんな公共施設、交通体系、そういったものもあるでしょう。そう

いった意味で、私はこれまでこれに関連した質問もさせていただいております。 

 もう全国的にその地域の歴史、風土、文化、そういったものに根差した、そのまちしか持

ち得ない個性をもう一遍見直そうよ、どこにもないまちをつくろうよ、これがまちづくりの

テーマになっております。もう御案内するまでもなく、柳川は水郷であります。城下町であ
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ります。歴史、文化もあります。多くの文化人を輩出した風土もあります。そして、何より

水郷、掘割に囲まれたこの景観。これを否定する人はだれもいない。それがまだまだ認識さ

れずに、まだまだ開発もされずに残っておるし、もう一度光を当て直さなくてはいけない。

そういうことで、そういったものがひいてはそのまま良好な住環境になる。まちづくりが住

環境にそのままなっていくんだ。 

 そういうことで、ことしの３月議会に、その大きな要素であります歴史建築物、ちょうど

渡辺邸が取り壊れるという話がありまして、市内にある８軒の武家屋敷、ほかはすべてなく

なっておるけど、まだ柳川は残っておる。この保存活用をどうするのか。それと、先ほどの

掘割、これはすべて柳川にある掘割、770キロと思っておりましたが、900キロというお話を

聞いて、これすべて人工のものであります。これは先輩、先人、先祖の皆さんが1,000年、2,000

年かけて血の汗を流して掘り上げた、ましてや掘り上げないとそこに住めなかった。この掘

割の水がなくなった、昨年の11月、大渇水で。柳川の掘割の水というのは、堀の水をみんな

がひとしく享受し合う、少ないときでもちょっとずつ分かち合う、大雨のときはちょっとず

つかぶり合う。そのもたせのシステムによって成り立っておる。それが崩れてしまっておる

ということで、市がことしの３月に策定した掘割を生かしたまちづくり行動計画、この中に

もしっかりと水利の一元化、管理一元化をやりますと。私も３月議会でどうするのかという

ことを申し上げた。いろいろ感情的なものがある。地域の温度差もある。そういうのをこれ

から調整を図って一元化をしていきますという答弁でした。と同時に、昨年の大渇水のとき

に、秋口の大渇水、城堀、もう堀干しのときみたいに水がなくなる。城堀どころか、下流、

宮永、両開、水がなくなる。水争いまで起こった。ところが、柳川に水を導く二ツ川の蒲船

津の散田、ここを境に上流地域から水を取るところは潤沢である。あふれておる。余った水

は塩塚川に放水しておる。少しでもこの水が下流に求められるならば、どれだけありがたい

か。そこで、二ツ川の川底の水平点、一体どうなっているんですかと。わからないというこ

とでした。そこで、その調査を求めたいわけであります。例えば、蒲船津の地区の川底の水

平点、それよりも上流地域の水取り口が１メーター深い。じゃ、例えば、これを30センチ改

善してやる。当然、上流地域が優先的に水が取れる、当たり前に。しかし、30センチ下げた

分、今までよりもその分下流地域も恩恵を受けられる。これをやらなくして、柳川の水の再

生というのはあり得ない。これは大命題であるということを申し上げて、まずは水底の調査

から始めるということでありました。それがその後どうなったのか。 

 それともう１つ、これからのまちづくり、柳川のまちづくりの方向性として、コンパクト

シティーということが打ち出されております。コンパクトシティー、まちをしっかり集約す

るんですよ、都市機能を集約するんですよ、西鉄の柳川駅から京町商店街、ここを中心市街

地ととらえて、そこにいろんなものを集約する。その集約をする中心市街地の中でキーポイ

ントとなるマルショク跡地、これマルショクが撤退して更地になった。これをどうするんだ。
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請願も出た。請願も採択された。武家屋敷の請願も採択された。その後どうなっているのか。

この３点お答えください。 

○水路課長（安藤和彦君） 

 佐々木議員の第１点目の質問の水の管理体制の一元化と二ツ川の河床の実測結果はという

ことについてお答えしたいというふうに思います。 

 まず最初に、水管理体制の一元化のお話ですけれども、これにつきましては、今、柳川市

内にただいま議員も言われましたように、両開の水利組合、それと、ほかに沖端とか、西宮

永等に水利組合がございます。それと、旧三橋町、大和町ですけれども、岩神大和水路を主

に管理して、そこの清掃や水利調整等を担っております岩神大和水利組合等がございます。

また、その下には五拾町水利組合や垂見水利組合、それと、大和町全体で大和町水利組合と

いうものがございます。そういうものがございますけれども、この水利組合につきましてが

できた経緯でございますが、これにつきましては、やはりこの地域が矢部川水系の最末端に

位置するということで、非常に農業用水の確保に過去において苦労をしてきたということで、

地域の住民の方々が自発的にこういう水利組合を組織されたということになっておると聞い

ております。主な活動については、地域内の水門や樋管、そういうものの調整を行って、地

域内の水位の確保、水の確保を行ってあるというふうに思います。 

 そこで、こういう地域の水利組合の一元化のお話ですけれども、これにつきましては、今

言いましたように、できた経緯、活動の状況の温度差、それと、組織の形態等についても各

水利組合で違います。そういうことで言いますと、一元化ということにはなかなか難しい問

題があろうかと思っています。また、柳川市全域の水位の調整等を行う機関といたしまして

は、柳川みやま土木組合、それと、花宗太田土木組合という一部事務組合がございます。こ

れを中心に柳川市内の水位の調整なり、水の確保等については当たっておるというのが現状

でございます。今後につきましては、市としては、やはりこの両組合を中心に地域の水利組

合、それと、樋管、樋門の管理人さん等の連携をとりつつ、今同様に水位の管理に当たって

いきたいというふうに考えています。 

 それと、二ツ川の実測の結果はどうであったかということでございますけれども、これに

つきましては、ことしの６月に水路課と柳川みやま土木組合共同で二ツ川の河床の実測を行

っております。その結果でございますが、二ツ川水門から三橋町蒲船津の久富橋です。これ

久富橋というのは旧蒲船津徳益線の県道ですけれども──にかかっている橋でございます。

そこまでの河床の勾配につきましては、これはもうおおよそでございますけれども、0.05％

の下流域に対して傾斜がついております。この0.05％といいますのは、100メートル行って５

センチ下がりという勾配でございます。その後でございますが、その後はこの久富橋から同

じく蒲船津散田の散田２号橋、これ散田集落の一番東側にある橋でございますが、これまで

の間はほとんど河床に勾配がついていないというような状況でございます。その後、この散
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田２号橋から三橋町高畑の鎌田外科病院がございますけれども、その前に二ツ川橋という橋

がございます。それまでの間はまたおおよそでございますが、先ほど言いました0.05％の下

り勾配がついているというような結果になっております。ただし、この実測をした箇所のぐ

あいもあるかと思いますが、河床の勾配については、やはり一定をしていない部分が見受け

られるということになっています。 

 以上でございます。 

○生涯学習課長（龍 英樹君） 

 歴史建造物の保存活用対策についてということでの御質問があったと思いますけれども、

渡辺家住宅を初めとします武家住宅等歴史建造物の保存活用につきましては、本年５月16日

に市議会に請願が提出されたのに合わせ、６月20日には2,881名の署名とともに陳情書が提出

されております。渡辺家住宅に関しましては、売りに出されたことが判明してから、保存と

活用に向けた事務レベルでの検討をしておりましたが、９月定例会において請願が議会の採

択を受けたことから、保存活用に向けた方針案の策定を関係部課が集まって検討していると

ころでございます。現段階では御報告できるような内容になっておりませんが、渡辺家住宅

を初めとします歴史建造物の価値を最大限に生かすとともに、取得や改修に要する経費と施

設の維持に要する経費が抑えられるような方策の検討を今後早急に進めてまいりたいと考え

ております。 

 以上でございます。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 マルショク跡地の活用対策にということで御答弁をさせていただきたいと思います。 

 御承知のとおり、本年の５月にマルショクが閉店いたしました。その跡地の利用につきま

しては、関係団体で検討がなされ、かつ検討をしているところでございます。 

 また、マルショク跡地の活用につきましては、柳川商店街が市の中心市街地であるとの認

識のもと、商店街を含む一帯のエリアの機能集約型のコンパクトなまちづくりを進めるとい

う観点から計画が必要であり、その上でマルショク跡地をいかに利用するかということにな

ると思っておるところでございます。 

 また、跡地をどう活用するかは地元の商店街などの意向を尊重する必要があると考えてお

りまして、また同時に、市費を投入することについては、市民のコンセンサスを得ることが

第一で、地元商店街にはみずからのリスクも含めまして具体的な活用計画を策定していただ

くようお願いをしているところでございます。 

 また、現在のところ、明確な活用策をお示しできる状況ではございませんけれども、今後

も早急に関係団体と十分な協議を行っていきたいと考えております。 

 以上です。 

○24番（佐々木創主君） 
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 ３点、今お答えいただいたんですけど、マルショク跡地、当然、何でんかんでん市でやっ

てくれ、こんな虫のいい話はないわけで、地元の商店街、関係団体、それぞれのやっぱり努

力といいますかね、負担といいますか、そういったものを求めないといけない。その中で当

然使われる方々がこういうふうに使いたい、当然ですよね。お仕着せの計画なんていうのは、

買い与えられたものは子供でもあんまり大事にしない。欲しい、欲しい、苦労して求めたも

のは大事にする、それが道理でありまして、こういうふうに使いたいという絵は出ていない

んですか。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 マルショク閉店後、地元商店街にすぐに入りまして、まず、ヒアリングをすぐ行ったとこ

ろでございます。その後、地元でも商店街の中でも専門委員会を立ち上げられて、跡地利用

について話し合いがなされ、また、計画案を策定に向けて行動されたところです。また、我々

も参加しております柳川商工会議所に事務局があります柳川商店街の環境整備促進協議会で

も、同時並行的にそのことについて検討をし、また、先進地へも視察しまして、今後どのよ

うにマルショク跡地を中心にこの柳川市の柳川商店街の発展を模索していくという形で、そ

れぞれ３回、また、庁内におきましても検討委員会を立ち上げまして、３回ほど検討委員会

をしました。そのようにある程度検討しまして、ある程度同じような方向性は出ております。

ただ、これが実際、今申しましたように、具体化になりますと、いろんな問題が出てきます。

そういうことで、これからそれに向けて調整をしていくという形をとろうと思っておるとこ

ろでございます。 

 以上です。 

○24番（佐々木創主君） 

 何かわかったような、わからないような。執行部のほうでも、担当課のほうでも努力をし

ているんだと。ただ、もちろんマルショクはこれをどうするという意向は出していないわけ

でありますから、逃げはしないんですけれども、しかし、こういったものはタイミングとい

いますかね、スピード感、あんまり急いでし損じるということもあってはいけないわけであ

りますけれども、実際に私がこの質問を３月したときに、全国の先進地、いろんな成功例も

ある。例えば、長野の上田市でありますとか、いろんなところが核店舗が出ていって空洞化

した。それを逆にプラスに変えて、チャンスととらえて、そのときにやっぱり一番ポイント

は、そのやる人たち、エネルギーなんですよね。エネルギー引き出してくださいよ、課長。

ねえ市長。いや、結構ですよ、もう答弁は。ねえ市長、ぜひ呼び水をしていただきたい。呼

び水をすると、じゃんじゃん流れてきます。これが自然の道理であります。 

 それと、武家屋敷、価値観、どれだけの価値があるのか。方向としては、請願の採択を受

けて保存の方向で検討しておる。大体、概要といいますかね、こういう方向性というのはい

つごろまでにできるんですかね。 
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○教育部長（佐藤健二君） 

 議員は保存の方向性ということでございますが、現時点では、保存に値するのか、また、

対費用効果はどうなのか、残す意義はどこにあるのか、残したとしてどういうふうに活用し

ていくのか、いわゆる政策判断ができるようなところまでの概要の煮詰めをやっておるとい

うところでございますんで、よろしくお願いしたいと思います。（「これいつごろできるん

ですか」と呼ぶ者あり） 

 よその３課集まってやっておりますけれども、目標を年内というふうに考えております。

（「年度」と呼ぶ者あり）年内です。（「年度内でしょう」と呼ぶ者あり）年内です。事務

レベルでの考え方をまとめるのが年内と思っております。 

○24番（佐々木創主君） 

 年内ということは、残すところあと20日余りですね。もうことしは御用納めちょっと早う

ございますから。報告を、方向性、期待をしてですね、市民、地域住民、議会を含めて、そ

の方向でやりなさい、やってください、それに対する石田市長の任期内での検討、方向性、

それは大きいですね。大きい。私は期待を持って見守りたい。いろんな形でその結果をまた

私のいろんな手段で市民に広くお知らせをさせていただきたい。 

 そこで、大事な点、もう１点、先ほどの水路。水路課長、勾配という表現でやっていただ

いたんですが、実は私も絵を見せていただきました、平面図を。垂直図ですか。そうすると、

こうなっとっとですよね、こう。確かに蒲船津散田あたり、こうなっているんですよね。た

だこれは目測量、正確なもんじゃない。これはやっぱりしっかり機械的な測量含めて、これ

はやるべきですよ。勾配がないなら、それはどうしようもないでしょう。しかしながら、可

能性があるんであるならば、やっぱり突き詰めなくてはならない。ましてや旧柳川において

何度とやろうとした。これが頓挫した。ただし、今、もう柳川で一体のまちでありますから、

どう公平な水の配分をするのか、これは大変重要な課題であります。毎年、毎年、ちょっと

雨が降らん、日向神ダムが改修をするげっと、いっちょん水が来ん。そのたんびに上流、下

流で水争い。流水の確保、筑後川の導水、それも大事でしょう。しかしながら、この柳川市

内にある水がきれい──きれいにとは言いませんが、しっかり公平な配分ができるならば、

ほかに頭を下げる必要もない、筑後導水に金払う必要もない。まず、自分でできること、自

己責任、これがこのいい典型的な例じゃないかな。そういった意味で、当然、水利組合、い

ろんな感情的な問題、歴史的な問題あるでしょう。ずっと長い懸案事項でもあるでしょう。

しかしながら、ここは政治的な立場の人間、我々も含めまして、そういう立場の人間を含め

て、やっぱりいろんな方々に働きかけをしながら、どうしていくのか。そういう努力をぜひ

私は期待をさせていただきたい。 

 それで、水路課長、柳川、この間、ちょっとお話ししておったら、七百数十キロ、九百何

十キロですか、どっちが正しいかちょっとわからないんですけれども、この市街地と農地、
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この延長の比率といいますか、どれぐらいずつあるのかね。その水路改修費というのは柳川

にとっては永久的に投入をしなければならない恒常経費であります、経常経費であります。

その市街地と農地、延長と需用費の投入額の差、それぞれ簡単に、数字だけで結構ですから。 

○水路課長（安藤和彦君） 

 ただいま議員がお尋ねの柳川の水路の農村部と市街地部の延長ということでございますが、

今、柳川市で公に発表しています水路延長というのは930キロということで統一をさせていた

だいています。その中で農村部と市街地部でどれだけの割合かということでございますが、

これにつきましてが明確な資料等の整備が今のところできていませんので、これを計算する

手だてとして、用途地域内を市街地として市域全域に均等に水路が配分されているというこ

とで計算をいたしますと、農村部の水路延長が約838キロメートル、それと、市街地部の水路

延長が92キロメートルという結果になります。これは比率にして言いますと、農村部が９に

対して市街地部１という結果になっております。 

 それと、２点目の農村部と市街地部における水路の維持管理費用の投入額でございますが、

これにつきましては、平成19年度の実績で計算をさせていただいています。ただし、これが

ちょっと正確な数字が打ち出せませんので、計算ができませんので、概算ということでお聞

き願いたいというふうに思いますが、19年度から農村部に対して水路の清掃や草刈り、しゅ

んせつ等に利用ができます農地・水・環境向上対策事業が始まりまして、それが20活動団体

ございます。それに対する交付金の支援総額でございますが、110,000千円ございます。その

うちで水路の清掃、草刈り、しゅんせつ等に使用した分でございますが、約24,000千円とな

っています。そのほか農村部に対して市の単独分でございますが、約13,400千円。一方、市

街地部に対してでございますが、用途地域内を市街地と想定した場合の水路の維持管理費用

としては約8,850千円支出をしております。 

 以上です。 

○24番（佐々木創主君） 

 いろいろ計算しにくいと。今、農地・水・環境保全対策事業、地域の営農組合にお金を渡

して、面積に応じて。それを私が聞きたかったのは、いろんな補助事業あるでしょう。農村

何とか事業、何とか整備事業、護岸だ、改修だ、その事業費を聞きたかったんですよ。まあ、

いいですよ。もうそれを聞くと、公にしていいかどうかもわかりませんのでね。これは延長

で言うなら９対１、事業費ベースで言うなら、私は50対１ぐらいになるんじゃないかなと思

うんですよ。水路課に護岸だなんだ、改修だ。農地だったら、例えば、私の住んでいる城内

地域、佐々木議員、城内地域は農地じゃなかですもんねと。柳川地区もそうでしょう。三橋

の藤吉地区もそうでしょう。農地だったらいろんな補助制度がある、国の単費、市債もそん

な使わなくていい、いろんな補助に乗せられる。市街地は単費でやらんといかんから、ざっ

といかん。いっぱい毎年毎年。石田市長が方針出されて、各行政区から２カ所ずつの要望、
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中には出さんでもよかばってんがら、２つ出さんと損やけん、出そうかというやつもあるよ

うな、これうわさですよ。もう対応が追っつかん。ね、水路課長。御苦労お察し申し上げま

すが、そういう中で先ほどの住環境、景観、まちづくり、住んでみたい、そういうまちづ

くりをしていく上で、当然、農村の田園景観、これも大事であります。と同時に、柳川とイ

メージするときは、この城堀であったり、二ツ川、高畑、ここをイメージするんですね。こ

こなんですよ。じゃ、そこの一生柳川がある限り、永続的につき合っていかないといけない

この掘割、人工の掘割、ましてやこれがなくなったら柳川は沈没する、陥没をする。その事

業費の配分、需用費の捻出、非常に悩ましい、苦しいところであります。 

 しかしながら、柳川というのは文化的景観のモデル事業、景観行政団体の指定もされてお

ります。そこで、今、本指定を目指していろいろ計画策定してくれておる。それに関しては、

先ほどの歴史建築物とか、いろんな維持保存に補助金も出る。と同時に、今回新たに有明新

報にも出ておりましたが、歴史まちづくり法という新たな法律ができて、そういったただ文

化、文化で言うなら文化庁、まちづくりなら国交省、田園景観は農水省、ばらばらだった。

ばらばらじゃなくて、これを一体的なものとしてまちづくり、歴史のある、文化の薫る、そ

ういうまちづくりをやってくださいよという新たなメニューができておるというふうに聞い

ておるわけであります。 

 そういった意味で、歴史建築物、遺構をその中の核としてとらえて、その周辺整備、武家

屋敷のそういう保存であったり、いろんなデザインであったり、果ては水路の維持補修、そ

ういったものまで面倒見ましょうよという、そういうメニューがある。私は柳川の歴史遺産、

いろいろあるでしょう。御花もあるでしょう、松濤園もあるでしょう、柳川城だ、いろいろ

あるでしょう。しかし、何といってもこの1,000年、2,000年かかって先輩たちがつくり上げ

てくれた、ましてやつくらないと生きられなかったこの掘割、これこそ歴史遺産だと思うわ

けです。（「そうだ」と呼ぶ者あり）これを歴史遺産としてしっかりと国に認識をしていた

だいて、これは日本でもまれに見る独特の景観、独特の構造築じゃないですか。ベニスじゃ

ないですけれども。これを世界遺産に登録しても、目指すぐらいの私は価値はあると思いま

すが、掘割自体を私は歴史遺産としてしっかりととらえて、認識をして、国に対してしっか

り柳川特区でもなんでもいいですよ。そして、この掘割の維持、ましてや埋まっておる堀を

もう一本掘り直そう、そういうことぐらい考えるべきだと思いますし、これは未来永劫、だ

れが市長になろうが、執行部がかわろうが、議員がかわろうが、未来永劫柳川にとってつき

合わないといけない課題なんです。これをどうするのか。全国押しなべた補助制度ならば、

掘割市街地の掘割に対する水路改修、水路保全の補助金なんてありはしません。これをつく

りましょう。（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

 何度も申し上げますが、国はもうアイデアがない。地方の皆さん、上げてくださいよ。ア

イデア募集なんですよ。それをおっとって、我々の省の目玉事業。だから、財務省、おれが



 - 119 - 

えはこんなすばらしい事業をやっているから金をよこせ。こういう省庁間のせめぎ合い、過

当競争の時代でもある。そういった意味で、柳川から発信しましょう。ぜひともそれを執行

部におかれまして御検討いただいて、我々議会、市民も含めて、そのときには協力、私も先

頭に立って協力を申し上げることをお誓い申し上げまして質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、佐々木創主議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後２時33分 休憩 

午後２時48分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 会議を開きます前に、教育部長よりの確認説明ということでお願いをしておきます。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 済みません、急に発言をさせていただきます。 

 先ほどの佐々木議員からの質問で、私が年内にまとめますと言いましたものは、あくまで、

今事務レベルで会議をやっておりますところのまとめをするということでございまして、議

員の中には、基本計画の概要計画といいますか、そういうものがもうでき上がるんだという

ふうな誤解を招いた点があるようでございますので、そういうことではなくて、事務レベル

で考えを持ち寄っているやつを年内にはまとめたいということでございますので、確認の意

味での発言をさせていただきました。よろしくお願いしておきます。（「質問者の了解を求

めやんでですか」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 どうぞ。 

○24番（佐々木創主君） 

 だから、請願を受けて、どういう方向性を出すのか、その価値観とか活用とかそういうこ

とを含めて検討しておるということでしょう。だから、我々に示せるのがいつまとまるかと

いうことを聞いたんです。我々にはどういうものをいつ示せるのか。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 議員の皆さんに示される時期というのは、ちょっとはっきりわかりません。（「わからん」

と呼ぶ者あり）はい。それは、今やっているのは、あくまで私たちの３課が持ち寄って、こ

うしたらいいんじゃないかということで案をつくっている段階でございますので、議員の皆

さん方にいつ見せられるかと言われると、ちょっと今の段階では。（「もう一回だけ、議長」

と呼ぶ者あり） 
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○24番（佐々木創主君） 

 いや、だから、事の発端になったのが渡辺邸じゃないですか。去年の１月、売り渡しをす

る、更地にする、あそこを住宅地として更地にしてぶっ壊して分譲する。それが発端となっ

て、じゃあどうするかという議論が沸き起こったわけじゃないですか。もう来月ですよ。地

権者さんも、金がない中しっかり維持していらっしゃる。だからこそ、私も一般質問をし、

請願も出され、採択もされですね。だから、それはいつになるかわからんじゃ、ちょっと。

期限ですよ。納期、タイミング。 

 もうこれ以上答弁要りませんけど、市長、何か市長の任期中にある程度の方向性が出らん

というのは悲しいですね。出ないとなると、市長の政治家としての意志が働かなかったと言

われてもしょうがないということを申し上げておきます。（発言する者あり） 

○市長（石田宝藏君） 

 政治家としての意志という、佐々木議員独特の判断ですけれども、私は、市長として市民

の皆さん、お預かりしている７万3,000人の皆さんの首長ですから、それについては費用対効

果、あるいは今後の市の負担、またこういったものがどういった収益につながっていくのか、

そういうものをしっかり見きわめなければ結論は出せないということを申し上げておきたい

と思います。 

○議長（田中雅美君） 

 第４順位、27番髙田千壽輝議員の発言を許します。 

○27番（髙田千壽輝君）（登壇） 

 27番髙田です。議長のお許しを得ましたので、通告に従い、質問させていただきます。 

 ことしはいろんなことが世界的に起こっています。アメリカのサブプライムローンの破綻

に始まり、リーマン・ブラザーズの倒産で世界の株価が下落しております。日本では100年に

一度の不況と言われ、一流企業各社も利益の下方修正を行っています。あのトヨタを初め、

自動車産業は円高や不況の影響を受け、生産を調整して、派遣社員、期間社員の雇用取り消

しが相次いでいます。その結果、学生の就職内定も取り消しがあっております。 

 日本の経済の先行きも不安要素ばかりで、明るい見通しがつかない状況であります。この

結果、当然税収が減り、国の財政も厳しくなるばかりで、このようなときは福祉や教育の予

算が削減され、弱者が切り捨てられるような気がしてなりません。 

 ことし、北九州市では、生活保護費を切られ、電気、ガスをとめられ、おにぎりを食べた

いという最後の手記を残し、今の時代に餓死されておられます。一方では、福岡市では、母

親が我が子を手にかける悲しい事件がありました。この事件の背景には、子供の発達障害に

悩み、母親自身も持病があり、将来を不安視しての事件であったと一部報道がなされていま

す。ほかにも、介護疲れで、各地で親を手にかける事件もあっております。幸いにも柳川市

ではこのような事件がまだ起こっていませんが、他人事ではありません。 
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 そこで、質問いたします。 

 ３月議会で質問しておりました、知的障害児の学童保育について、その後の調査研究の結

果はどのようになっておりますか、お尋ねします。また、昨年より、知的障害児の保護者が

中心となって、夏休みにサマースクールを開催されています。聞くところによりますと、こ

としは８月５日から延べ７日間開催され、多くの児童が参加され、特に開所式には市長も出

席され、急遽大川樟風高校のブラスバンド部が参加されましたけど、会場では演奏ができず

困っていたところ、市長の英断でホールを使用させていただき、子供たちも喜んでいました

と保護者の方々から感謝の報告があり、市長を初め福祉課の担当職員に私を通じてお礼を言

ってくださいとのことでした。また、サマースクールは来年度も開催されますけど、今後行

政としてはどのような協力をなさっていかれるかをお尋ねいたします。 

 また、ことし、中国が話題になった１年ではなかったかと思われます。アジアでの20年ぶ

りの北京オリンピック、パラリンピックが開催され、日本選手も健闘され、特に女性アスリ

ートの活躍が目立ち、日本じゅうに感動を与えたことと思います。 

 しかし、一方では、毒入り冷凍ギョーザや冷凍野菜の残留農薬、牛乳のメラミン混入と、

食の安全に不安を与え、中国産は安心できないといって買わない人たちが多くなっています。

また、国内でも、ウナギの産地偽装や食品の偽装が相次ぎ、一番ひどいのは三笠フーズの事

故米の転売です。信用して仕入れをした事業所に数十億円の多額の損害を与え、主食の米で

も安心できないような時代です。消費者は何を信用して買い物をしていいのかわからない世

の中になっています。このような背景を受け、次の質問をいたします。 

 ことしは異常と言っていいほど原油の値段が上がり、異常気象の影響で穀物の値段が値上

がりをしております。現在、原油は少し落ちついてきておりますが、食料品の値段はまだ下

がっておりません。特に国内産の野菜などは、先ほど言いました、中国の影響かわかりませ

んが、高くなっています。牛肉もＢＳＥ問題や、飼料となる穀物の値上がりの影響を受けて

高くなっているようです。 

 そこで質問いたしますが、給食費の徴収の仕方は、また、全国的に問題になっている滞納

は。また、９月ごろに実施されたアンケートの結果は。その結果を受けての給食費の値上げ

はあるのか。そして、いろんな問題があった業者からの食品の納入はなかったのかをお尋ね

いたします。 

 執行部の答弁次第では自席から再度質問いたしますので、議長におかれましては、お取り

計らいをよろしくお願いいたします。 

○子育て支援課長（高崎祐二君） 

 子育て支援課です。知的障害児の学童保育のその後の調査、研究結果についてお答えした

いと思います。 

 近隣の６市町について調査を行っておりますが、学童保育所での障害児受け入れにつきま
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しては、どこの市町につきましても受け入れをしているところです。柳川市におきましても、

３学童で４人を受け入れているところであります。しかしながら、どの市町につきましても、

その校区に通学している児童となっていまして、特別支援学校の児童を夏休み等の期間だけ

学童保育所で預かっているところはどこもない状況であります。ただ、八女地区においては、

八女、黒木、立花の入所児童保護者で組織してあります八女地区心身障害児学童保育所がご

ざいますが、入所児童は身体障害者手帳、または療育手帳を所持する18歳未満の児童となっ

ているところでございます。それ以外の市町における特別支援学校の児童の長期休暇等の対

応につきましては、障害福祉のほうで実施しております日中一時支援サービス、それからサ

マースクールでの対応となっているところでございます。 

 以上です。 

○福祉課長（木下正巳君） 

 サマースクールにつきまして、お答えをさせていただきます。 

 柳川市におきますサマースクールにつきましては、柳川市障害児親の会さくらんぼの主催

によりまして、平成19年から開催をされております。柳川市といたしましても、平成19年度

は協力という形で、また本年度は後援という形で支援を行っているところでございます。２

年とも７日間ずつ開催をされておりまして、このサマースクールの利用状況につきましては、

平成19年度が延べ43名、平成20年度が延べ80名の参加があっております。立ち上げましてま

だ２年ということでございまして、試行錯誤での運営ということになっておりまして、反省

会の中でも数々の課題が出されるところであります。大きなものといたしましては、さくら

んぼでは、サマースクールの長期開催を希望されておりまして、そのためのボランティアの

協力体制をいかに確保するかというものもありますし、またほかにも、スタッフ会議の持ち

方、あるいは施設の利用制限、会場の確保等について、それぞれ保護者の方から意見が出さ

れるところです。今後も出された課題につきまして、行政として解決できるものにつきまし

ては、改善の方向で検討していきたいということで考えております。 

 以上です。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 議員の御質問の内容は、給食費の徴収方法と滞納はということと、アンケートの結果はと

いうことと、給食費の値上げがあるかということ、それから食の安全性にどう対応している

かということのお尋ねだろうと思います。これにお答えをさせていただきます。 

 まず、現在、給食費の徴収につきましては、１校が口座振り込み、残る24校はＰＴＡの御

協力をお願いし、それぞれの行政区ごとに世話人を設けていただいて、徴収をお願いしてい

るところでございます。 

 マスコミ等で給食費の滞納が全国的に話題になっておりますが、本市においては、そうい

った方法をとっていることもありまして、徴収率が99.85％であり、一部の滞納家庭について
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は、学校を通し、また給食センターを通して納付をお願いしている状況でございます。 

 それから、次にアンケートの結果でございますが、これにつきましては、議員御指摘のと

おり、原油の高騰に引きずられる形で、今年前半に大豆類や乳製品、食用油、それから野菜

などが急激に上昇いたしまして、給食の材料費が大幅に増加をいたしております。そこで、

すべての家庭に給食費の値上げに関するアンケートを実施いたしました。その結果といたし

ましては、小学校では78％、中学校では62％が、内容や回数を据え置いたまま値上げには賛

成との結果でございます。一部中学校の回答によりますと、回数を減らせというところもあ

るんですが、ほぼ値上げには賛成ということになっております。 

 次に、給食費の値上げについてのお尋ねでございますが、教育委員会といたしましては、

給食審議会を開催し、給食費の値上げについて諮問を行いました結果、20年度については現

行を維持し、値上げについては、必要最小限にしていただきたいと。その時期につきまして

は、各給食センターや学校ごとに最大限の努力を行って、今後の物価の動向を見きわめ、委

員会において必要と認める時期に、必要な額の実施をするという答申をいただいております。 

 各センターや学校では、現在の状況、今は若干、油は下がりましたけれども、野菜等はそ

のまま高値維持でございますので、その辺の状況を見ながら、また、県の学校給食会が来年

度の物価の仕入れ価格は何％ぐらい上げてくださいという通達が２月ごろに出ますので、そ

の辺を十分見きわめて、できたら必要であれば値上げを実施したいというふうに思っており

ます。 

 県内のほかの市町村の状況を申し上げますと、19年度から20年度にかけて、４月より値上

げをしたところが小学校で19市町村、中学校で16市町村ございます。それから、６月や９月

からといった中途から、この辺が一番上がった時期でございますので、そのころから値上げ

をしたところが、小学校、中学校とも４町村ございます。 

 値上げの額は、小学校が最高で320円、中学校で620円、県内を平均いたしますと、小学校

が225円、中学校で274円の値上げとなっております。また、本市におきましては、議員御承

知のとおり、合併時に給食費の額を調整したことにより、旧柳川、旧三橋の給食費を引き下

げて旧大和町の水準とし、提供する回数は旧三橋町の水準に合わせるために、市より毎月、

小学生には200円、中学生には400円の補助金を交付していただいて、保護者の負担軽減を図

っているところでもございます。 

 それから、最後に、食の安全性についてお尋ねでございますが、柳川市においては、食材

の７割程度を県給食会より購入いたしております。県給食会においては、食品といいますか、

材料の納入時に、非常に精度の高い検査が検査技師により実施をされておりまして、これに

ついては、非常に安全性は確保されているというふうに言えると思います。それから、あと

残りの野菜等につきましては、一般の商店から購入しておりまして、議員御指摘のとおり、

一企業とか、そういうところからの購入はございません。 
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 以上でございます。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 現在、３施設で４名を受け入れてあるとお答えがありましたけど、私が最初３月に質問し

たときに、そういう障害者の人たちを受け入れる場合は、専門的な知識がある人や施設の改

善をしなければ受け入れが困難じゃないかというような回答を３月のときにもらったんです

よね。今、３施設受け入れてあるということで、何か受け入れてあるところでその指導員さ

んたちが困ったというような問題点とか、そういうのがあったら、ちょっとお聞きしたいん

ですけど。 

○子育て支援課長（高崎祐二君） 

 ３学童で４名、今障害の方、受け入れております。その中でお２人が肢体不自由、残りお

２人が知的障害というところなんですけど、身体障害につきましては、１名加配職員という

ことで、介護士の免許を持ってある方を一応雇用しております。知的障害の方につきまして

は、１名同じように加配をしておりますが、特段の免許を持ってある方ではございません。

ただ、急に行動されたり、そういうところが、やっぱり長い期間見ていくことで、やっと

この子の性格がわかってくるというふうにおっしゃってあります。 

 以上です。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 今お答えいただいた、身体の方が２名、知的障害の方が２名と、私も両方知っていますけ

ど、やっぱり知的障害の中にも多動性のある方とかは、本当に一瞬でも目を離せないという

状況なんですよね。身体の方たちは、もう御存じのように、移動、そういうところに大変苦

労して、実際、ぎっくり腰とかなられる方が大変多いと思われます。その辺の、やっぱりそ

ういう人たちになるだけ負担がかからないようにしていかなきゃいけないと私も思っており

ますけど、今のところ、何もそんなに困ったという問題点はないように今の答弁では受けら

れますけど、そのように認識していいでしょうか。 

○子育て支援課長（高崎祐二君） 

 済みません。身体障害者につきましては、困ったという部分につきましては、実際加配し

ている介助員の方がかなりやっぱり腰を痛めてあるというところがございます。実際、何日

か休まれたとかというそういう状況もございますので、だんだん体は大きくなっていかれま

すので、それにつれてどうしても介助のほうはかなり厳しいものにはなってきているという

ふうに思われます。 

 知的障害の方につきましても、先ほど議員おっしゃられますように、一瞬も目を離されな

いというようなことで、かなり緊張した状態で受けてあるという、そういう状況になって

おります。 

 以上です。 
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○27番（髙田千壽輝君） 

 なるだけ指導員の方に負担がかからないように、できれば、学童保育は１週間のうち６日

間ですかね、毎日１人が見るんじゃなくて、ローテーションをとれるというか、１日おきで

もそういうことができたら、少しは本人の肉体的負担は軽減されるんじゃないかと思います

ので、その辺を提案していきたいと思っています。 

 それから、現在、ほとんど学童保育は３年生までと受け入れがなっているとお伺いして

おりますけど、その３年生までという決められた根拠というか、そういうところをちょっと

お聞きしたいんですけど。 

○子育て支援課長（高崎祐二君） 

 ３年生までということで決められました一番大もとは、放課後児童健全育成事業といいま

す、厚生労働省が出しておりますこの学童保育の一番大もとになっている要綱というものが

ございます。そちらのほうでも、基本的には３年生までの児童という形になっておりますの

で、それに合わせまして、市の要綱のほうも定めてあるという状況になっております。 

 以上です。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 私も保護者の方から聞いた話で、一応３年生で切られるのはいいんですけど、各家庭いろ

いろ事情があると。もし、兄弟で行ってて、１年生と３年生で今現在行っていると。１人だ

けは、もう来年は見れないというようなことじゃちょっと困りますとか言われたんですよね。

特に、これは私が聞いた知的障害者の方では、現在、私も調べたら、久留米市が障害者に関

しては５年生まで延長してあります。よかったらと言うてはいけないですけど、５年生まで

柳川では延長ができないのか、その辺をちょっとお聞きしたいんですけど。 

○子育て支援課長（高崎祐二君） 

 私どものほうにも、ある１つの学童のほうから、現在３年生になる障害をお持ちの御父兄、

それから学童保育所とそちらの校長先生連名で、一応上申書という形で受けております。今、

関係各課のほうと協議いたしまして、近々どのような結果という形でお知らせできるかなと

いうふうに思っておるところでございます。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 今、ちょっと検討中ということで、まだどういうふうな方向性が出るかちょっとわからな

いということですけど、また先ほども答弁でありました、支援学校、養護学校とかに通学し

てある人たちは、ほとんどが学童保育には受け入れていないということですので、そういう

方たちに、学童保育以外でも何か支援とか日中支援とかそういうのが、制度があるのかどう

か、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

○福祉課長（木下正巳君） 

 日中一時支援ということで、障害児等の日中における活動の場を確保し、障害児等の家族
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の就労支援及び障害児等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的といたしまして、

日中一時支援事業というのがございます。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 今、ありますということで、柳川市内では何カ所ぐらいその施設があるんですか。 

○福祉課長（木下正巳君） 

 柳川市内におきます日中事業支援事業で、知的障害児を受けている施設につきましては、

市が事業委託します際に実施しましたアンケートによりますと、矢加部の第二白梅学園、そ

れから上宮永町の柳川療育センター、それから田脇のデイサービスきめっせの３施設が登録

をされてあります。（「民間もあるのか」「補助金をもらわれよらんところはありません」

と呼ぶ者あり） 

○27番（髙田千壽輝君） 

 ちょっと何かよそから答弁があっているようでございます。（発言する者あり）ありがと

うございます。 

 やっぱり障害者を持っておる方たちは、いろんな面で仕事ができないとかいう、そういう、

特に夏休みの40日間、学校に行っている間はどうにかパートとかできるけど、40日間の夏休

みは、朝から一日中やっぱり子供の面倒を見なきゃいけないというので、その期間中はどう

しても仕事を休んである方たちが多いんですよね。特に、お母さん方がもうかなり１人で見

てあるということで、精神的にもつらい面を受けてあります。よければ、ちょっと先ほども

言いました、延長も含めて必ず現実のものにしていただきたいと思っております。これはも

う要望で終わりますので。次の質問でありますけど、学校給食あたりの１食の単価をよろし

いですか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 今、議員のほうから、学校給食の１食当たりの単価をということでございますが、現在徴

収させていただいております金額は、１食当たりに直しますと、小学校が210円、中学校が250

円になります。これに補助金を足しまして、実は食材を提供しておるわけでございますが、

補助金を含めますと、小学校が220円、中学校が266円の単価となります。 

 この内訳でございますけど、米飯のときとパン食のときで若干異なります。まず、小学校

の米飯で申し上げますと、お米が25円33銭、副食が155円68銭、牛乳が39円26銭でございます

けれども、県費から200㏄、１本当たり27銭助成がございますので、38円99銭で購入をいたし

ております。パン食のときになりますと、パンが主食代として42円50銭、副食がその分落ち

まして138円51銭、牛乳は同じでございます。 

 それから、中学校の266円の内訳を申しますと、お米が29円80銭、副食が197円21銭、牛乳

は同じく、購入価格は38円99銭。それから、パン食になりますと、パンが46円50銭、副食が1

80円51銭、こういった値段になっております。 
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○27番（髙田千壽輝君） 

 今の報告でいいますと、余りにもパンと米飯の差が、考えたら１食の値段がちょっと差が

あり過ぎかなと思っています。これも、今小麦粉の原価が実際上がっているから、仕方がな

いことかなと思いますけど、何かもうこのままだったら、私の考えではもうパンをやめて全

部米飯にせんかと言いたいんですけど、その辺はどうですか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 パンとお米の値段が随分違うじゃないかということで、パンをやめてお米ばっかりにした

らどうかということになるわけでございますが、実は、パンの場合は、カロリーも栄養価も

お米よりも数倍高いわけでございます。それで、ただ食べさせるということではございませ

んで、栄養価とカロリーを計算して副食をつくっておりますので、パン食になりますと、副

食の費用が下がるということで、トータル一緒でございます。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 これはもう近隣市町大体同じぐらいなんでしょう。どうですかね、単価は。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 １食単価は、小学校ですと、パンの場合でも米飯の場合でも220円をかけてつくっていると

いうことですので、かかっている費用は全く一緒でございます。 

 以上です。（「近隣市町は」と呼ぶ者あり） 

 近隣市町との比較で申し上げますと、実は、福岡県の近隣市町といいますか、私のほうの

費用の値段を申し上げますと、うちのほうは県下で、小学校ですと、皆さんからもらってい

るお金でいきますと、県下45位のかなり下のほうに位置をいたしますけれども、それに200

円の補助金を足しますと、県下で20位ということで、大体近隣市町とほぼ同じでございます。 

それから、中学校は毎月4,200円いただいております。これでいきますと、県下35位の位置に

あるわけでございますけど、補助金400円を含みますと、県下で３番目の価格ということにな

ります。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 次はアンケートのことを聞きたいんですけど、私もそのアンケートを実際ちらっとしか見

せてもらわなかったんで、内容をちょっと把握していないんですけど、多分内容の中に、も

し値段を上げるとしたら、幾らぐらいが適当ですかというような内容がなかったでしょうか。

もしあったら、その内容として集計してあると思いますけど、大体父兄の皆さん方、幾らぐ

らいの値上げを希望してあるか、その辺をいいですか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 値上げは幾らぐらいというアンケートをとったんではないかということでございますけど、

そういったアンケートではございませんで、その他の欄に、幾らまでだったらいいですよと

いうような御意見を書いてくださいということをいたしております。そこには、いろんな御
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意見がありました。大まかに申しますと、大体三橋と柳川が合併時に200円引き下げておりま

すので、その範囲内ぐらいで何とかお願いできないかという御意見がたくさん来ております。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 実際、私も父兄とちょっと話をしながら、やっぱり給食はもう値上げをしていいですよと

いうような意見が大半多かったんですよ。その中にも、ちょっとこれはもうわがままになる

かもしれないですけど、食べ物というのはみんなしゅんがあると。結局、今、子供たちは季

節感がほとんど食べ物から感じ取れない、年じゅう同じ。（発言する者あり）ちょっと茶々

入れんでください。季節感を取り入れて、しゅんの食材を使って、その月、春夏秋冬という、

そういう値段を上げてもいいから、そういうメニューをつくってくださいという要望も私の

ほうにかなりあっております。いろいろな、もうほとんど冷凍食を使うと、私も海のほうで

育っておりますから、海産物もしゅんがあります。私たちもアサリとか、もう実が入ってい

ないということで、５月以降はほとんど食べないです。そういうことで、年じゅう冷凍アサ

リを使ったら、子供たちがおいしくないと言うて食べんやったとか、そういう話も聞きます

ので、やっぱりなるだけ季節感あふれて、食べ物もしゅんを味わうということを食育の中で

ちょっと入れてもらって、メニューを作成して、少し値段が上がってもいいと思いますので、

先ほど200円ぐらいはいいんじゃないかというアンケートがあったということで、大体はっき

り、来年度の、これはもう給食費は、私は思うけど、市全体で上げられるんでしょう。先ほ

どの答弁では、何かセンターとか各学校のいろいろ方針がありましてとか、いろいろのよう

で、値段を上げるとしたら、柳川市全体が一斉に上げられるんですか。それともばらばらに

上げられるんですか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 議員御指摘の、しゅんのものをメニューに取り入れてほしいということにつきましては、

栄養教諭の先生方を中心に、栄養士さんが集まって、大体毎月給食だよりというのをまとめ

てつくっております。その中に、今月はこういうのがしゅんですよという御紹介もしており

ますし、そういうのを入れたメニューをつくっていただいております。 

 ただ、副食155円68銭で１食つくるわけでございますけど、おうちで考えてみますと、これ

に光熱水費、それから人件費を足しますと、大体３倍ぐらいになるわけですが、大体450円ぐ

らいの定食メニューという形になるわけでございます。その中で、かなり今栄養士の先生方

はしゅんのものを取り入れるという形でメニューをつくってくれていることはもう事実でご

ざいます。その辺、教育委員会といたしましても、今共同メニューといいますか、統一メニ

ューにしておりますので、委員会のほうでメニューを印刷して、全校生徒に配るという形を

とっております。その中にも、きちっとしゅんのものの紹介とか、お魚だったら今はこうい

うのがしゅんですよみたいな御紹介もさせていただいております。 

 それから、若干上がってもいいからということでございましたけど、かなり、やっぱり役
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員の皆様方とかそういった皆様方とのお話をする中では、今ラーメンにしても上がったし、

コンビニの弁当にしても高くなったから、上げていただくのはという御意見を結構聞くんで

すけど、やはり１食10円上げますと、月に200円上がるわけでございます。なかなかこの辺に

ついて、一般の皆様方がどう反応されるかということについて、我々非常に苦慮をしている

ところでございます。ただ、今の給食費はもうここ10年近く全く上げられていないという給

食費でございまして、10年前の物価でつくってきているということでございます。 

 それから、上げるときは一緒に上げるのかということでございますけど、これは条例事項

（146ページで訂正）で決まっておりますので、皆様方にお諮りをして、幾らにしますと、い

つから幾らにしますということで御提案を申し上げて、御了解を得てから実施をするという

ことになります。それぞればらばらではなくて、現在は柳川市全域で幾らというふうにもう

決めておりますので、一斉に上げるということになります。現在、条例（146ページで訂正）

で3,600円と4,200円はもう決めておりますので、これを一斉に上げることになります。同一

歩調ということです。 

 ただ、この物資会計は各センターごとにやっておりますので、ゆとりのあるセンターと非

常にゆとりのないセンター、それからゆとりのある学校とゆとりのない学校ということで、

内情は若干異なっております。 

 以上でございます。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 先ほど最初に質問しました、徴収方法は１校が口座振替、あとはＰＴＡの協力で徴収して

あるということで、大体99.85％の徴収率があって、父兄の方にも大変迷惑をかけますけど、

この徴収率を維持するためにはちょっとこの方式を維持していただきたいなと私は思ってお

ります。 

 それから、ちょっと新聞報道で、先生の中で給食費を払っていなかった市がありました。

柳川市ではそういうことはないと思っていますけど、確認を、どうですか、教育長。 

○教育長（上村好生君） 

 柳川ではそういう先生は１人もおりません。きちっと払っているところでございます。 

 以上です。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 安心いたしました。 

 これで私の質問は終わりにします。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、髙田千壽輝議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後３時31分 休憩 
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午後３時46分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいま髙田議員の一般質問において、教育委員会より発言訂正の申し出があっておりま

す。教育委員会より訂正部分について発言を願います。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 先ほどの髙田議員の質問の中で、一斉に上げるかという質問の中で、私が条例にというふ

うにお答えいたしましたが、私の思い違いで、教育委員会の管理規則にそう定めております

ので、そういうふうに訂正をお願いいたします。 

○議長（田中雅美君） 

 第５順位、４番熊井三千代議員の発言を許します。 

○４番（熊井三千代君）（登壇） 

 皆様こんにちは。４番、公明党、熊井三千代でございます。皆様におかれましてはお疲れ

でしょうが、いましばらくのお時間をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして順次質問させていただきます。 

 初めに、新型インフルエンザ対策についてお伺いいたします。 

 これからインフルエンザの注意が必要な季節になりますが、今、世界じゅうで懸念されて

いるのが、鳥インフルエンザが鳥への感染を繰り返すうちに人の体内でウイルスが変異し、

人から人へ効率よく感染していく新型インフルエンザの出現です。この新型インフルエンザ

は、いつ出現するか、だれにも予測できるものではありません。人間界にとっては未知のウ

イルスで、ほとんどの人は免疫を持っていませんので、これは容易に人から人へ感染して広

がり、急速な世界的な大流行、パンデミックを起こす危険性があります。 

 過去の例として、20世紀では、大正７年、1918年、スペインインフルエンザ、昭和43年、1

968年に香港インフルエンザ、昭和52年、1977年にソ連インフルエンザが大流行いたしました。

これはいずれも世界的に流行し、時に多くの死亡者、例えば、スペインインフルエンザにお

いては、世界では約4,000万人、我が国では約３万9,000人の死亡者を出しています。 

 こうした新型インフルエンザは10年から40年の周期で流行してきます。次のインフルエン

ザが出現するのかは、だれにも予測できるものではありません。しかし、現在、地球規模で

発生している高病原性鳥インフルエンザのウイルスが新型インフルエンザウイルスに変異す

ることが懸念されています。この高病原性インフルエンザウイルスＨ５Ｎ１では、鳥から人

への感染も見られており、2003年11月から本年にかけて、Ｈ５Ｎ１の人感染確定症例数は

世界15カ国で387人、そのうち245人が死亡しており、死亡率は何と60％を超えております。

これらの理由から新型インフルエンザの世界的流行の可能性が示唆されております。 

 日本政府は新型インフルエンザが全国的に流行した場合は、全人口の４分の１の人が感染
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し、医療機関を受診する患者数は最大で2,500万人と仮定し、対策を講じています。また過去

のデータより入院患者数は53万人から200万人、死亡者は17万人から64万人と推定しています。 

 福岡県においてもアジア諸国に近いという地理的条件に加え、国際空港を構えており、国

内初の新型インフルエンザ発生圏となる可能性は十分にあると懸念されています。発生予測

として、受診患者数は約69万人、入院患者数は１万7,000人、死亡者は約4,000人と発表して

います。 

 流行時の基本方針としては、１、新型インフルエンザ患者が発生した場合は早期に集中的

な対応を行うことにより流行を抑え込む、２、流行が広がった場合はできる限り感染の拡大

を防止し、また適切な医療を行うことによって健康被害を最小にすることとしております。

柳川市においても新型インフルエンザ発生の警告が強まる今日、万一に備え、事前の対策、

予防策、医療体制や行動計画、また的確な情報提供など十分な備えが急務だと痛感しており

ます。 

 そこで、次の４点をお伺いいたします。 

 １、本市の養鶏農家の方々や屋外で鳥類を飼っておられる方々に対する鳥インフルエンザ

の感染予防対策について。２、福岡県では新型インフルエンザ対応指針を策定しております

が、本市としての対応指針は策定されていますでしょうか。また、基本的な取り組みについ

てお伺いいたします。３、市民の不安の解消や感染予防のためには、正しい知識の周知、正

確な情報の提供が重要であると考えますが、啓発チラシの作成、ホームページの利用と市民

に対する情報提供についてお伺いいたします。最後に４番目として、医療従事者が最も感染

のリスクが高いことから、医療関連に関する医療従事者の感染防止も含めた体制整備の働き

かけについてお聞かせください。 

 次に、２点目として、特別支援教育支援員の推進についてお伺いたします。 

 平成18年６月に学校教育法等の改正が行われました。平成９年４月から障害のある児童・

生徒等の教育の充実を図るため、従来、障害種別ごとに設置されていた盲・聾・養護学校の

制度を複数の障害種別を教育の対象とすることのできる特別支援学校の制度に転換するとと

もに、小学校、中学校等に在籍する教育上、特別の支援を必要とする児童・生徒に対し、適

切な教育、特別支援教育を行うことが明解に位置づけられました。特別支援教育とは、障害

のある児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ち、

児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高めて生活や学習上の困難を

改善し、克服するために適切な指導、必要な支援を行うものです。これは知的なおくれのな

い発達障害も含めて特別な支援を必要とする児童・生徒が在籍しているすべての学校におい

て実施されるものです。現在、小・中学校の通常の学級に在籍している児童・生徒のうち、

発達障害、注意欠陥多動性障害、高機能自閉症により学習や生活面で特別な支援が必要な児

童・生徒が約6.3％在籍していると見られております。 
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 こうした児童・生徒への支援を行うために、従来は都道府県、市町村が独自の予算で介助

員や学習指導員などを配置、対応していました。しかし、何らかの支援が必要な児童・生徒

の受け入れが増加している今日、また特別支援教育が法的に位置づけられたことによって、

障害のある児童・生徒に対して支援を行う者、特別支援教育支援員として、平成19年度から

地方財政措置が講じられるようになりました。 

 支援員の業務内容の一例を挙げますと、学校教育上の日常生活の介助、食事、排せつなど

の補助、車いすでの移動補助など、学習活動上のサポート、発達障害児の児童・生徒に対す

る学習支援、注意欠陥多動性障害児の安全確保などにあります。昨年度の措置額は約250億円

で、本年度平成20年度は360億円に増額されております。これは全国で３万人、全公立小・中

学校に１人の支援員を配置できる規模です。しかし、実際の活動状況は、全国で２万6,092

人になっており、10都道府県が小・中学校設置数を上回る数の支援員を配置している一方で、

設置数の２割程度にしか設置していない県もあります。来年度平成21年度も地方財政措置額

は約360億円が予定されております。適切な指導と支援を行うためにも特別支援教育支援員の

全小・中学校への配置が不可欠だと思います。 

 そこでお伺いいたします。本市におきまして、現在の支援学級数、支援員の配置状況及び

その結果、また、特別支援教育がスタートして１年が経過しますが、何が変わったのか、学

校の声をお聞かせください。 

 最後に３点目、街路灯に発光ダイオード（ＬＥＤ）の導入についてお伺いいたします。 

 今日、我が国においては、国を挙げて脱温暖化社会づくりを初め、循環型社会の構築や自

然との共生などを進めるとともに、特に環境に配慮した技術開発の課題に向け、動き出した

ようです。 

 そんな中、光源としての活用技術が急ピッチで進められている成長分野がＬＥＤ、発光ダ

イオードです。この発光効率や視認性の高さから、近年は信号機や自動車のブレーキランプ

に使われるようになり、ほかにもまちづくりの街路灯や照明などにも使われております。発

光ダイオードは消費電力が蛍光灯の２分の１、白熱電球の８分の１、寿命は構造上半永久的、

実際の商品では10万時間程度と言われております。しかも、水銀などの有害物質を含まない

ので、環境への貢献が大です。また、熱の発生が少ないので、これも地球環境に優しいと言

えます。 

 このようにメンテナンスにかかる費用などランニングコストを大きく圧縮され、環境負

荷の少ない技術の導入は温暖化防止にも役立ちます。市が行うさまざまな施策において、

ＬＥＤ機器のような環境に配慮した商品の普及についてどのようにお考えでしょうか、御見

解をお聞かせください。 

 以上、１回目の質問を終わらせていただきます。２回目からの質問については自席より行

いますので、よろしくお願いいたします。 
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○農政課長（成清博茂君） 

 農政課です。鳥インフルエンザの感染予防対策についてお答えいたします。 

 基本的に筑後市にあります県の家畜保健衛生所が中心になって行っておりますけれども、

高病原性インフルエンザの発生状況、防疫対策などの情報の提供、また本年５月には現地立

ち合いのもと、消石灰の散布による消毒の実施、また９月におきましては市内８養鶏所の血

液検査を行っております。 

 また、県内、家畜保健衛生所が４カ所あります。毎月１カ所で高度なウイルス検査が実施

され、予防の徹底を図っております。 

 また、養鶏が死亡したときには、必ず死亡報告書の提出を義務づけられております。 

 本市といたしましても、筑後家畜保健衛生所からの情報の提供を行ったり、防疫のための

消毒液の購入支援や養鶏農家、また鳥を飼ってある方々への周知として今年７月号の市報に

掲載し、注意を呼びかけておるところです。 

 また、養鶏農家の皆さんにおきましては、予防対策として家畜保健衛生所などの指導に沿

って消毒の実施、防鳥ネットの設置などを行っていただいております。 

 また、このように宮崎県などで発生いたしました鳥インフルエンザの脅威と損害について

養鶏農家の皆さんにはこれまで以上に不安を感じられております。そこでやっぱり農家の皆

さんにおいても予防の徹底を実施していただき、異常を感じられたら家畜保健衛生所に迅速

に連絡をとっていただくよう指導をいたしているところでございます。 

 以上です。 

○保健福祉部長（本木芳夫君） 

 保健福祉部長でございます。２点目の本市の対応指針の策定の有無と基本的な取り組み状

況についてお答えしたいというふうに思います。 

 国におきましては、平成15年10月に新型インフルエンザ対策に関する検討小委員会を設置

し、その対策についての検討が進められ、平成16年８月に同委員会で新型インフルエンザ対

策報告書が取りまとめられたところでございます。その後、平成17年12月にＷＨＯ世界イン

フルエンザ事前対策計画に準じまして、新型インフルエンザ対策行動計画が策定されていま

す。この行動計画は平成19年10月に改定が行われておりますが、今般、さらに見直しが行わ

れ、市町村の役割についても示されるというふうに思われます。現在、柳川市の対応指針に

つきましては策定をしておりませんが、この改定を踏まえるとともに、福岡県において先月

の４日に県下の市町村に対しまして研修会が実施されましたので、それをもとに今後、保健

所や医師会等と協議し、指針や体制などをつくっていきたいというふうに考えているところ

でございます。 

 なお、先日行われました県及び九州市長会におきましても、新型インフルエンザ対策につ

いては、国家的な危機管理の問題としまして、国において強いリーダーシップを持って対応
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を図られるとともに、県においても新型インフルエンザ対策の重要性を十分に認識しまして、

適切な措置が講じられるよう要望が行われているところでございます。 

 また先日、政令市を除きます市町村では、県内で初めて災害時協力協定というのを柳川山

門医師会と結んできたところでございますが、この協定につきましては新型インフルエンザ

の備えにもなるというふうに考えているところでもございます。 

 次に、３点目の市民への啓発と正確な情報提供についてお答えいたします。 

 新型インフルエンザの対策において、感染予防、拡大防止を図る上で大変重要なことと考

えております。例えば、発生前の啓発では手洗いやうがいの励行、マスクの着用などをチラ

シや市の広報でお知らせをする。発生時には市のホームページや広報車によります情報提供

など、その時々に合った啓発を行っていかなければならないというふうに考えているところ

でございます。つまり、国が分類をいたしております鳥インフルエンザの発生、人への感染

の率が低い段階を１と申しますけど、その段階１から段階６ということで、これは世界的な

流行ということで人から人への感染が効率よく持続をされる状況というのを段階６というふ

うに申しますけど、段階１から段階６までのそれぞれの状況に応じました情報提供をしてい

く必要があるんじゃないかというふうに思っております。したがいまして、国や県からの情

報提供に基づきまして具体的な指導に当たります保健福祉環境事務所助言のもとに、的確な

情報提供と啓発活動を行いたいというふうに考えております。また、感染拡大防止のために

は、関係機関等の連携及び市の各部門の組織を通じましての情報提供も必要になるというふ

うに考えているところでございます。 

 最後に４点目の医療機関におきます従事者の感染防止を含めた体制の整備についてでござ

いますが、医療機関における対策は管轄します山門保健福祉環境事務所と柳川山門医師会に

おいて研修会の開催や従事者の体制づくり、診療における設備等について現在協議中である

というふうに聞いておるところでございます。医療従事者の感染は結果的に診療体制の滞り

にもつながるおそれがございますので、市といたしましても市民の方が安心できる体制がで

きるよう県等にも働きかけをしていきたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 熊井議員から特別支援教育支援員の推進についてという御質問でございますが、まず最初

のクラスとか人数でございますけれども、現在、柳川市においては、小学校で特別支援学級1

4クラス、ここに２名、それから通常学級に２名、中学校で特別支援学級５クラス、ここに３

名を配置しております。それぞれの学級において非常に高い成果を上げているというふうに

言えると思います。 

 それから、特別支援教育がスタートして１年が経過するが、何が変わったのかというお尋

ねでございますが、この制度の発足により、支援員の配置拡充に努め、支援体制を強化して
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いきたいというふうに考えております。 

 それから、学校の声をということでございますが、学校の先生方は非常に授業に集中でき

て助かっているという声をいただいております。 

○まちづくり課長（大村隆雄君） 

 まちづくり課長でございます。熊井議員の街路灯に発光ダイオード（ＬＥＤ）導入を、普

及についてどのように考えているかという御質問でございます。それにお答えいたします。 

 柳川市では、現在ある街路灯は白熱灯や蛍光灯を用いており、特に道路照明など強い光が

必要なところは水銀灯やナトリウム灯を使用しております。熊井議員が申されますように、

近年、地球温暖化対策や環境保護への関心も高まり、省エネルギーに対しての取り組みが評

価されるようになっており、発光ダイオード（ＬＥＤ）が注目をされているところでござい

ます。このＬＥＤを柳川市ではまちづくり交付金事業で外堀線を整備しております遊歩道の

誘導灯や足元のフットライトにソーラーシステムを併用したＬＥＤを37基設置しております。

その効果といたしましては、その利点等は十分発揮がされているというところでございます。 

 街路灯につきましては、一部の自治体で試験的に採用されているというところも見受けら

れますが、建設コストの割高や照明不足等がまだまだ不十分であるというところから、広範

的な普及に至っていないというのが現状であります。今後は一層の製品の開発に期待をして

いるところでございます。 

 今回、熊井議員の御指摘のとおり、環境問題、省エネルギーやメンテナンスのランニング

コストなどを考えれば、十分調査研究を今後していく必要があるんじゃないかというふうに

思います。それで、新設いたします街路灯の導入の際については、検討していきたいという

ふうに思っているところでございます。 

 以上です。 

○４番（熊井三千代君） 

 御回答ありがとうございました。では、少しずつ質問をしていきたいと思います。 

 さっき答弁をいただきましたけれども、国内では本年に入って鳥インフルエンザの発生は

確認されておりませんけれども、昨年、宮崎で３件、岡山で１件の発生が確認されています。

お隣の韓国では本年の４月から５月に大流行いたしまして、既に850万羽の鶏とアヒルが処分

されています。この鳥インフルエンザの原因とされる渡り鳥のシーズンが来ますので、その

前に福岡県でも10月21日に飯塚で養鶏関係者の方とか、あと市とか県とかの職員さん、保健

所の職員さんなどを集めて350人ぐらいが参加しての防疫研修の開催があっております。非常

に初めて経験される職員さんが多くて、経験してよかったとか、こういう実体験をしている

と、本当に大流行のときにはすぐに実践に移れるというような高い評価の声が聞かれており

ますけれども、本市はこの演習に参加されておりますでしょうか。また、市でも、その養鶏

業者の方々への実践訓練が必要だと思いますけれども、そこら辺の答弁をお願いいたします。 
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○農政課長（成清博茂君） 

 農政課です。10月21日の県の防疫研修に参加したかということですけれども、農政課の振

興係より本市におきまして２名参加をいたしております。 

 また、本市で関係者の実践訓練が必要ではないかという質問ですけれども、この鳥インフ

ルエンザが万が一発生した場合には、地域の養鶏業の被害を最小限に食いとめるということ

で迅速な対応が必要となります。鳥インフルエンザの対応については、専門知識も必要でご

ざいまして、県、市町村、ＪＡ、養鶏農家など連携しながら、それぞれの役割分担を着実に

遂行し、対応するということになろうかと思います。基本的には県の指導での対応となりま

す。県が定めております高病原性インフルエンザ防疫実施マニュアルに沿って、迅速かつ円

滑に措置を行うことになります。県のマニュアルに沿いまして、本市の役割のマニュアルを

作成いたしまして、関係各課の協力もお願いし、これらの連携を図り、対応していかなけれ

ばならないと考えております。実践訓練におきましては、県、市、ＪＡ、養鶏農家の連携が

必要でございますので、今回のような防疫研修が続けられるということで、これらの演習に

関係団体の参加を促して対応していきたいと思っております。また、筑後家畜保健衛生所の

協力を得ながら、情報の収集、専門知識の習得、予防対策の講習会などを開催してまいりた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。マニュアルの作成を行って積極的に取り組んでいくということ

と、あと、また県の講習がこういうふうにずっと次からも行われるということで、それに関

係者の方々を参加させていくというところでよろしいんでしょうか。 

 今回の演習において、農政課から２名の職員さんが参加されたということなんですけど、

この参加された方々は、その後の対応はどういうふうに、職員の中での啓発をしているとか、

情報のチラシを関係者のところに持っていくとかというのは……。ただ研修に参加されただ

けなんでしょうか。 

○農政課長（成清博茂君） 

 研修に参加いたしまして、資料等を課内については回覧をいたしましたところです。この

演習の資料等について養鶏業者の方には今のところまだ配布をいたしておりません。今後、

その資料等も含めて配布なり周知をしたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○４番（熊井三千代君） 

 演習とか、そういうふうに出張で参加された場合は、そういう経験をしっかり生かしてい

ただきたいと思います。 

 次に、県民の新型インフルエンザ対策を８月に県がアンケート調査をしたところ、流行時
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に外出自粛が余儀なくされるために、２週間分の食料の備蓄が必要なことから、食料備蓄に

ついてアンケート調査をしたところ、90％の人が準備をしていないと。また感染拡大を防ぐ

ためせきが出る人はマスクを着用する、せきチェック、咳エチケットの定着を図っています

が、知っている人は34％にすぎなかったという回答が返ってきています。 

 また、病院での二次感染を防ぐために、感染が疑われる場合は保健所に電話相談をすると。

そして指示を受けるように促していますけれども、かかりつけ医院を受診するという方が

55％と最も多かったというふうな回答が返ってきています。指導している保健所に相談する

が11％と最も少なかったという発表があっております。このことから、感染時の対応でも今

のところ認識不足が浮き上がってきております。本市におきましても、市民の皆様のこの感

染の対策予防とかの意識状況はどう認識されておりますでしょうか。また、今も予防対策に

努めるという御回答を受けたんですけれども、今後の対策についてもお聞かせください。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 当市の市民の意識状況につきましても、先ほど議員御指摘のような同様のような状況でな

いかというふうに考えています。先日の新聞記事で感染拡大防止の最も有効な方法として外

出を控えることが最大の方法であるというふうな新聞記事が載っておりました。そのために

も先ほどおっしゃいましたように家庭内での食料の備蓄とか、さらには感染したときの医療

機関等への受診の方法など、先ほど部長が申し上げましたように、今後、県あるいは地元の

医師会等と連携しながら啓発を進めていきたいというふうに考えております。また、公共施

設等に人が集まる場所でのマスクの着用については、先ほど言われましたように、咳エチケ

ットということで、市民の方にもあわせて周知をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。済みません、その市民の方の意識状況はどのように認識されて

いますかというところをもう一回。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 先ほども言いましたように、議員が御指摘のありました８月のアンケート、それと同じよ

うな状況じゃないかというふうに認識をいたしております。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。 

 次に、流行時には医療機関でのスムーズな治療とか、医療行為が実施できるように大量に

必要になるだろうという器材とか物品の備蓄をするために、市の予算を導入して準備を進め

ているという自治体もあるようですけれども、現実にはないんですけれども、予防策として、

対応策として考えておかなければいけないことであると思いますので、こういうこの市の予

算を導入していろんなものを備蓄していくというふうなところについての自治体のお考えを
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お聞かせください。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 新型インフルエンザについての診療は、先ほど議員のほうからも御指摘がありましたよう

に、感染の疑いがある人については、かかりつけ医じゃなくて、まず保健所に相談をすると

いうことで検討をされているようです。保健所におきましては、新型インフルエンザが発生

した場合には、発熱外来という機関を設置して、診療を進めるというようなことを聞いてお

りますので、それに関する資材等の予算は県のほうで確保するんじゃないかというふうに考

えています。しかしながら、本市においても感染の拡大防止のために働く職員だとか、市民

の方たちが着用するマスク等の備蓄は今後必要になってくるかと考えていますので、それに

対する予算の確保は検討していきたいと考えております。 

○４番（熊井三千代君） 

 よろしくお願いいたしておきます。 

 国内で大流行した場合を想定して、政府と都道府県でタミフルを2,100万人分備蓄して、病

院や薬局にも400人分が流通備蓄されています。さらに予防投薬用として政府でタミフルを3

00万人分備蓄しております。しかし、例えば最初に西日本で流行した場合は国の備蓄分の1,

050万人分を投与し、次に県で備蓄分を投与すると。その直後に市内で大流行したときに残っ

ていない可能性があるとして、これも市独自で抗インフルエンザ薬を備蓄しようと予算を計

上している市もあるようです。大きな市ではありますけれども、こういうふうに取り組みが

なされている市もありますし、余りにも格差があってもいけませんので、この流行時、本市

として抗インフルエンザ薬はどれだけ必要なのか、見込みとしてどれぐらいは必要なのかな

と考えてあるのか、そこまで考えていらっしゃるのか、お聞きいたします。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 薬剤の確保につきましては、国や県においてはそのルートというのが確立をされており、

値段等も安く購入できるようになっておりますけれども、１市町村においてはそのような薬

剤の確保というのは非常に現段階では困難であろうというふうに考えています。そこで、市

といたしましては、県、国に十分な薬剤確保の要望を行っていきたいというふうに考えてお

ります。 

 なお、柳川市における薬剤の必要量につきましては、11月の研修会で国が示す予想が、感

染者が人口の25％というふうに言っておりますので、１人につき１日２回、５日分で10カプ

セルが必要かと考えておりますので、本市の人口が７万3,500人でありますので、その25％と

いうことで計算しますと１万8,400人分の１人につき10カプセルということで、18万4,000カ

プセル程度が必要になるんじゃないかというふうに考えております。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。一応、人口からの割り出しとしてもそのような統計が多いと思
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いますので、対策とかマニュアルを立てられるときも、ここら辺を十分考慮していただきた

いと思います。 

 あと、インフルエンザの大流行で多数の患者さんが受診する事態を想定した訓練が11月27

日に鳥栖市で行われております。院内感染を防ぐために、患者が車に乗ったまま医師の診断

を受けるドライブスルー方式による発熱外来の運営などが試みられておりますけれども、い

ろいろな角度から検証して、地域の対策に役立てようと各地で思い思い実地訓練をされてお

ります。そこで本市としてもインフルエンザ大流行発生時の模擬訓練の開催について、どの

ようにお考えなのか、お聞かせください。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 今、議員御指摘の鳥栖市での模擬訓練につきましては、佐賀県の保健福祉事務所が主体と

なって鳥栖市で平成17年に設置されております危機管理委員会とが連携して行われておると

いうふうにお聞きしております。 

 本県においても11月28日に県と県の医師会が合同によりまして、宗像市で新型インフルエ

ンザ対策に係る医療体制合同演習というのが行われています。今後、県あるいは医師会では

この合同演習を県内各地で開催する意向があるというふうに聞いておりますので、当市でも

県の保健福祉環境事務所、あるいは柳川山門医師会、さらには近隣市と連携した訓練を開催

するように検討していきたいというふうに考えております。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。この新型インフルエンザ対策につきましては、本市は観光産業

の発展により収益増を考えているときでもありますので、年間120万人の観光客の方がお見え

くださっておりますし、その中で約６万人の方が外国からお越しくださっていると聞いてお

ります。とにかく安心して観光客の皆さんをお迎えできるように、また市民も不安なく過ご

せるように、今後感染予防や医療従事者のワクチン接種の推進と、また流行時の公的施設の

利用方法や行政の業務体制等、また対応などもしっかりマニュアル化していただき、新型イ

ンフルエンザ対策をしていただきますよう要望いたします。 

 次に、学習支援員のほうの質問に移らせていただきます。 

 今現在、設置支援学級に１人の支援員さんが配置できていない状況ですけれども、今後、

支援員さん配置についてどのような計画をされているのか。また、支援員さんが必要な理由

としてどのような内容が一番多いのかという内容をお聞かせください。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 支援員配置について、どう計画されていますかという御質問でございますけれども、柳川

市の特別支援学級の児童・生徒の平均人数は小学校が２人、中学校が2.2人となっております。

特別支援学級には担任がいますが、担任だけでは学級経営に支障がある場合に学校と協議し

て支援員を配置いたしております。今後も学校と協議して配置をしていきたいというふうに



 - 140 - 

考えております。 

 それから、支援が必要な理由はということでございますが、特別支援学級の場合は一人一

人の児童・生徒にそれぞれの特徴がございます。学級内に複数の児童・生徒が在籍し、特徴

に大きな差がある、担任だけでは対応が難しい場合に配置をいたしております。また、発達

障害で配慮が必要な児童が通常学級に在籍していて、担任だけでは対応が難しい場合に配置

をいたしているという状況でございます。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。その大きく分けるとそういうふうであろうと思うんですけれど

も、多分、多動性の子供さんたちは教室を出ていく回数が多いとか、そういうふうな細かい

ところの一番障害の多い行動というところは認識されていますか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 現在、いろんな障害を持っているお子さんがいらっしゃるわけですが、種類を申し上げま

すと知的障害、それから身体障害、これには移動の介護が必要になります。それから普通

ＬＤと言われる学習障害、それからＡＤＨＤと言われます多動性障害、それから高機能自閉

症と言われる方々があるわけでございますが、それぞれ対応する中身が違ってまいりますの

で、担任がどうしても２人、３人といて対応できないという場合について、配置をするとい

うことにいたしております。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。特別な支援が必要な児童・生徒の方の支援について、先ほども

おっしゃったように責任を負っているのはあくまでも学級担任の先生です。その補助をする

のが支援員の基本的な役割になっておりますけど、学級担任の先生との連携した取り組みが

重要になってくると思いますけれども、どのように対応されているのか、また支援員になっ

てくださっている方々はどのような職種の方がおられて、こういう支援員になられたときの

研修はどうされているのかを教えてください。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 お答えしたいと思います。 

 支援員と学級担任との連携した取り組みが重要であるということは、もうもちろんでござ

いまして、学級担任の教諭が児童・生徒に授業をし、支援員がサポートを行うという形態で

すべて行っております。連携のために休み時間や放課後を利用して、担任と支援員がきめ細

かな打ち合わせをしているという状況でございます。 

 それから、支援員になられる方はどのような職種の方でということでございますが、職種

の限定はしておりませんが、保育士や教員、ヘルパーの免許をお持ちの方が現在多い状況で

ございます。研修については、各学校で教員と一緒に発達障害についての研修やスクールカ

ウンセラーからアドバイスを受けたりいたしております。 
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 以上でございます。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。担任の先生とよりよい連携を図るためにはコーディネーター的

な役割の方が必要だと思うんですけど、大体その役割をしてある方はどなたがされているん

でしょうか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 コーディネーターの役割はということでございますけど、学校におきましては、校長、教

頭、特別支援教育コーディネーターというのがおりまして、これがケアサポートを行ってお

ります。 

 以上でございます。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。教員が圧倒的に多い職場に少人数の支援員さんは大変心細いと

きもあろうし、また、教員にとって常識なことであってもよくわからないこともあるといろ

いろ問題があると思いますけれども、最大の支援効果が得られるように学校側はこの支援員

さんにどのように取り組みをされているのか、お聞かせください。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 まず、支援員の効果を高めるということのために支援対象児童の生徒の保護者との話し合

いを担任教諭と支援員が一緒に行ったり、それからまた、先ほど申し上げましたように、支

援員が孤立しないように、校長、教頭、特別支援教育コーディネーターがサポートしている

という状況でございます。 

 以上でございます。 

○４番（熊井三千代君） 

 今後、特別支援教育をどのように推進していこうとお考えなのか、またその中で支援員さ

んの果たす役割はどのように考えておられるのか、最後にお伺いしたいと思います。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 今後、特別支援教育をどのように推進していこうかと考えられているかというお尋ねでご

ざいますが、特別支援教育は特別支援学級のあるなしにかかわらず、全学校で実施推進して

いく必要がございます。全学校にいる特別支援教育コーディネーター教員を中心に、教員は

児童・生徒の一人一人のニーズにこたえた適切な指導及び必要な支援を行う特別支援教育の

理念と基本的な考え方に沿って推進していく必要があると考えております。 

 それから、役割でございますけれども、担任教諭のサポートとして、基本的生活習慣確立

のための日常生活上の介助、それから発達障害の児童・生徒に対する学習支援、それから学

習活動、教室間移動における介助、児童・生徒の健康安全確保、これは本人のみならず他の

生徒でもございます。それから周囲の児童・生徒への障害の理解促進など支援員の役割と考



 - 142 - 

えております。 

 以上でございます。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。市内においては十分な特別支援教育支援員の配置が今後どんど

ん推進されていきますとともに、学校で行う指導とか、支援が信頼され、効果が上がるよう

十分計画をされて実施していただきますよう要望いたしまして、終わらせていただきます。 

 次に、最後のＬＥＤについて質問させていただきますけれども、現在、まちづくりという

ところで足元フットライトに37基使用しているということでございますけれども、街路灯へ

の設置はなかなかまだやっているところは少ないということなんですけど、市では環境基本

計画の策定中でもありますので、この環境に優しいまちづくりの一環として発光ダイオード

を使った街路灯を試験的に幾つか導入していかれるというふうなお考えはないでしょうか。

お聞かせください。 

○まちづくり課長（大村隆雄君） 

 試験的導入ということでございますが、ＬＥＤは、照明の範囲が直下型というのが特性で

あるということで、街路灯につきましては、ある程度の広範囲な照明が求められるところで

ございます。そういうことで、そういうふうなことはメーカーのほうで改良を日夜やってあ

るということを聞いております。それで、コスト的にうちの今、フットライトですね、誘導

灯を設置しておりますが、ＬＥＤで設置をしたところ、１基当たり約200千円程度かかってお

ります。従来の白熱灯とか、蛍光灯であれば130千円程度ということで、約５割ぐらいのコス

ト高、建設のコスト費用がかさんでくるということで、街路灯につきましても調査したとこ

ろ、ＬＥＤでしたら１基当たり800千円から900千円程度かかるということで、従来のそのナ

トリウム灯であれば500千円程度ということで、この街路灯につきましても、５割から６割程

度の建設コストがかさんでくるということで、課題といたしましてははっきりしているとこ

ろでございまして、建設コストが高いという分と、照明の範囲等がある程度広範囲に改良さ

れれば、当然、十分街路灯ということで採用ができていくんじゃないかなということで考え

ているところでございますので、つけるとすれば、そういうふうなことが改良されてつけて

いくことになろうかというふうに思います。 

 以上です。 

○４番（熊井三千代君） 

 ありがとうございました。最初に設置するときのコストが高いというふうに回答を得まし

た。これは私が調べたところもそうなんですけれども、ランニングコストがあと安くなった

り、手間暇がかからなかったりというふうなところが加わって、最終的には長い目で見れば

割高にはならないというふうな調査結果も出ていますので、今後また担当課におかれまして

は前向きに取り組んでいただき、いろいろな環境に優しい商品の開発がこれからもどんどん
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行われてくると思いますので、調査研究を進めていただき、積極的によいものを早く取り入

れていただくよう要望いたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして熊井三千代議員の質問を終了いたします。 

 ここでお諮りをいたします。本日はこれにて延会したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会いたします。 

午後４時37分 延会 
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５．議事日程 

  日程（１） 一般質問について 

順位  質 問 者  質 問 事 項 答弁者 

１ 
２番 

古 賀 澄 雄 

１．地域活性化対策 

 (1) 少子化の現状と対策について（生み育てやす

  い環境） 

 (2) 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金に

  ついて 

 (3) 緊急経済対策について（原材料価格高騰対応

  緊急保証制度） 

市 長 

２ 
６番 

島 添   勝 

１．学校支援地域本部について 

 (1) 不登校、保健室登校 

２．三橋中グランド整備の経過について 

教育長 

 

〃 

３ 
22番 

藤 丸 正 勝 

１．柳川ホテル跡地買収等について 

 (1) 跡地買収１億２千万円の取得について 

 (2) 基礎杭について 

 (3) 近傍の土地価格について 

２．産・学・官の行政との連携について 

 (1) 柳川市の今後のまちづくりは 

 (2) 不況による経済対策は 

市 長 

 

 

 

〃 

 

 

４ 
21番 

大 橋 恭 三 

１．市長選挙について 

 (1) 選挙の時期 

 (2) 立候補者の資格 

 (3) 石田市長の再出馬は 

２．職員規範について 

 (1) 服務規定の周知徹底 

 (2) 不祥事への対応 

 (3) 談合への対応 

３．スポーツ振興方策について 

 (1) 現在の取組み状況 

 (2) 指導者や審判員の確保 

 (3) 住民スポーツ・生涯スポーツ 

 (4) 総合グランド 

市 長 

 

 

 

〃 

 

 

 

教育長 
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５ 
５番 

梅 崎 昭 彦 

１．市長の新市での改革・改善の取組みについて 

２．昭代地区の主要生活道路の整備について 

３．商店街の活性化について 

４．沖の端舟溜まり岸辺の安全について 

市 長 

〃 

〃 

〃 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時１分 開議 

○議長（田中雅美君） 

 おはようございます。本日の出席議員27名、定足数であります。よって、ただいまから本

日の会議を開きます。 

      日程第１ 一般質問について 

○議長（田中雅美君） 

 日程１．一般質問について。 

 一般質問を、お手元に配付いたしております日程表の記載順に行います。 

 第１順位、２番古賀澄雄議員の発言を許します。 

○２番（古賀澄雄君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。２番、公明党、古賀澄雄でございます。議長のお許しを得ま

したので、通告に従い順次質問をいたします。 

 初めに、少子化の現状と対策についてお伺いいたします。 

 平成20年度、児童数52名、新入生５名、21年度、児童数48名、新入生４名、22年度、児童

数42名、新入生３名、23年度、児童数38名、新入生５名、24年度、児童数34名、新入生４名、

25年度、児童数27名、新入生６名、26年度、児童数28名、新入生６名、これは柳川市立中山

小学校児童数の推移でございます。皆様どのようにお感じでしょうか。平成17年合併時、柳

川市の児童数4,349人、平成26年度には3,481人となります。その差868人、１小学校平均約200

とすると、26年には４校がなくなることになります。 

 そこで、本市はこの現状をどのように把握され、対策を講じられているのでしょうか、市

長にお考えをお伺いいたします。 

 次に、平成20年度補正予算において、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金が創設さ

れました。これは今年８月29日、安心実現のための緊急総合対策として政府が決定、地方公

共団体が地域活性化に資するために作成した総合対策実施計画に基づく事業に交付されるも

ので、速やかかつ着実な実施を図ることを目的とするものであります。 

 そこで、この交付金の概要と活用についてお伺いいたします。 

 次に、原材料価格高騰対応緊急保証制度についてお伺いいたします。 

 これも安心実現のための緊急総合対策において決定された新しい保障制度で、10月31日か
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らスタートしました。この制度は、原油高で原材料価格や仕入れ価格を製品に価格転嫁でき

ないなど、必要な事業資金の調達に支障を来している中小企業を支援するものです。中小企

業が金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が融資の100％の保証を行うことで融資を

受けやすくするものです。 

 そこで、本市においても融資の申し込みが殺到しているということですが、どのような取

り組みになっているのでしょうか、お伺いいたします。 

 以上で終わりますが、再質問については自席にて行いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○子育て支援課長（高崎祐二君） 

 おはようございます。柳川市の少子化の現状につきまして、子育て支援課のほうからお答

えしたいと思います。 

 まず、出生数につきましては、平成18年度526人に対しまして平成19年度は572人になって

おり、46人の増になっております。一方で、死亡者数は18年度796人、19年度784人となって

おり、死亡者数が上回っているため、少子化の歯どめには至っていないところでございます。 

 また、１人の女子が仮にその年次の年齢別出生率で一生の間に産むとしたときの子供の数

に相当する合計特殊出生率で申し上げますと、平成18年度1.32に対し平成19年度は1.36と、

若干ですが上昇しています。これを全国や福岡県と比較いたしますと、平成19年度はどちら

も1.34となっていまして、平成18年度が全国で1.32と、柳川市と同じだったことからいたし

ますと、他市町に比べ若干伸びている状況です。しかしながら、人口を維持するのに必要な2.

07にはほど遠く、長期的な展望が必要と思われます。 

 一方で、子育ての産み育てやすい環境から申し上げますと、柳川市の場合は保育所入所の

待機児童もいなく、延長保育なり一時保育等、必要なところには整備され、子育ての悩みや

相談に関しては、子育て支援センターや集いの広場も充実してきていると思います。 

 さらに、平成18年度から柳川市独自で始めております認可保育園、幼稚園の保育料を第３

子以降無料としております。しかも、今年度からは障害児通園施設に通っている場合は、そ

の利用負担金を全額助成し、認可外保育施設を利用する場合は、月額20千円を上限として補

助しております。さらに、在宅で養育している場合につきましては、月額10千円の第３子手

当てを支給するようにしております。 

 このように就学前の児童に対する優遇制度は、保育所入園児から在宅児まですべてを網羅

する形での助成は他市にはない充実した制度となっているところです。 

 今後は、母子保健や教育委員会との連携、ネットワークを強化し、さらなる相談体制の充

実を図りつつ、産み育てやすい環境づくりに努めていきたいと思っているところでございま

す。 

 以上です。 
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○財政課長（石橋真剛君） 

 古賀議員の２点目の御質問でございます地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金につい

て、御回答申し上げたいと思います。 

 まず、この交付金の概要について申し上げますと、先ほど古賀議員も申し上げられました

とおり、本年８月29日に政府におきまして決定した生活・雇用支援対策ほか６つの対策を柱

としました安心実現のための緊急総合対策に対応した事業を地方公共団体が実施するために

要する費用に対して国が交付金を交付することにより、総合対策の速やかな、かつ着実な実

施を図ることを目的としたものでありまして、本年10月16日に成立しました国の第１次補正

予算に総額260億円が計上されたものでございます。 

 また、この交付金の対象事業としましては、国の第１次補正予算に計上されましたハード

事業を中心とした33の国庫補助事業を実施する場合、及び予算の計上時期にかかわらず、本

年８月30日以降に実施する地方単独事業となっております。 

 なお、この交付金の額につきましては、疲弊した地方財政の支援措置として、平成20年度

から交付税に算入されております地方再生対策費、本市の場合は平成20年度は約225,000千円

の普通交付税に算入された分でございますけど、この地方再生対策費の額を基本に財政力指

数等を加味して算定されたものでありまして、本市の交付額は国からの通知によりまして30,

000千円となっております。 

 次に、本市におきます活用法について概略申し上げますと、この交付金が平成20年度の１

年限りのものであること、及び本市は厳しい財政状況下にあることから、この交付金で新た

な事業を起こしてその費用に活用するのではなく、国の総合対策事業の対象となり、かつ既

存の当初予算とか補正予算とかの予算に既に計上された本市の単独事業における一般財源の

組み替えにより対応することとしておりまして、国への提出期限が11月17日となっておりま

したので、既に11月14日に内閣府に対して、先ほど議員がおっしゃいました実施計画書を提

出しておるものでございます。 

 この計画書に記載しております主な事業について申し上げますと、本年９月に補正予算に

計上しましたひまわり保育園の園舎改築補助金や今議会12月議会の補正予算案に御提案申し

上げておりますカントリーエレベーターにおきまして色彩選別機を設置するための次世代大

規模経営品質管理システム補助金に係る本市の上乗せ単独補助金分や城内小学校校舎の耐力

度・地質調査費等、７つの事業でありまして、総額66,770千円の事業費を実施計画書として

内閣府に提出しております。 

 なお、昨日でございましたけど、この実施計画に伴います内閣府からの内部通知が参りま

した。このため、今後はこの実施計画書に基づきまして、市から国に対して30,000千円を限

度とする国庫補助金としての、この交付金の申請を行うものでございます。 

 以上でございます。 
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○商工振興課長（江崎尚美君） 

 おはようございます。古賀議員の緊急経済対策について、その中の原材料価格高騰対応等

緊急保証制度について、御回答申し上げます。 

 この制度につきましては、先ほど議員のほうから申されたとおり、中小企業の景況感が過

去最悪の水準に落ち込み、自動車、家電などの輸出減少が下請企業を直撃している状況の中

で、安心実現のための緊急総合対策に基づき決定されたものです。 

 内容につきましては、全国の信用保証協会が保証を行うことで金融機関の融資を受けやす

くするセーフティーネットを拡充したものであります。 

 具体的に申しますと、中小企業信用保険法第２条第４項に基づくセーフティーネット保証

制度のうち、業況の悪化している業種を対象とする第５号認定について、市町村が法の対象

となる特定業種であるという認定を行うことによって保証限度枠が拡大される制度でござい

ます。これは中小企業者が金融機関から融資を受ける際に、一般の保証とは別枠で無担保保

証で80,000千円、普通保証で２億円まで信用保証協会の100％の保証が受けられるものです。 

 さらに、原材料価格の高騰などによる中小企業者の資金繰りを支援するため、10月31日に

抜本的な拡充、見直しが行われまして、原材料価格高騰対応等緊急保証制度としてその対象

額が当初の185業種から545業種となり、11月14日には618業種、さらに12月10日からは80業種

が追加され、698業種となるわけでございます。 

 これによりまして、中小企業者の資金繰りの改善が期待され、当市においても特定業種と

しての認定申請が10月31日から11月28日までに78件あっており、業種別に申しますと、製造

業が26件、卸売・小売業が21件、建設業が20件、運用業が８件、その他３件となっておりま

して、きのうまでの段階、12月９日現在で申しますと113件の認定が終わっております。現在

も認定申請手続が円滑に進みますよう商工団体と連絡をとりながら事務を行っているところ

でございます。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 答弁ありがとうございました。それでは、順次質問をさせていただきます。 

 初めに、少子化の現状と対策についてでございます。 

 中山小学校は現状では22年度、１年生と２年生が複式学級になり、５学級になります。複

式学級が始まると、教頭が引き揚げると、担任の教師もその分減ると。教務主任の枠もなく

なると、こういうふうにお聞きをしております。さらに、23年度以降は４学級になりますが、

そこで、この現状と今後について、教育長、よろしくお願いします。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 古賀議員の御質問は、学校の児童・生徒の少子化による学校側の対応がどうなるかという

ことでお尋ねでございますが、特定の学校ということではございませんで、私どもといたし
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ましては、まず現在、文部科学省におきましては、小学校については12学級から18学級が適

正規模の学校としているところでありまして、福岡市や久留米市においてはこの基準を満た

す学校の再編が現在進められているところでございます。また、公立の小・中学校の１学級

の児童・生徒の基準は、国の標準に準じて県教育委員会が、通常学級の場合は40人となって

おります。現在、柳川におきましては、最も大きい学校が14学級で２校、最も少ない学校が

６学級で６校となっており、標準より少ない小規模校が19校中14校となっております。 

 ところが、少子化が進むことにより、２学年を合わせての児童数が16人、１年生を含む場

合は８人を下回れば、２学年を一緒にした複式学級となります。学校における学級数が６を

下回れば教師の数が２人少なくなります。３を下回ることとなれば、事務職が配置されなく

なり、学校運営が非常に厳しくなってまいります。 

 柳川市においても、22年度以降には複式学級を実施することとなる学校が数校予測をされ

ます。教育委員会としては、児童・生徒が適切な教育環境の中で切磋琢磨し、健やかに育つ

ことを第一義に考えますと、適正な学校配置、統廃合を視野に入れながら、今後の義務教育

の推進を図ることも必要ではないかと考えております。 

○２番（古賀澄雄君） 

 ありがとうございました。 

 そこで、防御策ということでございますが、人口７万3,000余という柳川市の人口、こうい

ったところで、学校の統廃合というのが迫ってきている、非常に考えられないようなことで

ございますけれども、目前にそういったことが迫ってきておるわけでございますけれども、

特に中山小学校においてはそういう実態であると。これを防ぐということが可能なのか、ま

たそういう考えはどうなのか、ちょっと聞きたいと思います。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 学校教育課といたしましては、やはり児童数が少なくなるといいますか、その校区内に子

供さんがいないということになれば、学校のほうで児童数をふやすということはできません

ので、もう県教委としては必然的に複式学級という配置をしてくるんではなかろうかという

ふうに考えます。 

○２番（古賀澄雄君） 

 そこで、地域活性化ということが話題になろうかと思います。この中山小学校においては、

学力もよいと、問題行動もないと、校長先生の話によると、便所の履物が乱れない、そうい

ったことを自慢にしてある、そういう説明をされながら、教育現場の充実したものをお話し

されるわけですけれども、少人数ならではの学校を校長先生としてはアピールしていきたい

と。また、他人の親が我が子のように育てる地域力を知ってもらいたいと。中山はよかとこ

ばいと、こういうアピールをしていきたいと、こういう校長先生の話を先日伺ったところで

ございます。 
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 また一方では、同和地域の少子化は県の統計によると、他の地域に比べて減少率が高い、

こういう指導を受けて心配される声があります。そこで、地元では学童保育の設置や公民館

の整備、こういったことも地域対策として叫ばれているところです。 

 そこで、市長に一言お願いしたいと思いますけれども、この地域の活性化対策について御

所見をお願いしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 活性化対策と申しますか、この学校の関連については、今、学校教育課長がお答えを申し

上げましたとおりに、近々、平成22年、23年ごろになりますと、やはり複式学級、こういっ

たものも発生するであろうし、また統廃合の検討にも入らなきゃならないというのが現実的

な選択の一つにもなってくるだろうというふうに報告を受けております。ただ、この中山地

区の問題については、活性化というお尋ねでございますが、間もなく平成二十二、三年、正

式にはまだわかりませんけれども、九州新幹線船小屋の開設も間近に控え、また九州縦貫道

のアクセス、443号のバイパスも大きなまちの動きについては影響を与えてくれる、いい方向

への動きになってくると私は思っております。そういったものからいたしましても、こうい

ったインフラの整備、社会資本の整備が進んでまいりますと、一定の働く場所への、いわゆ

るベッドタウン的な要素も私は生まれてくるんじゃないかなと、こんなふうに思っておりま

す。 

 したがって、年次計画、マスタープラン等の中にもありますように、同地区においてはま

ちづくり事業として、交付金事業としてさまざまな事業も環境整備のための、あるいは住宅

の整備等も進めておるところでございまして、こういった受け皿的要素、環境のいい条件を

行政としても逐次計画に沿って進めていかなきゃならないと、このように思っているところ

でございます。 

○２番（古賀澄雄君） 

 ありがとうございます。 

 過疎化対策の委員会が地元でできているということで、活性化に向けた取り組みが始まっ

ていると、そういうことで柳川市にもその対策委員会なるものを設置し、また、具体的な対

策を出していただくようにと、こういう要望書が来ております。この対応について、執行部

どのようにされるのか、お願いしたいと思います。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 企画課のほうからお答え申し上げます。 

 中山校区過疎化対策委員会からの要望書は、10月27日付で出されております。要望内容は、

先ほど議員がおっしゃった内容でございまして、市といたしましては、この過疎化対策を定

住化対策として取り組んでいく考えでございます。 

 現在、他の校区を含めた市全体での定住化プランの策定に取りかかっておりまして、年明
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けには庁内の実務者レベルで検討委員会を設置して、定住化に向けた事務事業の検討をして

いくように考えております。そして、その後、この施策を展開してまいります際には、中山

校区との連携も図りながら進めていきたいと考えているところでございます。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 よろしくお願いしておきます。 

 次に、産み育てやすい環境についてお伺いをいたします。 

 さきの答弁で柳川市の出生率については、他の市町村に比べて若干伸びていると、子育て

の環境も他の市にない充実した制度になっていると、こういう答弁ではなかったかと思いま

す。 

 そこで、２点お尋ねをしたいと思います。 

 １点目は、今年10月１日から県の医療費助成制度が改定され、県の交付基準が乳幼児医療

費のうち、通院の助成を３歳未満から就学前まで拡大しました。しかし、３歳以上に通院費、

月額上限600円、入院費に日額500円で月額上限3,500円が自己負担になっています。柳川市で

は、県の基準を制度としていますが、他の市町村で自己負担をゼロに、所得制限を設けない

ところが半数以上あるようですが、本市の考えをお伺いいたします。 

 ２点目、政府の２次追加補正予算、妊産婦健診の公費負担の拡充で、現在、全国平均5.5

回実施されている無料化を来年度14回まで拡充するとしています。そこで、本市の対応につ

いていかがお考えか、お聞きしたいと思います。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 まず、１点目の乳幼児医療制度の自己負担を市のほうで見れないかというような御質問だ

と思いますけれども、その件につきましては、今御指摘のように、10月から県の制度が変わ

りまして、その内容を市のほうでどんなふうにしていくかということを検討しました結果、

県の制度に上積みをしているのは、もう皆さん御存じと思いますけれども、５歳以上の重度

心身障害者の自己負担分、その分を市のほうで見るということで今しているわけですけれど

も、その分の市の負担が大体年間に9,000千円程度というふうに見込んでおります。 

 今、古賀議員のほうから言われました３歳以上６歳未満の子供に対する自己負担をすべて

市のほうで仮に見るということになりますと、大体年間に30,000千円程度の市のほうの負担

になるんじゃないかというふうに試算をしております。 

 今回の制度改正の中で、市の負担分が大体20,000千円ぐらい、そのまま県の制度を持って

きまして、全体で40,000千円の増額を見込んでおりますので、そのうちの半分が市の負担に

なりますので、現在考えているところでは20,000千円程度の負担です。それに先ほど言いま

したように、３歳以上６歳未満の子供の自己負担分を市が見るということになりますと、合

計で50,000千円程度の市の負担増になるんじゃないかというふうに考えています。 
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 そういったことをもろもろ考えましたときに、今の市の財政状況を考えてみますと、乳幼

児の制度に関しては県の制度をそのまま使うということで考えたわけです。 

 それから、２点目の妊婦健診の回数を、現在５回を14回にということで国のほうが示して

おりますけれども、これについては、もう皆さん御存じのように、国が第２次補正予算で見

るというふうな考え方を示しております。２次補正については、まだ現在国のほうが示して

おりません。一応マスコミ等の情報では、年明けてから２次補正を行うというふうなことを

聞いておりますので、その国の補正予算が確定して、具体的にその９回分の増額に対する財

源措置をどのようにするかということを見て、それに基づいて市のほうとしても対応してい

きたいというふうに考えています。この件については、９月議会で熊井議員のほうから一般

質問の中でありましたときもお答えしましたように、国の状況を見て、それに見合う対策を

していきたいということで回答していますので、今回もそのように考えております。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 どうもありがとうございます。 

 乳幼児医療費の完全無料化ということでは、50,000千円ぐらいかかるので見合わせたいと、

こういうことだと思いますけれども、３歳未満までは完全無料化ということですね。３歳か

ら就学前までが個人負担があると。非常に難しい部分がありますので、さっとそろえていた

だきたいというふうには思っております。 

 それから、妊産婦の14回の公費負担については、先ほど説明があったとおり、第２次追加

補正予算で決定されるものになっております。現在、柳川市は５回実施をしていただいてお

ります、無料ですね。あと９回分をどうするかという問題でありまして、財源の９回分の２

分の１は国庫負担ということですね。その残りの２分の１は市町村ということですけれども、

これは国が交付税で措置をするということで、財源については問題ないと思いますけれども、

そこら辺のことはどういうふうに理解されておりますか。 

○健康づくり課長（川口敬司君） 

 今、議員御指摘のように、５回分は現在交付税で措置をされておりまして、あと９回上積

みをされるそのうちの半分を国の補助、残りの半分を市町村が負担して、それを交付税で措

置をするというふうな国の指針は来ております。しかし、先ほども言いましたように、国の

補正予算が確定しまして、それに基づいてうちのほうは動きたいというふうに考えておりま

すので、今おっしゃったような措置に多分なろうかと思いますので、国の予算が確定しまし

たら市としても考えていきたいと考えています。 

○２番（古賀澄雄君） 

 よろしくお願いしておきます。 

 これは要望でございます。この件について、市が14回を決定しない限りは実施にならない
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わけですね。そこで、追加補正予算が措置される地方財政措置に関して、妊産婦健診の14回

分の公費負担の予算を確保し、実施することを強く要望しておきたいというふうに思います。 

 次に、緊急経済対策について質問をいたします。 

 百年に一度という世界的な金融危機で、景気が低迷する中、不況感はますます深まるばか

りであります。東大阪市では10％のプレミアムつき商品券を来年１月16日から発行、市は国

の第１次補正予算に盛り込まれた地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金と市単費を使っ

て助成するとしています。 

 そこで、我が市の目玉商品、柳川藩札を冬バージョンで発行して、消費拡大に地域経済の

活性化を図られてはいかがでしょうか。市長にお願いしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 古賀議員から柳川藩札のプレミアム商品券、これに今回のやつを充てたらどうかというこ

とですけれども、先ほど財政課長から答弁をいたしましたとおり、新たに起こすというより

も、既に国においての申請が終わっておりまして、私もけさ決裁をしました。30,000千円の

特別交付金、緊急対策として私どもが申請をしていたものが理解をいただいて認められたと

いう先ほどの答弁でありますが、それぞれ城内小学校の耐震強化の調査費だとか、カントリ

ーエレベーターの色彩選別機だとか、既に行き先を示して申請をしているところでございま

すので、御理解をいただきたいと思います。 

 ただ、今議員から御指摘がございました東大阪市のプレミアム商品券、これはもう既に私

ども柳川市、旧大和、旧三橋においても長くやってきたことでございます。東大阪市、聞く

ところによりますと、今年度からこの制度が立ち上げられたということを聞いております。

この問題については、既に柳川市としてもことしは11,700千円予算を計上して支援をしてい

るところでございまして、目的、使途も定まっておるということで御理解をいただきたいと

いうふうに思っております。 

○２番（古賀澄雄君） 

 どうもありがとうございます。 

 先ほどの30,000千円の使い道については、そういうことで柳川市のほうは申し込みをされ

ているということでございます。それは理解できるわけですけれども、ただ、それは既存の

事業に対して使うということで、柳川市においてはその分は押し出せる財源ではないかとい

うふうに私は理解するところでございますけれども、特にこういう経済状況でございますの

で、今東大阪の件を取り上げてみましたけれども、これはきのうの新聞でございますけれど

も、菊池市、商品券１億円分完売と、発売から何と８日間で完売をしたということでござい

ます。そのことが、同県玉東町は１日から取り組みを始めると。また、上天草市も来年１月

に導入すると。菊池市には山口県周南市など、県内外の約10自治体から問い合わせが殺到し

ていると。菊池市長は、これは一会という商品券らしいんですけれども、地元に確実にお金
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が落ちる利点があると、冷え込んだ地域経済の起爆剤にしたいと、こういう新聞記事があり

ますけれども、やはり私は市民の皆さんにこの不景気感を払拭する経済対策を打って、頑張

ってくださいという励みのメッセージを送ることが大事ではないかと、こういうことでこの

不況の中で市は市民の皆さんにどういったメッセージを考えられているのか、もう一度お願

いしたいというふうに思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 やはりこれについては、不況感、国においても随分制度が政府・与党内でも考え方が異な

るようでございます。特に政府の考え方そのものがぶれている感じもいたしまして、非常に

国民の皆さんの不安もここで揺らいでいるんじゃないかなという気もするわけであります。

それはどういうことかといいますと、定額給付金の問題にしても、12千円をどういった形で

出すのか、定額減税ということで、古賀議員所属の公明党も政府・与党の立場として、そう

いった政策で提案をされておりましたけれども、これが給付金という形に変わってまいりま

した。これについては、市長会、町村長会も随分異論があるわけでございました。一人一人

にばらまくのがいいのか、あまたの行政、私ども市町村においてはそれなりの煩雑な事務が

ふえる、しかも住民の皆さんの中にもトラブルが生じてくる、振り込め詐欺だとか、ひとり

暮らしの高齢者の方については、本当に届くのか、また、発生日をいつにするのか、その基

準日たりともまだ揺るいでいる感じもいたします。こういったものは、やはりさまざまな問

題を惹起すると。もちろん使い勝手のよい自治体へ、私どもはそういった交付金が来るなら

ばというふうに市民の皆さんの知恵を結集して、それを合理的に景気対策のために活用する

ということは、これは可能ではないかなと私は思っているわけであります。 

 もちろん、市長会の中でもそういった意見は多いわけでありますけれども、私どもとして、

今市からどのようなメッセージを出すかという議員の御指摘でございますけれども、私とし

ては今国の予算措置等を見ながら、政府が進めております緊急経済対策、あるいは年末年始

の中小企業への融資制度、こういったものをフルに活用するような方向で私どもはメッセー

ジを送っていこうというふうに思っております。 

○２番（古賀澄雄君） 

 ありがとうございます。 

 この商品券について、いわゆる定額給付金のお話まで出たわけですけれども、何とばらま

きというような話をされたわけですけれども、この商品券はばらまきと考えられますか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これはばらまきとは考えておりません。既に柳川市では実施をしてきておりますし、こと

しも、先ほど言いましたように11,700千円、プレミアム商品券、これは随分市民の皆さん方

にも好評でございまして、瞬く間に完売されるという、これはありがたいことでございます。 

 ただ、今回に限っては、もう既に30,000千円の緊急の交付金については申請をし、使途を
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明確にしておりますので、こういったものについてはそのように国からの認可どおりにひと

つさせていただこうと。いずれにしても、市の金をいつかは使わなきゃいけない、城内小学

校の改築の問題の調査費にいたしましても、カントリーエレベーターの色彩選別機は農業の

振興のためでもございますし、かなりそういったものについてはじきに効果が出てくるもの

でございますし、いつかの時点では市の金を投入しなきゃならない問題でございますので、

御理解をいただきたい。また、幼稚園舎の改築についても、そのようなことで御理解いただ

きたい。そういった使途、目的を明確にしているということで御理解をいただきたいと思い

ます。 

○２番（古賀澄雄君） 

 私は、市民に対してやはり激励のメッセージを何らかの形で市が考えるということは、大

変重要なことだと、こういうふうに受けとめておるところでございます。 

 次に行きます。緊急保証制度についてですけれども、５点についてまずお伺いをしたいと

思います。 

 まず、融資を受けようとするときに、１点目、だれでも受けられるのかということです。

２点目、どこに相談すればよいか。３点目、家や土地が既に融資の担保になっている場合は

再び受けられるのか。４点目、利息についてはどうなっているのか。５点目、手続に必要な

ものはどうなっているか。この５点をお願いします。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 御質問の点について御回答させていただきます。 

 まず最初に、だれでもできるのかという御質問ですけれども、これにつきましては、全部

ではございません。ただ、原則的に申しますと、農林水産業、金融、保険業を除くほとんど

の中小企業というふうになっておるところでございます。その業種の種類は、先ほど申しま

したように、698業種でございまして、参考までに申しますと、全体で1,269業種があると言

われております。 

 ２番目、相談場所でございますけれども、これはあくまで認定は市町村でございますので

市町村、商工団体及び金融機関ということになっておりますが、その相談に来られた方にど

こでお知りになりましたかということをちょっと聞いてみますと、新聞等ということはもち

ろんですけれども、金融機関という方が非常に多うございまして、金融機関もそれなりの対

応をしているんじゃないかなというふうに思っております。 

 他の担保との併用ということでございますけれども、これについては具体的には金融機関

で御相談をされたほうがいいと思います。併用できる、できないということを、私この辺ち

ょっと確実に記憶しておりませんので、申しわけありません。 

 ４番目、貸付利率につきましても金融機関との話し合いということになっております。た

だ、保証料率は普通は１％を超える保証料率なんですけれども、特にセーフティーネット、
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特に福岡県は、柳川市は福岡県の保証協会が保証するわけでございますが、これについては0.

8％以内ということになっておるところでございます。 

 ５番目、必要なもの、これにつきましては業種がわかるもの、セーフティーネットでは業

種を市町村が認定するわけでございますので、業種がわかるもの、具体的には法人におかれ

ましては登記簿ですね、個人におかれましては、それが証明できるもの、例えば確定申告書

等々でございます。 

 でよろしいでしょうか。終わります。 

○２番（古賀澄雄君） 

 受けようとする場合の条件というか、そういったことをお聞きしたわけですけれども、先

ほどの答弁によりますと、10月31日から始まりまして、11月いっぱいで78件、今日まで113

件と、こういう申し込みがあっているということですけれども、この数についてはどういう

ふうに市は受けとめてありますか。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 数につきましては、ちょっと現況を申しますと、大体全国的には12月４日現在で６万8,000件、

福岡県で申しますと6,190件でございます。ただ、柳川市には国勢調査等によりますと、3,0

00を超える事業主の方がおられますので、多い少ないということはちょっとわかりません。 

 ただ、もう１つつけ加えますと、県の独自融資がございます。これについては、商工会議

所、商工団体で受け付けておりますけれども、聞いたところ、11月末及び12月初めまでに大

体30件ほどが申し込まれておるようでございます。特に県の融資については、御存じのよう

に300億円と、またこれから上げるというふうな話もございまして、これは直接融資でござい

ますので、宣伝するわけではございませんけれども、これがなかなか周知がなされていない

んじゃないかという気は商工振興課としてはしております。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 市長にもお伺いしたいと思いますけれども、こういった金融危機、金融不安というのが今

中小企業を直撃しているわけですけれども、この数について、市長は柳川市の中小企業者が

どういう状況にあるのか把握されているのか、所見があればお伺いしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 今言われておりますように、113件、これをどのように見るかということですが、全国的な

傾向とほとんど変わらないんじゃないかなというふうに私は受けとめております。 

○２番（古賀澄雄君） 

 その全国的というのの一言コメントをいただきたいと思いますが。 

○市長（石田宝藏君） 

 今、商工振興課長から答弁がありましたが、全国的に申請６万8,000件、こういった実態で
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ありますし、県においては6,100から6,200といった中での柳川の数値、これはやはり先ほど

申し上げましたとおりに、実態としてはマスコミ等でも報道されておりますように、大変な

不況の状況がひしひしと地方にも来ているということを実感しております。 

○２番（古賀澄雄君） 

 もう少し細かいことをつかんでもらったことをお話ししてもらったらなというふうに思っ

ておりましたけれども。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 これにつきましては、私、商工振興課でも代表的な業種を回っております、始まってから

ですね。どのような傾向かなということで、全部ではございませんけれども、代表的な業種

ですね、例えば、自動車産業にかかわるもの、例えばＩＣ関係、鉄工、建設ですね。御存じ

のように、自動車産業につきまして、もう御存じの方もおられるかと思いますけれども、難

儀でございます。直接トヨタとか請け合っている方のところは、やはり７月現在に比べて30％、

来年には60％ぐらい下がるだろうということでございます。また、あるところでは、わから

ないと、下がることだけは確かだろうと、その数も30％以上にはなるだろうということでご

ざいます。 

 ただ、我々の感じとしましては、業種がないといいますか、柳川市はそういう直接的な業

種がないといいますか、そういうことではございませんけれども、ひしひしというか、従業

員が、正職員が切られるとか、あるところは実際的にそれはもう派遣の方については切られ

ております。ただ、全国的に申されるように、正職員ということでは、我々の感じではなか

ったような気がいたします。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 ありがとうございます。 

 年末にかけて駆け込みのそういう申し込みが今後ふえてくるんじゃないかという気がする

わけです。特に売り上げがなくて、また注文もないと、受注もないと、年が越せないと、そ

うやって困っている企業の皆さんがいらっしゃると思うわけですね。そういった中で、この

制度を知らないで、いわゆる免れるところを免れなかったという結果に陥る可能性もなきに

しもあらずということで、周知についてはどういうふうに考えてあるのか。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 我々としましても、あらゆる方法、例えば、本市としましては市報、その他、商工団体が

発行します冊子及びホームページ等を利用しまして、いろんな周知を今後とも図っていきた

いと思います。御存じのように、これは現在22年の３月31日までとなっておりますので、そ

の辺も特に訴えていきたいと思っております。 

 以上です。 
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○２番（古賀澄雄君） 

 ありがとうございます。 

 これについても、市の独自策ということで少しお聞かせ願いたいと思いますが、自治体に

よっては金利、いわゆる融資利子を全額２年間、補給をすると。そして、その後、本人の負

担率を0.5％にすると、こういう組み合わせで独自策をとってあるところがあると。これは一

つの例でありますけれども、もろもろあるようでございます。こういう緊急資金対策、これ

は別枠でそういうふうに設置をするわけですけれども、本市はそこら辺についてはどのよう

に考えてあるのか。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 御存じのように、大川とか隣の行政もそのための措置をしてあるというふうに聞いており

ます。ただ、柳川市におきましては、今後につきましては、そういうふうな方面も、利子を

下げるとか新たな融資制度を設けるとかいうふうな検討は、課としては進めていきたいと思

っております。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 利子補給をされる、検討するということですか、今の答弁は。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 いえ、利子補給ではございません。利率の低減と新たな制度、今直接関係あるのは３制度

ございまして、柳川市では制度の融資ということでは。それを新たな融資制度も設けていか

なきゃならないかなと担当課では検討しているところでございます。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 確かに柳川市の融資制度に小口の融資制度3,000千円等がございます。久留米市においても、

融資実施後１年間について全額利子補給と。これは信用保証協会の100％、このセーフティー

ネットの保証で、また非対象業種も全部含むと、こういうことを実行しているみたいでござ

います。 

 先ほど言われた県の分ですけれども、これは113件のうちに入っているんですか、数は。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 入っておりません。県の融資は、今申しましたように商工団体が窓口となっておりまして、

12月の初めごろですかね、30件ほどと聞いております。 

 以上です。 

○２番（古賀澄雄君） 

 県のやつは限度額が50,000千円、年利1.60、保証料金が普通0.8を0.7と。融資期間は10年

間で、据え置き２年ということです。これは企業としては大きな企業が利用できるようなも
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のじゃないかというふうなことを理解するわけです。 

 柳川市において、やはり中小というよりも零細、家族ですね、そういった企業者、ここに

対して市としてこの小口融資の3,000千円にぜひ措置をお願いしたいと、こういうふうな考え

を持っておりますけれども、市長、この件についてはいかがでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは財政とも、あるいは原課とも検討を重ねているところでもございます。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 今申されました県の融資ですね、個人はできないということでございますけれども、個人

もできますので。（「それはいいです」と呼ぶ者あり）失礼しました。 

○２番（古賀澄雄君） 

 県の融資制度は、今私が説明したとおりでありますけれども、やはり大きな企業のほうが

利用しやすいんではないかというふうに思っています。だから、小さな企業が、零細企業、

いわゆる家内工業、そういった方々が利用しやすいように、10,000千円も幾らも借らんでい

いわけですよ。500千円、1,000千円に困ってある方もいらっしゃるわけです。そういった方

に１年間据え置くとか、１年間は無利子にしますよとか、そういう政策はいかがですかと言

っているわけです。 

○市長（石田宝藏君） 

 議員も御案内のとおり、平成18年に私も市長になりましてから、こういった使い勝手のよ

い小口融資の制度を3,000千円、また新規の操業融資資金というのも創設をしたことは御案内

のことかと思います。今回のやつは緊急的なものだということで、私どもも当然胸を痛めて

いるわけでございますけれども、やはり使い勝手のよいやつはうまく企業主の方々もひとつ

御利用いただきたい。ただ、融資の利息をどうするのかということは、やっぱりこちらとし

ても当然検討しなければならない、詰めておかなきゃならない問題でございますので、軽々

にそれは無利子にしましょうというわけにもいきません。財政とも、あるいは原課とも十分

詰めた上で喫緊の課題として、これは打ち出さなきゃいけないことだろうと思っております

ので、御理解いただきたいと思います。きょうのところでは、いつの段階でどのような形で

どうするということはちょっと差し控えさせていただこうと思っております。御理解いただ

きたいと思います。 

○２番（古賀澄雄君） 

 時間となりましたので、以上で終わりたいと思います。 

 どうか地域活性化のための施策を打っていただいて、市民の皆さんに激励のメッセージを

よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。ありがとうございます。 

○議長（田中雅美君） 
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 これをもちまして、古賀澄雄議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午前11時１分 休憩 

午前11時14分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第２順位、６番島添勝議員の発言を許します。 

○６番（島添 勝君）（登壇） 

 ６番島添です。議長の許可を得ましたので、一般質問をさせてもらいます。 

 市の小学校においては、学校長を中心に先生と一丸となり、児童・生徒の生活指導やしつ

けなどに努めてあると思いますが、昨年の教育環境の急激な変化を見ますと、学校の指導だ

けでは限度があると思われます。学校では先生に求められる役割が広がり、教育に集中する

ことが難しくなっていると思われ、家庭でのすべきしつけのたぐいや家庭内の問題への関与

などでございます。そこで、家庭、地域が一体となり、地域ぐるみで子供を育てようと、そ

ういうねらいで国からの補助で事業の補助やドリルの採点、部活動の指導補助、図書室の本

の貸し出し、読み聞かせ、通学路の安全確保、運動会や文化祭の準備補助などが考えられる

制度、いわゆる学校支援地域本部、地域住民のボランティアで、学校行事や授業を手伝うた

めの組織です。文部科学省は今年度予算に50億円を計上し、約1,800の全市町村の小・中学校

に置くことを目指しています。 

 そこで、お尋ねします。当柳川市ではどのような取り組みをされているか、お尋ねします。 

 次に、不登校、保健室登校についてお尋ねします。 

 文部科学省が発表した基本調査報告書によると、2007年度に病気や経済的理由以外で年間3

0日以上休んだ小・中学生は2006年度より1.9％多い12万9,000人に上り、２年連続増加してい

るそうです。不登校生は2001年度をピークに12万2,000人まで減っていたところが、2006年、

2007年の２年間で7,000人もふえたことになります。当柳川市の小・中学校で不登校、保健室

登校はどのくらいいるか、教えてください。また、その対策はどのようにされているのか。 

 次に、ことしの私の６月議会での一般質問で、三橋中学校グラウンド整備について質問し

ましたが、その後の経過についてお知らせください。 

 あとは自席のほうから質問しますので、よろしくお願いします。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 島添議員の質問にお答えをしたいと思います。 

 まず、学校支援地域本部とは何かというようなお尋ねでございますが、この事業は文部科

学省が本年度より実施をいたしております事業で、教育委員会、ＰＴＡ、地元企業などの協

力を得て学校と地域が連携体制の構築を図り、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを



 - 163 - 

していこうという目的のもとに始められたものです。言うなれば、地域住民がボランティア

で学校行事や授業の手伝いなどを行う学校の応援団づくりであります。文部科学省が今年度1,

800の市町村に設置を目指して進めている事業でございますが、福岡県では福岡学校応援事業

という名称に変更し、事業内容も一般事業からモデル事業に変更いたしまして、県内を30ブ

ロックに分け、それぞれのブロックから小・中２校のモデル校を指定して事業を進めていま

す。南筑後教育事務所館内では14校が指定され、柳川市においても二ツ川小学校と蒲池中学

校が３年間の指定を受け、現在活動を展開しているところでございます。この事業には委託

料として県のほうから小学校に150千円、中学校に350千円が交付をされております。 

 それから、次に不登校の実態についてのお尋ねでございますが、不登校とは、議員先ほど

おっしゃいましたように、年間30日以上学校に登校しない児童・生徒でございますが、平成1

7年度では72名、18年度では83名、19年度では74名となっております。今年度も10月現在で小

学校が７名、中学校が46名と、昨年と比較いたしますと８名程度増というところで推移をい

たしております。 

 また、保健室登校は不登校ではございませんが、教室で授業を受けれない児童・生徒の数

というふうに認識をいたしますと、12月８日現在で29名となっており、これは昨年並みで推

移をいたしております。 

 以上でございます。 

○教育部長（佐藤健二君） 

 三橋中学校グラウンド整備の経過についてお答えをしたいと思います。 

 三橋中学校グラウンドにつきましては、市長を初め、教育民生常任委員会の議員の皆様か

らも雨上がりの状況を見ていただきました。そこで、20年度予算で排水溝の未整備部分を整

備いたしました。また、校舎南側の排水溝や西側の排水溝は学校の先生や生徒によりまして、

中の土をかき上げ、排水機能の復旧を図っていただいているところでございます。 

 また、グラウンド南側、防球ネットの外側の管理用道路の草は教育委員会において除去し、

グラウンド内の雨水が流れやすい状況にはいたしておりますが、何分市内中学校の中でも最

も広いグラウンドでございますので、抜本的な対応となりますと、暗渠排水の設備を施し、

表面の勾配を新たにやり直す必要がございます。これには多額の予算が必要となるところで

ございます。限られた予算でありますので、今は児童・生徒の安全確保を第一に考えて、校

舎の耐震補強や改築といった危険性の高い校舎の整備を計画的に実施している状況でござい

ます。 

 議員御指摘の状況は、教育委員会といたしましても十分承知をいたしておりますので、今

すぐとはいきませんが、今後、全体的な整備計画のもとに取り組ませていただきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 
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○６番（島添 勝君） 

 学校支援地域本部のことについて、再度お尋ねします。 

 10月１日の時点で全国1,800の市町村のうち644の市町村で、1,781カ所が中学校単位で設置

し、校区内の小学校を含め支援する形が基本で、小・中学校単独での設置もできるそうです

けれども、今、回答をもらいましたように、蒲池中と二ツ川小学校はモデルということでご

ざいますので、その点、教育長、中学校に350千円、小学校で150千円、そういう補助金が来

るそうでございますので、その取り組みといいますか、その辺どうでしょうか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 この事業は福岡県におきましては、モデル的に３年間やるということになっておりまして、

小学校に委託料として150千円、中学校に350千円が交付をされます。この委託料の使途とい

いますか、使い方は決まっておりまして、中学校が200千円多いわけでございますけど、この

200千円は小学校、中学校でやりましたモデル事業の成果について、講演会等を行って啓発を

するという費用に使うということでもう決められております。 

 それから、具体的なそれぞれの学校の取り組みでございますけれども、これもこういう取

り組みをしなさいという枠がありまして、ＰＴＡ会長を代表にした無報酬の委員10名による

学校応援実行委員会というのを組織して、それから各教科の指導補助や総合的学習時間、ク

ラブ活動の指導補助など、学校がこれをお願いしますというような応援活動に努めるという

ことになっております。３年間の成果はブロックごとに効果的に普及啓発する役割というこ

とで、後できちっと報告会等をやっていただくという事業に使用するということでございま

す。 

 以上です。 

○６番（島添 勝君） 

 大阪府の場合なんですけれども、大阪府の政令指定都市を除く2,291の中学校で、要するに

今モデルでしょうかね、モデルだから、その後に立ち上げる計画を持っているそうでござい

ますので、もともと昔は──何年か前ですね、アンビシャス運動ということがあったんです

けれども、それと同じようなやり方じゃないかなと私は思いますけれども、そういうよそが、

大阪府なんかも取り組むということがあっておりますので、教育長、その辺どんなふうに思

われますか。 

○教育長（上村好生君） 

 この事業はことしの平成20年度の後半から始まったばかりでございます。そして、３年指

定を受けてやるということでありますので、その結果を見て、まだ今始まって、もう県の教

育委員会が慌てて持ってきまして、９月の終わりから10月ぐらいに持ってきたと、そういう

段階で、始まったばかりでございますので、その結果を見て、今後どうしていくのか、広げ

ていくのか、あるいはそういう中学校の講演発表、それでいいのかですね、とにかくこれは
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学校の先生方がきつかろう、ですから、学校の応援団として小学校には150千円、中学校には

350千円を上げて研究してくれということでございます。始まったばかりでございますので、

もう少し様子を見ながら今後のことは考えたいと思うところです。 

○６番（島添 勝君） 

 私たちの地区は、この学校支援制度にぴったりじゃないかなと私は思うんですよ。なしか

というと、登下校の安全確保には老人会、ＰＴＡ、防犯協会、もうほとんどの方が朝、通学

路で旗を持って、そういう安全にボランティアで協力してあるわけなんですよね。そういう

ことを思いますと、研究してと言わなくても、もう取り組むという姿勢が私は欲しいんです

よね。そんくらい、補助金を国は50億円も計上していますので、やっぱりもっと前向きな、

何というかな、教育長として前向きな回答を私は欲しいんですね。一生懸命地域の方が学校

のために、子供のために頑張っているんですよね。その辺どうでしょうか。 

○教育長（上村好生君） 

 地域の方々が非常に学校のために頑張っていらっしゃる、これはもう感謝をいたします。

これは議員がいらっしゃいます垂見校区だけではなくて、すべての19の地域で頑張っていた

だいていると、私はそう思っておるところでございます。 

 この事業は、県のほうから言ってきたものでございまして、先ほど申しましたように、県

内を30のブロックに分けて、そして柳川市もその30のうちの１つのブロックになっているわ

けでございます。その柳川市に小学校１校と中学校１校をやってくれということで始めたも

のでございます。 

 以上でございます。 

○６番（島添 勝君） 

 課長の答弁ではモデルということでございますので、その後にやっぱりそういう50億円か

らの予算がついているんですよね。だから、要望でお願いしておきます。柳川市でも全部取

り組んでもらうように要望しておきます。 

 次に、不登校についてなんですけれども、小学生から中学生になるのを境に不登校や非行

が多くなるという統計が現実だそうです。今まではスクールカウンセラーの配置など対策を

とられているのに、全国的にここ２年間、要するに小学校の６年から中学校に上がる、その

辺の生徒が不登校になるということでございます。全国で10万5,000人の不登校生がおって、

34人に１人という結果で、今までから見ると最悪の状態でございますけれども、当柳川市の

２年間の実績から見ると、柳川市は34人に１人という全国の平均から見ると、どのようにと

言うとおかしいんですけれども、不登校は46人と、あと保健室登校が二十何名かおるという

ことですけど、平均すると大体どのくらいに１人ということになるですか。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 平均すれば何名に１人かというお尋ねでございますけれども、全体、小学校、中学校足し
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ますと、84人に１人ということになります。それから、中学校だけで申しますと37名に１人、

小学校は285人に１人という割合になっております。 

 以上です。 

○６番（島添 勝君） 

 その対策ですよね。中学校で46名、保健室登校で二十数名おられるということでございま

すけれども、なぜ小学校から中学校に上がってからが多いかと。不登校が多くなるのは、あ

る県が２年間の実態調査によると、中学校１年の生徒は新たな友人や教師との関係、部活動

の練習の険しさや上級生との関係、難しくなる学習など環境が変化する中で不安やストレス

を感じているという原因は、不登校対策に特効薬はないと思われますという、ある県の調査

でそういう結果が出ておりますけれども、柳川市の９月の広報やながわに「不登校の解消」

と題して「学校と家庭の連携を密にするとともに、民生児童委員や主任児童委員、児童相談

所などと解決策を検討する」ということが書いてありますけれども、その後どのような検討

をされているのか、お聞かせください。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 現在、議員御指摘のとおり、小学校では非常に少ない数が中学校に行くと増加をするとい

うことになっております。この原因につきましては、先ほど議員が御指摘のとおり、柳川に

おきましても、ほぼ同じような結果が出ております。学校が変わった、部活に入った、対人

関係、先生との関係、そういうのがうまくできていなくて不登校になっていく子供というの

もたくさんおります。月別にこれを見ますと、やはり４月というのはゼロなんですね。５月

ぐらいから少しずつふえてまいりまして、これは累計で30日になっていますので、だんだん

ふえてきて、３月の末には、先ほど申し上げたような数になるということになります。 

 先ほど申し上げました数字は、小学校、中学校含めての数字でございますけれども、特に

教育委員会として現在取り組んでおりますのは、親御さんと学校との連絡を密にしていただ

くということがまず第一でございます。それから、地域として地域の民生委員さんや児童委

員さん、そういった方々と学校が密に連携をとるということで、それぞれの子供たちの実態

といいますか、ケースに合わせまして、ケース会議というのを開かせていただいて、それで

取り組んでいるという状況でございます。それぞれ一人一人の状況が不登校の状況も違いま

すし、学校には連絡がとれている子供、それから学校には行っていないけれども、柳河盲学

校の中につくっておりますありあけですね、そこに通っている子供、いろいろ一人一人の実

態が違いますので、それぞれに合わせてやっていると。中には、先生が訪問をして、課題と

いいますか、これを学習しなさいということで、ドリルとかをちゃんと渡して、その子に学

力のおくれがないように取り組んでいるというような場合とか、それぞれ学校ごとにも違い

ます。また、子供の実態に合わせても違います。それからまた、学校のほうには現在、中学

校２校に特別の教師を加配といいまして、余計いただきまして、その先生がその指導に当た
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っているという状況でございます。 

 以上です。 

○６番（島添 勝君） 

 保健室登校ですよね、不登校の場合はいろいろ対策を練ってあるという返事をもらいまし

たけれども、保健室登校なんかはそういう学校カウンセラーか何かで対応しておられるのか、

お尋ねします。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 保健室登校の児童につきましては、保健室に保健の先生がいるわけでございます。現在、

トータルで29名いるわけでございますけれども、かなり学校ごとに偏りがございます。そこ

に登校してきた子供たちというのは、体のぐあいが悪くて保健室に来る子もいるわけですけ

ど、どうしても教室に行けない、保健室だったら何とか学校に通ってくることができる、そ

ういう子供もおります。そういう子供については、保健の先生、それから先ほどのカウンセ

ラーですね、そういう方々がそれぞれ対応をしてくれている状況でございます。そこで授業

を受けたり、テストも受けたりしております。 

 以上です。 

○６番（島添 勝君） 

 ありがとうございました。 

 スクールカウンセラーは１校にずっとおらっしゃるわけじゃなかでしょう、ずっと回って

あるんでしょう。 

○学校教育課長（成清一廣君） 

 スクールカウンセラーは、中学校全校に配置をいたしております。中学校のほうで時間が

あくといいますか、時間がとれたときには小学校からの要請に基づきまして小学校に出向い

ているということで、大体週のうち半々ぐらいで中学校半分、小学校に回って半分というよ

うな状況で現在は活動していただいております。 

 以上です。 

○６番（島添 勝君） 

 ありがとうございました。 

 次に行きます。 

 中学校のグラウンド整備について、前回の６月議会の答弁では、全部入れかえると１億数

千万円かかるということで、簡便な方法で調査して、水はけがよくなる方法を調べてやると

いう回答をもらっているんですよね。だから、私が質問したのは、中学校のグラウンドは真

ん中が低いんですよね。だから、側溝をどげんさらえたっちゃ側溝まで水が行かんわけです

ね、排水が。その辺を調査してやっておられるんだろうと思うんですけれども、今度の補正

予算にも上がっておりませんので、教育長、その辺はそういう答弁をされたので、どういう
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ふうなやり方をされているのか。 

○教育長（上村好生君） 

 三橋中学校のグラウンドの水はけが悪いということで議員から御指摘をいただきました。

そういうようなことで、現段階で柳川市の教育委員会でできる、早急にできるもの、それは

一応やりましたけれども、しかしながら、完全にやると１億二、三千万円かかるであろうと、

そういうふうなことでございますので、応急手当てはいたしました、応急手当てはしたとこ

ろでございます。 

 もう一回具体的に申し上げましょうか。 

○６番（島添 勝君） 

 側溝はさらえてあると思うんですけれども、教育長がそういう答弁をされたから私は教育

長に回答をもらっているんですけれども、側溝は駐車場のところだけさらえてあるごたるで

すもんね。やっぱりある程度金をかけんなら、真ん中の低かでしょう。ほとんどはかんです

よね。だから、要望でお願いしておきます。 

○教育長（上村好生君） 

 そういうふうなことで、一応の手当てはいたしましたけれども、やはり市内の25校の校舎

の改築とか耐震補強対策などがもう焦眉の急でございますので、三橋中のグラウンドの補修

につきましては、今後の全体計画の中で考えさせていただきたいと思っているところです。

もう早急にしなければならないということは重々わかっておりますけれども、全体を見なが

ら進めさせていただきたいと思うところでございます。御理解をいただきたいと思います。 

○６番（島添 勝君） 

 それでは、再度検討されるようお願いしまして、私の一般質問をこれで終わらせていただ

きます。どうもありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、島添勝議員の質問を終了いたします。 

 ここで午後１時まで休憩をいたします。 

午前11時43分 休憩 

午後１時   再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第３順位、22番藤丸正勝議員の発言を許します。 

○22番（藤丸正勝君）（登壇） 

 22番藤丸正勝でございます。議長の許可のもとに一般質問を行います。 

 本日の通告は、大枠で２項目の質問をいたします。 

 きょうは、非常に午前中は静かな議会で、これが本当の議会のあり方ではないかというこ
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とでございましたけど、きのうは非常に厳しいやじとか質問を遮るような声が出ておりまし

たけれども、それも議会をまとめていく立場にある皆さん方、何々長という方の声が非常に

多かったと思っております。議会はいろんな長をされている方の声が多く出て、多く言われ

る方がその長になるかなと私は思っていたところでございました。昨日はそういう中で休憩

がなされまして、また、30分という時間のロスがあったということは、これはやはり議長の

制止も聞かない議員さんたちが多かったんじゃないかと思って、やはりこれは議会運営上の

ことで、議運の委員長、副議長はその辺も今後まとめてもらいまして、議会がスムーズにい

くようなことで議会運営をやっていただきたいということをお願いしておきます。（発言す

る者あり）いや、やっぱり長をしてある方がそういうことを言われるから前に進まないわけ

ですよ。私も言いますけれども、今後自粛したいという考えでおります。 

 それから、さきに９月議会で私が柳川ホテルの問題で職員に対してのいろんな不穏当な発

言をしたんじゃないかという、議会の議事録にも載っていないようなことが議会運営委員会

で取り上げられまして、その時間のロスというのが１時間30分という無駄な時間を９月議会

の11日の日にはありましたけど、そういうこともやはり議会運営委員会で取り上げる場合に

は確認をしてから取り上げてもらいたいと、そういうふうなこともお願いを申し上げておき

ます。 

 質問に入りますけど、旧柳川ホテルの件は、合併前に旧柳川市議会において議決されまし

て、市開発公社が取得した土地でありますが、この開発公社から今度市が買い取るときには

スムーズに買い取れるように整理をして質問するということでございます。 

 この柳川ホテル跡地の取得について、この120,000千円は、これは市民には購入した説明責

任というのがありますけれども、ただ120,000千円で市長から買収依頼があった、その根拠は、

９月議会の質問においては資料がありませんという答弁でございましたが、私、旧柳川ホテ

ルの経緯について詳しい資料が、情報公開請求を求めたところ、その点、取得についての経

緯の説明資料がありましたので、やはりこれはこの議会ではっきりと取得した経緯を説明す

る責任があるということであります。市民のため、観光のために取得されたのだから堂々と

公開してもよいと思うわけですよ。変に福岡の業者が130,000千円で取得してラブホテルをつ

くるとか、そういう議論があっておりましたけれども、合併したらやはりこれを市民のため

にどう利用するか、それを前向きに検討していかなければならないんじゃないかと、筋を通

せばですね。筋を通して議会に説明すれば、これはいろんな勘繰りもしますけど、そういう

ことはないと思うわけですよ。ただ、書類的に不備があったから、こういうふうな問題が出

てきたということを私は思っております。今後、起案書、決裁書、その施行するには各課の

ルールとかがあると思いますので、いま一度、各課で起案書作成時には周知徹底されるよう

執行部には申し上げておきます。 

 起案書の件は、また自席のほうから詳細なる質問をいたしたいと思います。 
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 ２点目の産・学・官の連携について質問でございますけれども、一部総合計画の中にもさ

わりの部分がありますけれども、なかなかこの産・学・官というのは難しい問題だと思って

おりますので、三者連携によるまちづくりをどういうふうな考えでおられるか、お聞きした

いと思います。 

 また、不況により経済対策の考えを少し質問をいたしたいと思います。 

 午前中には古賀議員のほうから詳しい質問がありまして、なかなか私の質問とダブってい

るところがあったと思いますので、簡潔に私は伺いたいと思いますけれども、政府は12月発

表の政府経済見通しで2009年の国内総生産、実質成長率予測について、今年度に続いて２年

連続でマイナス成長となることを予測しております。その原因としては、企業の設備投資の

落ち込みや輸出産業に勢いがなくなり、また、個人消費も期待できなくなり、企業のリスト

ラ、大学卒業内定者の取り消し等で国内景気は冷え込み、金が回らなくなり、品物は売れな

いなど、悪循環になる心配があります。これが柳川市の税収減にも直接響く問題であります

ので、本市では何か経済対策の考えは持っておられますか、お伺いをいたしたいと思います。 

 詳細な質問はまた自席のほうからお伺いしたいと思います。 

○22番（藤丸正勝君）続 

 こちらのほうから先にお伺いいたしますけれども、まず、柳川ホテルの分で、起案書とか

決裁書、これはどういうふうなルールでその課ごとに決裁までされておりますか。その流れ

ですね、それをお聞きしたいと思います。 

○国土調査課長（安河内一章君） 

 国土調査課のほうで開発公社のほうを所管しておりますので、国土調査課のほうから御答

弁をしたいと思います。 

 起案書のルールにつきましては、柳川市の財務規則に準拠して流れ的に同じような流れで

決裁をしておるところでございます。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 その流れというのが、起案書を作成するには、起案者、係長、次長、課長補佐、課長、副

市長、市長というような項目、印鑑を押すところがあるですね。それがどちらのほうから、

だれがこの起案の発案者になるということかをお聞きしているわけですよ。 

○国土調査課長（安河内一章君） 

 発案者につきましては、まずその業務を担当している職員、係員及び係長が発案するとい

うことになります。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 まず、係長から起案書を作成するということですかね。課長の命令じゃなくて、事業担当
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課の係長が起案を、文書をつくると、そういうことですか。 

○国土調査課長（安河内一章君） 

 案件にもよりますけど、通常行われているものにつきましては、その係から発案して、係

長、課長補佐、課長、部長という流れで決裁をもらっていくようになります。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 ということは、係が発案者になって、最終には課長、部長、そこの許可を得てこれが決裁

されるということになるわけですね。 

○国土調査課長（安河内一章君） 

 そのとおりでございます。 

○22番（藤丸正勝君） 

 そういうことで、この起案書なんかを見てみますと、起案はするけど、決裁がないと。決

裁の日にちが入っていない起案書というのがかなり多くありますね。そうでしょう。起案は

するけど、それならいつ決裁して、いつ事業を起こされるかという、そのなぜ決裁をされな

いのか、そのところをお伺いしたいと思いますけど。 

○国土調査課長（安河内一章君） 

 今回の柳川ホテル跡地の書類につきましては、起案日はそれぞれ書類について記載してあ

るんですが、決裁日、施行日につきましてはまちまちでございまして、記載してあるもの、

記載していないもの、それぞれがございます。私たちが一番ここで見るのは、欄が起案者か

らそれぞれ開発公社の場合、理事長まであるんですが、そこに印鑑が押されたかというとこ

ろを中心に見ておりまして、起案日がいつかということは決裁するときに把握しております

が、決裁日というのは決裁権者から返ってから後で記載しておりますので、そのところが我々

のところで把握していなかったということでございまして、まことに申しわけないことと思

っております。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 そうですね。やはり起案をしたなら決裁まできれいにするのが職員の中でのルールだとい

うことに思っておるわけですよ。それがいろんな起案書を見ても、決裁日が書いていないと

いうことでございます。また、業務委託契約書のものに関しては、これがきれいに決裁、施

行と日にちまできれいに入っているわけですね。それが７月につくられて、さかのぼり決裁

をしたということでございますので、私はこのさかのぼり決裁を１カ月以内とか２週間以内

までは許可ができるとか、そういうふうにされないかという質問をしたいと思いますけど、

これに対してはどうですか。 

○副市長（大泉勝利君） 
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 さかのぼり決裁についての御提案というふうに伺いましたけれども、さかのぼり決裁につ

いては規定がございません。しかしながら、事務の不行き届き等でさかのぼり決裁を避けな

きゃいけない事情もございますけれども、そのときには現在では持ち回りを原則にしまして、

なぜさかのぼりをしなきゃいけないのか、その背景とその原因、こういったところを上司等

に決裁で回るときに説明をして、きちんと手続をとるように指導しております。 

○22番（藤丸正勝君） 

 ということは、このさかのぼり決裁というのは、今の時点では20年度なら20年度以内だっ

たらできるというわけですか、それとも１年半前の決裁でもさかのぼりはされるというふう

になるわけですか。 

○副市長（大泉勝利君） 

 さかのぼり決裁についての有効期間といいますか、そういったものは特に設けてございま

せん。ただ、いろんな諸般の事情によりまして、どうしても文書手続等忘れていたもの等を

整理する必要が出てくるものというのはあり得ることがございます。そういった場合には、

その当時の担当者、後任も含めて、どういうふうに手続をするかということをきちんと協議

した上で手続させるように指導しております。 

○22番（藤丸正勝君） 

 私が思うには、このさかのぼり決裁の禁止を私は求めるものでございます。そうしないと、

ルーズな柳川市の事業計画でも、１年前、２年前の事業でもこういうことで決裁ができると

いうことになるからですね。やはりこれは公務員として、柳川市の職員としてもさかのぼり

決裁は１カ月以内とか、そういうことで今度の場合は７月のヒアリングの段階で、こういう

書類がなかったから、７月から３月にさかのぼり決裁したということでございますけれども、

これはやっぱり職員のほうできちっと仕事をしてもらうためにもさかのぼり決裁は禁止をし

てもらいたいという希望でございます。 

 それから、これは柳川ホテルの土地を買われたこと、これは非常にいいわけですよ。今後、

柳川市の事業をするためにも、やはり土地がなければなかなか事業ができないということで

ございますけれども、これは買った時点においてやはりそこには基礎くいがあるということ

は明白でございます。これは市の事業でくいを抜くにはかなりの費用がかかると思いますけ

ど、くいを抜くためには大体どれぐらいの費用がかかるか、試算されておりますか。 

○国土調査課長（安河内一章君） 

 くいを引き抜くための処理費用についてでございますが、市で平成18年度に口径35センチ

メートル、長さ14メートルのコンクリートくいを引き抜いた実績がございます。引き抜き工

法がウオータージェット併用バイブロ工法といいますが、費用につきましては、設計費ベー

スで１本当たり200,232円となっております。これに別途産業廃棄物処理費用として１本当た

り17千円程度が必要となります。 
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 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 今14メートルですか、これが１本202千円と。私、ちょうど三橋の今区画整理をやっている

東口開発のあそこを通ったときに、ちょうどそのくいを引き抜いてあったわけですよ。それ

が何メートル入っておりますか、どれだけの大きさですかということで確認したところ、30

メートルのくいが打ってあったわけですね。それがあれだけの狭い土地に19本入っておった

という話を聞いて、それはもう大々的にそれを抜くには福岡の業者から、ここの土地は抜き

やすいからいいですよと、福岡の場合はこれを抜くにはかなりの時間と経費がかかりますと。

だったら、このくいはあなたたちは１本幾らで引き抜いているんですかという話をしたとこ

ろ、１本引き抜くのに約30メートルで600千円から700千円かかるという答えだったわけです

ね。それで、１日何本抜きますかということで、１日に３本しか抜けないという答えでござ

います。やはりこれは地元の業者ではなかなかいないということで福岡のほうから来られて

おりましたけど、今の柳川ホテルの跡地にまだ何本入っているかわからないわけですね。三

橋の都市計画の中の建物は２階建てだったんですね。２階建てで30メートルのくい。柳川ホ

テルの場合は６階建てぐらいだったんじゃないかと思うけど、それが30メートルのくいで持

ちこたえているかなということで、やはり今後これを市の財政の中で工事をするといえば、

かなり費用がかかるということでございますので、開発公社から市が買い取るためにはどう

いうふうな話し合いで買い取るか、その辺の見解をお願いします。 

○副市長（大泉勝利君） 

 市が買い取るためには、まず利用の用途を決めなきゃいけませんが、今のところまだ利用

の用途について結論が出ておりません。まず利用の用途を決める必要がございます。その際

に、今の現状のくいが残されているという部分をどういうふうに影響するのか、影響がある

のかないのかということを判断して取引をしなきゃいけないんじゃないかというふうに思っ

ております。 

 それからまた、業務委託契約書が正式なものがございませんので、その上で業務委託契約

書を再度作成いたしまして、それで市が買い取るという、こういう手続をする必要になるん

ではないかというふうに思っております。 

○22番（藤丸正勝君） 

 今のところ事業計画がないからということで、やっぱり具体的なことは言えないというこ

とでございますけれども、市が買い取るときにはやはりスムーズに買い取りができるように

してもらいたいという要望でございます。 

 それから、次に入りたいと思いますけれども、産・学・官の連携によるまちづくり、これ

ちょっと非常に三者連携というのは難しいことだろうと思いますので、考えだけでもお示し

になったらと思いますけど、お願いいたします。 
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○産業経済部長（田島稔大君） 

 藤丸議員のただいまの質問について私のほうから答弁させていただきます。 

 市の今後のまちづくりを考えていく上では、何をどのような手法で、またどのように活用

してまちづくりを行うかということは、地域の特徴を生かす上で大変重要なことだろうとい

うふうに思っております。 

 市内に数多く存在します特徴ある自然、農産物、水産物、あるいは工業製品と、それを生

み出す技術、そして人材など、これらの地域資源を活用する手法として産・学・官の連携が

大変有効なものというふうに考えております。それぞれの分野におけるスペシャリストが互

いに知恵を出し合って、それぞれの着想、そして発想、これをもって互いに刺激をし合うこ

とによって結果がもたらされると。そして、そのことによって特産品の開発や企業の誘致に

結びついたり、また新たな観光資源の開発、また発掘といったものにもつながるということ

が十分期待できるというふうに思っております。 

 本市におきましては、専門的な大学がございません。そしてまた、市内の３つの高校にお

いても、物づくりの学科がないということが大変残念には思っておりますが、私たちといた

しましては、そういうふうな専門的な学科なりができればなというふうには思っております。

市といたしましては、本市の資源を活用した今後のまちづくりについて、産・学・官の連携

を十分考慮しながら取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 本市にはやはり柳川市としてのいろんな農産物、資源等、いろいろ農業、漁業、観光とあ

りますけれども、やはりこれを連携して考えるにはなかなか難しいところがあると思います。

ここの産・学・官の連携といいますと、ハード事業だけを考えることが多いと思いますけれ

ども、ハード面じゃなくてソフト面もいろいろあると思うんですよね。今こういうふうな不

景気の時代でありますから、ハード面じゃなくてもソフト的な面でも連携をしていく、衣食

住に関した連携とか、何といいますか、ビニールハウスとかなんか、今非常に柳川市は農産

物が多くあります。そういうふうなバイオ、やはり農業者に安く、低コストでできるような

農産物の開発とか、そういうソフト事業の面でもあるんじゃないかと、それに対して付加価

値が高い製品ができる。今、高級志向ということでありますので、そういう付加価値をつけ

た農産物の販売とかもあると思いますので、そういう農業者がグループでそういう企業、行

政と三者連携でやるような農産物の開発なんかを話し合われたというか、そういうふうな会

議の場で出たということはありませんでしょうか。 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 今議員おっしゃいますように、産・学・官、そういったところの、先ほど申しましたよう

に、専門的な知恵をお互い出し合いながら、私たちが想像もしなかったようなものがそこで
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生まれてくるというのが、こういった産・学・官連携の魅力だろうというふうに思っており

ます。 

 そういった中で、今後、産・学・官連携につきましては、先進事例を参考にしながら取り

組んでいきたいというふうには思っておりますが、先ほど農業の農産物の加工等につきまし

ては、産・学・官と若干違いますが、農・商・工連携というふうな中でいろいろと私たちも

取り組みをやっているところでございまして、つい先般、市内の商工団体、農業団体、漁業

団体等々と連絡会議等を持ちまして、非常にいい感触を受けたというところでございまして、

まずそれをきっかけに次なるステップ、アクションを起こしていきたいというふうに思って

おります。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 きょうの新聞を見ておりましたところ、グリーンツーリズムというのが載っておりました。

九州連携、都市へＰＲというふうなことで、やはり今地元は地元消費じゃなくて、地元を都

市のほうへ持っていって、大きい都市との連携で消費をするというような感じの新聞の記事

でございます。都市部での特産品販売や各地の観光施設の連携についても協議するとか、個

別の活動だけでは地域の活性化にはつながりにくいので、都市住民に売り込みを図っていき

たいという、そういうふうな記事が載っておりましたので、やはり地産地消ということは大

事でありますけれども、高志向といいますかね、高級志向の品物をつくって、都市との農産

物、海産物の連携を図るというようなことも考えておられますか、お伺いいたします。 

○産業経済部長（田島稔大君） 

 都市との交流ということでございますが、先般から話に出ております道の駅、そういった

中でも都市との交流と、交流施設というふうな部分も考えておるところでございます。そし

て、このグリーンツーリズムにつきましては、近隣では一番いい例が大分の安心院町あたり

にもありますし、そういったところを十分参考にはしていきたいというふうにも思っており

ます。 

○22番（藤丸正勝君） 

 この産・学・官連携というのは、なかなかやはり難しいところがあると思うんですよ。だ

から、今後この総合計画の中にも盛り込んでもらいまして、地元の活性化のために企業誘致

とか、そういうことでしっかりとやってもらいたいと要望しておきます。 

 それから、柳川ホテルの問題でございましたけれども、この情報公開請求をしたときに買

収の経緯というのがあったということでございます。これは堂々とこういう事業計画があっ

たということで私は出してもらっていいと思うんですよ。やはり市民の皆様には120,000千円

というのが先走りしておりますので、どういうことでこの柳川ホテル買収の経過があったか

ということを、ちょっとここで報告をさせてもらいたいと思いますけれども、旧柳川ホテル



 - 176 - 

買収の経緯についてということで、このことについては平成16年12月14日ごろだったと思う

が、当時の助役より商工観光課長と都市計画課長、係長が助役室に呼ばれ、その中で16年12

月当時は17年、18年度の２カ年計画事業で柳川ホテル駐車場跡地に観光施設さげもん館を建

設する予定であったため、観光客の駐車場及び公園として一帯整備するため、旧柳川ホテル

を買収することになったと、これでいいんですよね。買収金額は解体後更地で120,000千円と、

18年度には市がまちづくり交付金を活用して買い上げるので、商工観光課より開発公社へ買

収依頼を出すよう依頼があったと。商工観光課長補佐に対して、都市計画課の係長と打ち合

わせて買収依頼を作成するよう指示があったということで、こういう大義名分の買収計画が

あったということでございます。これでこの問題は前に進めて、何か事業が、計画があった

ら、事業計画があったら私は進めてもらいたいというように思っております。 

 それから、次の不況による経済対策はということでございますけれども、午前中にかなり

古賀議員のほうから質問があっておりましたので、重複するところもあると思いますけど、

もう一度ちょっとお伺いをいたしたいと思います。 

 まず、不景気対策ということで各都市でプレミアム券というのが発売をされたということ

で、非常にこれは評判がいいということで新聞紙上、テレビ報道なんかであっておりました

けれども、当柳川市でも17年度より柳川藩札ということで売り出しをしております。本年度

は８月１日に発売されまして、１日で約30％の売り上げを見ておるわけですね。これ非常に

評判がよくて、やっぱりこの不景気に１割返ってくるということで、８月１日に三橋町商工

会では10,760千円の売り上げ、柳川商工会議所では16,500千円、大和町商工会では8,100千円

の売り上げがあり、８月20日には完売ということで、総額128,000千円を売り上げ、それの1

1,700千円が柳川市の補助ということで、非常にこういうメリットのあるプレミアム券という

ことでございましたけれども、やはりこういう不景気になりますと、こういうふうなのを市

としてももう一回出してもらえないかという、前倒しの予算等はつけられないかということ

でございますけれども、この質問に対してどう思われますか、お伺いいたします。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 御存じのように、柳川市のプレミアム券、柳川藩札というのは、今藤丸議員のほうからお

っしゃられましたように、特にことしは８月、原油高の影響を受けまして、ガソリンが高騰

したこともあり、特にその辺が注目をされまして、御存じのように１カ月以内で完売したと

いうことでございます。 

 今後のことにつきましては、午前中、市長も申し上げたとおりと思っております。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 それから、セーフティーネット保証制度の件なんですけど、現在113件の認定をされたとい

う午前中の答弁でございましたけれども、その後はこの113件に対しては金融機関のほうでも
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う一度審査、判断されると思いますけれども、金融機関から拒否された場合、また市のほう

へ相談があっているか、その辺をお伺いいたします。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 これにつきましては、まずは普通の事業者の例で申し上げますけれども、普通、金融機関

にまず融資の御相談に行かれるということで、そのときに金融機関の融資担当が多分業種を

見まして、その内であれば、これはセーフティーネットでしたほうがよくないですかという

ことを多分おっしゃると思います。それを受けまして、今度は市のほうに来られるわけです

ね。午前中申しましたように、セーフティーネットの対象事業であるかどうかにつきまして

は、市町村が認定するということになっておりまして、法人さんの場合はきちんと約款等に、

登記簿謄本に事業名とかいろいろ書いてありますのでわかりますけれども、特に個人事業主

の方につきましては、ちょっとわかりづらい点があるわけです。ただ、窓口としましては、

一々根掘り葉掘り聞くわけにいきませんもんですから、ある程度、申しましたように確定申

告書等を参考にしまして、なるべく認定という形に持っていっておるところでございます。

しかし、柳川市は今のところそういう連絡は入っておりませんが、全国的にも、また県内に

おきましても認定ができないと──失礼しました。保証協会ですね、これはあくまで次は保

証協会になりますけれども、保証協会の場合は言葉でいいますと承諾という形になりますけ

れども、承諾できないということも起こっていると聞いております。市に対しましても、保

証協会のほうから、本当にこの内容に間違いないかと、こういう事業をしておるのは間違い

ないですかという問い合わせはあっておりますが、認定できんやったと、認定できませんか

らもう一回お願いしますというふうな例は今のところあっておりません。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 今のところ申し込みは全部認定されたということですね、柳川市の受け付けの分はですね。

あとは金融機関のほうでまた判断されると、保証協会のほうで判断されるということでござ

いますね。 

 それから、特別融資枠の利率、保証協会の利率、これは福岡県で統一してあるわけですか、

その点お伺いします。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 これにつきましても、やはり保証協会が決めるわけですけれども、一般融資につきまして

は、特に柳川市の例でいいますと、制度融資で申しますと、大体保証料率ですね、銀行の利

子じゃございません。保証協会が取る融資保証料率といいますけれども、それが大体1.1％ぐ

らいです。ただ、このセーフティーネットにかかりますと、福岡県の保証協会としましては、

大体0.8％以下というふうに聞いております。だから、0.6％の方もおられるわけです。大体

そういう形になっております。 
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 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 保証料は0.4％と私は聞いた、0.4％というのは、保証料はこれは違うんですかね。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 我々が聞いたところによりますと、大体0.25％から0.8％の間というふうに聞いております。 

○22番（藤丸正勝君） 

 それでは、非常に景気が悪いということで、まず建設、土木、製造業、いろんな業種に今

は不況の波がかぶっておるということでございますけど、今公共工事のほうも随分と出され

ておりますけれども、その公共工事の前倒しというか、国なんかはいろいろ前倒しをされて

おりましたけれども、柳川市でもこういう前倒しを出すような事業がないか、お伺いしたい

と思いますけど。 

○副市長（大泉勝利君） 

 前倒しの発注については、まだちょっと検討途上でございますけれども、通常公共工事の

場合には、４月から６月の期間というのがなかなか発注件数がまとまらない時期でございま

す。ですから、国が経済対策で前倒し発注するときには、２月から３月にかけての発注をし

て、実際の工事は４、５、６の３カ月の仕事量を確保すると、こういう施策をとっているの

が一般的でございます。本市の場合にも、明許繰越予算等で対応できるものについてはでき

るだけ４、５、６の施行を確保するようなことが可能と思っておりますけれども、そういっ

たことも含めて、今後検討していかなきゃいけないというふうに思っております。 

 さらに、午前中から古賀議員からも出ておりますけれども、かなり長期化しそうな不況で

ございます。この部分について、本市では小口の融資資金の制度を設けてございますが、県

の制度資金なんかもございます。こういった部分について、市民の皆さん、あるいは市内の

法人の皆さん、こういった方の相談の窓口を設ける必要があるんではないかというふうに、

早速その相談の窓口設立のための準備を始めたいというふうに思っておりますので、御理解

いただきたいというふうに思います。 

○22番（藤丸正勝君） 

 それから、市の預託金が中小企業、零細企業に対しての預託金が年間３億円ですかね、３

億円があると思いますけど、その利用率というのはどういうふうになっておりますか。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 今申されました預託金については、御存じのごとく３億円を預託しておりまして、４倍協

調ということで４倍以上の融資を受けることができるわけでございまして、18年度から19年

度にかけて非常に融資が多くなったということでございまして、特に17年度から18年度に

160％の伸びをしたと。今現在、12月現在、預託金が11億円を超えておりまして、来年度は担

当課で、まだ予算査定は終わっておりませんけれども、融資枠の拡大を御提案していきたい
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と思っておるところでございます。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 ４倍の12億円に対してもう11億円以上の申し込みがあっておるということで、本当にこう

いうふうな景気でございますので、ぜひとも来年度は融資枠の拡大をお願いしたいというこ

とでございます。 

 それから、先ほど副市長のほうから相談窓口をつくりたいという話もありましたけど、非

常に仕事はしても金の回収ができないと、でも３月には税の申告をしなければいけないとい

うことで、消費税なんかもかなりの、これはもう延滞できない税金でございますので、滞納

できないものでございますので、そういう税務相談の窓口というわけですか。 

○副市長（大泉勝利君） 

 今、この不況の中で、特に中小企業の場合に予想されることは、元請の大手の企業から支

払いが遅延する場合、それから支払いの中でさらに割引等が要求される場合等、さまざまな

形で経営基盤の弱いところにしわ寄せが来るだろうというふうに思われます。その経営基盤

の弱いところにどういう手当てが必要なのか、また、どういう融資制度があるのかというふ

うなことを総合的に相談できるような窓口ということで、当然税の相談にも乗るようなこと

も必要になるでしょうし、あるいは借りかえ等の制度、こういったものについても相談を受

けるようなことも含めて対応しなきゃいけない相談の窓口というようなことになるんではな

いかというふうに思っております。 

○22番（藤丸正勝君） 

 ぜひこういう相談窓口というのは開設してもらって、やはり市民が安心して税を払えるよ

うな制度をつくってもらいたい。 

 また、この税金の納付の期間延長というのは考えてはおられないでしょうか。──済みま

せん、私があんまり突っ込みますと、ああそういうのは考えてなかったということで、なか

なか言いにくいところもあると思いますので、やはり柳川市民が安心して暮らせるような施

策をとってもらい、今後、不況対策が前に進むように要望いたしまして、努力してもらうこ

とを要望して、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、藤丸正勝議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後１時51分 休憩 

午後２時８分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 第４順位、21番大橋恭三議員の発言を許します。 

○21番（大橋恭三君）（登壇） 

 経済の急変、これほどに早いとは本当に信じられません。雇用契約を打ち切られた非正規

社員、内定取り消しを告げられた新規採用者、どこに怒りをぶつければよいのか、胸が痛み

ます。 

 21番大橋恭三でございます。まず、選挙のことでございますが、12月２日の柳川市選挙管

理委員会通達によりますと、平成21年４月23日、任期満了に伴う柳川市長選挙の日程を、告

示日、平成21年４月５日、選挙日、平成21年４月12日で実施することの通知があり、あわせ

て平成20年12月２日現在の有権者数が５万9,936人であることも発表されました。念のため、

間違いないか確認をしていただきたい。また、立候補者の資格について、規定などがありま

したらば、その内容を教えていただきたいと思います。 

 それから、これは市長に答弁をいただきたいのでありますが、この市長選挙、既に水面下

では戦いが始まっているようでございます。現市長、すなわち石田市長の表明に関心が注が

れているのではないでしょうか。９月議会の私の質問に対して石田市長は残された期間を全

力投球するのが私の義務、しかるべき関係者、後援会に相談をして結論を出したいと答弁さ

れました。あれから３カ月たちます。そろそろ結論を聞かせていただきたい。 

 次に参ります。 

 本年もあと20日で終わります。皆さんはどんな年だったでしょうか。私は、この2008年は

大変な混乱の年であったと思います。経済の大混乱と私たち国民生活の基本である食や医療、

福祉の信頼関係の失墜は目に余るものがあります。農薬混入問題、牛肉、ウナギ、里芋、イ

ンゲン等冷凍野菜の産地偽装問題、そして、事もあろうに農水省役人が166回も立入検査をし

ながら見抜けなかった汚染米転売問題、さらに申し上げるなら社会保険事務所役人みずから

が不正操作した年金記録改ざん問題、どう説明をすればよいのでしょうか。全く地に落ちた

ものであります。 

 本市でも新市が誕生した平成17年３月以降、沖端漁協にかかわる不正経理問題、土地買収

に絡む市長公印押印問題が発覚いたしました。また、これとは別に談合情報も寄せられてお

ります。なぜこの種の不祥事が後を絶たないのか、柳川市職員の服務に関する規制や柳川市

職員倫理条例の周知徹底はどう図っておられるのか、不祥事や談合への対応と一緒に聞かせ

ていただきたい。 

 次は、スポーツ振興方策についてでありますが、北京オリンピックでは、女子ソフトボー

ルで、本県の上野由岐子投手があの413球を投げ切り、感動の優勝をしたのを思い出します。

そのとき私は、やったー、大きな声でこぶしを振り上げました。20歳ぐらい若くなったよう

な気がしました。こんなぐあいでスポーツは人間の思考や言動といった根源的欲求にこたえ

つつ、爽快感、達成感、他者との連帯など、精神的充足や楽しさ、喜びをもたらすとともに、
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社会的生活に必要な人間の資質の形成等に重要な役割を果たすという認識が高まっています。

健康の維持や体力の向上のみならず、人間にとって生涯を生きていく上での不可欠な文化と

して位置づけられています。 

 昭和36年制定のスポーツ振興法第１条では、スポーツを振興することは、国民の心身の健

全な発達と明るく豊かな国民生活に寄与するものとあります。国や県、市町村の責任におい

て推進することを明記してありますが、本市の取り組み状況を聞かせていただきたいと思い

ます。 

 これで質問を終わりますが、関係する質問は自席から行います。 

○選挙管理委員会事務局長（金縄孝義君） 

 大橋議員の御質問にお答えします。 

 まず、１点目の選挙の時期についてでございますけれども、12月２日開催の第14回選挙管

理委員会におきまして、告示日、平成21年４月５日、それから選挙日、平成21年４月12日で

決定されております。続きまして、同日付で選挙期日の告示も行っております。したがいま

して、諸般の手続を済ませておりまして、間違いはございません。 

 それから、立候補者の資格についてでございますが、公職選挙法の規定による資格は、ま

ず日本国民で満25歳以上であること、それから成年被後見人等、公職選挙法第11条に該当し

ない者であることでございます。 

 以上でございます。 

○市長（石田宝藏君） 

 大橋議員におかれましては、９月議会に引き続きまして私に対して出馬の意思の確認とい

うことでのお尋ねがございました。私も残された任期に全力を傾ける、そしてこの残された

任期に全力を傾けることが私の責任と義務だと、また、関係者や後援会の皆さん方にも十二分

にお話をして、お考え等をいただいて、考え方を示させていただきたいと、こんなことを申

し上げておりました。 

 御案内のとおり、市長の任期は来年４月23日ということであります。まだまだ早い感じが

するわけですけれども、先ほど大橋議員おっしゃいましたように、新人予定候補者の活動が

活発でございまして、御心配いただいている市民の方々、大変多うございますし、そんな声

も聞いているわけでございます。きょうお約束しておりました宿題について、この場でお答

えさせていただこうと思います。 

 昨日も伊藤法博議員から政治姿勢についてのお尋ねがございました。所信は一つも揺らぐ

ことはございません。平成17年４月24日、合併後の新市の市長に多くの支持をいただきまし

て、市民の皆さんから御推挙いただき、今日に至っております。私は何より市勢の均衡ある

発展ということを新市のまちづくりのキーワードとしてまちづくりを進めてまいりました。

何といっても健全な財政運営、これが基本であります。また、市民の皆さんに信頼される職
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員を育てていくこと、こういったことがまちを変えることだと思ってまいりました。しかも、

合併後の新市ということで、旧市町の皆さんが一体となって参加をいただき、そして真の市

民協働のまちづくりを進めていく、これが念願でございます。今、本市を結びます国、県で

整備をされております幹線道路、あるいは鉄道、こういった新交通時代もささやかに見えて

まいっておりますし、現実に姿をあらわしてまいりました。こういった社会資本の整備を合

わせましての将来を視野に入れてのまちづくり、マニフェストに掲げて進めてきました教育、

福祉、産業振興、こういった多くの課題に全力を傾けてきた３年余であったと、振り返って

おります。志はまだ道半ばでございます。多くの解決には２期８年、せめて必要だろうと思

います。市役所の職員さんの対応がよくなった、非常にサービスがよくなった、こんなこと

も私のこの振り返っての励みにもなっておるわけでございます。 

 市民の皆さんにお約束しております積み残しの課題を解決し、引き続き強い使命感と将来

の構想実現、熱い情熱を持ちまして、安心で住みよい豊かなまちづくり、これに向けて固い

決意をもって挑戦しなければならないと、こう決意しているところでございます。 

 以上でございます。 

○人事秘書課長（高田 厚君） 

 服務規定の周知徹底、不祥事への対応ということでございますが、関連がありますので、

あわせて御答弁させていただきます。 

 ただいま議員から御指摘がありましたような不祥事と申しますか、事件が起こってしまっ

たことはまことに残念でなりません。たとえ理由がどうであれ、法令、規則を守らないとい

うことは許されることではないというふうに考えております。 

 職員の服務に関しましては、職員の服務の根本基準として、地方公務員法第30条に「すべ

て職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、

全力を挙げてこれに専念しなければならない。」となっております。以下38条まで信用失墜

行為の禁止等、もろもろの規定がうたわれておるわけでございます。 

 市職員にいたしましても、職員の服務に関する規則第２条に法令等の遵守及び職務遂行の

義務ということで、そのことをうたっております。このことは公務員としての基本中の基本

でございますので、職員を採用しましてすぐ庁舎内で行われます職員研修におきましても、

それから研修所に派遣して行います新規採用職員の研修におきましても、まず最初にこの公

務員倫理についての研修を行いまして、公務員としての規範意識の確立を図ってきていると

ころでございます。また、日ごろから折に触れまして、公務員としての自覚を促し、公務の

信用を落とすことのないよう、口頭あるいは文書等による指導、周知等を重ねてきていると

ころでございます。 

 しかしながら、今回こういった不祥事が起こりました以上は、同じことを二度と繰り返さ

ない対策を講じることが肝要ということで、起こってしまった事実は事実として隠さず、す
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べてを明らかにいたしまして、本人に対しては直接指導を行い、また、他の職員に対しまし

ても研修等により意識改革を図ってきております。そしてまた、事務処理的には契約方法の

改善や支払いのチェック体制を改めまして、公印の取り扱いにつきましても、公印取扱要領

を策定しまして、より適切に管理するよう工夫、改善を行い、二度と再びこのような事件が

起こらないように防止策を講じてきているところでございます。 

 いずれにいたしましても、市の信用を失墜させるようなことがないよう周知徹底をしてま

いりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○生涯学習課長（龍 英樹君） 

 柳川市のスポーツ振興の現在の取り組み状況はどうなっているかというふうな御質問でご

ざいましたが、教育委員会といたしましては、市民の健康増進、体力の維持向上を目的にス

ポーツの普及活動に努めておりまして、各種スポーツ大会の開催及び各団体主催の大会支援

を行っております。 

 市教育委員会が主催をいたしますスポーツ事業といたしましては、平成19年度実績で16事

業、6,100人の参加があっております。また、市内の各体育施設の利用者数は、平成19年度実

績で申し上げますと、延べ人数で35万8,168人となり、大変多くの方の利用をいただいており

ます。 

 また、市の体育指導員等を活用し、市民が気軽に参加して楽しめるレクリエーションの普

及拡大にも努めておりまして、12月21日には柳川市ニュースポーツフェスタの開催を予定し

ております。 

 以上でございます。 

○21番（大橋恭三君） 

 選挙管理委員会のほうにちょっと聞きますけれども、供託金はあれはどげんして決まっと

っとかんと、幾らかんもと聞かれるけん、ちょっとよければ、わかるなら教えてください。 

○選挙管理委員会事務局長（金縄孝義君） 

 供託金は市長選挙の場合、1,000千円でございます。設定根拠は公職選挙法第92条の規定に

基づいて決められております。 

 以上でございます。 

○21番（大橋恭三君） 

 先ほど市長は４月12日の選挙に出るということを言っていただいたと思います。それで、

私は市長の情熱と使命感がそうせずにいられない、その気持ちに駆り立てられた結果が当然

あると思いますけれども、そこで私が今感じていることを申し上げ、一つ二つお聞きいたし

ます。 

 柳川地方の言い方で言いますと、市長はようこなされなはる、悪い意味で言いよっとじゃ
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なかですよ、誤解のないようにしてください。やはりぼたもちにしろ、うどんやそばにして

も、ぼたもちのあんこがよくのるように、中の御飯もよくつくし、うどんやそばは生地をよ

くこねます。こういうふうにとっていただくならば、これは市長に頑張れ、しっかりしてく

れという意味だろうと思います。そういうことで、これは皆さんが市長に期待をしているこ

とのあらわれだと思っております。 

 そこで、市長に聞きますけれども、この４年近くの在任中に自分の思っている政務ができ

たのか、それが１点。それから、この柳川市の課題は何でしょうか、お願いします。 

○市長（石田宝藏君） 

 大橋議員から本当にありがたいこと、私も平成６年から大和の町長をお預かりして17年、

この市長に推挙をいただきました。大変コミュニティーリーダー、トップというのは、いつ

のときにおいても、こういった覚悟が必要でございます。もちろん、こなされるというのは、

いじめられるというよりも、やはりもちと同じように、粘りが出て、辛抱強く、そしてまた、

鍛えられるということで私はありがたくお育ていただいていると、こんなふうに思っており

ます。ただただ、真実は一つでございまして、昨日からお答えしておりますとおりに、本当

にいいまち、市民の皆さんの幸せになるまちをつくらなきゃいけない、この情熱だけは変わ

らないわけであります。 

 もちろん、この政務はどうだったのかというお尋ねでございますが、思いどおりにはでき

ませんでした。自分の描いているものをなかなかできなかった部分があります。しかし、市

民の皆さんと約束したこと、やるべきことはしっかり私はやったというふうに思っておりま

す。やってこれたと思っております。それはどういうことかといいますと、まずは職員の皆

さん方、随分住民の皆さんのほうに目線が向いてきたこと、そしてまた胸襟が開けてきたこ

と、本当に移動市長室なんかをやりますと、市の職員の接遇、対応のよさ、こういったもの

が随分変わってきましたよと。どちらかというと、言葉は悪いでしょうが、昔はお役人さん

というか、横着な言葉遣い、しかし、言葉一つにしても何も金はかからないわけであります

から、目の施し、言葉の施し、そういったもので心が通う市政ができてきているというふう

に思います。まさしくスマイル・スピード・サービス、３Ｓを基本として本当に職員の皆さ

ん頑張ってきてくれていると思います。 

 また、市役所を市内一のサービスのいい企業にという思いも皆さんと共有してまいりまし

た。私も市長に就任して、全職員の皆さん方に市民会館に集まってもらいました。そして、

向こう４年間に対する考え方を私なりに市の職員さん方に理解を求め、そしてまちづくりを

進めてきました。そういうことが今回の一歩一歩まちがいい方向に変わってきている、変わ

っていると、また変わっていかねばならないと、こんなふうに思っております。ですから、

やれば市民の皆さんも本当の公僕の職員として私は一つ一つでき上がっていっているという

ふうに思います。 
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 ですから、私もマニフェストに掲げたこと、市民の皆さんと約束してきたものはしっかり

やったつもりでございます。しかし、先ほど申し上げましたように、できなかったものもご

ざいます。これはやはり市の職員だけではなく、市民の皆さんに約束したこと、これは男と

して、市長として、人間としてやらなきゃいけないと、そういうことでございます。 

○21番（大橋恭三君） 

 私、先ほど水面下では選挙が始まっていると申し上げましたけれども、市民は冷めている

んです、ちゃんと見ています。10年先の政務を今考えてやらなければいけないんです。選挙

の準備をやるときではないと私は思います。そういうことで、やはり最後までしっかり政務

を頑張っていただきたい。それから選挙運動でも十分だと思います。 

 次に進みます。 

 職員規範についてでありますが、私、資料をいただきました。４点ほどあります。柳川市

職員の服務に関する規則、柳川市職員倫理条例、柳川市職員倫理規則、柳川市職員の懲戒処

分の基準、こういうものがあるようでございますけれども、これとあわせて、先ほど課長か

ら説明がありました周知徹底の方法を今講じているということでございます。ということで

あれば、問題は起こるはずはないんです。それともう１つ、そういうふうにやっているなら、

職員さんたちは自分の置かれた立場ということをちゃんと自覚していることになります。そ

れで、なぜ不祥事が起こるのか。 

 少し読ませていただきますと、服務に関する規則２条「職員は、法令、条例、規則その他

の定めを遵守し、忠実に職務を遂行しなければならない。」とありますから、今言ったよう

に、問題が起こるはずはありません。しかし、起こるということは、私は何かあったとき、

事の本質を追及することなく、トカゲのしっぽ切りに終わったり、あるいは管理職の責務を

最後まで全うしないで仕事を放り出して逃げるといいますか、そういうふうな気風というも

のが柳川市に残っていたのではないかと思います。身内に甘い体質があったのではないか。

そのことを私は危惧いたしておりますけれども、対策は講じているということでございます

けれども、先ほどの答弁ではもう少し何か足りないように思いますけれども、市民は納得す

るでしょうかね、その辺どうですか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは法律、あるいは条例、規則、こういったものは規範として文書化されて、それを守

るというのは当たり前のことなんですけれども、仏をつくっても魂が入らない、こういうこ

とがやはり人間では霊長としてあるわけです。したがって、法の規範、道徳の規範というの

がそういったもので文言化されておりますけれども、なかなか行動につながっているかと。

公務員の場合は先ほど人事秘書課長が申し上げましたように、全体の奉仕者である、一部の

奉仕者であってはならない、しかも、服務規定等においては職務に専念をする義務がある。

もろもろの義務を背負いながらも、それを時としては逸脱することもなきにしもあらず。す
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べてが神、仏じゃありません。したがって、そういうものについては、もし法に抵触をする、

こういうものがありますならば、一定のペナルティーをかけるというのがこれは当然の私ど

も監督者の責任であります。ましてや、私には地方自治法154条、地方公共団体の長は補助員

たる職員の指揮監督をするとなっています。これは当然のことでありまして、まさしく市民

の皆さんからお預かりした職員、こういった不祥事があるとするならば、一定の市民にかわ

っての負託を受けているコミュニティーリーダーとしての処分をしなきゃならない。残念な

がら、したくはないもののやらなきゃいけないというのが、これは当然法令国家としての当

たり前のことであるというふうに思います。 

 ただ、内部の中に甘えがあったり、そういうものはやはりきっちりと、新市が生まれ、新

しい自治体が生まれた、スタートした、それについてはあしき習慣はなくし、いい習慣を取

り入れる、うみは出さなきゃいけないものは出さなきゃいけない、これがトップリーダーの

つらいところだろうと、またそんなふうに思うわけであります。御理解いただきたい。決し

て体質が内部に甘いということではありません。やはりいいことはいい、悪いことは悪い、

つい先般の会津の教育長からもお話がありましたように、会津の10のおきて、弱い者はいじ

めてはならない、悪いことをした者は悪い、これが私は当たり前のトップの姿勢であろうと

いうふうに御理解いただきたいと思います。 

○21番（大橋恭三君） 

 今市長に答弁いただいたことが当たり前のことなんです。にもかかわらず、私は不祥事が

起こったことを事実として申し上げているわけでございますが、これから先を考えた場合、

そういう身内に甘い独特の体質があるとすれば、今後また何かが起こっても不祥事を起こし

ても、起こっても起こしても、きちっと解決をすることなく遠ざかってしまう職員が今後出

てくるかもしれない。面倒な事案が起きると仕事を投げ出してやめたり、転職をしたりする

方が出てくるかもしれない。そういう方が議員にでもなって、圧力をかけるようなことがあ

ったらどうしますか。だから、申し上げているんです。職員の皆さんにしっかり私が言って

いることを理解してもらえるならと思います。あえて申し上げました。 

 次に進みます。 

 談合とは、広辞苑を広げてみますと、話し合うということで、決してやましいことではあ

りません。しかし、談合請負や談合行為になると、話は別であります。公平な価格競争を損

なうからであります。マスコミ報道などがあっております、予定価格を漏らして金を要求し

たある自治体の職員、業界団体の有力者に情報を提供し賄賂を受け取った土木事務所の管理

職員、これらは住民への裏切り行為でありますが、昨年、柳川でも談合情報が寄せられまし

た。談合したとは言っていませんよ。落札価格が予定価格に近過ぎるなどなど指摘がありま

す。やはり市民は気になります。柳川市の入札では談合行為や不祥事が絶対発生しないよう

にしていただきたい。その対策はどういうふうなものでしょうか。 
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○副市長（大泉勝利君） 

 談合の対策についてお答えいたします。 

 議員御指摘のとおり、談合情報については昨年２件寄せられました。今年度１件ございま

した。この談合情報をいずれも発信者は匿名でございまして、内容については具体性に欠け

るものがございましたけれども、すぐに入札者の指名業者の事業聴取を行いまして、その事

実確認をしたところでございますが、確認がとれなかったことで、事情聴取後に誓約書を提

出させて入札執行を行っております。 

 談合については、先ほど議員がお話しされましたように、予定価格と落札する業者がセッ

トで初めて談合が成立するものでございますけれども、本市の場合には既に予定価格は事前

公表しております。したがって、予定価格を事前公表することによって、発注者への負担が

軽減されておりますし、談合するための条件としての価格の要件はなくなることになります。

さらに、業者でございますが、昨年９月からの改正によりまして、従来５社程度としていた

競争を10社程度に拡大すると同時に、10,000千円以上の工事については一般競争入札を導入

しております。この一般競争入札を導入することによって、本当に仕事をやりたいという業

者が一定の条件のもとで参加することになって、業者を固定させないということで競争性の

向上を図っております。さらに、今年度は２件でございますけれども、総合評価を導入して

おります。この総合評価は価格だけの競争ではなくて技術力も導入して、この価格と技術の

両方で評価をするものでございます。これによりまして、固定した業者が必ずこの仕事をと

れるというふうなことにはならないわけで、一層の競争性の確保が図られるというふうに思

っております。 

 さらに、来年４月から導入を予定しているものでございますけれども、電子入札の導入を

準備しております。これによって、入札者が一堂に顔を合わせる機会がないということで談

合できないような状況をつくり出せるというふうに談合に対しての対応を図っているところ

でございます。 

○21番（大橋恭三君） 

 市長、もう１つだけ気を配っていただきたいことがございます。やはり自分のところの職

員だから、できるなら温情的な処理をしたいと思われるかもしれませんけどね、この温情で

解決しようとするのは限界があるわけです。ですから、必要最小限、やはり必要であれば司

直に任せるというのも方法だと思います。これは申し上げておきます。 

 次に進みます。 

 柳川市は自分に合ったスポーツやレクリエーションを見つけて楽しむことが難しいまちだ

と耳にします。スポーツやレクリエーションを楽しみたいと思っても、めぐり合うことがで

きない、よき指導者にめぐり合うことができない。結果として、ストレスがたまります、メ

タボがふえます、あいさつの意味さえ理解できない若者がふえてしまうかもしれない。残念
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だと思いませんか。この原因の一端は、柳川市のスポーツ振興方策の立ちおくれが影響をし

ていると考えます。施設が不足している、指導できる人にめぐり合えない、審判できる人が

少ないためにゲームにならない、試合ができないなどなど、これでは楽しいはずのスポーツ

に興味がわかなくなるのも当然であると思います。 

 スポーツ振興法では、19項目にわたってスポーツ振興方策を具体的に示しています。この1

9項目の中の特に大切な取り組みが質問通告書に示した、指導者や審判員の確保、養成、住民

スポーツ、生涯スポーツのさらなる普及、陸上競技やサッカーなどができる、公式試合がで

きるグラウンドの整備であります。このことは、去年の平成19年２月に市が発表した総合計

画の中の基本計画でもちゃんとうたってあります。ですから、取りかかるかどうかなんです。

私は、絵をかくだけでは何にもならない、それで終わってはいけないと思います。進化しな

ければならない、これからは行動を起こすときだと思います。もちろん、１年や２年ででき

ることだとは思っていません。しかし、10年かかろうが20年かかろうが、とにかく事業に着

手しなければならないことだけはわかっていただきたい。まず、その辺で一区切り置いて答

弁をいただきます。 

○生涯学習課長（龍 英樹君） 

 先ほど大橋議員の話の中で、スポーツ振興方策はほとんどしていないような言い方をされ

ましたけど、それについてちょっと若干説明したいと思いますが、市が主催しますスポーツ

事業としまして、先ほど答弁しましたように、16事業しております。それからまた、体協等

のいろいろなスポーツ団体がいろんなスポーツ大会を開催されております。それに人的支援、

そういったものの支援をいたしております。そういったことから考えますと、私どもとしま

しては、スポーツ方策についてはそれなりにやっているというふうに考えております。 

 それから、質問の中で指導者や審判員の確保はどうしているかというふうな御質問がまず

あったと思いますが、これにつきましては、市民の方が何かスポーツをやりたいと願うとき

には指導者が必要です。また、市教育委員会主催の各種スポーツ大会には、当然指導者や審

判員が必要になってきます。指導者の確保につきましては、市の体育指導員の会の協力を得

まして、各種研修会や勉強会へ積極的に参加していただき、体育指導員の指導力向上と活動

の活性化に努めております。また、審判員の確保につきましては、柳川市体育協会の会員さ

んで、専門的知識を有しておる方をお願いしたり、各種スポーツの専門分野の方にお願いを

いたしております。 

 ただ、議員御指摘のように、現在指導者、審判員の高齢化等も進んでおりまして、後継者

の育成というのが急務となっております。そこで、今後は若年層、青年層に働きかけをいた

しまして、指導者や審判員の資格を取得できるような講習会に積極的に参加していただき、

資格取得後には各種スポーツ大会やレクリエーションの指導に当たっていただくような指導

者等の育成を図っていきたいと考えております。 
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 それから、次に市民総合グラウンドの整備についてということでございましたが、この総

合グラウンドの建設計画につきましては、過去の議会でも数人の議員が御質問されておりま

すが、現状では確かに市内の小学校の陸上記録会等では、大和グラウンドと三橋グラウンド

の２カ所で実施しておりますし、他のスポーツ大会におきましても、テニス大会等につきま

しても高校のグラウンドを利用するなどしておりまして、大変不便を感じている市民もおら

れるというふうに感じております。 

 そこで、議員御指摘の総合グラウンド建設につきましては、生涯スポーツの振興に大いに

寄与するものと思っております。しかしながら、総合グラウンドの整備に当たりましては、

少なくとも20億円程度の予算を要しますし、学校施設の改築等も控えておりますので、財政

的に非常に厳しい状況でございます。この問題に関しましては、今後とも大きな課題と認識

をいたしております。 

 以上でございます。 

○21番（大橋恭三君） 

 20億円するから、30億円すると、もう取りかかられんとでしょうかね。問題は金額ではな

く、それがどう効果を及ぼすかとか、いろんなことを検証しなければならないと思います。

課長が言っていることはよくわかります。本当にこの柳川市は各種大会を開いて、市民に開

放して頑張っている姿もわかります。でも今、現実を見てみると、もう審判員や指導者も高

齢化時代を迎えているんです。いろんなスポーツの、本当によく見てください。試合をする

のがやっとのところもあるし、あるスポーツでは子供みずからが自分たちで審判員をしてい

る。これで安全だと思いますか、技術が向上しますか。この辺のところをよく考えていただ

きたい。子供から大人に至るまで、大人、老人に至るまで、全市民にスポーツを楽しんでも

らうということは、スポーツを好きになってもらうシグナルを発しなければならないんです

よ。しなさいじゃない。事業や雰囲気で、それが後任指導者や審判員の指導であり、グラウ

ンドの建設なんです。これまでは愛好家の熱意やボランティアで成り立っておった面が非常

にありますけれども、ピンチであるということを認識していただいて取り組んでいただきた

い。 

 皆さん、わかるでしょう。最初にスポーツを取り組んで、おもしろくなかったらもう最後

までしませんよ。ばちっと頭をたたいたらだめですよ。しっかり教えることのできる人を育

てなければいけない。それから、どんなにテレビでにぎわっているスポーツでも、規格の整

っていないところでやって、そしてそれが大変無理を感じた場合は、取りかかりにくくなる

わけです。ですから、そういうことに気を配っていただく。 

 それからもう１つ、スポーツ人口が増加すれば、医療費や介護費用に良好な結果をもたら

すことはよく言われています。一説では、予防医療とスポーツ施策の充実で投資額以上の市

民の満足感と医療費抑制の効果があると言われています。柳川市では温水プールがそうでは
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ないんですか。これをさらに進めていただきたい。そう言っているわけです。ぜひとも取り

組んでいただきたい。大変だろうけれども、支援をしていただきたい。物心両方から支援を

していただきたい。 

 もう１つ言わせていただきます。今、この柳川市にあるスポーツ施設は14カ所ありますね。

これは三橋町テニスコートが平成５年に整備されて、一番新しいんです。ほかのやつは昭和6

2年以前に全部つくられています。規格がそろっていない、そういうことはよく知っておられ

ますけれども、当然保全修理の問題が出てくる。そういうことを考えるなら、トータルで考

えて今後のスポーツ施設、柳川のあり方はどういうものか、きのうも佐々木議員が言ってお

られました。大きく考えていただきたいと、その辺どうでしょうか。 

○教育長（上村好生君） 

 大変厳しい御指摘をいただいておりますが、私もほとんどの土曜日、日曜日、各種の大会

に出かけますと、時として大橋議員がソフトボールの審判員として出ておられる。ああ大橋

議員さんでしたかと、そういうふうなことにたびたび出くわすわけでございまして、そうい

うことでよくスポーツをされ、それから指導者として、審判員として出てあるがゆえに、こ

のような御指摘をいただくのであろうというふうに思うところでございまして、感謝を申し

上げるわけでございますが、その指導者、審判員を育成しなければならない、これはもうお

っしゃるとおりでございます。あらゆる機会を利用して育成に努めていきたいと思うところ

でございます。 

 しかしまた、生涯学習課におけるスポーツ振興と申しますのは、私どもは一部のアスリー

ト、競技者、あるいは一部の強化選手、そういうふうな選手を育成するものではないという

ふうに思うところでございまして、一般の方々のスポーツ愛好家をふやす、育成する、そう

いうところにあろうかと思うところでございます。 

 審判員がいないと、そういうふうなことで競技が成立しないと、これは困ったことでござ

いますが、どういう競技がそういう状況であるのかというのを後で教えていただきたいと思

います。 

 またしかし、一般的な競技、柳川では体育協会に登録している団体が31団体ございます。

種目は柳川市で22種目で頑張っております。そういうふうなことでございまして、また、生

まれた赤ん坊からお年寄りまで年間１人当たり約５回体育施設を利用しているという平均で

ございます。それで、もちろん審判員が足りないというところもございましょうけれども、

お互いに競技者自身があるときには審判員になり、あるときには競技者になって、そうやっ

てお互いかわりながら競技者、審判員を務めることがまた体育の成果として上がっていくの

ではないかな、スポーツ育成になるのではないかなと思うところでございます。 

 また、グラウンドの建設、これはもうおっしゃるまでもなく、やはり小学校６年生のスポ

ーツ大会をいたしますが、三橋グラウンドとＢ＆Ｇグラウンドに分かれて競技をする。１カ
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所で競技ができないか、そういうふうなことを強く思うものでございます。また、過去にも

何人もの議員からグラウンドをつくれと、こうおっしゃっていただいております。その意欲

は私どもしっかり持っております。全くないわけではございません。もういつどんな形で着

手すればいいかということを考えているわけでございますが、ただ、教育委員会がお金を持

っておればすぐにでもつくるわけでございますが、非常に大きなやっぱり施設ということに

なります。一回つくって、へなちょこの、こんなつまらんものをつくってと皆様から、ある

いは市民の方々から笑われる、そういうことになればこれもまた大変なことでございます。

施設がなかなかございませんけれども、何とか小学校６年生の陸上競技大会におきましても

１カ所で競技ができるような、そういう工夫をしているところでございます。もう大橋議員

のお気持ちは痛いほど私わかりますが、何せ先立つもの、これをいかに確保するか、お金の

面で非常に苦労しているところでございますので、御理解をいただきたいと思うところでご

ざいます。よろしくお願いします。 

○21番（大橋恭三君） 

 当初にも申し上げましたように、スポーツ振興法というのは国が出しておるものですから、

地方自治体だけに決して全部費用も持ちなさいとか、そういうことはないと思いますので、

その辺も研究されると、ひょっとしたら可能な方法が見つかるかもしれない。それから、20

年や30年のスパンで取り組んでいくというのも方法だと思いますということを私は申し上げ

ておるんです。ですから、その辺を理解していただいて、これ以上の質問はいたしませんけ

れども、痛いほど感じていただいたものをぜひあらわしていただきたいとお願いして、私の

質問を終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、大橋恭三議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後３時５分 休憩 

午後３時20分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第５順位、５番梅崎昭彦議員の発言を許します。 

○５番（梅崎昭彦君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。５番梅崎昭彦でございます。議長のお許しをいただきましたので、通

告に従い一般質問をさせていただきますが、私自身、議員としての議席をいただき、住民の

皆さんの負託を受け、見詰めてきた２年２カ月、通算２回目の質問に登壇することになりま

す。今回、通告しました市政関連課題４項目についてお尋ねをします。 

 なお、答弁次第によりましては、２回目以降、自席から再質問させていただくことをお断
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りし、質問に入ります。 

 石田市長にとって、この12月議会は任期４カ月を残す、文字どおり１期目の納めの議会と

なる議会であります。市長におかれては、平成17年の新市誕生以来、市民の幸せと市勢の発

展のため、大変な努力をいただき、新市のかじ取りには課題が山積みし、その調整や計画、

実行に心労も多かったのではないかと拝察するものであります。市長の昼夜をたがわぬ粉骨

砕身の努力に対し、市民の皆様にかわり、まずもってねぎらいと感謝を申し上げるものであ

ります。 

 さて、今回質問いたしますのは４項目でありますが、まず市長の新市での改革、改善の取

り組みについて、次に昭代地区の主要道路の整備について、３つ目が商店街の活性化につい

て、４つ目が沖端船だまり岸辺の安全についてでございます。 

 まず初めに、石田市長の新市での改革、改善についてお尋ねいたします。 

 近代国家の我が国において、大きな行政改革が行われたのは、明治、昭和、平成でありま

す。特に今回の平成の大合併は3,200余りの市町村を1,000規模にし、行財政の改革を行うと

いう、極めて大胆なものでありました。1990年度末に67兆円にすぎなかった地方の借入残高

が2005年度には200兆円以上にも膨らみ、国も地方も巨額の借金を抱える中で、合併特例債と

いう平成17年末の合併特例法の期限切れに合わせ、2,000足らずの市町村になったことは御案

内のとおりであります。 

 我が柳川市もこの特例法に合わせ、平成17年３月21日に１市２町で新市が誕生し、この４

月には石田市政が誕生しました。新市誕生に合わせた選挙では、候補同士がローカルマニフ

ェストを市民に示しての選挙が行われました。石田市長は２万2,786票を獲得し、市民の負託

を受けての市長就任でした。しかし、その後、市長が示した政策課題をめぐって、見解の相

違などとして議会との対立が続きました。この事態は市長の納得のいくものではなかったの

ではないかと思います。市長は選挙のときに約束したとおり、マニフェストに上げられたみ

ずからの政策達成度を毎年市の広報紙に広報してこられました。私は議員として、いつも市

民の立場に立ち、よいものはよい、悪いものは悪いの視線で評価し、市政をチェックすべき

だと思っています。合併のときの市政の大きな課題は、掘割の水路の浄化環境改善を初め、

旧柳川市内の中学校給食問題、県南女性センターの廃止、存続、大型公共事業の見直しや無

駄な予算の見直しなどでした。 

 そこで、市長が就任時に上げられた改革、改善への取り組み達成度での自己評価はいかが

なものか、その評価点とその理由についてどのように総括されているのか、まずその御所見

をお伺いするものであります。 

 次に、昭代地区の主要生活道路の整備についてお尋ねします。 

 道路は言うまでもなく、地域の発展になくてはならない重要な社会資本であります。道路

の整備は経済、文化、地域間交流を活発にし、地域に大きな活力を与えてくれます。私は、
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新市合併以前から市民の皆さんの総合的な声として、旧柳川市内の道路は狭くて整備がおく

れていると耳にしてきました。さきの議会でも、とりわけ昭代地区の整備のおくれを指摘し、

拡幅整備に対する執行部の考えをただしました。来春には待望の有明海沿岸道路、矢部川大

橋の連結で便利性は格段に高まりますが、昭代地区では十数年前から計画されていた主要地

方道県道大牟田川副線の整備が急がれます。ことし夏に昭代地区の開発促進協議会が立ち上

がり、大きな動きとなりました。これまでの昭代の開発のおくれは、この道路の整備のおく

れと比例していると言わなければなりません。 

 現状を申しますと、県道から海岸への地区内、縦の幹線道路は大牟田川副線がバイパスと

しての道路としてあるほかは、２本の道路が通っています。しかし、これらの道路を結ぶ横

の道路については、幅が狭く、普通車がやっと通れるぐらいの道幅しかない状態の未整備道

路です。緊急自動車もスムーズに通行できないものです。具体的に拡幅整備がおくれる区間

を上げれば、まず大沢の堤防から田脇まで、七ツ家のカントリーエレベーターから田脇郵便

局まで、昭代第一小学校校門前からマミーズ横の道路、西浜武の中島歯科の横の道路も沖田

までと、有明海沿岸道路へアクセスする道路はほとんど途切れています。 

 そこで、お尋ねしますが、これらの主要生活道路の整備について、今後どのような整備計

画を持ち、整備を進めようとされているのか、見解をお示しいただきたいと思います。 

 次に、商店街の活性化についてお尋ねします。 

 柳川には旧市町ごとに商店街があります。今、全国的に中心市街地の商店街がシャッター

街と言われるように、多くの店がシャッターを閉じており、マスコミの写真や映像などによ

ってたびたび報道されています。まことに活気のない殺風景を見ると、こちらも悲しくなり、

どうにかならないものかと思案します。郊外大型店舗の進出、交通事情の変化により、柳川

でも商店街の空洞化が進んでいます。沖端商店街でもこれらの事態を真摯に受けとめ、学習

の機会を持ち、会を重ねてきました。全国のもろもろの商店街の企画やイベント、活性化の

ための取り組みを学ぶ中で、熊本県宇土市宇土商店街の100円商店街の存在を知り、現地に足

を運び調査しました。現地では、同会長からここに至った経過やきっかけ、取り組みのプロ

セスなどの説明を受けました。説明では、商店街を何とかせねばならないとの商店街店主の

声をきっかけに、市民アンケートを実施し、何とか店に行っていただく取り組みができない

のかと始まったのがこの100円商店街の企画、多額の予算をかけず、補助金に頼らない、企画

は100円のワンコインというネーミングで話題を呼んではとしてスタートしたイベントであ

るということです。今では内外に知られた月一回の継続企画になっております。 

 そこで、お尋ねしますが、柳川においても、それぞれの商店街においての活性対策をどの

ように受けとめ、商工政策に対する具体的な支援の方策をどのように考えているのか、当局

の考える商店街振興策をお伺いするものであります。 

 最後の４点目は、沖端船だまりの岸辺の安全対策についてお伺いします。 
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 一昨年の13号台風によって、高潮災害は沖端地区への堤防溢水があと数センチというとこ

ろまで迫ったものの、間一髪、難を逃れることができたことは記憶に新しいところでありま

す。そんな沖端の船だまりに県の高潮対策事業により、周辺堤防やパラペットのかさ上げ、

散歩後に休息できる母屋や彫刻、照明なども整備され、ちょっとした憩いの公園へと変化し

ました。そんな船だまりの岸辺でありますが、大潮時の二丁井樋の出入り口は潮位が高く、

大人でも危険なほどです。昨年もさげもんめぐりのときに、市外の子供さんがこの公園の階

段で遊んでいて足を滑らせ、潟にはまったという事故が起きました。幸いそばに親御さんが

いらして、大事になりませんでしたが、船だまり岸壁の岸辺の危険を感じている人は少なく

ありません。もっと多くの人においでをいただき、にぎわいと活力を取り戻す観光スポット

沖端の船だまりに人を呼ぶためにも、この岸辺の安全対策が万全であることを求められるこ

とは言うまでもありません。この安全対策をどのように考えられるか、お伺いするものであ

ります。 

 また、柳川の川下りは西鉄柳川駅近郊の発着所を起点に、何といっても終点の沖端水天宮

までが一連の観光コースであります。この観光コースの川岸に生い茂る柳の並木は心をいや

してくれる柳川ならではのロケーションでありますが、昨年、一昨年の台風によりその並木

の柳が倒れ、その後のフォローができないままの状態になっています。これらについての調

査、事後の対応に関係者の苦情が届けられています。欠けた柳の植林についての対応につい

て明確な御答弁を求めるものであります。 

 以上、当局におかれては前向きの希望の持てる誠意ある答弁を期待して、壇上からの１回

目の質問を終わります。ありがとうございました。 

○市長（石田宝藏君） 

 梅崎議員におかれましては、今般は４項目にわたってのお尋ねでございました。お答えし

てまいりたいと思います。 

 梅崎議員におかれましては、常に市民の立場に立って、まさに是々非々の視点で市政を

チェックいただいておりますこと、改めて敬意をあらわしたいと思います。 

 私が平成17年４月に２万2,786票の市民の皆さんの支持をいただき、市長に就任をさせてい

ただき３年８カ月が過ぎ、任期も残すところあと４カ月余りということになりました。この

３年８カ月の間、マニフェストとして掲げました数々の施策をそれぞれすぐやります、１年

以内にやります、４年以内にやりますと期限を切って実践してまいりました。 

 時間の都合もございますので、ここでは幾つかに絞って申し上げますが、まず、市長の給

与、賞与、退職金の10％のカット、市長交際費の100％公開、これらにつきましては就任後す

ぐ実行し、今日まで継続をしてきております。市役所改革の推進では、職員の定数削減、人

事考課制度の導入、さらには行政の無駄をなくすための行政評価制度の導入を図ってまいり

ました。 
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 県南女性センターの存続問題では、旧柳川市において取り壊しの方向性が出ておりました

が、着任早々、県に対し存続要望を行いまして、紆余曲折はございましたけれども、議会の

御理解もいただき、平成19年４月に市民温水プールとしてリニューアルオープンし、現在、

健康増進やレクリエーションの場として多くの市民の方々に御利用いただいているところで

ございます。運営は、もちろん直営ではありませんけれども、合理的な予算の執行に方向性

を変えました指定管理者制度を導入し、効率的に、しかも経済的な経営を行っております。

また、今年度には障害者の方々にも安心して利用いただけるようにリフトの設置もさせてい

ただきました。また、新しい観光拠点として、天然温泉を利用したからたち文人の足湯も

オープンをし、柳川を訪れていただいている観光客の皆さん方には、もちろん市民の方々に

も疲れをいやしていただいている一つの名所になりました。 

 次に、合併前からの懸案でございました旧柳川市内の中学校の給食問題につきましては、

御案内のとおり久々原地区にドライ方式の最新式の給食センターが完成し、昨年４月から柳

城中学校、昭代中学校、蒲池中学校、柳南中学校の４校に完全給食を提供して、保護者の方々、

あるいは学校関係者から大変喜ばれておるところでございます。経営効率化の面からは、調

理等の業務を実績のある民間業者に委託をいたしまして、民間活力を導入することによりま

してのサービスの低下を招くことなく経費の節減を図っているところでございます。 

 社会資本の整備といたしましては、西鉄柳川駅東部土地区画整理事業、中島地区の密集住

宅市街地整備事業、市営桜ノ木団地の建設、藤吉小学校、皿垣小学校の大規模改修、交通ア

クセスでは、有明海沿岸道路を初め、国道443号バイパスの建設促進、みやま柳川インターチ

ェンジへのアクセスも着々と進んでおります。 

 基幹産業であります農漁業、観光産業におきましては、集落営農組織、担い手の育成、日

本一のノリ産地を目指しての共販体制の一本化、漁業団地の整備、観光駐車場の整備と魅力

ある観光地づくりへの整備も一歩一歩進めているところでございます。 

 こういった新市の発展、一体化を図るための各事業実施の結果、現在の柳川市の地方債、

これは借金ということになりますが、合併前の１市２町の16年度決算額の合計で298億円であ

ったものが19年度決算では339億円と、41億円程度増加はいたしております。これは合併特例

債を活用した大型事業の実施によるものでございますが、起債元利償還金の70％が交付税で

措置されてまいることになっております。 

 一方、この起債に対して基金、つまりわかりやすく言いますと、積立貯金ということにな

ります、市の貯金。これは同じく16年度決算で約6,560,000千円でございましたけれども、19

年度決算では10,040,000千円と、3,480,000千円増加をいたしております。あわせて報告して

おきたいと思います。やはり財政問題が市を運営する上においては、大きなかぎとなるもの

でございます。 

 最後に、情報公開では、先ほど申し上げましたとおり、市長交際費は就任当初からすべて
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の支出内容と金額を100％公開しております。それから、市役所、公民館、学校等を光ファイ

バーでネットワークした地域イントラネット整備、電子広報紙システム等を構築、平成18年

からは各庁舎や公民館等に議会中継を放映し、市政への関心を市民の皆さんに深めていただ

いているところでございます。 

 その他にも多くの取り組みを実践してまいりましたが、３年８カ月を振り返りますと、非

常に厳しい状況の中ではありましたが、それなりに議会、市民の皆さんの御理解をいただき、

成果を上げることができたと振り返っております。 

 そこで、自己評価して点数をつけたといたしますと、まあこれに対していろいろそれぞれ

の評価は違うと思いますが、私なりに市の広報誌で評価をしているということで御理解をい

ただきたいと思っております。 

 以上で改革に対する取り組みを大ざっぱに申し上げましたけれども、これも市民の皆さん

のおかげだったと感謝とお礼を申し上げたいと思っております。 

 以上でございます。 

○建設課長（横山英眞君） 

 私のほうから梅崎議員の２点目の昭代地区の主要生活道路の整備について、並びに４点目

の沖端船だまり岸辺の安全についてお答えいたします。 

 まず、２点目の昭代地区の主要生活道路の整備についてでございますけれども、議員御指

摘のとおり、道路整備は重要なインフラ整備であり、経済、文化、地域間交流を活発にし、

地域に大きな活力を与えるものと思います。そこで、本市といたしましても、第１次柳川市

総合計画でもうたっております、道路交通網の体系的な整備を行う中で、生活道路整備の推

進を図っていくこととしております。 

 市民の生活道路である市道の整備状況でございますが、平成19年度末現在で実延長986キ

ロメートルに対しまして、改良済み延長が616キロメートルで、改良率が約62％となっており

ます。まだまだ道路整備がおくれている現状でございます。そのような中、財政状況が厳し

い中でも、地権者の同意が得られたところから整備を行っているところでございます。 

 そこで、議員お尋ねの昭代地区主要生活道路の拡幅整備が急がれる４路線の整備計画につ

いて具体的にお答えいたします。 

 まず、大沢の堤防から田脇までの市道間七ツ家線、延長にして約2.2キロメートルでござ

いますが、平成15年度から工事に着手いたしておりますけれども、何分延長が長いため、

なかなか進捗が上がらず、今後も継続事業として引き続き整備をしていきます。 

 次に、七ツ家のカントリーエレベーターから田脇郵便局までの市道高田町永松開線、延長

約１キロメートルについては、平成17年度から工事着手しておりまして、平成22年度に完了

予定でございます。 

 次に、昭代第一小学校前からマミーズ横の県道までの同じく市道高田町永松開線、延長430
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メートルにつきましては、今年度測量に着手し、来年度からは国の補助事業にのせまして、

設計を行い、本格的に事業を実施する計画でございます。 

 最後に、４本目の西浜武の中島歯科横から沖田までの道路は県道の柳川城島線でございま

すので、柳川土木事務所で整備を進めていただいております。早急に完了するように県の

ほうへ要望していきたいと考えております。 

 続きまして、４点目の沖端船だまり岸辺の安全対策についてお答えいたします。 

 沖端船だまりは、議員御承知のとおり、県の高潮対策事業により周辺堤防やパラペットの

かさ上げが行われ、また環境整備については、地方特定河川等環境整備事業により平成13年

度から平成17年度までの５カ年をかけまして、水辺の散策路、あずまや、花壇等、特に矢留

小学校の生徒が描いた絵をもとに画家北原悌二郎先生のモザイク画「干潟のめぐみ」が設置

されて、新しい水辺空間を生み出しております。地元を初め、多くの観光客に親しまれてお

ります。 

 しかし、この船だまりはまた避難港としての機能も備えております。議員御指摘のように、

観光スポットとして多くの人たちが出入りされてある中で、その安全対策ですけれども、御

承知のとおり、この船だまりは県の施設でありますので、市といたしましては、早急に県の

ほうと協議をいたしまして、設置可能なところについて防護さく等の設置要望を行いたいと

いうふうに考えております。 

 以上でございます。 

○商工振興課長（江崎尚美君） 

 梅崎議員の質問の商店街の活性化について回答させていただきます。 

 御指摘のように、大型店舗の出店や買い物のレジャー化により、地域の商店街から消費者

が流出し、最近では大型店同士の顧客の奪い合いも見られるようになっております。一方、

地域の商店街では顧客の流出のみならず、商店主の高齢化が進み、商店を継続することが困

難な状況になっております。 

 現在、市では商工振興策として、空き店舗への家賃補助、プレミアム商品券発行への助成、

商店街活性化のためのイベント等への助成を行っておりますが、市内の商店街でも商店街を

元気にしようとイベントを中心としたさまざまな取り組みがなされております。御存じのよ

うに、柳川商店街ではさげもんタペストリーやひな灯り、沖端商店街では水上ランタン、立

花通り商店街及び西鉄通り商店街ではイルミネーション、水郷冬蛍、中島商店街ではガチャ

ポンキャンペーンなど、そのイベント期間の多くは来客でにぎわっておりますけれども、イ

ベントによる一時的な集客とは別に日常的に集客を図る取り組みが必要なことは言うまでも

ありません。 

 そこで、今後の商店振興策という視点から、大きくは高齢社会の到来とコンパクトなまち

づくりという動向に沿い、いかに集客をするかが一番の課題でございます。例えば、個々の
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商店につきましては、顧客を呼び込む店構えや、あるいは品ぞろえとして日常生活品の充足

や専門店化をするなど、あくまでもショッピングの場としての個店の魅力を高める取り組み

が必要と考えておるところでございます。 

 市役所内におきましても、中心市街地商店街活性化については、本市関係課合同で専門的

アドバイザーによる勉強会も実施しておるところでございます。とにかくいずれにしまして

も、この問題につきましては、各商店街や商工団体とも連携しながら取り組みを進めたいと

思っております。 

 以上です。 

○観光課長（龍 泰子君） 

 水天宮付近の柳の木が枯れているという質問についてお答えいたします。 

 沖端は観光客も多いところでもありますし、柳川の大切な景観の部分でもありますので、

柳の植栽はぜひ必要なものだと思っております。柳が枯れておりますと、大いに景観が損な

われますので、すぐ前向きに検討したいと思います。 

○５番（梅崎昭彦君） 

 再質問させていただきます。 

 １点目の、市長はこの３年半、本当進めてこられた改革、改善は、時世に合ったものであ

り、市民の立場に立ち、無駄をなくし、納税者の立場に立っての改革であったと評価してい

ます。何より行政情報を可能な限りオープンにするということは、行政への市民の信頼につ

ながるものだけに大きな改革であったと思います。これまで既得権として受けとめてきた個

人、団体など、それなりの抵抗があったようですが、市の将来を見据えた確固たる信念と決

断により、あれもこれもではなく、どれかこれかの選択で、これからも健全な財政運営と効

率性の高い行政運営の強力なリーダーシップを発揮されるよう要望して、１点目の質問を終

わります。 

 次に、昭代地区の主要生活道路の整備についてでございますが、今、執行部の答弁をいた

だきました。厳しい財政状況にありながら、市勢の均衡ある発展、生活道路の整備は、地域

住民の最優先の願いであります。 

 そこで、私の提案ですが、今行われている地域要望に優先順位をつける、公平さをさらに

グレードアップさせることもあり、地権者の同意を取りつけた道路についてはさらに優先度

をつけるということについてどう考えられるか、この項についての考えを伺いたいと思いま

すが、いかがでしょうか。 

○建設課長（横山英眞君） 

 今実施している地域要望道路の優先順位をつけるのに、公平さをグレードアップさせるた

めに、地権者の同意を取りつけた道路についてはさらに優先度をつけたらとの御提案でござ

いますが、まさしく道路拡幅整備を行うためには地権者の同意が必要不可欠でございます。
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建設課といたしましては、地域要望道路につきましては、地権者の同意を取りつけてある路

線につきましては優先的に対応しているところでございます。また、緊急性、効果等を考慮

し、公平性を確保しながら、今後整備を進めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○５番（梅崎昭彦君） 

 再度質問いたします。さきの執行部の答弁では、同意をいただいた道路改修に優先順位を

つけることについて前向きに検討するということでございましたが、80から90％以上の地権

者の同意がとれ、あとわずかの同意だったとして、来ないケースもあります。こういうとこ

ろは多くあります。 

 そこで提案ですが、このようなケースの場合、同意ができた部分について、拡幅改修する

という住民の要望にこたえる一つの方法ではないかと思いますが、このような発想について

いかがでしょうか。最後に市長の見解を伺いたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 これにつきましては、やはり私は理想的には100％の同意というのが必要だというふうに思

いますけれども、どうしてもとれない。例えば、家族が離散していらっしゃらないとか、あ

るいは相続人が余りにも多過ぎてとれないとか、そういう事情もあろうかと思います。した

がって、かかる事業をなぜそういったものがとれないのかどうなのか、そういったものを十

二分に精査をいたしまして、やはり国、県でも今財政状況に合わせて部分的な拡幅等もやっ

ているわけです。変則的な拡幅道路整備事業というのがございますけれども、こういったも

のも考え合わせますと、こういったかかる現地の事情等も十分に精査をいたしまして、まさ

しく説明責任がございますので、点数化して、そしてそれなりの費用対効果、また地域の要

望等も点数化いたしまして、そういった整備をやっていくことが本当に柳川の発展につなが

っていくと、また、地域がよくなることだと、安全性が高まっていくことだと、こういうふ

うに思うわけでございます。 

 どうぞそういったものについては、ひとつ遠慮なく担当課のほうに御相談をいただき、

そして地域の実情等もお話をいただくようにお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○５番（梅崎昭彦君） 

 ありがとうございました。 

 ３点目の商店街の活性化についてでございますけど、商店街のユニークなイベントや企画

については、当然商店街の当事者の自主努力が何よりもであります。何といっても、高齢化

社会を見据えた御用聞きビジネス、地産地消の異業種連携などの振興策を考えるわけですが、

そんなアイデアを取り入れることに当たって、業種間の連絡調整役を行政としてサポートを

どのように考えていただけるのか、再度御所見をお尋ね申し上げます。 
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○商工振興課長（江崎尚美君） 

 商店街の振興策につきましては、今申された連携という言葉がございましたけれども、不

況対策におきましても、商工振興課としては、この連携というもの、特に農商工連携という

ことを提案していきたいと思っております。 

 具体的には、一応関係各課、関係団体と連絡会を設けまして、どのように具体化していく

か今後詰めていく予定にしております。 

 以上です。 

○５番（梅崎昭彦君） 

 ありがとうございました。 

 最後の沖端船だまり岸辺の安全対策でありますが、河川は県、漁港は市と管理者が異なる

という答弁ですが、これは行政の論理で、一般の市民にはそんなことはわかりません。だか

ら、よりわかりやすく親切に安全に、そんな気配りが行政に対する協力につながることであ

り、極めて必要なことと思います。安全にかかわる問題だけに、このような問題はいつごろ

までに、どのようにどうするといった前向きの説明をすべきと思いますが、御答弁をお願い

したいと思いますが、いかがでしょうか。 

○建設課長（横山英眞君） 

 先ほども申しましたとおり、管理がですね、柳川土木管理が両岸合わせて約30％、それか

らもう１つ、県の漁港課管理が７割ほどございます。施設の安全管理の設置等につきまして

は、県のほうにやはり管理ですからお願いに行って、議会が終わり次第でも出向いて、御相

談をしていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○５番（梅崎昭彦君） 

 ありがとうございました。 

 最後になりますけど、この問題に関連し、川下りコースの折れた柳の跡の植栽であります

が、年が明ければ柳川はさげもんめぐりの観光シーズンでにぎわいを見せることになります。

一日も早く対応を期待するわけであり、苗木の接ぎ木の安い時期などの課題もあるでしょう

が、緑の植樹の募金制度にのっとった、樹木の配分制度もあることでもあり、早急に次年度

への計画を深め、関係者に説明されるよう提案しますが、いかがでしょうか。 

○観光課長（龍 泰子君） 

 御提案ありがとうございます。樹木は植える時期も冬とか春先までとなっておると思いま

すので……（「季節によるもんね」と呼ぶ者あり）あっ、季節によると思いますので、とに

かくなるべく早く取りかかりたいと思っております。 

○５番（梅崎昭彦君） 

 本当皆さんから親切な御答弁をありがとうございました。 
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 以上で私のすべての質問を終わりますが、執行部におかれては、質問の趣旨を真摯に受け

とめ、迅速な対応をしていただくよう重ねてお願いし、質問を終わります。ありがとうござ

いました。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、梅崎昭彦議員の質問を終了いたします。 

 ここでお諮りをいたします。本日はこれにて延会したいと思います。これに御異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認めます。よって、本日はこれにて延会いたします。 

午後３時59分 延会 
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柳 川 市 議 会 第 ５ 回 定 例 会 会 議 録 

 

 平成20年12月11日柳川市議会議場に第５回市議会定例会が招集されたところ、出席議員及

び付議事件の説明のため出席した者の氏名並びに付議事件の内容は次のとおりである。 

 

１．出席議員 

      １番 島 添 達 也         ２番 古 賀 澄 雄 

      ３番 浦   博 宣         ４番 熊 井 三千代 

      ５番 梅 崎 昭 彦         ６番 島 添   勝 

      ７番 白 谷 義 隆         ８番 森 田 房 儀 

      ９番 荒 巻 英 樹         10番 藤 丸 富 男 

      11番 矢ケ部 広 巳         12番 荒 木   憲 

      13番 伊 藤 法 博         14番 龍   益 男 

      15番 菅 原 英 修         16番 諸 藤 哲 男 

      17番 樽 見 哲 也         18番 近 藤 末 治 

      19番 太 田 武 文         20番 吉 田 勝 也 

      21番 大 橋 恭 三         22番 藤 丸 正 勝 

      23番 木 下 芳二郎         24番 佐々木 創 主 

      25番 三小田 一 美         26番 梅 崎 和 弘 

      27番 髙 田 千壽輝         28番 山 田 奉 文 

      29番 河 村 好 浩         30番 田 中 雅 美 

 

２．欠席議員 

      な  し 
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３．地方自治法第121条の規定により出席した者 

      市 長   石   田   宝   藏 

      副 市 長   大   泉   勝   利 

      収 入 役   木   村       仁 

      教 育 長   上   村   好   生 

      総 務 部 長   山   田   政   徳 

      市 民 部 長   大   坪   正   明 

      保 健 福 祉 部 長   本   木   芳   夫 

      建 設 部 長   蒲   池   康   晴 

      産 業 経 済 部 長   田   島   稔   大 

      教 育 部 長   佐   藤   健   二 

      大 和 庁 舎 長   櫻   木   惠 美 子 

      三 橋 庁 舎 長   藤   木       均 

      消 防 長   竹   下   敏   郎 

      人 事 秘 書 課 長   高   田       厚 

      総 務 課 長   櫻   木   重   信 

      企 画 課 長   樽   見   孝   則 

      財 政 課 長   石   橋   真   剛 

      税 務 課 長   武   藤   義   治 

      健 康 づ く り 課 長   川   口   敬   司 

      福 祉 課 長   木   下   正   巳 

      学 校 教 育 課 長   成   清   一   廣 

      建 設 課 長   横   山   英   眞 

      農 政 課 長   成   清   博   茂 

      水 路 課 長   安   藤   和   彦 

 

４．本議会に出席した事務局職員 

      議 会 事 務 局 長   北   原       博 

      議会事務局次長兼議事係長   高   巣   雄   三 

      議 会 事 務 局 庶 務 係 長   高   口   佳   人 

 

５．議事日程 

  日程（１） 一般質問について 
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順位  質 問 者  質 問 事 項 答弁者 

１ 
９番 

荒 巻 英 樹 

１．柳川市情報化推進計画について 

２．ふるさと納税について 

 (1) 本市及び近隣市町の状況について 

 (2) 今後のＰＲ等について 

３．べにばな号について 

 (1) 利用状況とルートの見直しについて 

 (2) 乗り継ぎ客への利便性の向上を 

４．市長のトップセールスについて 

市 長 

〃 

 

 

〃 

 

 

〃 

２ 
７番 

白 谷 義 隆 

１．ピアス跡地について 

 (1) 今後の対応について 

 (2) 買収時の固定資産税の取り扱い 

２．議会の権能と住民参加について 

市 長 

 

 

〃 

３ 
11番 

矢ケ部 広 巳 

１．市長の（市民・職員・議員）刑事告訴乱発につ

 いて 

２．市長の公務出張について 

市 長 

 

〃 

４ 
25番 

三小田 一 美 

１．柳川観光の目玉作り事業について 

 (1) 観光の中心地作り事業について 

２．公務と私用について 

 (1) 違いについて 

３．ピアス問題について 

 (1) アスベストについて 

４．柳川ホテル跡地の活用について 

 (1) 有印公文書偽造関係で信用失墜行為の責任の

  所在 

 (2) 公印管理者の処分 

 (3) 市の信用を失墜させる発言の信憑性について 

５．政治姿勢について 

市 長 

 

〃 

 

〃 

 

〃 

 

 

 

 

〃 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時２分 開議 

○議長（田中雅美君） 

 おはようございます。本日の出席議員28名、定足数であります。よって、ただいまから本

日の会議を開きます。 

      日程第１ 一般質問について 

○議長（田中雅美君） 
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 日程１．一般質問について。 

 一般質問を、お手元に配付いたしております日程表の記載順に行います。 

 第１順位、９番荒巻英樹議員の発言を許します。 

○９番（荒巻英樹君）（登壇） 

 議場内の皆さん、おはようございます。それから、ライブ中継や録画配信をごらんいただ

いている皆さん、おはようございます。９番荒巻英樹でございます。 

 皆さん御承知のとおり、本定例会より、インターネットによる録画配信が始まっておりま

す。市民の皆様への情報公開を積極的に進めようと今回の録画配信の実現に御尽力いただい

た田中議長に対して、背中越しではありますが、この場をかりて感謝の意を表したいと思い

ます。 

 それでは、本日のトップバッターを務めさせていただきますが、後に控えます強打者にう

まくつなげるように頑張ってまいりたいと思います。それでは、議長のお許しをいただきま

したので、通告に従いまして４項目について質問をさせていただきます。 

 １項目めは、柳川市情報化推進計画についてお伺いします。 

 本計画にうたってありますように、今日の情報通信技術の発展は目覚ましく、私たちの生

活において大きな変化と多様化をもたらしています。昨年２月に策定された第１次柳川市総

合計画においても、電子自治体の推進を図るとされており、その実現に向け本年３月に策定

されたのが柳川市情報化推進計画であります。基本理念として、１．市民の視点に立った便

利な市役所、２．情報通信技術を活用した簡素で効率的な行政運営、３．情報化による活力

ある地域社会の形成。そして、これらの理念に基づき基本目標が次のように定められていま

す。１．市民サービスの向上、２．行政運営の効率化、３．地域における情報化の推進。い

ずれもが大切なものであり、確実に実行に移していただきたいと切に願い、数ある計画の中

から今回は３点についてお伺いします。 

 １点目、手数料、税等の電子納付について、どのような検討をなさっているのかお伺いし

ます。 

 ２点目、自動交付機の活用について伺います。自動交付機の利用が進めば進むほど、窓口

業務の効率化にもつながるわけで、私も大いに推進すべきだと考えますが、具体策をお知ら

せください。 

 ３点目、ホームページの改善について、その内容や時期についてお伺いします。 

 ２項目めは、ふるさと納税についてお伺いします。 

 「ふるさとは遠きにありて思うもの そして悲しくうたうもの」、御存じのとおり、金沢

出身の詩人であり、小説家でもある室生犀星の詩の一部です。私も学生時代に東京でひとり

暮らしをしていたときには、遠い柳川のことを考え、物思いにふけったこともありました。

卒業後は柳川へ帰ってくる予定であった私でもそのような思いをするわけですから、就職後
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も、そして、定年退職後もふるさとを離れたままの方々がふるさとを思う気持ちははかり知

れないものでありましょう。きっと多くの方々がふるさとの発展を願っていらっしゃるはず

です。そういった方々にふるさと柳川を応援してもらおうではありませんか。 

 そこで、お伺いします。 

 １点目、本市のふるさと納税の実績と近隣市町の状況についてお伺いします。 

 ２点目、これまでのＰＲ状況及び今後のＰＲ活動についてお知らせください。 

 ３項目めは、福祉巡回バス「べにばな号」についてお伺いします。 

 旧柳川市時代の平成16年４月の運行開始から５年近くを経過し、市民の方々にはかなり浸

透してきていると思いますが、残念ながら、すれ違う車内には空席が目立つこともあります。 

 そこで、お伺いします。 

 １点目、去年の４月から、現在のルート及びスケジュールになっていますが、利用状況と

それに基づくルート等の見直しの可能性についてお伺いします。 

 ２点目、現在、水の郷を起点に運行がされておりますけれども、例えば、蒲地コース、昭

代コースにおいて、途中、柳川病院や市役所で一たんおりて要件を済ませて、再度次の便に

乗車して水の郷へ向かう、乗車するという場合、改めて料金を払う必要がありますけれども、

この乗り継ぎの方に対して、支払いの点で便宜を図ることができないのかお尋ねします。 

 ４項目めは、市長のトップセールスについてお伺いします。 

 企業誘致や本市のＰＲなどで市長がどのような努力をされているのか、なかなか見えてき

ません。努力しているけど結果がついてきていないのか、それとも努力が足りないのか、市

長の見解をお伺いします。 

 以上、前向きの答弁を期待して壇上からの質問を終わります。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 柳川市情報化推進計画とふるさと納税につきまして、企画課からお答えいたします。 

 まず１点目は、手数料、税等の電子納付の検討内容についてでございます。 

 現在、税、手数料の納付につきましては、口座振替と金融機関や庁舎の窓口によるものと

に限られております。電子納付につきましては、代表的なものとしてクレジット納付やコン

ビニ収納がございます。特にコンビニ収納は24時間毎日営業しているコンビニエンスストア

での支払いが可能になるということで、市民の利便性は飛躍的に高まります。行政側として

も、支払いの不便さを原因にした滞納の解消につながるなど効果が期待できます。 

 一方で市民の方々は納付期限を超えての支払いができない、また、行政側では手数料とし

て１件当たり約60円の負担が生じるとともに、クレジット収納もそうでございますけれども、

特別なシステム改修費が必要などのデメリットがございます。 

 現在、クレジット収納やコンビニ収納は多くの企業が取り組んでおり、時代のニーズにマ

ッチした納付手段であると言えます。ただ、導入にはクリアすべき課題も多いことから、他
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自治体の状況等について調査研究を行い、収納率の向上にどの程度寄与するかなど、費用対

効果を見きわめながら検討していきたいと考えております。 

 ２点目の自動交付機の活用の推進策についてでございます。 

 自動交付機は本市では３台設置しておりまして、市民カードにより、住民票の写し、印鑑

証明書の２種類の交付を行っております。これまで自動交付機利用推進の前提となります市

民カードの普及促進を図るため、広報紙などを利用してＰＲ活動を行ってまいりました。平

成18年４月において、住民票では約６％、印鑑証明書では約14％が自動交付機による発行で

ございましたけれども、これが平成20年８月では、住民票が約12％、印鑑証明書が約25％と、

年々その利用率は上昇してきております。 

 自動交付機利用を進めることで、市民の方にあっては本人確認のための証明書の提示が不

要、平日午後８時、土曜、日曜の午後５時まで利用可能といったメリットがございます。ま

た、市といたしましても、将来職員数が減っていく状況に対応するためにも自動交付機の利

用促進を図っていかなければならないと考えております。 

 今後は税証明や戸籍証明も自動交付機で取得できるようにするなど、さらなる自動交付機

の利便性向上を図っていくための調査研究を進め、費用対効果を勘案しながら検討していき

たいと考えております。 

 ３点目は、ホームページの改善内容と時期についてでございます。 

 本市のホームページは平成18年３月にリニューアルした後、市民や議会の皆さんから御指

摘を受け、ホームページ内の検索機能の改善、アクセス件数表示など、便利で使いやすい

ホームページづくりに逐次努めてまいりました。 

 今後も充実すべき点として、音声ガイダンス機能の向上、外国語表示への切りかえを可能

にする機能追加、携帯電話用ホームページの改善等が考えられます。本市では平成23年度に

現在使用しております住民情報を初めとした電算システムの再構築を予定しておりまして、

その再構築に合わせてリニューアルすることで、より効率的な事業展開が可能であると考え

ております。このためリニューアルにつきましては、平成23年度をめどに行いたいと考えて

おります。 

 次に、ふるさと納税についてお答えいたします。 

 まず、本市及び近隣市町の状況についてでございます。 

 本市及び近隣のみやま市、筑後市、八女市、大川市、大牟田市のふるさと寄附金の件数と

金額について、11月末現在での件数及び金額をお答えいたします。 

 なお、ほかの市では市内の方からの寄附も含めて公表しているところもございます。それ

で、ここでは市外の方からの寄附の件数及び金額について申し上げます。 

 本市は３件で金額が250千円でございます。みやま市が５件で金額が160千円。筑後市が64

件で2,024,630円。八女市が８件で765千円。大川市が17件で1,295千円。最後に大牟田市が19
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件で865千円となっております。 

 次に、ふるさと寄附金のＰＲにつきましては、これまで「広報やながわ」と市のホームペ

ージでお知らせしたほか、記者会見によるＰＲや観光大使や県人会、同窓会事務局へ郵送に

よるお知らせを行ってきました。また、市内の観光事業所や市外の駅や空港、県人会、高校

同窓会など約50の団体にポスターやチラシを配付してまいりました。今後は正月に里帰りす

る皆さんにお知らせするため、広報の１月１日号にＰＲ記事を掲載したり、県人会や高校同

窓会を通じてのＰＲやふるさと寄附金専用サイトを使ったＰＲのほか、チラシなども工夫し

て市内外の観光施設などへ配布する予定にしております。また、寄附していただいた方には、

水の郷の温泉や白秋生家、旧戸島邸住宅の入場が無料になったり、川下りや御花の入場料金

が割引になるなどの特典を設けた柳川ファンクラブ会員証をプレゼントしておりますけれど

も、その特典をふやすなどして会員証を魅力あるものにしてＰＲしていきたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○福祉課長（木下正巳君） 

 ３点目の福祉巡回バス「べにばな号」についてお答えをいたします。 

 まず、本年度の利用状況につきまして、11月までの８カ月間の状況をルートごとに申し上

げます。 

 まず、両開ルートの利用者数は4,672人、１日平均利用者が約22人となっています。また、

蒲地ルートは利用者数2,371人、１日平均利用者数約23人となっております。それから、昭代

ルートが利用者数4,041人、１日平均利用者数が約39人となり、３ルート合計利用者数は１万

1,084人、１日平均利用者数は52.3人となっております。 

 べにばな号の運行を開始いたしました平成16年度では、３ルート合計で利用者が3,193人、

１日平均の利用者が10.4人という状況でございましたが、利用者の要望にこたえるため、平

成18年10月には便の増加や利用者の年齢制限を撤廃するとともに、市役所などの施設に多く

立ち寄るためのルート変更を行いました。また、平成19年４月には市民プールとリハビリ病

院にバス停を追加し、昭代ルートを２ルートから１ルートに統合し、それに合わせて時刻表

を一部改正するなど、利用者の利便を図ることで開始年度と比較して１日平均利用者は約５

倍となっております。今後も多くの市民の方に利用していただくたよう、利用者の方からの

要望等もお聞きしながら、適宜ルートの見直しを行っていきたいと考えております。 

 また、ルートの変更につきましては、柳川商店街への停留所の設置のためのルート延長を

検討中でございます。 

 次に、乗り継ぎ者への利便性の向上についてお答えをいたします。 

 乗車してから目的地に着くまでの途中で一時下車した場合に、利用者の便宜を図れないか

ということでございますけれども、高齢者の社会参加や乗りやすさを考慮して料金は乗車区
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間に限らず、１回につき100円とすることにしております。また、バスの目的から黒字経営に

なる必要はないと思いますけれども、収入はまだ2,000千円も満たないという状況でございま

すので、乗車１回につき100円の御負担をしていただくことについて御理解をお願いしたいと

考えております。 

 以上です。 

○市長（石田宝藏君） 

 荒巻議員からお尋ねになりました市長のトップセールス、これについてお答えをいたした

いと思います。 

 この企業誘致というのは、私にとりましても、合併当初からこれは重要な課題だというふ

うに位置づけておりまして、当然やらなければならない市長としての職務でもあるわけでご

ざいます。当初から私も機を見てはさまざまな努力を重ねてまいりました。例の問題となっ

ておりますピアス跡地でありますが、これはいち早く有効活用をやろうというようなことで、

県の企業立地課等にも直接話を持ち込んでおりますし、福岡の東京事務所、大阪事務所、こ

ういったところについてもさまざまなプッシュをやってきておるところであります。また、

出張の機会を見つけまして、愛知県の、あるいはこういった福岡の市内の関係の方々等にも

面談をしながらやってきているところでございます。中身についてはなかなか申し上げられ

ない部分がございますので、御理解いただきたいと思います。 

○９番（荒巻英樹君） 

 済みません。ちょっと市長、柳川のＰＲに関しての御答弁いただけますか。 

○市長（石田宝藏君） 

 柳川のＰＲについては、それこそ柳川の魅力、水郷のまちでありますし、豊穣なる豊かな

水郷のまちだと。しかし、多くの文学者を輩出した土地でもあるというふうなことで、その

魅力というものはいつも変わらぬＰＲをやってきております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 はい、ありがとうございました。それでは、順番に沿って再質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、情報化推進計画なんですけれども、１点目の手数料、税等の電子納付について、ク

レジット納付、コンビニ納付と、いろいろとメリット、デメリットを御答弁いただきました。

その中でやはりおっしゃいましたように、収納率の向上、結局、目的はもうこれに尽きると

思いますけれども、ただ、時代の流れとしてやはり電子化というのも避けられないことであ

りますので、ただ、電子化を進めるに当たっても本市単独でやるのと、近隣の自治体と共同

で開発をするのとではやはりコスト的にかなり違いがあると思いますが、その点で近隣自治

体とのそういった共同での開発というようなことは検討の中に入っておるんでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 
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 近隣の自治体と共同で開発を行うかということでございますけれども、先ほど御答弁申し

上げましたけれども、電子納付を可能とするためには多額の投資が必要でございます。財政

状況が厳しい今日、単独でのシステム構築は負担が大き過ぎます。このため本市も加盟する

福岡電子自治体共同運営協議会、こちらで共同開発、共同運用について、現在検討を行って

おるところでございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 それに関しては県内の幾つかの自治体が参加して、それで中心となるのは県がやるという

ことでよろしいんでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 事務局は県にございまして、現在、県下44の自治体が加盟しております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ありがとうございます。そういって県が中心となって開発を進めるということで、ですか

ら、そういった形で本市の負担が少しでも少なくなるような形で展開を図っていっていただ

ければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、自動交付機なんですけれども、この２年で利用率がアップしているというこ

とを聞いておりますけれども、先進地によりましては、かなりの利用率があるようにも聞い

ておりますが、先進地の事例がわかれば教えていただけますでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 自動交付機の先進地の利用率はという御質問でございますけれども、全国の先進地で申し

上げますと、印鑑証明書でございますけれども、奈良県の橿原市が84.2％で全国トップでご

ざいます。また、東京の豊島区が77.6％、埼玉県の大利根町が71.8％、こういった利用率に

なっております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 はい、ありがとうございます。奈良県の橿原市が行ったことないんでどういうところかよ

くわかりませんが、必ずしも都会だけということはないかと思います。 

 それで、例えば、現在、窓口での交付でも自動交付機の交付でも手数料が一律であります

けれども、今銀行に行きますと、やはり窓口の利用とＡＴＭの利用では、ＡＴＭのほうがお

安くなっております。銀行さんでもＡＴＭのほうがお得ですよとＰＲなさっておるかと思い

ますけれども、そういった形で本市の場合でも自動交付機を利用した場合に手数料を下げる

ような考えといいますか、そういうことが御検討いただけないかと思っておりますが、いか

がでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 この件につきましては調査いたしましたところ、自動交付機の料金は据え置くものの、条

例改正で窓口手数料を引き上げて利用率の向上を図った自治体の事例がございました。東京
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の西東京市の例を見ますと、手数料の差をつける前と後では市民カードの発行枚数が1.5倍と

なり、交付機の利用率も向上したということでございます。利用率向上のための手段の一つ

として考えられます。今後、十分検討してまいりたいと考えております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 私個人的には窓口の手数料を上げることには賛成しかねますけれども、やはり機械での手

数料を下げるということで利用促進、もちろんその前段で市民カードの発行ということもあ

りますけれども、ぜひ。やはり手数料100円違えば、市民の方もそちらがお得だということで

御利用、そういう促進につながるかと思いますので、ぜひとも自動交付機の料金を下げると

いうことで御検討をいろいろしていただきたいとよろしくお願いいたします。 

 それから、次にホームページのことをお伺いいたします。 

 23年度でリニューアルをお考えということですけれども、18年にリニューアルしたときに

も数百万円の費用をかけていらっしゃったと思いますけれども、私としては、やはりリニュ

ーアルよりも、現在のホームページで情報の発信が少ないものですから、私はリニューアル

よりも、もっと情報発信の努力をするほうが優先すべきことだと思いますけれども、いかが

でしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 荒巻議員からこれまでも御指摘いただいておりますけれども、ホームページでより早く新

しい情報を提供するため、新着情報を各課で入力し掲載できるようにしております。イベン

トや行事などの開催の御案内は積極的にホームページに掲載しておりますけれども、そのほ

かイベントの結果やそういったことにつきましても、担当課と連携して今後努力してまいり

たいと考えております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 いや、５年で更新がちょっともったいないなという気がしておるんですけれども、その点

に関してはいかがなんでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 １回目にお答えしましたように、平成23年度は電算システムの再構築を予定しておりまし

て、多額な費用はかからないようなリニューアルを予定しております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ありがとうございます。じゃ、その23年度にまた数百万円ということじゃないという理解

でよろしいわけですね。ありがとうございます。 

 それから、情報発信が各課で入力できるようになったということで、それは一たん、以前

は企画課に上げて、それを企画課が入力されていたのを直接各課で入力できるようになった

ということは大変ありがたいことなんですが、ただ、それでも情報発信がなされていないと

いうことは、やはりちょっと皆さんそこら辺で御自分の仕事を頑張ったぞというＰＲにもな
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るわけですから、ぜひともどんどんＰＲしていただきたいと思いますし、これ２年前にもこ

のことをお伝えしましたが、市民祭り、ことし非常に多かったですよね。市外の方も、ああ

多かったね、柳川はすごかねという話聞きましたけれども、広報紙に載る情報が何でホーム

ページに載らないのか、もうこれ不思議でたまらないわけなんですけれども、ですから、情

報は同じ情報でもちろん構わないわけです。そのホームページの瞬時性なり、そういったも

のをもっともっと活用していただきたいと思いますし、テレビ番組ですよね、やはり柳川が

映るとうれしいし、全国ネットで全国に行かれている、それこそふるさと納税じゃないです

けれども、柳川出身の方が見られたら、うれしいと思います。そういったところも柳川出身

の方がたまにやはりホームページを見られている方もいらっしゃると思います。その方が、

ああ、今度ＮＨＫの何とかで柳川の映るばいということで見ていただけたら、非常に御本人

もうれしいかと思います。とにかくやはり情報の発信が少な過ぎますので、その点、改めて

よろしくお願いいたします。 

 それと、以前にも申しましたが、実際、中身の情報は変わっていても、そこになかなかた

どり着けない、例えば、入札結果もそうですよね。実際、入札結果なんか今詳しく載ってお

りますが、月１回、何月の入札結果ですということで１つ新着情報として掲載いただければ、

その後、スムーズに入っていけますので、そういったことでぜひ心がけていただきたいと思

っております。よろしくお願いいたします。その点に関して、ちょっと石田市長コメントい

ただけますでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 当然、荒巻議員から再三この問題については、新着情報をなるべく詳しく、早く、スピー

ディーにということで、それぞれの庁議の中でも申し上げてきているところでございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 残念ながら、それが実行に移っていないわけなんで、今後はよろしくお願いいたします。 

 それと、もう１点だけ。バナー広告の導入に関してはいかがなんでしょうか。この前、新

聞にも出ていましたけれども、自治体の約30％がバナー広告を導入しているということでご

ざいます。本市の場合はいかがでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 バナー広告の導入につきましては、現在、自主財源確保等検討委員会で検討課題の一つと

もなっております。企画課といたしましては、近隣や県内でバナー広告を導入している市を

調査しまして、現在検討しております。21年度には導入を行いたいと考えているところでご

ざいます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ありがとうございました。ちょっとバナー広告、ここにいらっしゃる方で何なのかなと思

われる方もいらっしゃるかと思いますが、これ自治体のホームページのトップで、これ八女
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市なんですが、ここのところに枠があって、ここに、これは保険屋さんとか、自動車学校と

か、不動産屋さんとか、そういうちょっとした枠があるんですね。そこをクリックすると、

そこのホームページにつながると、これがバナー広告でして、八女市、筑後市等は既に実施

しておりますが、本市の場合はまだその段に行っておりませんので、ここを有効活用したら

いかがですかという趣旨でございますので、御理解よろしくお願いいたします。ありがとう

ございました。 

 それでは、ふるさと納税のほうに移らせていただきます。 

 先ほど近隣の自治体の状況をお知らせいただいたんですけれども、残念ながら、金額は別

として件数では本市が一番少ない状況でございますが、その点で筑後市さんとは大きな格差

もあるんですが、この点に関してどのように今のところ御理解、分析なさっていますでしょ

うか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 この点に関しましては、受け付け開始から半年ということで具体的に他市との比較、分析

は行っていないところでございます。ただ、記念品の品目などで他市との違いはございます

けれども、本市といたしましては、寄附される方の善意を尊重するということでスタートし

た経緯もございますので、今後もＰＲに努めてまいりたいと考えております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 大体、普通考えられるＰＲ、広報紙なりホームページなりということはきっちりなさって

いると私は思っております。ただ、残念ながら、結局、まだ今のところ効果出ていないんで、

これがジャブとしてきいていって、それがきいてくれば大変ありがたい話なんですが、私は

個人的な見解として、今のままだったらこれが急にふえることはないんじゃないかなと思っ

ております。 

 本当にこのふるさと納税、柳川出身の方にお願いするには、やはり直接面と向かってお願

いするしかないんじゃないかなと思っております。ちょっと選挙のこと言うとなんですが、

やはり我々もそうやってだれかを通してあれするより、直接お願いに行く、皆さんも同じこ

とをなさってきていたかと思いますけれども、やはり必要な書類を用意して、もちろんそん

なお金をかけてつくる必要ございませんけれども、簡単な案内をつくって、折り返しできる

返信用の封筒でも用意して、直接そういった方に。ですから、今度、年末年始でも里帰りさ

れた方にアピールをなさるということですけれども、そういった一通りツールといいますか、

チラシだけじゃなくて、もうちょっと、先ほど言いましたように、返信用の封筒等も含めて、

こういった形使います、もちろん申込書も含めて用意して、皆さんにＰＲしていただきたい

と思っております。 

 それと、先ほど樽見課長のほうからも御答弁ありましたように、バナー広告のところで

ありましたように、自主財源確保等検討委員会ですね。ですから、この中でもテーマとして
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上がっているかどうか存じませんけれども、そういった形でぜひできるところから、確実に

結果を残してある自治体もありますので、できるところから進めていきたいと思っておりま

す。 

 それで、このふるさと納税の制度についてのお考え、石田市長のお考えをお聞かせいただ

きたいんですが。 

○市長（石田宝藏君） 

 どういう考え方なんでしょうか。趣旨はもう御案内のとおりでございますので。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ですから、ふるさと納税をどのように活用するか。いや、だから、まず、もっと言えば、

これが必要な制度と思っているかどうか。必要であるならば、どのようにすべきか。そうい

ったところをお聞かせいただけますでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 議員おっしゃってありますとおりに、やはり生まれ育ったふるさとを離れて、一人前の社

会人となって一定の余裕が出てきたならば、いつでもふるさとを出た人たちはふるさとのこ

と、また、両親や先祖のことを思わない人はいないと思います。そういったふるさとのこと

を思い、やはりふるさとに感謝をする心があるならば、そういった面ではどなたもふるさと

がよくなるようにと、誇れるようなふるさとであってほしいと願うならば、こういったもの

については御理解をいただくんじゃないかなと思います。 

 もちろん荒巻議員おっしゃいましたように、マン・ツー・マン、対のですね、そういった

ＰＲもまた、対応しての対面式での売り込みも必要かと思いますけれども、やはりこれは心

の問題だろうと私思うんです。一定の強制するようなことがあってもいけないし、一定の圧

力をかけるようなこともあってはいけないと思いますし、ただただそういったものは寄附と

いうのは、やはり当事者の善意によるものだと私は思います。したがって、善意をどのよう

な方向で使ってほしいとおっしゃる趣旨に、寄附者の趣旨に沿って活用していかなきゃなら

ない、このように思っております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 とっても後ろ向きな答弁ですけれども、ふるさと納税は、じゃあもうあれですか、もう必

要ないというお考えですか。 

○市長（石田宝藏君） 

 納税は当然国民の義務ですよね。義務でございますから、荒巻議員の発言聞きますと、極

端過ぎるんですね。要らないとか、要るとか、そんなもので割り切れるものじゃないと思い

ます。国民の義務として、日本人として生まれてきたならば当然義務を背負うわけですから、

納税というのは基本的にあるわけです。これは忠実に実行してもらわなければ、世の中は回

ってまいりません。 
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○９番（荒巻英樹君） 

 納税が義務であることは別にお知らせいただく必要ないんですが、私はふるさと納税につ

いてお伺いしているわけであって、やはりこの柳川市のトップとして、残念ながら、市長、

自主財源の比率、ワーストツーですよね、県内で。もちろん市長御存じなはずですけれども。

市長みずからがそういったことを、そういった本市の状況でありながら、そういったお考え

であるというのは非常に私は残念でたまりません。やはりトップが率先して、このふるさと

納税を活用する、そういう姿勢、心がけが私は必要じゃないかと思っております。その点で

はお考えが全く違うようでございますが。別にこれに関して御答弁は結構でございます。 

 それでは、残念ながら非常に本市少ない状況ですけれども、今後、サイトにでもＰＲとい

うことを御答弁いただきましたけれども、そのことについてちょっとお知らせいただけます

でしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 ふるさと納税の各自治体のＰＲをする専用サイトがございまして、そちらのほうに私ども

も登録したらどうかと、今検討しているところでございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 そのサイトは何というサイトですかね。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 申しわけございません。ちょっとサイト名はここに持ち合わせておりません。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ことしの５月にふるさと納税応援サイト「ふたくす」開設のお知らせということで、これ

はＮＰＯですが、ＮＰＯ支援全国地域活性化協議会から全国の自治体のほうにホームページ、

このサイトに掲載しませんかという案内が行っておりますけれども、本市の場合はこのとき

はどのような御判断をなさったんですか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 その時点でまだふるさと納税、本市としての制度が固まっておりませんでしたので、これ

まで検討してまいったというところでございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 先ほど言われましたことしの５月に案内があっていて、これは自治体だけが掲載できる分

であって、利用料金とか、費用とか全く不要なんですね。自治体のほうで必要な情報を入力

するだけなんですが、結果として、これ筑後市、八女市はそのサイトに登録をなさっており

ます。もちろんこのサイトから入った方がどれだけ寄附されたかというのをはかるすべはあ

りませんが、そういった心がけといいますか、やはりできることは何でもやるということで、

そういった心がけ、意識改革ですか、そういったところも持って、今後努めていただきたい

と思っております。 
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 それから、現在、特典としましては、柳川ファンクラブということで入場料の割引や無料

等の特典ありますが、実際に他市の例では、その種のふるさとの特産品を５千円以上、10千

円以上納めていただいた方に送っているということもございますが、その辺、議論がどう、

そういった議論も出たのかどうか、ちょっとその辺を。今後、ですから特産品のほうに切り

かえるような考えとか、その辺はいかがなんでしょうか。 

○企画課長（樽見孝則君） 

 この制度を始める際には、当然特産品という話もございました。ただ、本市といたしまし

ては、寄附される方の柳川市への思いを大切にしたいということで、柳川ファンクラブカー

ドの会員証を送るということで決定いたしました。今後は、先ほど申しましたように、しば

らくはこのＰＲとかファンクラブカードの充実に努めていきたいと考えております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 そういったお考えももちろんあるかと思いますが、実際に御本人さんが柳川市に例えば30

千円ふるさと納税をしたら、住んでいる自治体で25千円の控除を受けるということですよね。

５千円が御本人の負担ということになりますが、八女市、筑後市の例で言いますと、やはり

特産品３千円なり４千円ぐらい相当の品物、そして、送料を入れて大体５千円ぐらいになる

ということでやっていらっしゃるみたいです。ただ、どちらにするか、物にするか、そうい

った特典にするか等は議論がかなり割れたとは聞いておりますけれども、やはり品物をお贈

りすることというのは、地場産のＰＲにもなりますし、産業政策にも結びつくわけですから、

その辺も機会を見て一度再検討をいただければと思っておりますというか、再検討を要望い

たします。 

 それから、あとこれももちろん強制すべきことでは全くありませんけれども、本市の職員

の方、市外在住の職員の方もふるさと納税ができる立場にいらっしゃいますので、そういっ

た方も、もちろんそういったことで確定申告の必要性とか出てきますが、そういったお気持

ちの方が一人でも多く出られたら大変ありがたいかなと思っておるところでございます。 

 それでは、次に福祉バスのほうに移らせていただきます。 

 １点目の利用状況とルートについてですが、やはりかなりこの５年間でふえてきていると

いう理解でよろしいかと思いますけれども、実数をお伺いしましたけれども、大まか、パー

センテージで言ったら乗車率ですよね、どれぐらいになるんですかね。それがわかれば教え

てください。 

○福祉課長（木下正巳君） 

 申しわけありません。手元に詳細な情報持ち合わせておりませんので、申しわけありませ

んけれども、ちょっと今ここでは答弁ができない状況でございます。申しわけございません。 

○９番（荒巻英樹君） 

 実数ももちろん大切ですけれども、やはり効率を考えると、そのパーセンテージ、乗車率
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というのも必要かと思いますので、今後、この資料としてそういったものも御用意いただけ

ればと思っております。 

 それで、しばらくルートに関してはこのままだという、商店街への乗り入れを別とすれば、

しばらくはこのままだということで理解させていただきます。 

 それで、２点目の途中下車した場合なんですけれども、これ西鉄バスの場合は今、プリペ

イドが多いですから、２回目乗ったとき、たしか１時間半以内だったと思うんですが、80円

の割引とかがあります。そういった形で何らかの、結局、昭代からでも、蒲地からでも、柳

川病院や市役所でおりて、それで用件を済ませて水の郷の温泉に行くという方と、もう直接

水の郷に行く方、乗っている区間は一緒だけど、料金は100円と200円。ただ、もちろん御本

人の都合で用事済まされるわけですから、これを一律というのはどうかという考えもあると

思うんですが、そこら辺でちょっとした工夫で、ですから、最初におりるときに、ちょっと

乗り継ぎ券かなんか、そういったものを用意すれば、その日だけしか使わないという条件で

すよね、日にちスタンプを押すなりなんなり、そういった形でできないのかということを考

えたんですが、いかがでしょうか。 

○福祉課長（木下正巳君） 

 乗り継ぎ券の件につきましては、先ほどの荒巻議員の質問の例えでいきますと、まず、用

件を済ませるために一度柳川病院なり、それから市役所で下車をされ、その後に次の用件の

ためにまたバスを利用されるということになります。それぞれ目的を持って利用をされるわ

けでございますので、１回の使用につき100円の御負担をお願いしたいというふうに考えてお

ります。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ありがとうございました。それでは、先ほど御説明ありましたように、当初は年齢制限が

あった。今は年齢制限を撤廃した。たしか最初65歳以上でスタートして、次が60歳以上だっ

たかと記憶しているんですけれども、今、だれでも乗れるわけですから、逆にこれ八女市さ

んの例ですが、基本料金は100円一緒です。ただ、市内に住所を有する70歳以上の方とか云々、

障害者手帳云々等、特別利用証の交付が必要なんですが、そういった方は１回につき50円と

いうやり方もなさっているところあります。ですから、そういったことで、もちろんその分

収入は減るわけですが、やはりそういった形で福祉バスという目的であるからには、ちょっ

とそういったところも検討の一つに加えていただきたいと、これも要望いたします。 

 それでは最後に、市長のトップセールスのことについて、聞きたいことは山ほどあるんで

すが、幾つか順次お尋ねしたいと思います。 

 まず１点目ですけれども、今定例議会最初の初日に市長の行政報告をいただきました。こ

の９月議会以降の市長の行動なんですけれども、それでいろいろありましたけれども、実際、

そういった報告があった中で市長御自身が実際に行かれたのがどれぐらいおありですかね。
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それ大まかで結構ですけど。 

○市長（石田宝藏君） 

 ３回ほどでございます。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ３回とおっしゃいました、３割。３回、３割。３回じゃなくて、何割で、パーセンテージ

でお聞かせいただけますか。 

○市長（石田宝藏君） 

 パーセンテージ、何のパーセンテージですか。 

○９番（荒巻英樹君） 

 本市であった県の市長会は別ですけれども、北九州の九州市長会やら、国交省の要望、い

ろいろございましたですよね。実際に御自分が行かれたのが、そのいろいろ御報告あった中

の何割ぐらいが御本人、御自身で行かれたんでしょうかというお尋ねです。 

○市長（石田宝藏君） 

 ほとんど１人でございます。（「パーセント」と呼ぶ者あり）ほとんど１人です。 

○９番（荒巻英樹君） 

 いや、お１人で行かれたか、どなかが随行なさったかじゃなくて、市長自身がその行事に

御自身が御参加なさったかどうか、この御参加なさった割合をお尋ねしております。 

○市長（石田宝藏君） 

 ちょっと質問の趣旨がよくわからないですけどね。会長として出るときもありますし、そ

の合間を縫って企業を訪問することもありますし、打診に行って、状況等のころ合いを見に

行くというふうなこともございますし、一概にその用件でそのままストレートに行ったこと

は１回でございます。ただ、出張の合間を縫ってさまざまな会社、あるいは団体等に訪問し、

情報収集するわけですから、一概に何％行ったというふうなことは言えません。 

○９番（荒巻英樹君） 

 多分市長は私の質問の趣旨理解されていると思うんですけれども、例えば、行政報告では、

もちろん県の市長会はこちらで柳川市が会場ですから、もうホストシティーとしてお務めな

さっているわけですが、北九州での九州市長会、ですから、行政報告の中で私が行きました

とか、そういった表現はありませんが、こういったことありましたけど、実際に九州市長会

には石田市長は別の用件で参加されていないじゃないですか。そのことをお聞きしているわ

けで、市長もちろん御理解の上でそのような答弁だと思いますけれども、ですから、そこら

辺、行政報告においてもやはりその辺、もう少しそういうあいまいな表現は避けて、実際、

市長自身が行ってなさったことを行政報告では報告いただきたいと要望させていただきます。 

 それでは、次に行きますけど、合併前、平成の大合併が始まる前、旧自治体別で言うと、

大和町が自治体別では日本一のノリの生産、ノリの生産額の日本一は大和町だったと私はそ
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のように聞いておったんですが、それが１位だったか、２位だったか、ちょっと別として。

現在の平成の大合併後のノリの生産高は自治体別で言うと、１位が佐賀市、２位が柳川市、

３位が熊本市ということで、これはもう私が説明するまでもなく市長御存じだと思います。 

 そこで、佐賀市の秀島市長は、ことし、ノリのＰＲで東京で５月には日本橋三越、三越の

一番本家本元ですよね。それから、11月には東急の渋谷の東横店、東急の旗艦店ですよね。

それと、東急の吉祥寺店で佐賀ノリのＰＲをなさっております。本当心強いですよね。それ

に対して石田市長は我が福岡ノリのＰＲ、どのようなＰＲをなさったんでしょうか、それを

お聞かせください。 

○市長（石田宝藏君） 

 福岡県のＰＲと申しますと、２月２日がノリの日ということで、これはノリで税を納めら

れる日ということで昔からやられているキャンペーンでございますけれども、佐賀の秀島市

長、どんなことでＰＲされているかわかりませんが、福岡ノリは、私どもも共販協議会とと

もどもに黒田会長、こういった関係の職員さんとかでＰＲをやっておりますけれども、私は

いつも競艇学校の入学式、卒業式には関係団体、あるいは学校の関係者に対して、婦人部の

皆さん方においでをいただいて、ＰＲを毎年やっております。 

 それから、ことしも天神のほうで、つい先月でしたか、初ノリがとれた後ぐらいに、今度

は福岡市の吉田市長、こちらにもお願いをしまして、県のほうもＰＲの場ということで、旧

県庁跡の広場で随分大規模なキャンペーンをやっておられます。もちろんこの福岡ノリとい

うネーミング、柳川ノリというネーミングでは出ておりませんので、こういったものについ

てはいささか若干私も抵抗はあるわけです。ただ問題は、ノリの場合は共販制度をとってお

りますので、バイヤーを通したものしか売れないと、ＰＲ分については売れるものじゃない

んですね。差し上げる、プレゼントするもの、これだけでございまして、そういった点から

いたしましてのＰＲというのはなかなか難しい。ですから、共販制度がある以上は販売でき

ないというジレンマがございます。したがって、こういったものをどうクリアするのかとい

うのも私ども自治体としても何とか、この規制緩和の時代でもありますし、自由競争の時代

でもありますし、ノリについてはいまだかつてこの制度が脱皮できないということは、やは

り生産者の方々も、あるいは共販の関係の方々も同じような苦しみを味わっていらっしゃる

ということです。しかし、流通破壊になってまいりますと、こういったものは直接売り込む

ようになるし、ＰＲは積極的にやらせていただくということになろうかと思います。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ちょっと流通の問題とかなんとか詳しいところはわかりませんが、漁連さんでもちょっと

したプレゼント用のそういったあれお持ちですよね、見たことありますけれども。そういっ

たものを天神に限らず、新宿でもいいわけですから、流通のルートとは別にやろうと思えば

やれるはずですよ。それが市長の仕事だと私は思っておりますので、残りの期間、全力投球
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ときのうもおっしゃいましたんで、ノリのＰＲに努めていただきたいと思います。佐賀市に

おけるノリの生産の割合と比較しても、柳川市におけるノリの生産の割合が、割合的には圧

倒的に大きいわけですから、ノリのＰＲを残りの期間も頑張っていただきたいと思います。 

 それと、飯塚市が、飯塚さんは名古屋市に事務所をことし設けてありますから、そういっ

た環境の違いありますけれども、やはり名古屋市で誘致ＰＲをなさったということも拝見し

ておりますので、そういったことを企業誘致も含めて頑張っていただきたいと思います。 

 それで、私、耳にしたのが、市内のある企業が、敷地が手狭なんでちょっと市内で移転を

したいということで柳川市のほうにも相談なさったけれども、それとは別に近隣の自治体の

首長さんがその企業にうちに来ませんかというセールスに見えたそうです。まだ結論は出て

いませんが。そういったことに関して、市長、そのことに関する感想と、あわせて市長も逆

に向こうから、だから、これ言ってみればけんか売られているわけですから、逆によその会

社をとってくる、そういった気構えが必要かと思うんですが、いかがでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 その問題は、近日その報告が上がりましたので、私はすぐ間髪を入れずに電話を入れまし

て、打診を今しているところでございます。近々会うような交渉もやっておりますので、面

談いたしまして、また御報告したいと思います。 

 ただ、こういったものはなかなか言えない部分もございますので、御理解いただきたいと

思います。喫緊に社長に会うようにしております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 いい報告を期待しております。 

 それから、市長、９月議会で私、中国からのクルーズの話をしまして、オプショナルツア

ーで柳川においでてもらうようにどうですかとお尋ねしました。市長は、それは当然やって

いかなきゃいけないことでございますし、また、やりたいと思っております。３カ月たちま

したけど、そのセールス経過を教えてください。 

○市長（石田宝藏君） 

 ３カ月の間にそのことについては具体的には話はしておりません。ただ、御案内のとおり、

北原白秋生家の一角に白秋前夜祭前にしてのキム・イムボムさんの息子さんと御来柳をいた

だきまして、関係者の方々とそういった遺品展示室も設けたところでございます。もちろん

こういったものを一つ一つ積み上げて、ソウル市、あるいはこういった中国からおいでいた

だく方々の土壌を醸成していくことが迎い入れるその前段になっているんじゃないかなと私

どもは思っております。 

○９番（荒巻英樹君） 

 ちょっと回答がずれているんですが、市長、新聞お読みになりますよね。余りゆっくり見

られる時間ないと思うんですが。11月11日の西日本新聞、「国際観光都市へ飛躍」、これ福
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岡市ですが、日韓タッグで集客力、上海でそういったクルーズのセミナーが行われておりま

すが、そのときの船会社のロイヤルカリビアン社という会社ですが、ロ何とかさん、中国地

区総経理、総経理というのは中国で社長のことですよね。入国手続の簡素化のほか、十分な

買い物時間の確保や陸上でのツアーの選択肢をふやしてほしいと求めた。まさにこれですよ

ね。もう私はきょう何らかの御報告をいただけると思っておりましたけれども、非常に私自

身残念なんですが、もちろんこれからでも間に合わないというわけじゃありません。ぜひ、

極端に言えば、これ福岡の会社じゃなくて、上海に飛んででもセールスすべきだと思ってお

ります。ぜひお願いします。 

 それから、最後に１点。先ほどキム・ソウンさんのことありましたけれども、白秋記念館

に展示されておりますが、この１カ月少々で韓国人の入館者がどれぐらいふえていたのかお

聞きします。（発言する者あり） 

 いや、トップセールスの一環ですから、それじゃ、数はいいですけれども、もっと大切な

韓国内でこのことがマスコミで報道をされているのか、それをお尋ねします。最後にお尋ね

します。 

○市長（石田宝藏君） 

 ちょっとそこまではわかりません。通告されてありましたら、調査しておきますけどもね。

入館者の数、あるいはこういったものが報道されているのかどうなのか。私のところには韓

国からその関係者のＤＶＤだとか送られてきておりますので、何らかの形で知らされておる

かもしれません。わかりません。 

○議長（田中雅美君） 

 荒巻議員、最後の質問にしてください。お願いします。 

○９番（荒巻英樹君） 

 それはちょっと無責任ですよね。やはりそういってあれだけのことを我々に言って、そう

やって実際白秋記念館にキム・ソウンさんの遺品、作品等を展示されているわけですから、

そのことが韓国本国でどのように報道されているのか、韓国の人がこの１カ月でどれだけふ

えたか、それは当然、私はそれぐらいは把握すべきだと思っております。そのことをお伝え

して終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、荒巻英樹議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午前11時５分 休憩 

午前11時17分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 第２順位、７番白谷義隆議員の発言を許します。 

○７番（白谷義隆君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。一昨日、ある議員の一般質問の中において執行部より提案さ

れた市町村型合併浄化槽設置事業について、ちゃんとした審議もせず、議員の多数を背景に

反対のための反対をし、その議案を否決した。さらに、それは４年前の市長選挙のしこりに

よる嫌がらせである旨の発言がありました。そして、その議案に反対した議員の全部が反対

のための反対であり、市長選挙のしこりによるものだったことを主張されました。そこで、

私はその議員にお尋ねをしたい。私はその議案に反対をしました。その理由は、当時の筑後

タイムズに投稿し掲載させてもらっています。掲載は私だけではありません。賛成、反対そ

れぞれ数名の方の意見が掲載されていましたし、たしかその議員も賛成の立場から投稿をさ

れていたはずです。また、私の考えは昨年12月に発行した私の後援会ニュースにも記載をし、

市民の皆さんにお知らせをしております。もちろん議会でもその旨発言をしています。私は

信念を持って採決に挑んでいますし、今でもその判断に誤りはなかったと信じています。（「そ

うだ」と呼ぶ者あり）その私のどこが反対のための反対なのか教えてもらいたい。それに選

挙のしこりとも言われた。私は当時、市の職員であり、特定の候補者を応援する立場になく、

また応援もしたことはありません。そのどこが選挙のしこりなのか、あわせて教えていただ

きたい。もし、その議員の意図的な悪意の誹謗中傷であれば、それこそ議員としてよりも人

として許されるはずありません。それとも、ちゃんとした根拠があるのか、明確な説明をぜ

ひお願いしたい。ただ、ここは一般質問の場でありますので、適切な場での説明をその議員

にはぜひお願いをしておきます。 

 それでは、一般質問に移らせてもらいます。７番白谷でございます。議長のお許しを得ま

したので、通告に従い質問をさせていただきます。 

 まず最初に、ピアス跡地の今後の対応についてお尋ねします。 

 市長は、今議会の冒頭、ピアス跡地のアスベスト調査委託料補正予算の説明の中で、市は、

ピアス社から申し立てられていた調停が不調に終わったとして、ピアス社に対し、アスベス

ト除去費用等の損害賠償請求の民事訴訟を来年３月にも起こす予定であることを発言されま

した。 

 そこで、市長にお尋ねします。アスベスト問題は、３年前から議会で議論されてきました

が、その間、市長は一貫してアスベスト除去はピアスがすることになっている、ピアスがし

なければ私が責任をとるとして、アスベスト問題は既に解決済みであるとして、アスベスト

除去を懸念する議員の声に一切耳をかしてきませんでした。それを今、損害賠償請求訴訟と

言われてもなかなか納得できるものではありません。市長の説明をお願いいたします。 

 それに、損害賠償請求の裁判が始まれば、解決するまでピアス跡地は今のまま放置される

ことになるのでしょうか。あわせて説明を求めます。 
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 また、予定されている損害賠償請求には土壌の分は含まれているのでしょうか。含まれて

いるとすれば、産業廃棄物が確認された旧水路跡地以外の部分は対象になっているのでしょ

うか。 

 次に、ピアス跡地購入に際しての固定資産税の取り扱いについてお尋ねします。 

 市長は、さきの６月議会の一般質問において、町はピアス跡地購入に際し、ピアス社との

不動産売買契約に基づき、所有権移転登記日以後の固定資産税をピアス社に払い戻ししてい

る旨の質問に対して、こういうケースは30年に１回出るか50年に１回出るかわからないよう

なものと答弁をされております。市町村が公共用地を購入する場合、購入した年の固定資産

税は売り主の負担とすることが通例でありますが、なぜピアス社だけをこうした特例扱いに

されたのかお尋ねします。 

 あとの項目の質問については自席より行いますので、よろしくお願いいたします。これで

壇上からの質問を終わりますが、再質問については自席より行いますので、あわせてよろし

くお願いをいたします。 

○市長（石田宝藏君） 

 この問題については、つい先般、開会日の中からピアスの問題についての市政報告、行政

報告の中でも触れました。これまで３年余、私が市長に就任をいたしまして、あの大阪のク

ボタの事件が発生をし、そして、その後、アスベストの問題が取り上げられてまいりました。

議員はもちろんあのころ職員でございまして、合併後のことはそういった記憶をたどってい

かなければ私もまいらないわけでありますが、当然このアスベスト問題というのは、私はこ

れまで繰り返してきておりますように、売買をするときに承知をしていなかったし、そうい

うものは一切私の頭の中にはなかったというのが、繰り返し答弁申し上げてきているところ

でございます。 

 その問題が惹起をいたしまして、住民の皆さんの訴訟が起きた。当初は不当に高く買った

ということで訴訟が起きておるわけですが、その後、アスベスト等がつけ加えられ、鑑定の

結果、もっと下がるんじゃないかと、こういうことで福岡地裁、あるいはそういった中での

争いが行われてきました。もちろん議会においては議会の役割として、百条委員会なるもの

が設置をされまして、白谷議員いらっしゃったかどうかわかりません。その結論が出た中で、

関係者の事情聴取等やられた中で、当時の専務等も言ってありますとおりに、道義的責任は

あると、そういったものについてはやはり長くお世話になってきたということでやらなきゃ

いけないという、そういう前向きな話を私どももいただいておったと思っております。 

 ところが、そういったものを今度は調停が起きました。これはむしろ私どもが本来ならば

買った後ですから、こちらのほうから調停申し出るのが筋だと思いますけれども、向こうの

ほう様からこういった問題についてひとつ話し合いをしたいと、柳川簡易裁判所、ここで調

停の申し出があった。私どもはそういう話は一切聞いていなかったものですから、土壌の問
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題、汚染の問題、あるいはアスベストの問題、これについては全面的にピアスでやるべきだ

と、これ一歩も私は引いておりません。弁護士交えて、向こう様おいでになっていただいて

いるわけですけれども、ここで繰り返し議場の中で申し上げてきたことは、ピアス社に対し

ては全部の全面的な責任を持ってみずから解決をしなさいと、市の負担は一銭たりとも出せ

ませんと、こういうことで申し上げてきているわけです。 

 議会の中でも、この問題、私が何かやましいことがあっているから、ピアスに強い腰で出

られないんじゃないかと、こういう御指摘も再三いただいてきました。しかし、一貫して私

はそういうやましいことはないし、毅然と住民で買ったもの、また、この訴訟において似た

ようなケースが裁判で争われてきている事例がございました。時あたかも太田議員からも相

手の関係者の不動産鑑定をなさった方、あるいはこの最高裁の判例等の事例等もお話をいた

だきました。もちろん私どももそういったものは情報を入手しながら、ピアス社に対しては

交渉をやってきたわけですけれども、そういったものがとうとう６回目の交渉においても不

調ということになりましたので、私どもは市としてしかるべき対応をしなきゃならない。私

もそういった立場の人間として、首長としてピアス社に対してそういったアクションを起こ

さなきゃいけないということで議会の皆さんに御理解をいただき、そしてまた、相手に対し

てもこのようなことでピアス社に対して訴訟を起こすという通告をしたという状況でござい

ます。もちろんこれについては当面、繰り返して申し上げておりますように、民事も、ある

いは刑事も視野に入れながらやっていかなきゃならないと、このように思っております。 

 それから、公租公課の問題がございました。民事の場合、さまざまな取引があると思いま

す。口頭での取引、また書面での取引、これについては甲と乙、売り手と買い手がどういっ

た立場での契約の文言にするのか、税については当然所有権が移転されるまでは従前の持ち

主の負担、あるいは譲渡後、所有権が移った後は所有権を受けた側の税負担、それはケース・

バイ・ケースであろうというふうに私は思います。そういった中での今、ピアスについては

特例のことをやったんじゃないかということですが、そのときの交渉の中でそういった取り

決めはなされていると、そしてまた、議会にも説明申し上げて御理解を得て採決をいただい

た上での取引になっているということで御理解いただきたいと思います。（発言する者あり） 

○副市長（大泉勝利君） 

 白谷議員の質問の中で損害賠償の中身について、土壌の汚染、水路敷以外の部分の扱いは

どうなるかと、こういう質問でございますが、水路敷の扱いについては、これまでもピアス

社への意思表示の中で損害賠償の対象にしてまいりました。それから、それ以外の場所でピ

アス社由来の土壌の投棄等汚染物質の投棄が出てきたときには、市と協議をしてその対応を

するようにということを調停の場でも主張してまいりました。その結果、その調停の中で双

方の主張に溝が出てきたということで解決に至らなかったことになっておりますけれども、

土壌汚染等については、これまでももろもろの判例を見ても、売り主側の責任の部分が相当
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出ております。今回の損害賠償の中でも水路敷で出てきた廃棄物の投棄の対応についてはも

ちろんでございますけれども、それ以外の部分についても捨てられた場合にピアス社由来で

あれば、ピアス社に求めていきたいというふうに考えております。 

○７番（白谷義隆君） 

 もう１点、跡地が、裁判をした場合どうなるのか。それをちょっとお答えいただきたいと

思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 跡地の利用については、ちょっとお答え漏れておりましてお許しをいただきたいと思いま

す。 

 跡地については、これは微妙な見解を示されております。と申しますのも、既に所有権は

移っているけれども、係争する、裁判をやるとなりますと、非常に裁判官に対しては心象を

害することもあるということで、全く使えないということはないけれども、使って進めてい

くという方法もあるけれども、やはり一定の決着がつくまではなかなか動かさないほうがい

いんじゃないでしょうかというアドバイスはいただいております。そういうことでございま

す。使ってはいけないということはないそうです。 

○７番（白谷義隆君） 

 まず、土壌の件からよろしいですかね。 

 土壌の分については、先ほど副市長のほうから、当然、水路跡地以外の部分についても請

求はしていくという御答弁がありましたので、それについてはぜひそういうふうにお願いを

したいと思います。改めてお願いをしておきます。 

 それと、実は損害賠償の件ですが、市長は、今までの経緯と、それと調停のことを話をさ

れましたけど、私がお聞きしたいのは、市長が今までピアスは解決済みである、要するにピ

アスがするようになっていますという答弁を再三されてきました。これは先ほども言いまし

たように、本当にピアスがするのかという問いに対しても、市長は、いや、それはピアスが

しますよと答弁をされてきたわけですね。ですから、そのときその質問をされた議員も、あ

っピアスがするということを確認しましたと。それで、私の質問は終わりますというような

いきさつがあっておるわけですね。要するにだれが聞いても、解決あっているという、そう

いう答弁をされているんですね。 

 そういう中で、なぜ今損害賠償ですかという話なんですよ。調停で不調に終わったから損

害賠償という話は、それはそうでしょう。でも、今まで私も再三このことについては聞いて

きました。ただ、市長はそういうふうになっていますよということを答弁されたわけですか

ら、なっとったやつを解決しとったはずなんですよ、それで。それをなぜ今損害賠償をする

と言われても、やっぱり私は納得できないんですね。やはりなぜそういうことになったのか

はちゃんと説明をお願いしたい。あれは市長が今までピアスがするになっていますという話
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ですね。それがうそだったのかですね。本当にそういう約束をされていれば、損害賠償とか

起こるはずないじゃないですか。それとも、例えば、その約束はうその報告を議会でされた

のか。そういうことであれば、なるほどと思いますけど、市長の発言だけを聞いていれば、

なぜ今損害賠償に、あるいは調停になるのか、非常に私は疑問を持っているんです。そのと

ころについてやはり納得できる説明をお願いしたい。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは当然、公人として公取引をやっているわけですね。もちろん私もこの百条委の中で

の報告があっているとおり、証人として川島専務も立たれております。それなりの責任を感

じて、やるということを私も聞いてきておりました。したがって、議会でもそういうことを

答弁を私もしております。しかし、やらないわけでしょう。やらないわけですね。結局、私

どもの日々の暮らしの中にもあるように、約束はしたけれども、それを履行しない。いわゆ

る約束不履行ということは、社会の中には日常茶飯事あるんですね。しかも、私どもにだま

したものといいますかね、中身を十二分に見せないで、説明しないで、繰り返し申し上げて

きておりますけれども、そんなものを売りつけた。こういったものについて当然問題が出て

きたならば、これは私どもも繰り返しピアス社には申し上げてきましたけれども、やらない

とするならば、実力行使、訴えなきゃいけない。これは当たり前のことだろうと思います。

（「お金で出んとやったろうもん、１億円」と呼ぶ者あり）市民の皆さんにも御理解をいた

だきたい。（「私は理解できん」と呼ぶ者あり）もちろん全面的な費用負担を求めて争わな

きゃいけないということは、これは御理解いただけるんじゃないでしょうか。約束をして履

行しないと。まさしく不履行でありますから。しかも、うそ偽りを言って売っていた、売り

つけたということは、もろもろの資料から明らかになってきたわけです。私どもに申し上げ

てあったのは、そういうものは説明はあって受けておりませんと。ですから、やらなきゃい

けないので、議会の皆さんに説明し、市民の皆さんに御説明し、（「ずっと昔聞いた、我々

は」と呼ぶ者あり）そして、司法の場で決着をつけなきゃ、私は、これまでイメージ的に、

柳川のイメージ、また、きょうも荒巻議員もおっしゃいましたけれども、企業誘致とかとい

う観点から見ますと、繰り返し私申し上げてきておりますけれども、本当にぎりぎりまで辛

抱してきた。しかし、今回の問題については民事の中でも示されるように、福岡地裁、高裁

でも判決出ました。また、一方でやっていた調停についても、これはピアスと私どもの主張

に隔たりがあって埋まらない。とするならば、もう訴訟以外にはないということは賢明なる

白谷議員だから御理解いただけるんじゃないでしょうか。（「またそういう……」「違いま

すよ」と呼ぶ者あり） 

○７番（白谷義隆君） 

 さっき市長の話の中に、ちょっと横道に私のほうもそれるんですけど、ピアスからだまさ

れたということで裁判をされているようなんですけどね。ほかにもあるんでしょうけど。今
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の答弁ではですね。アスベストの件についてはだまされたんだという主張のようですけどね。

私のちょっと見解だけをここで述べさせてもらうと、私は、今までの百条委員会とかの、あ

るいは裁判、調停の経緯等を見させてもらうと、私はピアスが言っているほうが正しいよう

な気がするんですよ。（「そうだ」と呼ぶ者あり）なぜかというと、買うときに、市長は鑑

定評価の中で建物は外観調査ということを明確に鑑定評価の中でされているんですね。そし

て、現状引き渡しについても契約書の中で認められているんですよ。普通、建物を買う場合

に、中はどうでもいいですよと、側から見てですね。中は見ませんよと。早い話が、中に欠

陥があろうと、なかろうと、いや、いいですよ、そのままで。そのままの状態で買いましょ

うということで私は買ってあると思うんですよ。 

 ですから、私の見解だけ言えば、これはもともと買うときに売り主の云々というよりか、

明らかにこれ私は買い主の過失だと思うんですよ。過失というかな、（「そうだ」「そのと

おりです」「そのとおり」と呼ぶ者あり）仕方ないち。買うときにそういう条件で買ったわ

けですから、それを今さらピアスに、私がこういう場で言っていいのかどうかわかりません

けど、それをアスベストを言わんやった、それはだましたんだという論法は私はちょっと乱

暴なような気がするんですよ。やはり買うほうが注意をする、ちょっと図面を見れば、図面

にアスベストの記載はあったわけですから、（「そうだ」と呼ぶ者あり）図面を見ればわか

ったんですね。要するにそういうことをぼっ込みで、含んで市長は買われたんですよ。そい

けん、そのことは私の見解とは違うから、ちょっと一言だけそのことは申し上げたいと思い

ます。 

 ただ──ちょっと待ってください、本題はまだこれからですから。市長は先ほど、するよ

うになっていたと、約束はしたと。ところが、相手が約束を守らんから訴訟をすると、そう

いうふうに言われましたが、今までピアスと交渉されたとき、されてきましたね、議会に経

過を出されたこともありましたけどね、調停の中での資料も、先ほど言いましたように、見

ましたけどね、市長は約束をしたんじゃろうがと、約束はしたんだから、ちゃんと約束どお

りしてくれよという話はされましたか。私が見る限りでは、そういった字句は一回も出てい

ませんよ。どうぞ。 

○市長（石田宝藏君） 

 まず、１点目のあなたは条件は外観で買ったということだから、それは成立しているよと

いうことで何も争うことは、あなたの解釈は間違っているんじゃないかという見解を示され

ましたけどね。白谷議員、今示されていましたね。何かあなたの見解と違うよということで

すね。 

○議長（田中雅美君） 

 白谷議員、そのことをはっきりしてください。 

○市長（石田宝藏君） 
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 ですから、ちょっとそのことを申し上げなきゃいけないと思いますよ。（「それはあくま

で断ったでしょう、私の私見ち」と呼ぶ者あり）私見ですからね。はいはい。だから、ちょ

っとそれに対しての私は市長としての見解を申し上げておきたいと思う。 

 それは議会でもたびたび取り上げられてきた問題ですね。白谷議員も全協の中でこんなこ

とをおっしゃいました。あなたは物件を買った。実際、建物を買った。その中に私どもが知

らなかったものが後から出てきた。それについて市長は黙っておくとかという発言なさいま

したよね。記録あると思います。私はそれと同じだと思うんです。市民の皆さんに代表する

私がそういった物件を購入していた。そのときに当然、外観ということは、それは確かに一

理あるかもしれません。しかし、その売買に当たって仲介に当たる鑑定業者、こういう人た

ちはもろもろの通達が出されてきていることも知っているはずです。私はスペシャリストじ

ゃありません。ゼネラリストで、横のことは何らかわかりますけれども、その専門の有資格

者たる人の仕事をなさっている方が、国土交通省から何年にどのような通達が出て、これに

ついては売買のときには示さなきゃいけないとか、こういうものが示されているのに示され

なかったということは、果たしてそれが通るのか、通らないのか、これが大きな争点にもな

ってくると私は思います。 

 したがって、外観という条件はどういったもので明文化されてきたのか、私どもはこれを

検証しなきゃならない。これはもちろん弁護士さん等も相談をしながら詰めていかなきゃい

けない。（発言する者あり）私的な見解ということでありますから、私は市長としてそうい

った関係者の方々の御意見をいただいて（「議論ばちゃんとしてきたぞ」と呼ぶ者あり）検

討をして、重ねてそれに臨もうと、私は何もこっちの瑕疵はないというふうに思っておりま

す。（「うそ言うとでけん」と呼ぶ者あり）ちょっと私に答弁させてくださいよ。している

じゃないですか。 

 それから、そういうふうな約束を守らなかったということは、当然、私に対してのそうい

った住民の皆さんの訴訟とか起きましたので、取り扱いについてはきちんと私はピアスの中

にも本社にも参りまして話をしてきております。ただ、字句の文言の中には出てきていない

かもしれません。こういった関係もございますので、きっちりトップとしてやってきている

ことは事実でもございますし、いつでもそういうものについてはまた申し上げていくことで

ございます。 

○７番（白谷義隆君） 

 先ほど私は、このピアス跡地問題が出たのは、やはりそういった外観調査、現状引き渡し、

そうしたずさんな買い方に原因があったんではないだろうかということを私はさっき私の私

見として申し上げたわけです。 

 それと、するようになっていたという大きな部分ですね。文言では出ていないかもしれな

いと、さっき言われましたけどね。そちらから今までのいろんな話し合い、協議の中で、一
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言も出ていないんですよ。出なかったかもしれないじゃない。そちらから出された資料の中

に出ていないんです。ただ、アスベストなかったつはお互い知らんやったっですよねとか、

私も知らんやったばってん、ピアスも知らんやったっですよねとか、そういったたぐいの文

書しか出ていないんですよ。こうなると、果たしてピアスの、今調停申し入れとかしたこと

を考えれば、本当にするようになっていた約束はされたのかち。それをどうしても疑問に思

うんですよ。本当にそういう約束あったのか。もし、そういう約束があったら、やはりそれ

は、私は法律的なことはわかりませんけど、債務不履行なんでしょう、明らかに。そしたら、

それはただ単に債務の履行をすればいいことじゃないかと思うんですよ。なぜ調査費用を出

して、そうした金額を決定させて損害賠償にされるのか。もし、そういう約束があれば、た

だ単に債務不履行を、約束したんだから、ちゃんと約束どおりしてくれよという申し立てで

はできないのですかね。（「そうだ」と呼ぶ者あり）どうも私はそこのところを、一番最初

に言いましたように、今、損害賠償ち言われることに対して、今までの市長の説明とはどう

しても矛盾をするわけですよ。ですから、約束があったなら、債務不履行、債務の履行を求

めれば済むんじゃないかと思うんですけど、それについての見解はどうでしょう。（「再三

にわたって質問したでしょうが、私が」と呼ぶ者あり） 

○市長（石田宝藏君） 

 それをやらないから裁判しなくちゃいけないじゃないですか。やらないから、やろうとし

ているだけですよ。やるならいい、裁判する必要ありませんよ。やらないんですよ。 

○７番（白谷義隆君） 

 ですから、債務の不履行だけではできないんですか。（「返ってこんです」「いや、でき

る」と呼ぶ者あり）いや、債務の不履行を求めれば、債務の履行を求めれば済む話じゃない

かと私思うんですよ。債務の不履行なんでしょう。（「そうです」と呼ぶ者あり）市長、そ

の見解はどうですか。 

○市長（石田宝藏君） 

 私は法律の専門家じゃございませんのでわかりません。ただ、約束を履行しないから訴え

なきゃいけない。もろもろの事案等の流れを考えていただいて、今説明をしているわけです

ね。約束を履行するならば、何もこういった争いをする必要はありません。やらないから、

きちんと積算をして、どの程度私どもが負担をする部分をピアスに求めて、その費用を持た

せる、これを明確にするためにお願いをしているわけでございますので、御理解いただきた

いと思います。 

○７番（白谷義隆君） 

 要するに、約束はあったということですね。明確に答えをお願いいたします。 

○市長（石田宝藏君） 

 文書ではございませんけれども、そういうものは申し上げてきておりますし、今、白谷議
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員おっしゃいましたように、知らなかったんですねと、そのときも知らなかったということ

は当然向こうも知っていながらうそついてきたという客観的な裏の証拠になるわけですね。

白谷議員、先ほどおっしゃいましたね。私どもが入手した資料には、そういう文言は出てこ

なかったと。私も知らなかったけれども、あなたたちも知らなかったんですねということを

おっしゃいましたね、ピアス本社で。そういうのは出てくるんですよ。ですから、やらなき

ゃいけないわけです。（「予算な契約責任……」と呼ぶ者あり） 

○７番（白谷義隆君） 

 私はアスベストのことを言っているんじゃなくて、約束があったかどうかだけの確認を今

させてもらっただけでですね。 

 実は固定資産税のほうに移っていきたいと思いますが、市長は契約でそういうふうになっ

たということでしたけどね。私は税金を還付されたことが違法だとか、そういうことを言っ

ているつもりは毛頭ないんですね。ただ、市長が前回の議会で認められたように、これは要

するに30年に１回か50年に１回かのまれなケースなんだという発言をされましたよね。です

から、本来、これを私が申し上げるまでもなく、市長も行政で、そして建設課のほうにおら

れたわけですから十分知ってあると思うんですね。税金は買うときはその年については相手

方が負担をする、それが普通の取り扱いなんですね。それはもう特別なケースということで

認められていますからね。ただ、その特別なことをなぜピアスのときにする必要があったの

か。契約というのはわかっていますよ。当然。なぜそういう契約をされたのかをお尋ねして

いるんですよ。 

○市長（石田宝藏君） 

 ちょっとよくわからないんですが、この30年、40年、50年に１回出るかわからないケース

と申し上げたのは、旧大和町において３万平方メートル、こういった広大な面積を、１団地

ですよね、しかも540,000千円です。こういった金額で取得するようなケースは、やはり30

年に１回か50年に１回か出るケースということで申し上げたつもりでございます。（「失礼

なこと言うな」と呼ぶ者あり） 

○７番（白谷義隆君） 

 これは６月の議会の質問の中では、明らかに税金の取り扱いで質問をされたはずなんです

よ。これはもう議事録を見ていただければわかりますけどね。これは税金の取り扱いで、要

するになぜピアスにそういった優遇な取り扱いをたしかしたのかというような質問だったと

思うんですよ。そのときに市長は、いや、これは30年に１回か50年に１回のことなんだとい

うことを言われたわけですよね。ですから、税金の取り扱いについて、50年に１回か30年に

１回かの取り扱いという答弁をされたと思っていますよ、私は。 

○市長（石田宝藏君） 

 その辺の趣旨が私もちょっとよく理解していないんですけどね。早く、結局、契約の中で
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は所有権の移転の日までピアスなんですね。それから、その後は市ということになるんです

よ。だから、何ら問題はないと思います。（「１月１日というのは」「間に合わんでしょう」

と呼ぶ者あり）１月１日というのは、金の支払いが12月のたしか、ちょっと記憶はっきり、

また間違うといけませんのでね。（「いいです、いいです。そういうことでいいです」と呼

ぶ者あり）いや、年度内ですから。固定資産は１月１日だろうと私は思うんですね。あの当

時の財政課の担当者、１市２町の。３月21日に合併が迫っていました。それぞれの市町、市

と三橋、大和ですね、柳川市と。その財政担当の中で決算を早めるということで、12月の御

用納め、こういうところで出納を閉鎖するというような作業が進んでいたんですよ。それは

財政の当時の担当に答弁させたいと思います。支払いについては、大きな支払い金額でござ

いますからですね、２回目に振り分けての支払いでございますから、それは平成16年の12月

にお支払いをするということで精算をしたわけですね。（「早目に」と呼ぶ者あり）早目と、

それはそうですよ。もちろんこの支払いは（「市長、私が質問しよるんだから」と呼ぶ者あ

り）いや、支払いは17年の３月31日まででよかったんです、本来は。合併していなければ。

しかし、合併というのが３月21日に決まったんです。それでもって出納閉鎖、早めなきゃい

けないということでそういう措置がなされたと。ですから、こういったのは30年か50年に１

回しかないんですよ。しかも、こういった大規模な取引はないんです。と私は記憶、自分も

そういう記憶しかございません。（「そういうことがあってはならん」と呼ぶ者あり） 

○７番（白谷義隆君） 

 ちょっと済みませんね。時間がありませんので、簡潔にお願いをしたいと思いますが、私

が聞いているのは、さっき市長が早めて支払いをされたと。結局はそのことにも通ずるわけ

ですけど、ただ、私がここで具体的な例としてお尋ねしているのは、現実に町は登記後の税

金を返したわけですね、ピアスに。ですから、さっき言いましたでしょう、普通、市町村が

土地を購入する場合は税の負担はしないんですよ。私も買ってきた経験があるし、市長も買

われたことがあるからわかると思いますけどね。土地を買うときに、年度の途中で、登記日

の前と後で税金を振り分けるということはしないでしょう。私もしたことないんです。そう

いう話も聞いたこともないんです。必ずその年の税金は売り主が負担をする。それはどこの

自治体でもそういう取り扱いなんですよ。ところが、ピアスに限って登記日以後の税金を、

年度途中で登記日以後の税金を返したわけですよ。返したわけでしょうが。（「課税主体を

……」と呼ぶ者あり）予算を──いや、首をひねられても困りますよ。予算をとって、正確

な数字は知りませんけど、800千円か、どがしこぐらいだったろうと思うんですけどね。その

税金相当額を返されたんですよ、ピアスに。（「しかも、一般財源として」呼ぶ者あり）で

すから、そういう異なった取り扱い、通常と異なった取り扱いをされたわけですよ。ですか

ら、それをなぜ、通常と異なった取り扱いをなぜピアスだけにされたのかをお尋ねしている

んですよ。御理解いただけますか。 



 - 232 - 

○市長（石田宝藏君） 

 ちょっとその辺についてはしっかり説明をしたいと思いますから、その当時の事務担当、

調査しまして報告したいと思います。説明したいと思います。（発言する者あり）いやいや、

実際……（発言する者あり） 

○７番（白谷義隆君） 

 実は、これは私は議事録、ちょっと済みません、議事録でも見ましたけどね。これは百条

委員会でも実は同じような質問が後からあったんですね。そのとき市長は何と言われたかと

いうと、いや、これは正常な処理なんだと答えられているんです、その中でも。（発言する

者あり）（「だから、詳しく詳細に説明したいと思います」「行政上はない」と呼ぶ者あり）

後でということです。ただ、そういうピアスだけ異なった取り扱いをされたということだけ

は、ここで指摘をしておきたい。詳しい説明は後でお聞きするとしても、指摘はしておきた

いと思います。 

 ここでまず、ピアスの件については以上で終わりたいと思うんですけど、ただ、このピア

スの件については、やはりもう長年経過をしている、市民の方もやはりどうなるだろうかと

いう心配をされているとも事実なんですね。ただ、先ほど言いましたように、私はやはりこ

の原因は、市長がずさんな買い方をされたことに対する責任はあると、私は先ほどから何回

も言いますように、私はそう考えているんですね。（「そうだ」「そうだ」と呼ぶ者あり）

ですから、このこと、責任問題と裁判とをいつまでもごっちゃにしとっても、私はこの問題

は解決しないと思うんですよ。ですから、やはり責任問題は責任問題として、これは明らか

にしていかなければならない、私はそう思っているんですよ、私はですよ。先ほど理由は言

いましたでしょう。（「私もそのとおり……」「私もです」と呼ぶ者あり）ただ、裁判をす

れば、さっき言われたでしょう、裁判をされると、損害賠償請求の裁判をされると、土地の

活用ができないんですね、実質的に。さっき言われたじゃないですか、実質的にできないち。

（「できない」と呼ぶ者あり）裁判中は、やはり。そうすると、今から損害賠償を起こされ

ても、これが５年かかるのか、10年かかるのか、全く検討はつかないと思うんですよ。（「そ

うだ」と呼ぶ者あり）そしたら、今からずうっと５年も10年も20年もあのままほっとくわけ

いかないでしょう。これは市民の皆さんに説明がつかないと思うんですよ。ですから、先ほ

どから言いますように、やはりこれについては債務不履行という大きな問題があるわけです

から、そうでしょう。それ認められたじゃないですか。そいけん、そういった損害賠償請求

じゃなくても、ほかの解決方法をやはり私は探られたがいいんじゃないかと。あの土地を活

用するためには、やはりここで損害賠償だけじゃなくて、ほかの方法についても検討をされ

たほうがいいんじゃないかと、（「そうだ」と呼ぶ者あり）そういうことを私は提案をして、

このピアスの問題は終わりたいと思います。 

 次に、議会の権能と住民参加について、余り時間がありませんけど質問をしたいと思いま
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す。 

 市長は、議会や移動市長室で企業誘致についての質問が出されると、必ず市長はこう答え

られるんですね。こんなにがたがたして印象の悪い柳川には企業は来ませんよと、そして、

がたがたして印象が悪いとは、議員が議会でピアスのことなどについて質問したり、市民が

裁判をしたりすることだと言われました。我が国における地方自治の根幹を成す住民自治は

間接民主主義である議会制民主主義を基本としながらも、一方で直接的な住民参加制度があ

ります。そして、その住民参加の手段として自治法では住民訴訟を認めていることは、これ

は市長も当然御存じのことだろうと思いますよ。そうした中において、私たち議員が行政運

営について質問をしたり、市民が財務処理について住民訴訟を起こすことは、住民自治を実

現する上では欠かすことのできない絶対的な権利であるはずなんですね。それをあたかも否

定されたような発言を私は受けたわけですね。ですから、そのことについての市長の見解を

お願いしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 日本国憲法においては、この趣旨、地方自治法等お読みいただくと御理解いただくと思い

ますけれども、基本的人権の尊重を初めとします国の法律では、住民のこういった権利を認

めている部分、これはもう議員も御案内のとおりであります。私も全くそのとおりです。た

だ、私は、つまみ食いみたいな感じで白谷議員おっしゃっていますけれども、議会を眺めて

見ていらっしゃる、今市民の皆さん、傍聴席にもいらっしゃいますけれども、インターネッ

トでごらんになっている方、市町村議会で粛々と執行部が提案をし、そして、それについて

議論をいただく。これは賛否ございますでしょう。これ民主主義で多数決の原理、これは私

も理解します。ただ、そういった中でやはり地方自治法が定めておる議員の品位ですね。議

会内でのこういった発言に対する責任、こういったものを考えますときに、本当にきょうの

一般質問でもお答えをしておりますけれども、さまざまなやじが飛んでくる、不規則な。こ

れは議場においては議長がコントロールなさって、議場の議事を進められるわけですけれど

も、こういったものをごらんになって本当に粛々たる議論が行われているのか。私どもとし

ても執行部としては、わかりやすく市民の皆さんに説明をする責任がございます。議員にお

いては、それなりの品位を保つ、良識のある市民の皆さんよりもっと常識のある議員さん方

でありますので、これは間接民主主義の中で代表者としてこの議場にお入りになって議論を

する。ただ、私はこの昨日、出馬表明をいたした折にも申し上げましたが、やはり本当にや

れたのか、やるべきことをやれたのか、政務をやれたのか、やれなかった部分もあった。し

かし、私としてはやるだけのことはやったという答弁をいたしました。さまざまなものを回

想していただくとわかると思いますが、提案をして、議会というのはチェックするだけでは

なく、市民の皆さんの日ごろの声、さまざまな暮らしの中での問題を提案する、逆にこのよ

うにやったらどうかと、こういったちょうちょうはっしの議論があってこそ、本当の民主主
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義が成熟をしていくと私は思うのです。 

 そういった議論のない中で、例えば、（「議論はあった」と呼ぶ者あり）私はこうだとい

うことは、これは結構です。ただ、そういった中でまちづくりについての思いを共有する、

確かにちょうちょうはっしの議論の議論はありながらも、一つのところにまとまったときに

は車の両輪のごとく執行部も議会も一緒になって、この市の課題に取り組む、こういった姿

勢があってこそ初めて私は信頼される議会になっていくというふうに思います。 

 したがって、住民の皆さん方のさまざまな権利は当然住民の皆さんの中に許されているわ

けですから、与えられたものは当然行使していただいて結構です。ただ、問題は必要以上に

執行部としてもこのように努力しておりますと、そういった推移も見守っていただきたい。

言葉の端々をとらえ、部分的なものだけをとらえて、それを誇張してやられるというのはい

かがなものかなと私はここでもよく答弁することでもございます。 

 したがって、相手の立場の考え方もしっかり聞いていただく、そして、私も皆さん方の御

意見をそういう御意見もあるのかなというのを聞いてまいります。そして、そういったこと

になったとき、本当の柳川に日差しが差して、企業誘致も、子供たちも、立派な社会、まち

ができていくというふうに思います。 

○７番（白谷義隆君） 

 市長のその考えといいますか、それはさておいて、私は議会の権能についてお尋ねをして

いるわけですね。議員が一般質問をする、執行のチェックをする、それは明らかにこれは法

律で認められたことなんですよ。ですから、提案をする、それもやはり議会活動の一つでし

ょう。ただ、チェックをする、そのために質問をする、それはどんなことを言われても、そ

れを侵すことはできないと、さっき言ったでしょう。侵すことができない権利なんですよ。

別に私は言葉の端々をとらえているわけじゃないですよ。市長はさっき言ったでしょう。い

ろんな場で答えられますよ。がたがたして印象が悪い、移動市長室でも言われました。議会

で企業誘致の話が出れば、必ずと言っていいほどそういう答弁をされますよ。そして、その

理由として、議員が質問する、住民が裁判をする、それを理由として上げられたんですよ。

それのどこが言葉の端々ですかと言いたいんですよ。住民が訴訟をするから企業は来ないと

言われたんですよ。でしょう。なぜ住民が訴訟すれば、企業は来ないのか。議員が一般質問

をすれば、なぜ企業は来ないのか。（「そんなこと言ってない」と呼ぶ者あり）いやいや、

そういうことじゃないですか。（「いや、それは言ってない」と呼ぶ者あり）いや、いいで

すか。手前じゃないですよ。（「間違うとる」と呼ぶ者あり）間違うとらんですよ。（「間

違うとらんですよ、はい」「だれか、間違うとるち言いよっとは」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 もう時間がありませんから、やってください。静かにお願いします。 

○７番（白谷義隆君）続 
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 いいですか。市長は先ほど言いましたように、移動市長室とか議会で、こんなにがたがた

して印象の悪いところに企業は来ませんよという答弁をよくされるんですよ。そして、その

理由として、がたがたして印象が悪いとは、議員が議会でピアスなどについて質問したり、

住民が裁判することと言われたんですよ。これがどこが言葉の端々ですか。そのままじゃな

いですか。ですから、これをだれが見ても、やはり企業が来ないのは議会のせいなんだ、住

民のせいなんだというふうにとらえるでしょう。また、そう言ってあるんですよ。ですから、

私は議会のそうした一般質問をする権能と住民が裁判をする住民参加の制度について、市長

はどう考えてあるのかをお聞きをしているわけですよ。再度お願いをいたします。 

○市長（石田宝藏君） 

 議会の権能というのは、議員としての責任を果たすためには、議決権、あるいは選挙権、

検査権、監査等のこういった請求等が数多く与えられております。しかし、私はちょっと誤

解があってはいけないとは、議員が一般質問をするから企業は来ませんとか、そんなことは

言ったこと、どこにあるでしょうか。（「そういうふうだ」と呼ぶ者あり）そんなことあり

ませんよ。がたがたする、異常なまでの。紛争があるようなところには来ないですというこ

とを私は市民の皆さんに言っていますよ。（「そうです」と呼ぶ者あり） 

○７番（白谷義隆君） 

 いいですか。市長、私が聞いたときに、がたがたして印象が悪いとはどういうことですか

と私は市長に聞きましたよ。そしたら、市長はそのときに、そういうふうに議会が質問をす

る、住民が裁判をする、そういうふうに言われたじゃないですか。（「そういうことと全然

違う」と呼ぶ者あり）いや、何でですか。（発言する者あり）いやいや、市長が言われたこ

とを私は言っただけですよ。（「言ったじゃないですか」と呼ぶ者あり）いやいや、市長が

…… 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと大事なかところやけん、静かにしてください。 

○７番（白谷義隆君）続 

 さっき言ったでしょう。市長ががたがたして印象が悪いとは、議員が議会でピアスのこと

について質問したり、住民が裁判したりすることだということを市長が言われたわけですよ。

ですから、そのことについてお尋ねをしているわけで、別に私がそう言っているわけじゃな

い。市長が言われたことを私は質問をしているんですよ。そのことを議会の権能とか、住民

参加の部分について、市長の考え方を聞いているんですよ。言った、言わないの話に戻った

ら、それは何も話はされんじゃないですか。それとも、市長は言わなかったということであ

れば、そういうことは言わなかったと言われれば、私はそれでも構わないと思います。 

 ですから、もうこのことについてとやかく言っても、言った、言わなかったの話なら、

もう仕方ありませんから、しませんけど、ただ、そういうことであれば、やはり私は、議会
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が質問したり、住民が裁判したりと、そういうことを言わなかったということであれば、そ

のことについてやはり市長も反省をされたんだろうなと、発言を否定されるということは発

言を反省されたんだろうなというふうに理解をしたいと思います。 

 これ以上、これについて余り深く論議することでもありませんのでね、そういうふうに反

省をされたんだろうなということで受けとめて、私の質問は終わりたいと思います。 

○議長（田中雅美君） 

 答弁もらいますか。（「もう結構ですよ。また、もめますからね」と呼ぶ者あり）要らん

ち言いよるけん、座っとかんかい。（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

 これをもちまして、白谷義隆議員の質問を終了いたします。 

 ここで午後１時20分まで休憩をいたします。 

午後０時17分 休憩 

午後１時22分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第３順位、11番矢ケ部広巳議員の発言を許します。 

○11番（矢ケ部広巳君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。大変お疲れさまでございます。11番矢ケ部広巳でございます。議長の

お許しを得ましたので、平成20年最後の一般質問をさせていただきます。 

 健全なる精神は健全なる身体に宿る。言うまでもなく、身体が健康でなければ精神も健全

ではなくなるという意味であります。ローマの詩人ユウェナリス有名な言葉です。私はノー

ベル賞の一人ではございませんが、非常に英語が苦手でございまして、申しわけなく思うわ

けであります。その人の身長から105を引いたのがその人の標準体重であり、その標準体重を

30倍したのがその人の１日の摂取カロリーであると、あらゆる健康教室で教えていただきま

す。例えば、身長165センチメートルの人は105を引いた60キログラムがその人の標準体重で

あって、それに30倍した1,800キロカロリーがその人の１日の標準摂取カロリーということに

なるわけであります。飲み過ぎない、食べ過ぎないが健康の秘訣であって、この飽食の時代

には大変につらいことではありますが、飲み過ぎない、食い過ぎないを守ってこそ、自分の

健康を守ることになります。どうか市民の皆さんが健康で新しい年を迎えられますことを心

からこいねがうものであります。 

 ところで、市長のいらいらがこのところ最高潮に達しているようであります。そんなこと

は信じたくはありませんが、もしやと気遣うものであります。年末と正月休暇はしっかり体

をお休めになって、くれぐれも御自愛を祈るものであります。 

 なぜ私がそう申すかといいますと、新聞報道にもありますように「特別委員会はばかばか

しい」と捨てぜりふを吐いて退席をされました。これではまるでわからず屋の子供でありま
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す。だだっ子であります。市長としてあるまじき行為であります。しかし皆さん、物事は考

えようであります。つまり、一面、反面教師であり、子供を育てるに当たって、石田柳川市

長のまねをするなと言えば、それで事足りるからであります。 

 安全で住みよい柳川のまちづくりにと、きのう石田市長は再出馬の表明をされました。市

長のやっておられることを省みますと、全く私には心が見えません。市民は、職員は、議員

は、いつ柳川警察署刑事課から呼び出されるか、毎日毎日不安におびえながら、冷や冷やで

暮らされざるを得ない状況にあるわけであります。 

 さらに、税金の無駄遣いは目に余るものがあります。漁業団地しかりであります。ピアス

問題しかりであります。時間がありませんから、私は中身については触れませんが、それ以

外に数え上げれば切りはありません。これはまさしくほんの一例であります。 

 上村教育長は、さきの一般質問のだれか議員の答弁で、小・中学校の教育に当たって10カ

条を申されました。弱い者いじめをしない。うそを言わない。一方、市長は一番弱い立場に

ある市の職員をいじめられます。答弁にうそを繰り返されます。上村教育長、どうでしょう

か。提案をいたします。どこかの小学校の、あるいはどこかの中学校に石田市長を体験入学

させていただき、教育をしっかりやり直させていただければ、市民も助かるのではないでし

ょうか。 

 柳川市の財政は非常に厳しいものがあります。目を覆いたくなるものであります。荒巻英

樹議員が、午前中に柳川市の自主財源率は福岡県内の市ではびりから２番目に悪い状況にあ

りますとおっしゃいました。まさにそのとおりであります。柳川市の財政に大きな大きな影

響を及ぼすノリの生産が今始まっておりますが、今期、今現在ではかなり厳しいものがある

と伺っております。台風が来なかったから海の水をひっくり返すことができなかったからと

いうのも一因があるかもしれませんが、市長は公務を理由に議長からの要請や、あるいは助

さん、格さんであります大泉副市長からの議員軽視になりますから出席しなさいとの声も無

視されまして、２度目の特別委員会もとうとう出席されませんでした。私も特別委員の一人

であり、待っても待っても来られませんでした。当日はノリの入札会に参加をされておられ

ます。私はそのことはとやかく言うものではありませんし、当然ノリの入札会は出席をされ

るべきであります。問題は、その後であります。すぐ帰って特別委員会に出席をされていた

だければ問題ないわけでありますが、新聞報道によりますと、市長は入札後には琴奨菊関を

引き回し、時間をつぶされているようであります。琴奨菊関は石田市長のものではありませ

ん。人の迷惑を省みず、私は私物化されているような気がしてならないわけであります。琴

奨菊は初場所またすぐ始まります。非常に時間を割いて出席をされておるわけでありますか

ら、私はそのけいこにも影響するのではなかろうかと思うわけであります。 

 あとは自席にて一問一答で質問をさせていただきます。ありがとうございました。 

○11番（矢ケ部広巳君）続 



 - 238 - 

 まず１番に、通告どおりに市長の（市民・職員・議員）刑事告訴乱発についてお伺いいた

します。 

 この３項目それぞれ被害届をされた日と警察が受理された日、そして、その結果について、

つまり検察庁の結果について御報告をお願いしたいと思います。市長、どうでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 このそれぞれの日というのを、通告がございませんでしたので、調査はいたしておりませ

ん。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 それぞれの日にちは別といたしまして、それでは、まず私、矢ケ部広巳の議員の名誉毀損、

あなたに対する名誉毀損でありますが、不起訴になったのはいつか覚えてございませんか。

アウトラインで結構でございますが。 

○市長（石田宝藏君） 

 ことしの10月後半ではなかったかなというふうに思います。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 ありがとうございました。矢ケ部でございます。 

 まず、私の被害届が平成18年12月12日でございます。警察が受理したのが平成19年５月28

日でございます。そして、今市長おっしゃいました。平成20年10月の後半に不起訴になった

と言われておられます。それから、市民の会の皆さん２人を被害届を出されました。これが

平成19年６月であり、受理されたのが平成19年４月20日であり、不起訴になったのが平成20

年10月半ばかなんかそれぐらいであります。それから、職員を刑事告訴されました。被害届

が平成19年６月、そして、不起訴と確認されたのが平成20年11月15日ということになってお

りますが、まさにこの３つは表にしますと重なっております、本当に。受理されたのが平成1

9年５月、市民の会が４月、職員はちょっとおくれる過程ですけれども、ほぼ変わりません。

不起訴になったのもほぼ同じであります。私を名誉毀損で訴えられまして、市長は18年の12

月12日に告発をされまして、そして、何と受理されたのが平成19年５月28日であります。そ

の間、全くの警察からの動きもありません。私は平成19年２月26日の10時の私の一般質問等

に関する真相解明特別委員会で、あなたは11時53分に捨てぜりふを吐かれました。このとき

もかなり血圧が上がっていたんではなかろうかと危惧するわけでありますが、そのときに初

めて自分は矢ケ部広巳議員が18年12月12日に一般質問したその日に名誉毀損で訴えられたと

言われたから、私はそれを知ったわけであります。私は本当驚きましたよ。一般質問をして、

どうしてそれが、議場の問題がどうして名誉毀損に当たるのか。本当におかしいわけであり

ます。前回の一般質問でも言いましたが、市長はこういうことで快感を覚えられているよう

な気がしてなりません。本当に情けない話であります。よって、この私を訴える、市民２人

の方を訴える、その訴えるときにあなたは刑事から弁護士に相談をした結果、警察に持って
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きたかと言われましたでしょうか、どうでしょうか。それとも、何もなくすぐに警察は受理

をされたのでしょうか。記憶をたどっていただきたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは刑事訴訟法に基づく公務員がこういった刑法に抵触するといったものについて、そ

れを承知したときはこれを告発しなければならないという刑事訴訟法の中の文言がございま

すが、これにあわせて私は告発をしたところでございます。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 市長は議員である私を告発されたわけでありますが、平成19年６月14日の一般質問での私

の答弁で市長は、私は警察の方にお届けいたしましたと答弁をされておられますが、警察の

方とはどなたでしょうか。署長さんでしょうか、それとも刑事課の方でございましょうか。

御答弁をお願いいたします。 

○市長（石田宝藏君） 

 刑事課にこの話を持ち込みました。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 失礼しました。矢ケ部でございますが、平成19年６月14日の一般質問、私がいたしました。

名誉毀損告訴について、いつ、どこへ告訴されたか、告訴はいつ受理されたかと私は問いま

した。市長は、警察の問題ですから私はお答えしませんと答弁をされました。さらに追及を

いたしますと、市長はお答えできません、警察のことは警察の中でないと私もわかりません

と答弁をされました。市長は市民を、職員を、議員を、市長というトラの威をかりて弱い者

をいじめる、どうでしょうか、そのことについて。 

○市長（石田宝藏君） 

 そういうことは決してございません。公序良俗を乱すようなこと、ましてや私は名誉毀損、

矢ケ部議員から快感を覚えていらっしゃるんじゃないかと、そんな趣味は私はございません。

ただただ、あのときの私の告発は矢ケ部議員から当時の新しく合併した53人の議員の中で、

私が合併浄化槽の問題を取り上げ、そして旧柳川市のＡ議員（「イエスか、ノーだけで」と

呼ぶ者あり）Ａ業者、三橋町のＡ議員（「中身はわかっています」と呼ぶ者あり）こういっ

た者でもって私がぐるになって利益を誘導せんがためのようなまことしやかな発言をされま

した。そんなやましいことは私はやったことはございませんし、そんなことがあるならば、

私はきょうでも、あすでもやめますと、そんなことを申し上げたことがあります。また、申

し上げました。そのことで矢ケ部議員、根も葉もないようなことをこの公式の議場の中でお

っしゃいましたから、私はそれは市民の皆さんに明らかにする責任があるといったことで告

発をした。これは市長として当然のことだろうと思います。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 矢ケ部でございます。平成19年６月14日の一般質問で、あなたが今答弁されましたが、私
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は警察の方に届けた、その結果、刑事課のほうに届けたということを言われました。私は平

成20年９月10日の一般質問で、そんなおかしいものを受理すると、こんな幹部警察官は罷免

しなさいと私は言いました。この方は現在は黒木警察署刑事課長の渡辺勝義警部ではありま

せんか。当時の柳川警察署刑事課係長知能犯警部補、石田市長と渡辺勝義氏が２人でおられ

るところを何度も見られたという方もおられますが、どうでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 当時、署長さんにお話をし、相談をし、刑事課長さんに相談をし、担当はその方というこ

とでございますから、何度でも、私も届けをし、調書もとられ、あるいは事実の記述等も、

陳述等もやったところでございますから、それは間違いございません。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 ありがとうございます。市長は渡辺勝義氏を認められました。日本国憲法ですべての公務

員は全体の奉仕者であって一部の奉仕者ではないとうたってあります。黒木警察署刑事課長

の渡辺勝義警部、当時の柳川警察署刑事係知能犯警部補は、石田宝藏市長と親密な関係にあ

るのではないでしょうか。なぜなら、あなたが告発すれば、すんなり受理していただく。し

かし、ほかの人が告発しても受理しない。名刺もとろうとしない。法を守るべき警察官が法

を守らない。これでいいのでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは刑事訴訟法に基づくものでございますので、それは刑事事案、該当するや否や、判

断は担当者の判断ではないというふうに思います。司直というものはそんなものではないと。

きっちりとこれは犯罪のおそれがある、また、犯罪だというふうに認知した場合、これは当

然、そういった受理はだれであろうと公平に行われるはずであります。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 矢ケ部でございます。私は平成20年９月10日の一般質問で黒木警察署渡辺勝義警部に対し

て、もっともっとありますが、限られた時間でありますので、次の機会へ譲ると市民の皆さ

んに約束をいたしました。渡辺勝義、今の黒木警察署警部は、捜査内容、つまり捜査情報を

事もあろうに告発者である柳川市長である石田宝藏氏に対して漏らしておられます。市長は、

全協で私の追及に対して、こうおっしゃいました。「あなたの家に警察の方が来らたでしょ

うが」。私はこう答えました。「どうしてあなたはそれを知っていますか。捜査情報が漏れ

ていることになります」と。そしたら、市長は顔色が変わりました。しまったという顔をさ

れまして、その後は貝になられました。覚えてありますか。 

○市長（石田宝藏君） 

 よくそんなふうに判断をされますけれども、顔色が変わったとか、にらみ返したとか、よ

く何かある雑誌の、雑誌といいますか、ミニコミ誌さんもそんなことをよく書かれているん

ですけどね。私は人の心理がそんなものは主観的にとらえていいものなのかどうなのか、こ



 - 241 - 

れも私はおかしなことだろうと思います。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 これを聞いて市民の皆さんは笑っておると思いますよ。市長が言っているのはおかしいと。

確かにあなたがおっしゃったとおり、数日前に、数日前というのは平成19年６月27日17時40

分、警察手帳第0245895、○○巡査さんが私の自宅のピンポンを鳴らされました。そして、こ

うおっしゃいました。「石田市長があなたを名誉毀損で訴えられております」。私はこう答

えました。「来週いっぱいは詰まっています」と。警察の方はこうおっしゃいました。「私

のほうも早く片づけんと困る」。あなたがかなり警察に圧力をかけていたのではないでしょ

うか。そそくさとこのお巡りさんは帰っていかれました。私の受けた感じでありますが、も

う本当に迷惑しとるというような感じを私は受けました。県民の治安を守るべき人が捜査情

報を漏らす。渡辺勝義黒木警察署刑事課長、この方は警部であります。警部とは警察の幹部

であります。福岡県警の不祥事はかなりあります。一番近いところのニュースでは、お巡り

さんが売春宿を経営しておったということも新聞に載りました。こんなことは絶対に許され

ることではありません。到底あってはならない問題であります。議会での発言、しかも、議

員の務めである一般質問に対して名誉毀損で訴える市長も市長ならば、ましてそれをすんな

り受理した黒木警察署渡辺勝義警部も、これは全くおかしいわけであります。私はその警察

官の自宅への訪問を受けまして、平成19年の７月７日、県警本部長と首席監察官、そして新

聞社、そして週刊誌に対しまして、「訴えと文」という文書を平成18年12月12日の会議録ほ

かを添えて送りました。そしたら、その後、全く何にもなかった。やっぱり警察の怖かった

んじゃないでしょうか、私からの追及で。 

 平成20年１月11日７時56分から連続11回の嫌がらせ電話が市の指名業者、土木Ａ級の方か

ら電話がありました。私もそれまでは、任意出頭やないんでしょうか。任意出頭ならば行か

んでいいじゃないですか。お巡りさんもちょうど隣のまちの汚職問題で、ある方が逮捕され

ました。柳川警察署の刑事課の方はそちらのほうに応援に行かれました。しかし、私もやっ

ぱり心残りがありました。警察官がかわいそうになったわけです。何とかして処理してやら

んぎっと困るばいということで警察に行きました。私の主の目的は、この市の指名業者、土

木Ａ級の方を告発するためであります。警察の方はありがたいことに渡辺勝義課長はおられ

ませんでした。栄転されました。快く引き受けをしていただきました。こんな嫌がらせをす

る、とても許せない。警察の方はこの方をちゃんと警察に呼んでいただいております。あと

はいつかの機会に詳しく説明を、報告をさせていただく機会があるかもしれませんが、その

ときを御期待していただきたいと思います。 

 それで私は、平成20年２月７日に私のこの問題で２階の３つある取り調べ室の真ん中に

入らせていただきました。座らせていただきました。中身は全くの茶番でありました。今、

市長は、いかにも刑事事件だから告発をするのは義務だとおっしゃいましたが、全然違いま
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したよ、あなたが言っていることと。矢ケ部さん、矢ケ部さんはお茶が好きね、コーヒーが

好きね、まるで喫茶店に行っているようでございました。私は議員だからこそそれで務まる

わけですよ。ところが、一番弱い市の職員を何回もその取り調べ室で取り調べる。しかも、

文書が完全でなかったから、それを補足するためにしたのを、後で言いますが、でっち上げ

て、容疑者が手錠をはめられ、腰縄をつけられてうろうろするところに職員をいっち入れて、

何もない職員をさらす。こんなことがありますか。とてもやないが、市民の２人の方と私の

分、日本国憲法第21条で「一切の表現の自由は、これを保障する」とありますよ。まさに違

法捜査やないですか。不法取り調べやないですか。だからこそ警察はあわてて、怖くなって

私を調べ切れなかったんですよ。それが何で弱い者いじめになりませんか。 

 職員の有印公文書偽造の疑いの件、何度も言いますが、まさにでっち上げであります。完

全なものにするための書類をつくったのに、どうして文書偽造になりますか。ましてや何人

の者の人に断って判を押してあるわけですよ。それをどうして無断で押印になりますかね。

私は、石田市長、山田総務部長こそ責任をとるべきではないかと思います。しかも、すべて

が不起訴となっております。謝罪を当然すべきではないでしょうか。この不起訴になったこ

とについても、私たちの追及によって職員の分は不起訴になっています。不起訴になった通

知を市長にやっておるわけですから、その時点で職員が安心するように、あなたのものはも

う不起訴になってあるよ、あとは何もないよということをなぜ言えなかったんですか。とて

もやないが、あなた怖い人ですよ。限りなく白の人を黒にしてしまう。本当に恐ろしい柳川

市長と私は言わざるを得ません。（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

 福岡県警察本部長田村正博様、福岡県警察本部首席監察官藤原健一様、元柳川警察署刑事

課係長で黒木警察署刑事課長渡辺勝義警部、捜査情報は漏らす、それだけではありませんよ。

彼は犯罪を取り締まる職にありながら、何と犯罪をもみ消している事実があります。私は複

数の方から聞いております。しっかりやっぱり県の警察本部、調べていただきたい。そして、

こんな警察官を刑事課長、県民の一人として絶対に許すわけにはいきません。断罪を願うも

のであります。 

 そういう状況をしながら、あなたのきのうの出馬表明。安全・安心して市民が暮らせるよ

うなまちをつくる。どうしてあなた、安全・安心と言えますか。だから、あなたが言ってい

ることは、言っていることとやっていることが全く違う。職員はとてもやないが、職員のみ

ならず、職員には奥さんがおります、子供さんがおられます、お父さん、お母さんがおられ

ます、親族もおられますよ。こりゃ、首になっとやなか。新聞を見たら、そう思いますよ。

公文書偽造。無断で判を押した。中身を調べてみれば何もない。印鑑もらうですよ、いいで

しょうかと、何人も断ってもらってあるんですよ。そのことについて、前回の一般質問で、

ある議員が追及されたんでしょうが。これはその人だけじゃないでしょう。ほかもおるじゃ

ないですか。それは記憶に新しいと思いますよ。そんな最も弱い柳川市の職員を奈落の底に
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陥れようとする、地獄の底に落とし込めようとする、そして、石田市長といういすだけをし

っかり守ろうとすることは、当然、私は許すことはでません。 

 次に入らせていただきます。 

 通告をいたしておりましたが、例の公務問題でありますが、平成20年８月22日、嬉野市の

和多屋別荘で元九州青年町村長会ＯＢ会が開かれておりますが、この元九州青年町村長会

ＯＢ会は公用でしょうか。市長、お願いいたします。 

○市長（石田宝藏君） 

 その前に、淡々と30分ほど一方的にお話をなさいました。本当にそういうことがまことし

やかに述べられております首長ならば、これは不適格だと私は思います。（「そうだ」と呼

ぶ者あり）ただ、今の事実関係については随分誤解されている部分もありますし、事実と相

違するものもございます。また、それなりの理由があって、それなりの措置をしてきたとい

うことも、これも市民の皆さんには説明をしておかなきゃなりません。ただ一方的にまくし

立てて、違法捜査だとか、過剰捜査だとか。公務員というのは、すべてにおいて市民の皆さ

んの負託を受けて、コンプライアンス、法令遵守の責任と義務があるんです。それをやり、

なし遂げていくというのが公務員の大きな使命であるわけです。もっとも事件の可能性が高

い、また、市に対して大きな影響を与えるというものについては、当然の監督責任者として、

昨日も言いましたように、地方自治法第154条、指揮監督する責任がございます、私には。そ

れは市民の皆さんからいただいている負託であります。また、こういうものを長く議論して

おいてもなんでございますけれども、（「そうだ」「質問したとはどげんなっとか」と呼ぶ

者あり）ただ、議員がおっしゃるように、議員も町長をなさいまして、随分人権問題も取り

組んでこられたと思います。首長とて人権がございます。議員とて人権がございます。市民

の皆さんとて人権があります。ただ、そういったものは侵されない。まさしくそういった範

疇の中での問題であるとするならばいざ知らず、さまざまな不祥事は全国津々浦々の自治体

でも起きております。こういうことを起こさないために、首長としては責任があること、御

案内のとおりだと思います。 

 平成20年８月22日、九州町村長のＯＢ会、公務かというお尋ねですが、公務でございます。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 公務と、前回の一般質問、だれかの一般質問の中でも公務であるとおっしゃいました。「九

州青年町村会ＯＢ会の開催について」という案内状が来ておりますが、そちらのほうへ持っ

てあると思います。「皆様お久しぶりです。さて、九州の町村も市町村合併のあらしの中で

激減し、仲間の町村長も大変な苦労をいたしました。一段落した今、しばらくぶりに皆で酒

でも酌み交わしたいとＯＢ会を企画しました」、酒飲み会やっかんも。しかも、市民の皆さ

ん聞いてくださいよ。平成20年６月９日、発起人代表、元九州青年首長会長、現日置市長宮

路高光さんであります。これがどうして公務になりますか。そんな税金の無駄遣いをあな



 - 244 - 

たは口では立派なことをおっしゃいますよ、どうでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これはまた公務か、私用かという定義を議論しなきゃならないと思いますけれども、この

御案内は、私の手元に届きましたのが、最初は６月９日でございます。今、お読みになった

のは７月18日の文書だろうと（「いや、６月９日ですよ」と呼ぶ者あり）６月ね。（「そう

ですよ」と呼ぶ者あり）これは私がなぜ公務かと申しますと、市町村さまざまな自治体合併

をいたしまして、それぞれのスタイルが変わってまいりました。この発起人であります日置

町長も鹿児島の町長でございまして、今は日置市となりました。私のところも旧大和町でし

たけれども、柳川市ということに変わりました。それぞれの自治体の合併後の勉強会をしよ

うじゃないかと、こういった連絡がございました。もちろん九州全体ですから、三十数名に

呼びかけておるというお話でございまして、これからのまちづくり、もちろん農業、漁業、

福祉、環境、観光だとか、さまざまなものがあるわけですが、そういった情報交換をやろう

というお誘いでございました。確かに文書はそのとおりでございます。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 それは外への大義名分でそのようにおっしゃっておると思いますが。そして、あなたは日

帰りで、つまり酒飲みだけ会に出ておられるようでありますが、嬉野までの走行距離が163

キロメートル、ちゃっかり日当1,500円はもらってあります。本当ちゃっかりしておられます。

感心であります。公務であるのに、どうして会費10千円でありますが、これはどういう科目

で支出をされたんでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 この10千円というのは私が個人で出しているものでございます。日当は1,500円いただきま

した。（「おかしゅうなか」と呼ぶ者あり） 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 ありがとうございました。案内は九州青年町村長会ＯＢ会開催で来ておりますが、この日

当を出されておるときはＯＢ会をなぜか外されております。どうしてでしょうか。やましか

ったんではないでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 何もやましいことはございません。ただ、青年というのはもう私どもも還暦に近いところ

に来ていますので、これはおかしいんじゃないかということを申し上げました。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 いや、私が言ったのは、ＯＢ会で来ておるのを、旅費を出すときは何でＯＢを外している

のかということを聞きよるわけです。 

○市長（石田宝藏君） 

 現在は市長をさせていただいておりますので、ＯＢではないと、市町村長交流会、これが
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正しいんじゃないかというふうに申し上げました。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 あなたはもうああ言えばこう言う、こう言えばああ言う。上佑さんですね、まさに。私が

なぜそう言うかといいますと、８月21日からは東京要望行動であなたたちは有明海沿岸道路

建設促進の要望に行くべきなんですよ。それをすっぽかして和多屋別荘に飲み会に行ってお

られますよ。どちらが大切ですか。しかもメンバー、すべてのメンバーじゃないでしょうが。

名前もわかっていますよ。どうですかね。そして、その翌日の８月22日、西鉄複線化促進期

成会総会もあっております。これも代理の課長をやられたんではないでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 当然、前後の行事がございまして、それだけではございません。もろもろの行事等重なっ

ておりまして、上京することによって他の行事に参加できないというようなことで欠席をさ

せていただいております。会長という要職であるならば当然私は参りますけれども、代理で

も結構と、これまでもそのように例年やってきていることでございまして、特に重要性があ

るものについては私が出席をしております。この１日についてはそのようなことでございま

す。何も問題があることではございません。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 ＯＢ会、つまり飲み会は出席をされます。北九州で第103回の九州市長会があっております。

平成20年10月16日、17日まででしょうか。これはどうして欠席をされたんでしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 たしかその日は、ちょっと早目におっしゃっていただければここに持ってきておったんで

すけれども、東京への要望行動が私はございました。したがって、どうしても北九州には出

れなかったということでございます。東京だったろうと思います。こちらにはいなかったん

です。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 あなたはもう本当、市民の代表ですか、それで。まさにこのＯＢ会というのは、本当に個

人的なあれですよ。だからこそ発起人代表ということでなっとるわけでしょうが。それを公

務だとあなたは言い張る。そうですよ。しかも、現職ばかりではないわけですよね。どうい

うあれで青年という名前をつけてありますか。私も図らずも三橋の町長をさせてもらってお

りましたが、私のメンバーはないようでありますが、あえて外してあるんでしょうか。どう

でしょうか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは昭和20年以降に生まれた首長の従来は集まりでございました。それがメンバーがな

くなっている。したがいまして、矢ケ部議員だとか、大川の市長も後に市長になられた方で

ございますので、こういったメンバーには入られておりません。 
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○11番（矢ケ部広巳君） 

 市民の一人として、こういうＯＢ会、しかも金を出すときはこのＯＢ会を外して出される。

あるいはマスコミに出すときは、当然このＯＢ会を外して、石田柳川市長トップの動き、22

日17時、九州市町村首長交流会、嬉野市と書いてある。これでいくなら、あなっつぁん、お

れも入ってよかろうもん。（笑い声）でしょうもん、これは。青年じゃないやない。あなた

は昭和20年以降に生まれた人を出したと。（「どうせ欠席したっじゃろう」と呼ぶ者あり）

黙っときなさい。そうでしょう。（「出席せんときは黙って、今先ほど言われよる」と呼ぶ

者あり）じゃないんですか。 

○市長（石田宝藏君） 

 従来はその組織でございました。終戦後に生まれた人たちの町村長の集まりでした。だか

ら、私が出てよかろうもんということですが、今は町村長じゃないでしょう、矢ケ部議員は

議員でしょう。だから、この名称であっても出られないんですよ。（「こういうのが出とっ

ちゃないと」と呼ぶ者あり）わかりますか。（「わからん」と呼ぶ者あり） 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 そしたら、どうして佐藤さんが入りますか。佐藤利幸さん。城島町の町長。この方は今、

久留米市の職員ですよ。あなたが言っていることはとてもやないがつじつまが合わん。もう

ほんと追及していけば、ああ言う、どうしてあなっつぁん、そのような生まれ方しているん

でしょうかね。感心しますよ。ほんなこてうまい。そりゃもう本当、もう感心します。もう

まさに本当もう感心も感心も感心。どうしてあげんすらすらすらすらかわす言葉が出るのだ

ろうか。もう不思議でなりません。そうでしょう。いや、あなたはね…… 

○議長（田中雅美君） 

 答弁もらわんでいいですか。 

○11番（矢ケ部広巳君）続 

 まだいいですよ。私は私でちゃんとつもりがありますから。そうでしょう。 

 そしたら、今のあなたが答えたのは答えになりませんよ。しかも、今言ったように、九州

市町村首長交流会ち、有明新報にもちゃんと載っておる。そして、あなたがこういうところ

で答弁をする。追及されたら、まずいところを外そうとする。繕おうとする。ところが、繕

っとるのが間違うとるから、今、佐藤さん問題を追及されたら困るでしょうが。どうですか。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは先ほど言いましたね。平成20年以降に生まれた方たちの首長、当時の集まりでござ

いまして、（「ゼロ歳ばい」と呼ぶ者あり）従来は交流会、ずうっとやってきたんです。昭

和20年以降の生まれですよ。矢ケ部議員は20年以降ですか。こういう組織の中に呼びかけて

参画しているメンバーというのは、20年以降であっても入っていない方もいらっしゃいます、

従来から。ただ、今回、佐藤町長、城島の町長職員になられておりますけれども、私もそう
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いう会ならかたしてほしいと、旧のメンバーでございますから、そういった呼びかけに参加

を自発的にしたいということでこのメンバーの一員の中には入っておるわけであります。そ

ういうことでございますよ。御理解ください。 

○11番（矢ケ部広巳君） 

 市長に言っておきますがね、あなたは議員を挑発するようなことを言っちゃいけませんよ。

これ一般質問ですから。私の質問に素直に答えればそれでいいですから。挑発するようなこ

とを言ったらだめですよ、あなた。あなたは20年以降に生まれましたかとか、そんなこと聞

くこつ要らん。私の質問に対して素直にきちんと答えなさい。なっていないじゃないですか。

ＯＢ会、青年会、追及すれば、そういうふうにおっしゃる。とてもやないが、あなたはそれ

でよくも市の職員を警察に引っ張る、何もなかった。そうでしょうが。そのことに対して何

の職員に対するわびもない。そりゃ職員は寝らんで心配していますよ、当事者であれば。あ

なたそんなこと一つも心に残らん。そして、常々言うのは、職員は市民に笑顔でこたえなさ

い。スピードだ。スマイルだ。いつ市長から手錠はめられるかわからん人がどうしてスマイ

ルを持って仕事されますかいな。でしょうもん。とてもあなた本当恐ろしい人よ。私はそう

思いますね。実際、私がやられてそう思ったんです。私がなぜこの渡辺勝義氏に対して全体

の奉仕者でないと言うかといったら、私が名誉毀損で持っていったときは、もう逃げ回った

んですよ。名刺さえとろうとしなかったんですよ。渡辺勝義氏の横にスタイルのいい刑事課

長がおりました。とてもすらっと、二枚目がいましたよ。もうその方と２人で逃げ回られま

したよ。私がいろんな12月12日の一般質問の会議録も持って行った。とられません。私は置

いてきました。あなたの場合はすんなり受け入れる。私の場合は弁護士にまず言ってくださ

い。弁護士が刑事事件になるとするならば、立件されるとするならば出してくださいと言い

ましたよ。これこそあなた、全体の奉仕者じゃないじゃないですか。事もあろうに、黒木警

察署刑事課長であります。まさにその人と結託をして、一市民を、一議員を、一職員を警察

にやる。とてもやないがね。だから、私は、まともやない、あなたの健全な精神に健全な体

は宿らないということで、どうかしっかり年末年始は、休暇のときはしっかり休んでもらっ

て、そして、市民を告発する、議員を告発する、職員を告発する、その理由があれば別です

よ。理由がないでしょうもん、これは。とてもやないが、あなたは立派なことをそりゃ言い

ますよ。しかし、もう大概の市民が、行動は違うと、今そういう声を聞くところであります。 

 これで私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、矢ケ部広巳議員の質問を終了いたします。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後２時23分 休憩 

午後２時40分 再開 
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○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 第４順位、25番三小田一美議員の発言を許します。 

○25番（三小田一美君）（登壇） 

 どうも皆様こんにちは。もう最後の一般質問となりましたので、皆様方にごゆっくり御観

覧ちといいますか、お聞きしていただきたいと思います。 

 議長のお許しを得ましたので、通告の第４点、柳川観光目玉つくり事業。それと、公務と

私用について。これは先ほど矢ケ部議員のほうの答弁でございましたが、ちょっと私のほう

は考えがちょっと違いますので、また答弁のほうをよろしくお願いしたいと思います。それ

と、３つ目がピアス問題について。それと、政治姿勢についてでございます。よろしくお願

いをしたいと思います。それでは、一般質問いたします。 

 第１に、観光の目玉つくりの事業でありますが、現在の柳川観光は周回型ではなく、一方

通行と申しましょうか、柳川駅前付近で川下り船に乗れば、沖端まで船上より観光となりま

す。その間、いろいろ史跡や旧跡、記念碑などが船頭さんの案内で知ることになります。実

際に立ち寄って見ることは非常に少ないと言えます。沖端に着きますと、水天宮周辺の水路

をめぐる道に沿い、有明海の名所などを店先で見、中にはお土産として購入することになり

ます。観光地といってもお客さんが集まるのは沖端商店街や白秋生家、御花といったごく一

部の施設が主であります。バスでお見えの方は乗船場付近で下車をなされ、沖端途中の日吉

神社付近でバスに戻り、次の観光地へ移動するのがほとんどであります。乗用車で見えた方

は、駅周辺の駐車場に車をとめ、川下りを楽しんだ後は観光会社の送迎バスで戻り、再度車

で移動することとなります。観光都市といっても観光の目玉がありません。 

 そこで、熊本市には熊本城、最近は本丸御殿を再建し、大にぎわいを見せています。そこ

で、市長にお尋ねしますが、観光の中心地、目玉として柳川城の再建をしたらいかがでござ

いましょうか。それをお尋ねしたいと思います。 

 それと、川下りコースの途中での乗りおり自由にして、史跡や旧跡、記念碑等の見学がで

きるようにしたらいかがでしょうか。業者の間の調整なども難しい問題はあると思いますが、

市が主導し、検討したらいかがでしょうか。 

 乗用車で見える方は現在の市営駐車場のように便利が悪いところは廃止し、これも皆さん

議員さんたちはおわかりかと思いますが、史跡や記念碑のそばに駐車場を整備したらいかが

でしょうか。この駐車場は現在は一部の方だけが喜んであるような気がします。また、沖端

から柳川駅までの100円のシャトルバスや、名所、旧跡、記念碑をめぐるシャトルバスの運行

などを行えば、減少している観光客の増加が望め、現在整備が進んでいる沿岸道路や高速道

路のインターを結ぶ443号線バイパスを利用して訪れるお客さんもふえると思われるが、いか

がでしょうか。 
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 なお、壇上からの質問はこれで終了し、あとの質問については一問一答で自席よりしたい

と思いますので、議長のお取り計らいをよろしくお願いいたします。 

 ちょっと一般質問のとおり市長のほうにお伺いしたいと思いますが、この重大なものは。

市長がよく御説明されますので。 

○市長（石田宝藏君） 

 詳しい通告を受けておりませんので、適切な答弁ができるかどうかわかりません。 

 今、三小田議員から出されましたのは４つでございまして、柳川の目玉、観光の目玉つく

り事業、こういうふうに考えているがという大変ありがたい御提言をいただきました。熊本

においては熊本城と。柳川には柳川城の復活はどう考えるかというのが１点。それから、２

点目は、川下りコースでの途中乗船、こういったものはどうなのかということ。それから、

駐車場は史跡のそばにという３点目。４点目については、シャトルバス、こういったものの

運行をどのように考えるかということでありますが、基本的には今議員がおっしゃいました、

柳川も従来は城下町でございまして、今柳川高校裏の土塁には柳川城の本丸があったところ

でもございます。もちろんこれについては私どもの願いは、財政が許すならば、そういった

柳川城の創建というのも当然頭に置いておるわけでございますけれども、厳しい財政事情の

中でございますので、こういった柳川へ思いをはせながら、柳川を大事にしていただく、こ

ういったボランティア、篤志的な方々、ＮＰＯの組織等でき上がっていくとするならば、そ

ういったものも夢では私はないんじゃないかなと思います。そういったことで、どういった

ことができるのか、これも一つの検討の課題にはなっていくだろうと思います。 

 それから、川下りコースでの途中乗船。今、一方通行と、周遊型の川下りのコースになっ

てはいるんですけれども、周遊コースにはなっていないという御指摘でございます。確かに

私もそのように思います。西鉄大牟田線柳川駅から下車されますと、あのたもとの乗船場で

お船にお乗りになって御花ないし沖端へと、そういったコースでお客様がおいでいただくわ

けですが、決まったスポットというのは、どちらかというと御花さんであり、戸島邸であり、

北原白秋生家であり、沖端船だまりかいわいの散策ということにもなろうかと思いますが、

そういった面でこの筑紫町の駐車場、これはまちづくりの水辺のまちづくり事業、歴史ある

まちづくり事業ということで、簡保の北側に通じます道路、遊歩道を今整備を進めておりま

す。からたち文人。筑紫町駐車場でおりていただいて、そして、この沖端を散策しながらお

土産でも柳川のさまざまな名所をめぐりながら簡保のほうにおいでをいただいて、からたち

文人の足湯で足をおつかりになって、そして、バスはそちらのほうへお迎えに来ておると、

こういったことも考えられるわけでございまして、観光協会との意見交換、あるいは商工会

議所との意見交換の中でも、これは申し上げて、船会社との関係がございますので、ひとつ

協議していただきたいという提言もいたしておるところでございます。もちろん観光課も私

どもの所管でございますので、こういった提言を具体的に進める話し合いは進めているとこ
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ろでございます。 

 それから、駐車場を史跡のそばにということでございますが、３点目。これについても一

定の駐車場それぞれあろうかと思いますけれども、果たして必要なのか。どこに必要なのか。

どこが要らないのか。そういうものもやはり私どもは精査しなきゃいけない。要求課題と必

要課題、これをチェックしながら、駐車場のあり方についても私どもは検討しなければなら

ないと、こんなふうに思っております。やみくもに駐車場をつくるというのは、またそうい

った維持管理の問題等も出てまいりますし、厳しい財政状況を見ながら検討してまいりたい

と思っております。 

 それから、シャトルバス、当然、今度は新幹線の船小屋駅の開通だとか、国道443号バイパ

スにリンクします九州縦貫道、高速バスも通っていますし、また、西鉄柳川駅のこういった

利便性というのは、これから観光の柳川として大変な魅力を持つものだと私も思います。し

たがって、交通の利便性に合わせまして、利用者がどの程度見込まれるのか、こういった専

門的な機関の試算等もひとつやってみなければわからないというふうに思います。専門の

方々の御意見、あるいは時としてはこういったコンサルに調査を依頼いたしまして、柳川へ

の入り込み客の動向、客の流れ、そういったものを的確に把握しながら、シャトルバス等に

ついても考えなきゃいけないというふうに思っております。 

 いただきました４点については以上でございます。また、観光の観点からのまちづくりに

ついては観光課長からお答えをさせたいと思います。 

○25番（三小田一美君） 

 柳川城の再建、一応検討課題としてまたお取り組みしていただきたいと思います。 

 それと、記念碑あたりのあそこはぜひ協議をしていただいて、前向きに進めていただきた

いと思います。 

 また、駐車場の整備、これも一応チェックをして、前向きに。 

 また、現在整備が進んでいる沿岸道路や高速道路については、もうすぐ予算ですね。うん

とうんと柳川市においでいただくように進めていただきたいと。それで、専門の方との御協

議をしていただいて、また、市長の御答弁のようにお願いをしたいと思います。 

 それでは、次の公務と私用について質問をしたいと思いますが、最初に、それは矢ケ部議

員がさっきお尋ねしたととちょっと私がとは違うとりますので、公務はどのようなものをい

うでしょうか。わかりやすいように具体例を挙げてお願いをしたいと思います。それと、ま

た次も、私用も続けて、時間がないかもわかりませんので、両方よかなら教えていただきた

いと思います。 

○副市長（大泉勝利君） 

 公務というのはどういうものかという質問でございますけれども、法令用語辞典等により

ますと、公務とは、一般に国または公共団体の事務をこれに従事する者の面からとらえてい
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う場合に用いるというふうになっております。ですから、これを私なりに解釈いたしますと、

法令、条例に定める公共の福祉にかかわることに従事することが公務であろうというふうに

思っております。逆に言いますれば、それ以外が私用ということになるのではないかという

ふうに思います。 

 それから、もう１つの質問は何だったか。（「公務と私用をわかりやすく。お願いします」

と呼ぶ者あり）以上が公務と私用の相違点でございます。 

○25番（三小田一美君） 

 それなら、同窓会はどちらになるでしょうか。この公務と私用はどちらになっですかね。

ちょっと私も勉強不足でございますので、お尋ねをしたいと思います。 

○副市長（大泉勝利君） 

 一般的には同窓会というたぐいのものについては、国家公務員の倫理規定の中では私用と

いう、こういう解釈が一般的だろうというふうに思っております。 

○25番（三小田一美君） 

 どうもありがとうございました。それでは、前回の、市長はこの場合は公務と言ってあり

ますが、前回の議会で市長は旧町村の町村長の集まりであったと、元九州青年町村長会のＯ

Ｂ会の出席は公務と発言されていますが、元九州青年の町村長会ＯＢ会の開催との案内を受

けながら、九州市町村首長交流会とうその発表までして参加されていますが、改めてお尋ね

いたしますが、それは公務でしょうか。これは先ほどもお尋ね、答弁があったと思いますが、

それ再度お尋ねしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 先ほど矢ケ部議員のお尋ねにお答えしたとおりでございます。 

○25番（三小田一美君） 

 そこでお尋ねしますが、元九州青年町村長会のＯＢ会との開催の案内を九州市町村首長交

流会とマスコミに発表したのはだれですか、発表したつ。 

○市長（石田宝藏君） 

 私ということになろうと思います。 

○25番（三小田一美君） 

 それでは、ちょっとこれの８月22日に嬉野に行ってありますですもんね。これは九州青年

町村会のＯＢ会の開催について、これは今、報告されたとおりでございますが、もう１つま

た来とるですもんね、これは。もう早目に連絡はして、参加されております、これは、市長

は。いいですか。元九州青年町村長会ＯＢ会の開催について、通知ですね。「九州は梅雨も

明け、毎日暑い日が続いておりますが、会員の皆様におかれましては──会員となっとる。

──ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。さて、このたびは標記ＯＢ会の開催予定

案内を差し上げましたところ、早速御返事賜りありがとうございました。──もう早目にお
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たくだけ返事やってあるわけです。──最終的な日程などが下記のとおり決定いたしました

のでお知らせをします」と。これですね。これは元九州青年町村長会。そうすると、これは

九州市町村首長交流会、これはどういうことでしょうか。この内容、マスコミに出されたの

と、この御案内受けとっと全然違いますが、そこばちょっとよかならば教えていただきたい。 

○市長（石田宝藏君） 

 先ほどの矢ケ部議員のお尋ねにお答えしてきたとおりでございます。 

○25番（三小田一美君） 

 これの出張伺のこれ、旅行命令書か、これは旅費の1,500円もろうとんなはっですね。それ

なら、この10千円ですかね、その会費は自費で払うてあるが、これもらう必要ないとでしょ

うもん、そういうふうなお考えで行ってあるなら。それと、公用車をまた使用してあります

ね。今、矢ケ部議員もおっしゃるが。おれは、これ見るとは公務じゃないと私はそういうふ

うに思うとるわけですよ。どうですか、市長。これがほかの方にもちょっとお尋ねしました

が、この福岡県５人、それと佐賀県が６人、それと長崎県が３人、それと熊本県が３人、大

分が１人、宮崎県が２人、鹿児島県が３人ですね、おいでやったと私はそういうふうに思う

とりますが、この方たちもＯＢ会で行っとるけん、お金を支払ってあるわけですよ。あれも

日当等何ももらっていないわけ、公用車で来ていない方もおられるわけですよ。これはどう

いうふうな違いでそういうふうになっとっとですか。おたくは公務ちおっしゃらるるから、

そこら辺ちょっと私わかりませんからお尋ねしたいと思いますが。 

○市長（石田宝藏君） 

 先ほどの矢ケ部議員のお尋ねにお答えしましたが、日置市の宮路市長からそういうものに

ついての問い合わせがありました、柳川の議員から問い合わせが来ていると、今般のいわゆ

る交流会に対して。どんなメンバーで来ているのかと、何人かの首長さんからも電話が入り

ました。そして、これは発起人たる宮路市長は公務ということでその議員さん方にも申し上

げていると。私の場合は、先ほど答弁申し上げましたように、公務と。情報収集、意見交換、

こういったものも柳川市にとって必要なことでありますし、公共団体に対してプラスになる

ものであるというふうにそれぞれが判断をしております。ただ、それは公用車、あるいは1,500

円の日当というのは、これは公務だから当然もらわなきゃいけないもの。ただ、自分のおな

かに入れるやつ、普通、交際費は５千円以上は監査の指摘によりますけれども、当然、これ

は申し合わせのごとくそれぞれが５千円を超す部分については負担をするというふうに認識

をいつも職員さん方にもお願いしているわけでありますが、自分のおなかに入れるやつにつ

いてでございますから、それはポケットマネーで払うのが当たり前だということで、そうい

うお支払いをしているわけでございます。 

○25番（三小田一美君） 

 市長、意見交換等のなされるなら、日帰りをしなくても、宿泊もして、そしたら、そうい
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う意見交換をしたらよかったやないですか。これ宿泊費は20千円。そうすると、懇親会のみ

の参加10千円となっとるですよ。後の会議室てろんどこで、ここの10千円の中で支払われた

ですか、会費は。これ和多屋別荘、私聞いております何でん。結構お飲みになられたと聞い

ておりますが、本当にこれは公務ですか、市長。これは私、これが公務だとしたなら、それ

も市長が公務だと言われるけんね、そういうことで私も信用しておりますが、もしもこれを

間違うた場合、どげんしなはる。また旧大和町みたいに返還して、我がいっちょん悪うなか

ごたふうに言われるけど、ああいうふうになるから私心配しよるわけ、市長。旧大和町もそ

ういうことあったでしょうが、市民から告発されて。市長、やっぱり市の信用の失墜行為に

はならんとやろうだいな。私は大きな信用の失墜行為に当たると考えますが、いかがでしょ

うか、市長。 

○市長（石田宝藏君） 

 何が信用の失墜になるんですか。物差しの違いですよ。自治体の長として情報収集する、

それぞれの自治体の長と意見交換をする、それは当たり前のことですよ。御理解ください。

何も私は最後までまたおりません。意見交換あって、しばらく交換やりましたけれども、そ

んな長い時間おっておりません。調べていただいておるなら、途中で私は帰っていることを

翌日の公務等の関係がありますので、それは調査なさっているんじゃないでしょうか。 

○25番（三小田一美君） 

 市長もよく御存じですね、何でも。 

 それでは、そういうことに私は思っとりますけれども、市の信用の失墜行為ということに

なれば、前回の柳川ホテル問題、そういうふうになりゃせんじゃかなと私はそげん思います

が、再度副市長にお尋ねしますが、これの決裁はもう市長だけやったですか、それは。各担

当の課も係長からずっとおられでしょう、課長から全部。そういう方たちの決裁はもろうと

っとですか、印鑑は。 

○副市長（大泉勝利君） 

 今の決裁の質問というのは、旧柳川ホテルの部分についての（「いやいや、それじゃなく

てですね、市長が嬉野に行ったことの件ですよ」と呼ぶ者あり）これは資料照会があったと

おり、お手元に横長の旅行命令書、これのみでございますけれども。旅行命令書、このとお

りでございます。 

○25番（三小田一美君） 

 そのとおりと言いますと、これは部長、課長、係長までここに印鑑の押さっとるごた。そ

の命令あれが石田さんのちいうことですね、市長んとでしょう。そして、これには旧市町村

の町村首長交流会ちなっとる。今、副市長がおれに答弁されたのとまたちょっと食い違うと

ころのあるが、そこら辺のところ答弁をお願いしたいと思いますが。交流会ちは公務じゃな

かち言いなはった言われとったごた。じゃ、私が聞き間違いかもわかりませんが、答弁をお
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願いします。 

○副市長（大泉勝利君） 

 私が質問を受けたのは、同窓会はどうかという、こういう質問でございます。ですから、

この九州市町村首長交流会というのは同窓会ではないということで、旅行命令で公用車使用、

公務の扱いをしたということでございます。 

○25番（三小田一美君） 

 なら、これは交流会と同窓会は違うわけですね。交流会と同窓会。副市長。 

○副市長（大泉勝利君） 

 私は違うというふうに思っております。先ほど公務の定義について質問がございましたけ

れども、公務とは一般に国または公共団体の事務をこれに従事する者の面からとらえていう

場合に用いるというふうに私申し上げました。ですから、この交流会に出席して、その成果

が公務として公の公共の福祉に係るような内容であれば、これはもう公務であるというふう

に理解できるというふうに考えております。 

○25番（三小田一美君） 

 それなら、旅費の日当だけやなくて、もらえばよかったやないですか、５千円。10千円な

ら日帰りは。そうすれば、この旅行の命令書もつじつまが合うわけですよ。なぜ1,500円でや、

今市長がおっしゃらるるごと、それ10千円をお出しになられたのかなと私はそげん不思議に

思うわけですよ。５千円もらえばよかったやないですか。そうすると、何もなかったけん、

ただ議会からまたいろいろ言われるといかんからち思うてそういうことなされたっですか。

ちょっとお尋ねします。 

○市長（石田宝藏君） 

 10千円の会費というのは普通、飲食だけでは高いと思いますよ。ですから、５千円を超す

こういった会費のものというのは、私は日当というのは従来その日に行って食事をしたり、

お茶を飲んだり、相手と交渉したりするときに要るやつについてのそういった手当というふ

うに理解をしてもらわなきゃいけないと思います。ただ、この10千円を超す会食というのは、

常識から見ると、最近のオンブズマン等の判例から見ても高過ぎると、監査の判定にしても

高過ぎるということでございますから、それは公費として支出すべきではないと、こう判断

しているわけです。公費からは、公金からは。ですから、何ら問題あることは私はないと思

います。 

○25番（三小田一美君） 

 それなら、そういうふうに御答弁があったから守ってください。今からまた何回かあるか

と思いますが、調べていただきたいと思います。 

 それでは、次にピアス問題についてお尋ねしますが、今回、市の損害賠償の請求に対して、

ピアス側には賠償の責任がないとしてピアス側からの調停の申し立てがあり、結果としては
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不調に終わりましたが、その内容の調停の途中経過は調停が不利になるとして全く今まで公

表されませんでしたが、先日の議案審議の際も、矢ケ部議員の指摘について、すべて申し立

てのことでありましたが、その内容は明らかになっていません。そこで、執行部の努力を議

員の皆様に知っていただくためにも、ここに記載をされているすべての調停の内容を明らか

にしていただければ、副市長の努力も報われるのではないでしょうか。そのことが特別委員

会で指摘や市長が市民の立場に努力をされていることが明らかになれば、今後のアスベスト

処理にも有効に働くと思いますが、いかがでしょうか。 

○副市長（大泉勝利君） 

 三小田議員からは、民事調停の内容について説明してみてはどうかという、こういう話だ

というふうに思っております。これについては、全員協議会等でたびたびお話しさせていた

だいているところでございますけれども、また、特別委員会の中でも尋ねられて答えてまい

りましたけれども、基本的な問題の所在というのは、平成19年の12月21日付で市からピアス

社の社長に対して損害賠償を行っていることでございます。この損害賠償の内容というのは、

アスベストの除去をピアス社が行うこと、それから、議会と執行部とで共同調査をして、化

粧品の投棄が出てきた土壌の改善を図ること、また、この土壌調査のために要した費用をピ

アス社が負担して行うことというような、こういう内容でございます。これに対してピアス

社側から、そういう請求をされるいわれはないということで債務の不存在というようなこと

が柳川の簡易裁判所に調停の申し立てがなされております。これが平成20年の１月だったと

いうふうに思います。 

 第１回から全部で６回の調停が行われておりまして、第１回の調停が３月６日でございま

す。そのときにはピアス社の主張と、それから市の主張ということで、ピアス社の主張につ

いてはアスベストの除去について双方ともその存在を知らなかったのに、市はピアス社に全

部支払えと主張しているので調停をしたいという、こういう主張でございました。これに対

して市は、アスベストの存在は契約時に説明が一切なかったことである。ピアス社はそのこ

とを知っていて売ったのではないか。ピアス社の負担で支払うべき。土壌汚染についても誠

意を持ってすべてピアス社の負担で対応するべきという主張を行いまして、第１回目の回は

歩み寄りができないというようなことで、調停委員が双方の主張を探ったというような内容

になっております。 

 その後、第２回以降、双方の歩み寄りがないかどうかということを調停委員が探っており

ます。第２回のピアス社の主張は、土壌の改善については誠意を持って臨むというふうな、

そういう意思表示がございました。しかし、アスベストの除去費用は折半であるというよう

なことでございました。市としては、土壌改善は当然のこと、アスベストは契約前から知っ

ていたのではないか。旧大和町はこれまでの信頼関係を大切にしてピアス社の報告を信用し

たが、今になって双方知らなかったから折半では納得いかないというようなことで、双方の
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負担の歩み寄りができないかを双方主張しましたけれども、これで２回目も平行線のままで

ございました。 

 さらに、第３回目のピアス社との意見交換の中では、ピアス社の主張はアスベスト除去費

用を軽減することには多少前向きな発言がございまして、折半にはこだわらないというふう

な、そういう発言もございました。そこで、じゃ一体全体アスベストの除去にどれだけお金

がかかるかというふうなそういう話がございまして、その調査をやってみようというふうな

そういう話になりまして、調査費の負担をピアス社が一時立てかえをしてもよいのではない

かというふうな、そういうふうなことも話題になりました。土壌改善策については分けて考

えてほしいというのがピアス社の主張でございましたけれども、本市の場合にはアスベスト

の問題と土壌改善の問題は一体的な問題でございましたので、一体的な対応が原則であると

いうことと、調査費の負担については、ここで市の負担を約束することは困難であるという

ふうな、そういうことを行ってまいりました。 

 その後、第４回が７月14日、第５回が８月21日になりましたけれども、その間で調査費用

の負担、こういったもの、それから、土壌問題についても意見交換をしましたけれども、ピ

アス社の提示する案というのは折半ということと、それから、土壌の改善についてはピアス

社がよしと思うレベルまでの改善であるというふうなこと、さらには水路敷以外のところで

新たな土壌問題が出てきた場合には、ピアス社の責任で市と協議をして臨むようにというふ

うに市は主張したわけですが、ピアス社の回答は、今ある敷地の建物の敷地部分であるとい

うふうなことで、当然、こういった内容ではのめませんので、市としては、このピアス社の

考えには同意できないということで調停が不調に終わったというふうなことでございます。 

 なお、その後、ピアス社のほうからは一方的に申し立てを取り下げるという申し出があり

まして、それを調停委員も了解して、裁判官が結審を告げたというふうな、こういう内容で

ございます。 

 以上です。 

○25番（三小田一美君） 

 どうもありがとうございました。今答弁を聞いていますと、進展何一つなかったですね。

市長の言われるのと全然違うやないですか、今内容聞きますと。市長は全部ピアス会社さん

にさせますと、そういうふうにおっしゃられておるわけですよ。それと、調停じゃなかなら

お金は取れないと言ってあるわけ。なぜ強く申し込まんやったっですか、ピアス会社さんに。

アスベストも相手側は知らんち言うけど、購入する前にアスベストの吹きつけはしてあっと

ですよ。それは市長も知ってあると思いますが。よかですか、副市長。（「いやいや、言わ

せてくださいよ」と呼ぶ者あり）よかよか、ちょっと待ってください。（「弁論大会じゃな

いです」と呼ぶ者あり）はいはい、それはわかります。市長も御出席なられとっとですか、

そこの調停の中で。 
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○副市長（大泉勝利君） 

 １回から６回まで一貫して私と財政課長と、それから高田前庁舎長と出席しております。 

 それから、第１回目、第２回目のときには、ピアス社からいただいている図面の中に既に

アスベストという記述があるということは私も調停委員に提示しております。さらに平成14

年の12月と15年の１月だったと思いますけれども、アスベストが飛散するのを防止するため

の化粧工事を２回ほど行っております。そのこともたしか三小田議員からいただいた資料だ

と思いますが、その資料を調停委員に提示して、こういう事実があると。だから、お互いに

知らないから折半だということにはならんよということを主張してまいりました。ただ、調

停の性格からすると、そのことを市が主張されるんなら、裁判の場でどうぞというふうな、

こういうふうな扱いでございまして、調停の場というのは双方の主張の内容を歩み寄りを求

めて、その合意点を見つけるというか、そういうふうな役割の部分がありまして、そこまで

おっしゃられるなら、どうぞ裁判でというふうなのが相手の弁護士の主張でございました。 

○25番（三小田一美君） 

 本当はそれは反対にならんやんとばってんですね。市長はだまされとっとだから。こちら

が裁判ばせやんでしょう、被害遭うとるから。だから、もう再三にわたって、合併してから

でもずうっと言いよったら、とうとうもうあっちこっち何か言われんごとなってしもうて、

もう市長がわざわざ提案ばしたっじゃなかですか、アスベストの除去の委託料ば。 

 それでは、次にちょっと聞きたいと思いますが、先日の議案審議の際に矢ケ部議員の指摘

にあった購入の際に自分はまた設計図も全く見ていなかったと発言されていますが、当時の

交渉の担当者も見ていなかったんですか。それ、市長、お願いしたいと思いますが。 

○市長（石田宝藏君） 

 見ておりません。 

○25番（三小田一美君） 

 それでは、副市長は図面を見て撤去費用を的確に算出をされています。ということは、設

計図は詳細なものと推定できます。そこで、重要事項説明にいただいた翌日に売買の協定を

結ばないで、十分な時間をかけて、重要事項説明や建物の設計書、土壌の検査報告書などを

検討、確認をしておけば、副市長、このような物議を生じることなくスムーズな取引ができ

ていたと考えられますが、そういうふうに取引ができていたと考えられませんか、副市長、

御答弁をお願いしたいと思います。 

○副市長（大泉勝利君） 

 後になってからは評論家のように何でも言えるんじゃないかというふうに思いますけれど

も、本件については、もう何度もお答えしているとおり、議会の議決をもとに取引されたも

のでございます。ですから、その当時、私はこういう席にもおりませんでしたし、そのこと

をもって、ああすればよかった、こうすればよかったというふうに言える立場にありません。
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後になって気づくことも随分あるんではないかというふうに思っております。 

○25番（三小田一美君） 

 そりゃ、あなたの言いわけなんですよ。議会が議決しとるち、そりゃ何も知らされとらん

ならそげんやろうもん。だから、石田市長が購入するときも何も知らんかったち言わるるか

ら、再三に私は刑事の告発をしなさいと言いよっでしょう、お金も何もかかりませんから。

あなたに言っとっでしょうが、私も優しくきょうは質問しよりますから。よく親切に教えて

ください。きょうも今言われた、議会が承認したち。だっでん怒ってありますよ、旧大和町

の議員さんは。おいどんたちはばかやっかち、そういうふうに思わるっですよ。そうじゃな

かでしょうが。中身のことばきちんと説明していただいておるなら、こういう買い物はなか

ったですよ。石田さんも困らんでもよかった。一般質問のときはですね。本当に困っており

ます、私は。議会が承認しとるけん、それはそうかもわからない。けど、議会は悪くないと

ですよ。何も見せてもらっとらんもん。おれたちがあそこのもうちょっと真剣にして、外観

の調査だけやなくて、全部こっちからの不動産の鑑定ばとらんかんち、何回でん、議員のほ

うから指摘されとる。そやんかとは信用ある会社やけんちて、よかっちて石田さん買うてあ

るわけですよ。議会で成立するときも私たちは言いよったけどね。強行に議会を、それで、

賛成多数で可決されたわけですよ。私は退席しておりましたからね、中身のことはよくわか

りませんが。こういういきさつのずうっとあっとるわけですよ。副市長。だから、おれは言

いよっとですたい。副市長も前のことで余りわからないち、そしてあなたがすぐかぼうて、

市長の答弁ばよくなされよる。びっくりするときのある。 

 それでは、次に先日の議案審議の際に矢ケ部議員に指摘のあった、これは無届けでアスベ

ストの除去作業、封じ込めの作業をしたことが明らかになっていますが、このことを労働基

準監督署に届け出る考えはありませんか。これは柳川市の市長に対して、私は応援という形

ですかね、そういうよかほうで私は知らせよるわけですよね。もし、無届け作業の届け出に

は時効があるかも知りませんが、時効。今からでも告訴する検討をしたほうがいいですよ。

明らかにこれは違反がはっきりしていることですから。市民の立場として検討ください。は

い、答弁をお願いします。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは当然、私どもとしては合法的に市の顧問弁護士さんもいらっしゃいますので、そう

いうものは的確に対応してまいりたいと思っております。 

○25番（三小田一美君） 

 対応ち、これはいつ言われたですかね。もう準備万全ですか、これは、無届け作業の届け

でのあれは。 

○市長（石田宝藏君） 

 無届けというのは、このつい先般の全協の中でも出てきた問題でございますし、これはも
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う随分前からこの議場でも出てきた問題です。もちろん合法的に処理をしなきゃならないと

いうことで執行部としては当然その対応をとっているわけであります。したがって、殊さら

それだけの問題だけではないわけでありまして、そういうことで御理解いただきたいと思い

ます。 

○25番（三小田一美君） 

 そういう問題やなかち言うばってん、これはあれでしょうが、労働基準監督署にこれはき

ちんと法律に載っとるわけですよ。これ間違いないって。いや、早くそういうことをまたし

てください。そりけん、今後やられると言いますからね、早急にやっていただきたい。 

 それでは、次に行きたいと思います。 

 今度は柳川ホテル問題に移りたいと思いますが、有印公文書偽造の容疑で送検されている

わけですが、文書を偽造し、前市長の公印を押印する、こういう意味は多くの職員が話し合

いをしてかかわっているわけですが、かかわった職員は何名になるのでしょうか。御答弁を

お願いしたいと思います。私は特別委員会のところにちょっとおりましたけれども、ちょっ

と忘れておりますので、お願いしたいと思います。 

 これは、こんかとでんわからんとですか。職員ば刑事告発ですから──いや、民事ですか、

告発しとってから。 

○副市長（大泉勝利君） 

 この質問については、前にも何回も同じことを言われております。それで、また人数が違

うと言われて議事録どうのこうのと言われるのもあれですから、ちょっと調べさせていただ

きたいと思います。 

○25番（三小田一美君） 

 副市長、おたくも市長にちょっと似てきよっですよ。ころころころころおっしゃらるるが、

こんかつは覚えとってくださいやん、職員を告発しとっとだから、警察に。 

○総務部長（山田政徳君） 

 申しわけございません。ちょっと頭の整理をしておりましたので、公印の使用に関する人

数でございますが、直接的に話し合ったりしておる分は３人程度ですね。あとはその打ち合

わせとかいろいろありまして、その辺のところは実数ははっきりしておりません。 

 以上です。 

○25番（三小田一美君） 

 それでは、市長、なぜかかわった全員に対する被害届は出さなかったんですか。理由を明

確に御答弁をお願いしたいと思います。 

○市長（石田宝藏君） 

 その判を捺印したという行為そのものが問題になったんじゃないでしょうか。ということ

だろうと思います。（「はっ」と呼ぶ者あり）捺印をした、その当事者そのものが問題にな
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ったんじゃないかなと私は思いますが、ちょっとよくわかりません。 

○25番（三小田一美君） 

 今までの答弁を聞いていますと、被害届、本当に市の意思で出されたんでしょうか。それ

とも、最初の議会で答弁されたように、警察署の取り調べ、担当者からの指示があったと答

弁が、本当ですか。被害届に加害者の氏名は明記されたんでしょうか。明確に答弁をお願い

したいと思います。 

○総務部長（山田政徳君） 

 私のほうから御答弁申し上げますが、加害者の名前はございません。それと、市の意思で

出したのか、向こうから強制されたのかというふうな趣旨の御質問でございますけれども、

当時、私かかわって被害届を提出させていただきましたけれども、特別委員会でも申し上げ

ましたように、私自身ああいった取り調べ室で取り調べをされるのは初めての経験でござい

まして、かなり動揺もいたしましたし、平常心ではなかったということもございまして、そ

のときにはっきり被害届を求められたのかどうかと、そういったことまでは、申しわけござ

いませんが記憶ございません。済みません。 

 以上です。 

○25番（三小田一美君） 

 それでは、今回の送検については不起訴になったとの報告があっていますが、市の信用を

失墜させた行為の関係者の行政処分、どうなされますか。また、当然、監督の責任者の責任

も含めて御答弁をお願いしたいと思います。これは市長にお聞きします。 

○市長（石田宝藏君） 

 当然、一定の処分が下されてまいりましたので、それなりの対応をしなきゃならないとい

うふうに思っております。 

○25番（三小田一美君） 

 それでは、前助役である島田氏の報告が出されていたことが判明していますが、副市長は

引き継ぎの中でそこについて引き継ぎは受けられていますか。また、あなたの議会発言では

重大な市の信用を失墜させた行為と数回にわたりなされています。同じ国家公務員としての

前助役もそのような認識をされていたのか否か、いかがでしょうか。これは、これを読むと

あれですね、もう２年ぐらい前からこれはあったような気がする。前助役さんはいつ交代や

ったですかね、この方は。それ全部含んで私の答弁に答えてください。 

○副市長（大泉勝利君） 

 私が前の島田さんから引き継いだのは平成19年の５月１日でございます。５月１日に私着

任しておりますが、その前の４月二十何日かに引き継ぎということで、何が課題になってい

るかというようなことと、私の宿舎を決めなきゃいけないものですから、それで柳川市に参

りました。その中で引き継ぎ事項の中に、土地開発公社の土地の取引について警察から資料
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要求がなされていると、一連の資料要求がなされていて、これに関して警察からいろいろ聞

かれることがあるというような、そういう話がございました。その中でもう１つ島田さんか

ら聞いたのは、市の中で文書の決裁にルーズなところがあると、非常に文書の決裁がしっか

りしていないということだと思いますけれども、そういうふうな話がありました。それを島

田さんから引き継いでおります。私も話を聞いただけですので、それがどういう事実なのか

何なのかということは、その場で深くは聞いておりませんが、次第に市で仕事をするように

なってくると、大体島田さんが何を言おうとしていたかなということは後で気がついた部分

がございますが、その辺のことについては私は特別委員会の中で委員の皆さんに聞かれて答

えたとおりでございます。 

○25番（三小田一美君） 

 私の記憶では、前助役は何か口頭で注意をしとってくれと、そういうことは言われんかっ

たですか、つなぎで。 

○副市長（大泉勝利君） 

 そういう話はなかったというふうに思っております。ただ、後で警察の資料要求がなされ

た時点で、この警察の資料要求の回答に３回ぐらいに分けて回答されております。かなり日

数もかけておりますけれども、その中で文書の不備ということが出てきたというふうには伺

っております。それは島田さんからもそういうふうな話はちょっとありましたけれども、そ

のことは当時の担当者なり、そういう調査をしていた関係者から伺って、そういう話だとい

うことを確認しております。 

○25番（三小田一美君） 

 前助役さんも早く柳川市から出ていって、ちょうどまた副市長が来られて大変だと私は思

います。 

 それでは、次の市長の政治姿勢。これは他の議員が質問されて、答弁もされていますので、

私はこれをもって質問を終わりたいと思います。 

○議長（田中雅美君） 

 これをもちまして、三小田一美議員の質問を終了いたします。 

○25番（三小田一美君） 

 きのうの伊藤議員の一般質問において議会や議員を否定する発言が行われたことは、柳川

市議会の尊厳を著しく損なう行為と思われます。たとえ市長選で負けた候補者が応援をして

いた議会多数派の議員とはどの会派を言うのでしょうか。また、数回にわたり議会多数派と

の発言がなされていますが、どの会派を言うとでしょうか。反対のための反対、どのような

行為を言うのか。また、市長反対派とはどの会派を指すのか。特別な権力を持つ方とはだれ

を指すのか。発言が抽象的でいかにもそれらしき人がいるかのような発言を、議員全員に対

する誹謗中傷であり、人権を侵す発言と言わざるを得ません。また、議会が市長の提案に対
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しまして是々非々の態度で臨むことが必要ないとすれば、議会は議案すべてに賛成をすると

いうことになります。議会の審議機能を否定することになります。議員が議会の権能を否定

するとすれば、議員たる資格を欠いたものと言わざるを得ません。よって、テープ起こしに

対する動議を提案させていただきます。 

○議長（田中雅美君） 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午後３時40分 休憩 

午後４時35分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの三小田議員の発言を受けまして、暫時休憩をとり、議会運営委員会を開催し、御

協議をしていただきましたので、その結果について委員長より御報告をお願いします。 

○議会運営委員長（森田房儀君）（登壇） 

 ただいま議長口述のとおり、休憩中に議長に申し入れまして、実は議会運営委員会を開会

いたしたところでございます。非常に今議会における不規則発言、不穏当な発言等が目立ち

ましたので、このことについて今後の議会の運営についてどういうふうな方向で進むべきで

あるかということについて、慎重に御審議を賜ったわけであります。 

 実は議会運営委員会としては、余りにも議会がいわゆる先鋭化して、対立感情をむき出し

にするような形では、議会そのものの亀裂を生じかねないということで、この問題につきま

しては、一切今後はこれを繰り返すようなことがないように、少なくとも自分の考えている

こと、そのことが議会運営の中で、あるいは議会の審議の中でこれが正しいものであるかど

うかというのは議員の資質の問題でございます。したがいまして、この問題につきましては、

今後一切そういう不穏当、不規則発言等については発言を慎んでいただくということで議運

としてはぜひ皆さん方にお願いを申し上げたいということといたしたわけでございます。 

 さらには、議会運営委員会で少なくとも申し合わせ事項というものを少なくとも煮詰めて、

皆さん方の全協の中にお諮りをして、議会の申し合わせ事項として今後は実施をさせていた

だくということで結論をいただきましたので、そのように御了承方をお願い申し上げます。

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 以上をもちまして、本日の日程すべてを終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。どうもお疲れでございました。 

午後４時38分 散会 
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柳 川 市 議 会 第 ５ 回 定 例 会 会 議 録 

 

 平成20年12月19日柳川市議会議場に第５回市議会定例会が招集されたところ、出席議員及

び付議事件の説明のため出席した者の氏名並びに付議事件の内容は次のとおりである。 

 

１．出席議員 

      １番 島 添 達 也         ２番 古 賀 澄 雄 

      ３番 浦   博 宣         ４番 熊 井 三千代 

      ５番 梅 崎 昭 彦         ６番 島 添   勝 

      ７番 白 谷 義 隆         ８番 森 田 房 儀 

      ９番 荒 巻 英 樹         10番 藤 丸 富 男 

      11番 矢ケ部 広 巳         12番 荒 木   憲 

      13番 伊 藤 法 博         14番 龍   益 男 

      15番 菅 原 英 修         16番 諸 藤 哲 男 

      17番 樽 見 哲 也         18番 近 藤 末 治 

      19番 太 田 武 文         20番 吉 田 勝 也 

      21番 大 橋 恭 三         22番 藤 丸 正 勝 

      23番 木 下 芳二郎         24番 佐々木 創 主 

      25番 三小田 一 美         26番 梅 崎 和 弘 

      27番 髙 田 千壽輝         28番 山 田 奉 文 

      29番 河 村 好 浩         30番 田 中 雅 美 

 

２．欠席議員 

      な  し 
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３．地方自治法第121条の規定により出席した者 

      市 長   石   田   宝   藏 

      副 市 長   大   泉   勝   利 

      収 入 役   木   村       仁 

      教 育 長   上   村   好   生 

      総 務 部 長   山   田   政   徳 

      市 民 部 長   大   坪   正   明 

      保 健 福 祉 部 長   本   木   芳   夫 

      建 設 部 長   蒲   池   康   晴 

      産 業 経 済 部 長   田   島   稔   大 

      教 育 部 長   佐   藤   健   二 

      大 和 庁 舎 長   櫻   木   惠 美 子 

      三 橋 庁 舎 長   藤   木       均 

      消 防 長   竹   下   敏   郎 

      人 事 秘 書 課 長   高   田       厚 

      総 務 課 長   櫻   木   重   信 

      企 画 課 長   樽   見   孝   則 

      財 政 課 長   石   橋   真   剛 

      税 務 課 長   武   藤   義   治 

      健 康 づ く り 課 長   川   口   敬   司 

      福 祉 課 長   木   下   正   巳 

      学 校 教 育 課 長   成   清   一   廣 

      建 設 課 長   横   山   英   眞 

      農 政 課 長   成   清   博   茂 

      水 路 課 長   安   藤   和   彦 

 

４．本議会に出席した事務局職員 

      議 会 事 務 局 長   北   原       博 

      議会事務局次長兼議事係長   高   巣   雄   三 

      議 会 事 務 局 庶 務 係 長   高   口   佳   人 

 

５．議事日程 

  日程（１） 議会運営委員長報告について 

  日程（２） 各委員長報告について 
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   １．総務委員長報告について 

    ① 議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について 

    ② 請願第16号 「郵政三事業の利便性の確保を求める意見書」を政府等に提出す 

            ることを求める請願書 

   ２．産業経済委員長報告について 

    ① 請願第17号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件 

            の整備等に関する法律」等の抜本的な見直しを求める意見書提出 

            に関する請願書 

   ３．建設委員長報告について 

    ① 議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定について 

    ② 議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

   ４．教育民生委員長報告について 

    ① 議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につ 

            いて 

    ② 議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に 

            ついて 

    ③ 議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定について 

    ④ 請願第15号 「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願書 

  日程（３） 石田市長答弁の矛盾点の解明について 

        （石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長報告） 

  日程（４） 議案第87号 郵政三事業の利便性の確保を求める意見書について 

  日程（５） 議案第88号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業 

              条件の整備等に関する法律」（労働者派遣法）の抜本的見直 

              しを求める意見書について 

  日程（６） 議案第89号 教育予算の拡充を求める意見書について 

  日程（７） 議案第90号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

  日程（８） 議案第91号 小中学校グラウンドの早急な整備改善を求める決議について 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前10時２分 開議 

○議長（田中雅美君） 

 おはようございます。本日の出席議員全員、定足数であります。よって、ただいまから本

日の会議を開きます。 

      日程第１ 議会運営委員長報告について 
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○議長（田中雅美君） 

 日程１．議会運営委員長報告について。 

 本日の日程につきまして、議会運営委員長の報告を求めます。 

○議会運営委員長（森田房儀君）（登壇） 

 おはようございます。 

 平成20年第５回柳川市議会定例会最終日の日程等について、12月18日に議会運営委員会を

開催し、協議いたしました。その報告を申し上げます。 

 日程２が各委員長報告についてであります。各委員長の報告を受け、その後、報告に対す

る質疑通告、考案時間として暫時休憩をとることにいたしております。再開後、各委員長報

告ごとに質疑、討論、採決といたしております。 

 日程３が石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長報告についてであります。特

別委員長の報告を受け、その後、報告に対する質疑通告、考案時間として暫時休憩をとるこ

とにいたしております。再開後、質疑、討論、採決といたしております。 

 日程４が議員提出の議案第87号の上程であります。提案理由の説明後、本案に対する質疑

通告、考案時間として暫時休憩をとることにいたしております。再開後、質疑、討論、採決

といたしております。 

 また、日程５から日程８までの４件についても、日程４と同様に質疑、討論終了後、採決

といたしております。 

 以上のとおり議会運営委員会におきまして決定を見ておりますので、御報告を申し上げ、

終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 本日の日程につきましては、ただいまの議会運営委員長の報告どおり決定したいと思いま

す。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、本日の日程につきましては議会運営委員長報告どおり決定いたしまし

た。 

      日程第２ 各委員長報告について 

○議長（田中雅美君） 

 日程２．各委員長報告について。 

 初めに、総務委員長の報告を求めます。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君）（登壇） 

 おはようございます。総務常任委員会の審査結果を御報告いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 12月３日の本会議において当委員会に付託を受けた請願１件、並びに、12月５日の本会議

において当委員会に付託を受けた議案１件について、その審査を終了しましたので、会議規

則第98条の規定により下記のとおりご報告申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 １、委員会開催日時、場所、委員の出欠について、２、執行部出席者、３、案件について

は記載のとおりでありますので、省略いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ 結果 

 (1)議案第75号 別紙のとおり修正議決 

  本案は、平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）についてであります。 

  補正前の予算額「266億2,310万８千円」に「１億5,820万８千円」を追加し、歳入歳出 

それぞれ「267億8,131万６千円」としようとするものであります。 

  審査では、今回の金融危機に対する経済対策として可決成立した国の１次補正と今回の

 補正予算との関連や、後期高齢者医療特別会計保険基盤安定繰出金の使途、小学校及び三

 橋公民館のアスベストの除去工事費等の財源内訳、蒲池校区蒲生公民館新築工事に対する

 補助金の加算額等について質疑があり、特に、農林水産業費の「道の駅」建設にあたって

 の不動産鑑定委託料や、総務費のピアス跡地の建物に係るアスベスト調査委託料では活発

 な質疑がありました。 

  なお、審査の中で、本案に対する修正案が提出されました。 

  修正内容は、歳出では、２款総務費、１項総務管理費、５目財産管理費のアスベスト調

 査委託料348万６千円、及び、６款農林水産業費、１項農業費、12目農漁村ふるさとづく 

り事業費の不動産鑑定委託料50万円を減額する一方、歳入では、その財源であります９款 地

方交付税、１項地方交付税、１目地方交付税の普通交付税212万５千円、及び、13款国 庫支

出金、２項国庫補助金、４目土木費補助金のアスベスト調査補助186万１千円を減額 しよう

とするものであります。 

  修正案提出者の趣旨説明の概要は、アスベスト調査の件については、執行部の説明では、

 損害賠償請求の民事訴訟が明言されているが、裁判となった場合、長期にわたりピアス跡

 地の有効活用ができなくなる恐れがある。また、市長の残任期間もわずかな中で、果たし

 て、改選後の市長に問題解決に向けての選択肢を失わせていいのかという疑問が残る。ま

 だピアス社とのトップ会談もなされていなく、他の解決策も検討すべきではないかという

 説明がありました。 

  また、道の駅の件については、執行部より説明があり、その趣旨を否定するものではな

 くその効果を期待するものであるが、総事業費８億円という莫大な費用を要する事業に着

 手する前に、生産者等関係団体との協議、運営方法、費用対効果等について検討しておく
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 必要があるという説明がありました。 

  趣旨説明後、委員より、アスベストの件で、裁判のほかに、問題解決に向けてどういっ

 た手立てがあるのかという質疑がありました。また、道の駅については、本市の農業振興

 や地域経済の活性化を図る上で絶対に必要な施設であり、近隣市において、先に建設され

 たら、本市での実現は困難になるのではないかという意見がありました。 

  審査の結果、当委員会としましては、本案に対する修正案については、賛成多数により

 可決と決定いたしました。 

  次に、修正部分を除くその他の部分については、賛成多数により原案どおり可決と決定

 いたしました。 

 (2)請願第16号 採択 

  本件は、「郵政三事業の利便性の確保を求める意見書」を政府等に提出することを求め

 る請願書であります。 

  この請願は、昨年10月の郵政民営化により、局の編成や人員削減等が行われ、一部の地

 域では郵便物の遅れなど不便さが感じられる中、このままでは、地方のサービスの維持や

 存続も危惧されます。 

  そのため、今まで同様の利便性が確保できるよう意見書の提出を求められているもので

 す。 

  審査の結果、当委員会としましては、全員異議なく採択することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上で総務委員会の報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 以上で総務委員長の報告は終わりました。 

 次に、産業経済委員長の報告を求めます。 

○産業経済委員長（樽見哲也君）（登壇） 

 おはようございます。産業経済常任委員会の審査結果を御報告いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 12月３日の本会議において当委員会に付託を受けた請願１件について、その審査を終了し

ましたので、会議規則第98条の規定により下記のとおりご報告申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 １、委員会開催日時、場所、委員の出欠について、２、執行部出席者、３、案件について

は、記載のとおりでありますので、省略いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ 結果 

 (1)請願第17号 採択 
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  本件は、平成20年11月11日に臨時国会に上程された労働者派遣法改正法案を抜本的に見

 直すことを求める意見書の提出に関する請願であります。 

  労働者派遣法改正法案は登録型派遣の規制や日雇い派遣の全面的な禁止をうたっていな

 いなど、派遣労働者の雇用と生活の安定を願うものとはかけ離れたものとなっています。

 また、世界的な景気の後退を背景に派遣労働者を含むすべての労働者が、安定した雇用で

 人間らしく働き暮らせる社会をつくるために抜本的に見直すことを求める意見書の提出を

 求められているものです。 

  派遣労働者がきびしい状況に置かれていることは連日、新聞やテレビでも報道されてい

 るとおりであります。 

  審査の結果、当委員会といたしましては、全員異議なく採択することに決定いたしまし

 た。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上で産業経済常任委員会の報告を終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 以上で産業経済委員長の報告は終わりました。 

 次に、建設委員長の報告を求めます。 

○建設委員長（三小田一美君）（登壇） 

 どうも皆様おはようございます。議長の許可を得ましたので、建設常任委員会の報告を申

し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 12月５日の本会議において、当委員会に付託を受けた議案２件について、その審査を終了

しましたので、会議規則第98条の規定により、下記のとおりご報告申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 １、委員会開催日時、場所、委員の出欠について、２、執行部出席者、３、案件につきま

しては、記載のとおりでありますので、省略をさせていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ 結果 

 (1)議案第80号 可決 

  本案は、柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

  近年、国及び地方公共団体の補助等により低廉な家賃で提供された公営住宅に、暴力団

 員を入居させることに対する疑問が生じており、公営住宅制度そのものに対する住民の信

 頼を揺るがすばかりでなく、暴力団員が入居する結果として不当な利得を受け、暴力団の

 維持存続に利用される恐れも生じることから、社会正義の上でも大きな問題となってきて

 います。 
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  このため、本市においても国土交通省の基本方針に基づき、関係機関との連携を図りな

 がら、市営住宅の入居資格等の一部を見直すため、条例の一部を改正するものです。 

  審査の中で、委員より「現在、本条例の該当者があるか」「身元の照会をするのはいつ

 の時点か」などの質疑がされました。審査の結果、全員異議なく可決することに決定しま

 した。 

 (2)議案第81号 可決 

  本案は、柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定についてであります。 

  議案第80号「柳川市営住宅管理条例の一部改正」に合わせ、市営住宅の共同施設として

 整備されている駐車場について、市営住宅の明渡しの請求を受けた者に対しては、その利

 用を認めないよう条例の一部を改正するものです。 

  審査の結果、全員異議なく可決することに決定しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上をもちまして建設常任委員会の報告は終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 以上で建設委員長の報告は終わりました。 

 次に、教育民生委員長の報告を求めます。 

○教育民生委員長（太田武文君）（登壇） 

 皆さんおはようございます。議長の命を受けましたので、教育民生常任委員会の審査結果

を御報告いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 12月３日の本会議において当委員会に付託を受けた請願１件、並びに、12月５日の本会議

において当委員会に付託を受けた議案３件について、その審査を終了しましたので、会議規

則第98条の規定により下記のとおりご報告申し上げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 １、委員会開催日時、場所、委員の出欠について、２、執行部出席者、３、案件について

は、記載のとおりでありますので、省略いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４ 結果 

 (1)議案第76号 原案可決 

  本案は、平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）についてでありま

 す。歳入歳出それぞれ「66万1,000円」を追加し、補正後の予算総額を「98億7,262万8,000 

円」とするものです。本案につきましては、電算システムの改修について質疑がありまし た。 

  当委員会としましては、執行部より詳細な説明を受け、審査の結果、全員異議なく原案

 可決と決定致しました。 
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 (2)議案第77号 原案可決 

  本案は、平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）についてであり

 ます。歳入歳出それぞれ「3,710万6,000円」を追加し、補正後の予算総額を「８億8,010

 万6,000円」とするものです。本案につきましては、保険料の未納や事務費負担金につい 

て質疑がありました。 

  当委員会としましては、執行部より詳細な説明を受け、審査の結果、全員異議なく原案

 可決と決定致しました。 

 (3)議案第83号 原案可決 

  本案は、柳川市民会館の指定管理者の指定についてであります。平成21年４月１日から

 平成24年３月31日まで、九州ビルサービス株式会社を柳川市民会館の指定管理者に指定す

 るものです。本案につきましては、指定管理者の選定基準や公募の方法について質疑があ

 りました。 

  当委員会としましては、執行部より詳細な説明を受け、審査の結果、全員異議なく原案

 可決と決定致しました。 

 (4)請願第15号 採択 

  本件は、「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願であります。本件につき

 ましては、教職員の定数改善計画について質疑がありました。 

  当委員会としましては、審査の結果、全員異議なく採択と決定致しました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 以上で教育民生常任委員会の御報告を終わります。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 以上で教育民生委員長の報告は終わりました。 

 各委員長報告は終了しましたので、ここで暫時休憩をいたします。 

午前10時25分 休憩 

午前11時17分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩前に行われました各委員長報告に対する質疑を、各報告ごとに行います。 

 まず、総務委員長報告について質疑を行います。質疑通告者の発言を許します。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 ２日間における総務委員会に対して敬意を払いたいと思います。 

 それで、議案第75号の修正が出されておりますけど、それに関しての質問をさせていただ

きたいと思います。 

 まず、道の駅については、位置の選定の議論はあったのかをお聞きいたします。 
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 また、執行部が今年度中に土地の鑑定を行いたいという理由を説明されてありますけど、

どのように説明されてありますか。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 ただいまの髙田千壽輝議員の質疑に対して報告をさせていただきますが、まず最初の、い

わゆる道の駅の位置の選定の質疑はあったのかということでありますが、それは本当にあの

場所は本市にとってふさわしいかという質疑はありました。 

 それから、２番目の今年度中に土地の鑑定を行いたいという理由を執行部からどのように

説明を受けたのかというのは、恐らくこのことをおっしゃってあるのではなかろうかと思い

ますが、みやま市が道の駅をつくりたいというような声があると。したがって、早くつばを

つけておきたいという答弁はあったようでございます。 

 以上でございます。 

○27番（髙田千壽輝君） 

 今、みやま市が同じような計画をされているということで答弁がありましたけど、私も

ちょっと調べてみましたら、同一線上に道の駅はできないということを聞いております。み

やま柳川インターが開通されて、443号線沿いは、もう当該地はみやまと柳川しかないんです

よね。みやまが先につくったら、もう443にはできないということで、その辺まで議論はあっ

たんですかね、できなくてもいいというような。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 そのようなことはあっておりません。私が記憶する限りにはそのような質疑はあっており

ません。 

○議長（田中雅美君） 

 いいですか。 

 ほかに質疑をされる方ありませんか。 

○３番（浦 博宣君） 

 先ほどの総務委員長報告に対しまして質疑を行います。 

 議案第75号についてお伺いをいたします。 

 修正案を提出されたのは白谷義隆議員で間違いないのかが１点。 

 修正案に賛成された議員はどなたなのかが２点。 

 修正案を出された理由はどういうことなのか、改めてお伺いをいたします。アスベスト調

査委託料について、不動産鑑定委託料について、それぞれ理由が述べられたと思います。そ

れぞれの理由をお願いいたします。 

 それから４点目、修正案に賛成された議員はそれぞれ意見を出されたと思いますが、どの

ような意見を出されたのか、議論をなされたのか、２つの点について、アスベスト調査委託

料、不動産鑑定委託料、それぞれに改めて御説明をお願いいたします。 
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 次に５点目、修正案が今議会で可決された場合の影響について執行部からどのような説明

があったのか、その部分についても御説明をお願いいたします。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 浦議員から委員長報告に対する質疑が出されております。 

 まず１点目の修正案を提案されたのは白谷義隆議員で間違いないのか、どういう意味でそ

のようなことを言われておるのか、ちょっと個人名を上げてどうのこうのというのは余り芳

しくないと私は思いますが、答えはそのとおりでございます。 

 それから②でございますが、修正案に賛成された議員はどなたなのかということでありま

すが、これは記名投票ではございませんし、賛成多数で議決をしたところでございます。 

 それから３番目でありますが、修正案を出された理由はどういうことなのか、改めてお伺

いします。アスベスト調査委託料について、道の駅不動産鑑定委託料について、それぞれ理

由をということでございます。申し上げますと、まずピアスのアスベストでございますが、

まず１番目に調査委託料が裁判が前提となっていると。２番目が、裁判になれば工場跡地に

手を加えられない。３番目は、裁判は５年かかるのか、10年かかるのか不明だ、ほかに尽く

すべき手があるのではなかろうか。４番目が、市長はアスベスト除去はピアス社と約束した

と何度も過去に発言をされておると。５番目、だったら、その約束を守るべきじゃないか、

履行を迫るべきじゃないか。６番目が、調停ではトップ交渉がなされていない、トップ交渉

をなすべきではなかったのか。７番目は、裁判になれば新市長の選択肢が失われてしまうと、

そういう理由で修正案が出された。それから道の駅でございますが、１つ目は、議会に唐突

に出された問題で説明が極めて不十分であると。それから２つ目は、そういう面からいきま

すと、結果的には時期尚早じゃないか。それと３つ目が、将来の見通しが不明だということ

である。それから４つ目が、関係団体と、例えば営農組合とか、あるいはＪＡとか、そうい

う方との具体的協議がなされていないようだということで、修正案を出された理由をそのよ

うにおっしゃっておられます。 

 それから４つ目でありますが、修正案に賛成された議員はそれぞれ意見を出されたと思う

が、だれがどのような意見を出されたのか。アスベスト調査でありますが、だれがどのよう

な、何かこう個人攻撃みたいな感じを受けないでもありませんが、アスベスト調査は、買う

ときだけ市長は東京出張に行く際にわざわざピアス社に寄っておられるが、今回は足を運ば

れていないという意見が出ました。それから、不動産鑑定委託料でありますが、つまり道の

駅でありますが、つまりこれは、生徒数はようっとわからんばってん、とりあえず学校ば２

階か３階か建てとくとよかやっかと、とりあえず道の駅ばつくっておこうと言っておるとと

変わらんのではないかという意見が出ました。それと同じく不動産鑑定、つまり道の駅の問

題でございますが、既存の農産直売所、例えば、大和町とか、あるいは蒲池とかにあるわけ

でありますが、それをまず充実、いわゆる農産物直売所を充実させることが先ではないかと
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いうことの意見が出されました。 

 それから５つ目でありますが、修正案が今議会で可決された場合の影響について執行部か

らどのような説明があったのか。まず市長がおっしゃったのは、半分おどしめいた声で言わ

れましたが、国の補助緊急対策として出てきた問題である。それを修正すれば、それは重大

な問題であるということで、これは具体的に言いますと、国の１次補正での1,861千円、国交

省が10分の10負担だと。先ほども言いましたように、国の補助緊急対策として出てきた問題

である金を──それは失礼しました、今の国の補助云々の問題は前に言いましたので、ダブ

りますからそれはもう言いません。つまり重ねて言いますと、国の補助緊急対策として出て

きた問題での予算だということをおっしゃいました。しかも、こう市長はおっしゃったんで

すよ。これを採決する直前になって、意見もみんな言ってしまった、その後に、減額修正す

ることは重大問題だと。住民監査請求してでも云々かんぬんと。修正案に賛成した議員に対

して監査請求するというようなことをおっしゃいました。それで、ある議員の方が、採決の

直前になっておどしみたいにおっしゃることは、まことに恥ずかしいということを言われま

した。 

 以上でございますかね、大体言われた問題は。以上でございます。 

○３番（浦 博宣君） 

 ２点目の修正案に賛成された議員はどなたですかとお伺いをいたしまして、無記名でどう

とかと判断をされておるということですが、どういうふうな採択の方法をとられておるのか、

そこを１点お伺いいたします。 

 それから３点目のピアスの問題で、いろんな修正案を出された理由について述べられたと

いう中で、裁判をすると時間がかかる、それと、いわゆるその間、塩漬けになるというよう

なお話ですが、だからこそ、調停が不調に終わった時点ですので、早く裁判の請求をして、

早く解決の日程を詰めていく、早くするということが一番先決な問題であると思います。ま

してや、改選後の市長に問題解決に向けての選択肢を失わせていいのかという疑問が残ると

いうことですが、例えば、市長が変わったときに、全部市費でよかやっかんもという話にな

るのか。もう裁判せんちゃよかくさんも、全部市費でいいんじゃないですかというお話にな

るということでしょうか。選択肢を失わせていいかということでございますが、それが１点

です。 

 それから、道の駅について時期尚早、将来にわたっての展望がわからない、まだ関係団体

との協議がなされていない、それは執行部が説明の中で今からそれを進めていくと。とにか

く場所選定を早くして、県の申請を早く出さにゃいかんというのが先決の問題であったと思

います。もうまさに反対するがための答弁といいますか、そのたぐいではないかなと私は思

います。その点についてどうなのか、お願いいたします。 

 それから４点目のそれぞれ議員が言われた意見の中で、道の駅について学校の問題と一緒
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にしてある、つくればいいんじゃないかという、学校の問題と全然これは違うわけです。こ

の拠点は、いわゆる柳川の活性化の起爆剤となるというのは目に見えております。また、地

域の方にとっても非常に利便性が高くなるということではないかと思います。それについて

議員の中から御意見があったかどうか、お聞きをいたします。 

 それから５点目の緊急対策についてでございますが、1,861千円、いわゆる吹きつけアスベ

ストについては全額補助ということでございます。できるだけ金を使わずに処理に当たると

いうのは、皆さん方、議員も常々おっしゃっているということでございます。できるだけお

金を使わずに調査を行って、そして裁判の過程に持っていくということが前提であります。

その点についてどういうふうな意見があったのか、お聞きをいたしたいと思います。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 漏れたときは後でまた言ってくださいね。 

 ２番目の修正案に賛成された議員はどなたなのかということで、先ほど私は記名投票では

ありませんし、賛成多数で議決をしましたということでありますし、それ以上のお答えはで

きないということで御理解をしていただきたいと思います。 

 それから、今、道の駅の問題でありますが、学校とは違うと。学校と違うことはわかって

いるけれども、先の見通しが立たないと。しかも、この問題は、もう一たん入っていってし

まったらということの心配があってということで、修正案に賛成をされた方が多数であった

ということであります。 

 それ以外、何か漏れておりましたですかね。（「緊急対策について」と呼ぶ者あり）先ほ

ど緊急対策の問題は言ったつもりでございますが。（「いや、５番について、無料で全額補

助という吹きつけアスベスト調査費用は、いわゆる全額補助ということですので、一銭でん

使わずにせろというような議員の方々がいらっしゃる中で、そういうふうな意見が出たのか

どうか」と呼ぶ者あり） 

 それは、こういう話は確かにありましたと思いますが、委員会で出されたのか、本会議の

質疑でなされたのか、ちょっとこんがらかっておる面も私には確かにあると思いますが、も

し委員会で出されていなかったら勘違いということで承っていただきたいと思いますが、調

停でピアス社が出してきたのは120,000千円、柳川市が出しておるのは105,000千円やっかと

いうことで、そこで大体のアウトラインはあるやないかということは出たような気がいたし

ております。 

 以上でございます。 

○３番（浦 博宣君） 

 先ほど１億何千万円、１億数百万円、アウトラインがどうとかとおっしゃいましたけれど

も、アウトラインでは今回はだめなんですよね。きちっとした調査を行って、そしてその金

額に基づいた損害賠償を起こすということが前提の調査料でございますので、何でそういう
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ことを言われるというか、意見として私は納得できません。それについてほかの意見があっ

たでしょうか。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 ほかの意見はあっておりませんが、私は納得いきませんと、委員が言ったことをとやかく

言えるような問題ではありませんから、その辺はもう浦議員御存じのとおりと思います。 

 それから、ちょっと漏れておりましたが、浦議員がどのような採決をされたかということ

を質問されましたが、これはもう浦議員が入ってある委員会も、どの委員会も同じような採

決の方法でやっておるわけでございますから、とりあえず道の駅は、あるいはとりあえずア

スベストの問題、ピアスの問題についてはということで特別な採決の方法をやったわけでは

ありませんから御了解をしていただきたい。何か総務委員会だけが特別なところに隠れてや

ったような、間違った受けとめ方を７万3,000人の市民の方が思っていただいたら問題でござ

いますから、あえて申しておきます。 

 以上でございます。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに質疑をされる方ありませんか。 

○22番（藤丸正勝君） 

 議案第75号修正案についてお伺いいたしますけれども、アスベスト調査費の1,861千円、こ

れは全額、国の補助ということで、これは全員協議会の中で12月１日ですかね、そのときに

説明があっておりますが、矢ケ部委員長、先ほど言われましたが、採決の前に何か市長のほ

うからそういうふうなことがあったと、おどしのようなことがあったという発言もございま

したけど、これがどういう経緯で削除されたか。これを修正案で出されて、全額、今後のア

スベスト調査においては市の負担でしなければならなくなるようになるわけですよ。第２次

補正はわからないけど、第１次補正で補助金がついたということで、今後、市民負担になら

ないかということが第１点と、不動産鑑定委託料を削除した詳しい理由、いろいろ前回の質

問と競合するところがありますけれども、まだまだこれは調査委託費でございます。まだ計

画の中身には入っていない委託料提案でございますので、どうして不動産の鑑定委託料が入

り口で削除されたのか、この２点をお伺いいたします。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 委員長に対する質疑通告書が５点出ておりますが、あとは後で言われるということですか。

（「これも私の考えでございます」と呼ぶ者あり）いや、それはそうでございますが、そし

たらもう一度、私がちょっとようっと聞き取れない、どうせ出ておる分ば一遍に言われるや

ろうと思っておりましたものですから、重ねて聞きますが、アスベスト調査費100％国の補助

を知って削除したのかということが１点目。（「そうですね」と呼ぶ者あり）それから、２

つ目は何をおっしゃったですか。（「不動産鑑定」と呼ぶ者あり）２番目の分ですね。おた
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くが出された質疑通告の２番目ですね。（「２番目です」と呼ぶ者あり） 

 まず、正勝議員にお願いがありますが、このような質疑内容を出されるときは番号を打っ

てもらっとかんと、どこまでがどこなのか、ちょっとわからないわけです。（「上から１、

２、３」と呼ぶ者あり）だから番号を、わかりません、そうしないとわからんわけです。や

っぱりきちんと番号を打って……（発言する者あり）知恵の多いとか少ないとか、そんなこ

とを言うべきじゃないですよ。いいでしょうか。素直にやっぱり受けるときは受けなきゃい

かんですよ。 

 １番目のアスベスト調査費100％国の補助を知って削除したのか、当然でございます。 

 それから２番目の不動産鑑定委託料を削除した詳しい理由をということでありますが、つ

まりこれは道の駅のことでありますが、何度も言いましたように、これはもう計画性に乏し

いということが削除した大きな理由ということになろうかと思います。 

 以上でございます。 

○22番（藤丸正勝君） 

 国庫補助100％を知りながら削除したということでございますけど、これは今後、先ほど言

いましたように、市の負担、市民の負担に直接かかわる問題でございますので、やはりこう

いう補助があれば使わなければ、今後、国の補助が柳川市へおりるか、これはわからないわ

けですよ。断ったら、もう柳川市に補助をやっても断られるんじゃないかというような国の

考えでも私はあると思うんですよ。当然これを知ってやったといえば、これは総務委員会と

しては責任問題が出てきた場合はどうするんですか。市民からは、なぜこういう補助金があ

るのに使わなかったかというようなことが言われるんじゃないかと思うんですよ。 

 それから、道の駅は計画性に乏しいということでありますけど、さっき言ったように、ま

だこれは計画実行の入り口でございますよ。まだ本当、これが三橋町の地域審議会で合併し

た当初からの懸案事項ということで、三橋審議会でこれを審議されながら柳川市の執行部へ

は要請、要望があっておったということを私は記憶しております。その中で、執行部は審議

されながら、３年半審議をしながら、やっと入り口に差しかかって、まず鑑定をしてみよう

ということでございますので、これはやはり三橋町としてはぜひともやってもらいたい事業

でございました。 

 それから、計画の入り口の話であるが、総務委員会でどういうふうな中身まで審議された

のかですね。私は入り口の話だけだったんじゃないかと思っていたら、その後はまた中身に

入って審議をされているような報告でありますので、その中身を詳しく教えてもらいたいと

思います。 

 それから、総務委員会として、４番目ですよ、番号はつけとらんけんがら上から４番目の

やつです。この道の駅は、柳川市東部活性化のためにはやっぱり絶対必要な施策ではないか

という委員会での意見があったと思うんですよ。報告書にありますけれども、地域経済の活
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性化を図る上で絶対に必要な施設であるということをうたわれておりますけど、これに対し

ての詳しい議論があったか、お願いいたします。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 １番目の分からいきますが、アスベスト調査費100％国の補助を知って削除したのかという

ことで、削除したら今後どうか、予算がつかんかもしれんばいと、あくまでも意見でありま

すが、そんな断言は私はできないと思います。 

 それから、不動産鑑定委託料を削除した詳しい説明というのは、何度も言うようですが、

計画性のないのを８億円の金を使って、とりあえず８億円の金を投資してやるということで

ありますし、その具体的な説明等を求めると、なかなかそれがはっきりした説明ができてい

ない。やっぱりそれでは総務委員会としても、皆さんの貴重な貴重な８億円の金を使うわけ

でありますから、それはやっぱりじっくり総務委員会として吟味をし、そして結論を出すと

いうのが、私はそれはもう議員としての最低の務めだろうと思うわけであります。 

 それから３番目の、まだ道の駅計画の入り口の話である、鑑定調査させないのかと。これ

はもう入り口ではないわけでありますよ。これは事実上の事業着手である。したがいまして、

後戻りはできないわけですよ。そうでしょう、市長。そして今、藤丸正勝議員は、まず鑑定

をしましょうということで提案されておりますとおっしゃいましたが、そしたら、先ほど全

員協議会での資料が出てきましたですね。どうして出てきますか。今、正勝議員が言ってい

るのが本当とするならば、議会を愚弄したことでしょう。どうですか、市長。そうでしょう。

まだあくまでもこれは、まず鑑定をしましょう、鑑定をしましょう、そんな資料は出せない

でしょう。だから、私たちが一つ一つ言って出されてきた。部長の中にもおっしゃってある

方があっとじゃないですか、アドバイスされたのが。とてもじゃないが、これだけでは全協、

議員に出されませんよと。あとは言いませんが、もう事務局が心配しておりますから、時間

の心配もありますから、そういうことであります。 

 それから、道の駅は活性化のために絶対必要な施設ではないか。私たちは施設が必要でな

いとは全然言っていないんです。施設は必要ですよと、否定はしておりません。しかし、説

明が不十分であるということで、そういうことで賛成多数で修正案が可決されたと私は思い

ます。 

 以上です。 

○22番（藤丸正勝君） 

 施設は必要である。でも、予算は削除と。何と納得しがたい発言でございます。これは全

協でも報告、説明があって総務委員会に付託された分でもございます。それが私は、不動産

鑑定の委託料の審議をする中で、総務委員会のほうはその中身まで入ってしまっているんじ

ゃないかということでお尋ねしているわけですよ。まず不動産鑑定をやって、今後は建設計

画によるのは我々産業経済委員会とか、そういうところでまた審議をするというようなこと
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にもなろうと思いますので、総務委員会で中身まで入るということは、どうしてそこまで入

ったのかということでございます。 

 それと５点目に参りますが、総務委員会の中で矢ケ部委員長に何か不信任案が提出された

ということでございますけれども、なぜ総務委員会の審議の中において委員長不信任案が出

されたか、詳しい説明を聞きたいと思います。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 恥ずかしいような意見、今、藤丸正勝議員のお話が出ておりました。 

 そしたら、道の駅でございますが、中身を知らなくて、どうして中身まで踏み込んだかと

おっしゃいましたが、中身に踏み込んだ上で、果たして道の駅を建ててどうかということを

しっかり吟味した上で私は決定をする、それだけのやっぱり責任があろうかと思うわけであ

ります。そういうことで、当然中身をしっかり吟味した上でやったということであります。 

 それから、私への不信任でございますが、事務局としても不信任案が出た以上は、どうい

う理由であれ、不信任を受けざるを得ないと思います。議決上、会議といいますか、議会の

規則上。なぜ出てきたかといいますと、私が市長に尋ねたんですよ。私も法律に詳しくあり

ません。したがいまして、前もって法律の専門家に、あるいは不動産の専門家に、やっぱり

予備知識を持っておくべきではなかろうかということで、私はそういう専門家の方、法律の

専門家、不動産の専門家に尋ねました。そしたら、市長は全面勝訴と断言されましたが、専

門家に見せたところ、これは矢ケ部さん、とてもやないが負けばんもと、ひょっとするなら

全面負けかもしれないと言われた。そして、さらに私は市長に対して全面勝訴と断言された

根拠はと尋ねたわけですよ。そしたら、市長は何事も絶対はありませんからとおっしゃいま

した。それで、だったら全面勝訴とも断言されないのではないかと私はあえて申しました。

そしたら、先ほど正勝議員おっしゃるように、伊藤議員から案件の意義そのものを否定する

ような発言もあったことは委員長として不適格であるということで、きょう傍聴者の方もお

られますから、これ出されておるのを実際回して見せてもらっていい、何というんですか、

コピーして見せてもらっていいぐらいであります。なぜならば、こんなことで、私は勉強し

てそれに臨んだ。なぜかといったら、やっぱり総務委員長としての少なくとも責任があるわ

けですから、そういうことで臨んだのに、そのようにおっしゃるということ自体が議会を否

定するというようなものではないかと私は感じましたけれども、やっぱりそういうものに動

じることは要りませんし、そういう審議があったところでございます。 

 以上でございます。（「だから100％負けと言ったじゃないか」と呼ぶ者あり）いや、それ

は言うたよ。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに質疑をされる方ありませんか。 

○21番（大橋恭三君） 



 - 280 - 

 まず、今までのお話を聞いておって感じましたことは、委員長に特別なことをやっていた

だくということではないんですよ。市民や議員は特別な目で総務委員会を見ているというこ

とをしっかり認識していただきたい。勉強をして、ちゃんと対応しておられるということは

大変結構なことで、立派なことだと思います。当然です。ところが、今の答弁の中でも一般

質問みたいに自分の主観をどんどん入れながらお話しをされる、これはやはり総務委員会の

報告ということを考えるならもう少し考えていただきたい。 

 まずお聞きしますけれども、減額修正を採決されたときの賛成者は何人だったのか、反対

者は何人だったのか。今私が言った意味はわかりますかね。そういうふうに大事な委員会の

採決というのは、皆さんに見えるようにしていただかなければならない。こういうふうな逼

迫した、そして拮抗した採決であった場合は、よければ、それだけ勉強しておられるなら、

主観を述べられるのも結構ですけれども、全委員の賛成、反対の意思も加えていただくぐら

いのことがあったらもっとよかったと私は思います。ですから、今回は何人賛成で何人が反

対だったのか、よければ。４対３とか、あるいは３対２とかすれば、もし矢ケ部委員長の胸

の中が少ないほうの意見だったらどう変わるかわからないんです。ですから、そういうこと

は大事にしていただきたい。その辺をお願いしておきます。 

 それから、白谷議員、一生懸命していただいておると思いますけれども、自分で道の駅建

設に向けた不動産鑑定委託料については、趣旨は否定しないとちゃんと言っておられます。

にもかかわらず減額修正をする。それから、ピアス工場のアスベスト調査委託料については

新市長のもとで判断すべき、これは重大な発言だと思いますよ、をした上で修正動議を出し

ておられる。たとえ残りの任期が４カ月だろうと何だろうと、市長には全力を尽くしてやっ

ていただきたいわけであります。これは私が通告していますね。字句、文言にちょっとわか

りにくいのがあると言いましたけれども、「市長の残任期間もわずかな中で、果たして、改

選後の市長に問題解決に向けての選択肢を失わせていいのか」、これはどういう意味ですか。

こういうあいまいな表現で、どっちともとれる表現をしながら、これは私は単純に考えれば、

石田市長、おまえはもう要らんごとなるけん、次の市長がするために、もうしとくがよかと

いうことじゃないですか。そういうことを言ってするというのは、これは異常ですよ。まず、

この２つをしっかり説明してください。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 まず２つとおっしゃいましたが、３つじゃないですか。（「まず２つ」と呼ぶ者あり）い

や、３つとも言うたんじゃないと。 

○議長（田中雅美君） 

 矢ケ部議員、マイクば立ててください。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君）続 

 わかりました、③はないということですね、今度はまだとりあえず①と②ということです
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ね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 何かくさんも、市長になったごつなるもんやけんさ、おれが市長のような勘違い、まず大

橋恭三議員に言いますが、委員長は主観を持って言われておる、具体的にどういうことでし

ょうか。（「そのとおりじゃない」と呼ぶ者あり）私は総務委員会の中の報告をしておるわ

けでございますから、何も主観は入っていない。（「だから、総務委員会の中のことをもっ

と丁寧にしてくださいと言っているじゃないですか」と呼ぶ者あり） 

 それから、総務委員会は特別な総務委員会というのはちょっと、総務委員会やろうと何や

ろうと、４つの常任委員会、私はみんな同じと思います。総務だけが特別な委員会ではない

ということで、その辺は誤解をされておるような気がしてなりません。それから、修正をし

たのは重大な問題だとか、重大なとおっしゃいましたが、すべて重大なんですよ、ここで論

議していることは。（「当たり前です」と呼ぶ者あり）それをあえて修正したのは重大だと

言うこと自体、ちょっと私はその辺は問題ではなかろうかと思います。 

 それでは、（「その文言」と呼ぶ者あり）言われなくてもちゃんとやりますから、ちょっ

と待っておってください。（「お忘れなったらでけんやっかんも」と呼ぶ者あり）ああ、そ

うかんも、ありがとうございました。それは人間ですから忘れますよ。 

 ①減額修正採決時の賛成、反対者人数ほか裁判での早期決着に向けた、まず減額修正の採

決時の賛成、反対者の人数ということでございますが、これはやっぱりほかの委員会も、だ

れが反対した、だれが賛成した、どうだったということは報告はあっておりませんし、それ

に倣ってやっていくということが私は当然だろうと思います。そして、挙手されたのは４名

でございまして、言ったとおりです。それならば、挙手されなかった人が果たして反対なの

か、あるいは中には白紙かもしれん、そういうことで賛成は４名ですという以上は答えられ

ないわけであります。 

 それから、──聴取不能──が強く言ってきたと、これはもうそれだけでいいですかね。

（「いいですよ」と呼ぶ者あり）それでいいですか。（「お任せします」と呼ぶ者あり） 

○21番（大橋恭三君） 

 強く言うと大変あれですけれども、強く言わないと響かないから私は言うておるんです。 

 それで、２番と３番をちょっと入れかえたのにはわけがあります。（「入れかえたわけか」

と呼ぶ者あり）２番と３番、わかりますね。（「わかります」と呼ぶ者あり）あなたもちょ

っとひっかかられたでしょう。（「あ、ひっかけでしよっとですか」と呼ぶ者あり）わけが

あるわけですよ。というのは、これまでいろいろ特別委員会や百条委員会がありましたね。

そういうふうな中で、私が理解している結論というのは、アスベスト調査や土壌調査を早く

しろ、訴訟に向けた取り組みを強く迫ってきたのではないんですか。そういう中で、ここま

で来て、もうもはや裁判ということは避けて通れないことじゃないですか。だったら、住民

の公共の福祉に資するためにも、住民の知る権利をちゃんと保障するためにも、早く取り組
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みをしているところ、そして中身を知らせるべきじゃありませんか。先ほど藤丸正勝議員の

質問で入り口でというお話が出ましたけれども、少なくともそういうふうに感じておられる

方がたくさんおられる。だから、この辺のことについて、裁判以外に何か方法があるように

惑わしてするというようなことは、もうこれからは通用しないのではないかと思います。 

 それで、もう質問しても答弁はわかっています。委員会の採択という事実は市民に大変な

影響を与えます。（「議長、一般質問」と呼ぶ者あり）ちゃんと通告しております。ですか

ら、一方的とは言いませんけれども、この委員会の採択された重みをしっかり市長は考えて、

もし修正案が議会でまた採択されるということになれば、柳川市の政務に大きな影響が出る

と思います。今後の影響がはかり知れない、この辺を教えていただきたい。市長、お願いし

ます。（「何ば言いよっとですか」「ちょっと待ちなさいよ」と呼ぶ者あり）いや、あなた

じゃないよ。 

○議長（田中雅美君） 

 いや、こっちはしてもらいますから。いいですか。（「そしたらもういいです」と呼ぶ者

あり）ちょっと待ってください。 

○市長（石田宝藏君） 

 これは、私はきのう、こういった質問があるということで議会事務局に問い合わせをしま

した。本来ならば、委員会の質疑については、委員長の報告に対する質疑でございますから、

原則的には委員長が答えるべきだと。しかし、こういった市へ重大な影響を与えるとするも

のについては、議長の許可を得て執行部が答弁できる、執行部が答弁できると、こういうふ

うに相なっているそうでございます。したがって、この通告、私も聞いておりましたので、

やはりそういったものについての市民の皆さんに説明する責任があるというようなことで答

弁をさせていただきます。 

 今、先ほど来、質疑が行われてまいりました。今回、今の質疑を聞いておりますと、修正

されたのは総務委員会の道の駅とアスベストに係る予算のみであります。補正予算について

は、他の委員会においてすべて御承認をいただいたということで、採決があっているところ

はないようでございます。ただ、先ほどの採決については、きょうのちくごタイムスの紙面

に写真も載っておりました。中身についても書かれておりました。また、そういったものの

事実に基づいての記述があったと思います。まさに私は、あの12月１日の全員協議会で、今

回の補正予算の中身について、議員の皆さん方にも説明をしてまいりました。 

 道の駅については、新市が合併して誕生して、あれ以来、さまざまな産業振興の施策の一

つとして研究を重ね、調査をし、そして本市の道路網の整備、進んでおります国道443号、有

明海沿岸道路、国道385号、こういったもろもろのところで、どこが将来に向けて柳川の発展

のためにはベストなのか、市民の皆さん、市の発展に一番プラスになるのか、こういうこと

を申し上げてきたわけであります。そして、この４月には、遅々滞々として進まないという
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批判を受けながら検討しておりますということで、温めてきたもの、こういったものを具体

化するために産業振興推進室という部屋を立ち上げました。そして、さまざまな道の駅を調

査し、経営形態、参加団体、さまざまな情報を収集しながら、いよいよ道の駅の具体的な作

業に入る取っかかりとして、不動産の鑑定をさせていただきますということで500千円の鑑定

料を計上させていただきました。そして、やはりどなたがお思いになっても御理解いただけ

ると思いますけれども、来年の３月には、みやま柳川インターチェンジという瀬高の清水、

九州縦貫道に活性化インターができる、これがやはり将来の柳川への動脈になるということ

でも説明は申し上げてきました。そして、最終的に三橋の地域審議会等から要望があったこ

の件については、三橋の棚町付近、あのルート、矢部川の柳瀬大橋から有明海沿岸道路のル

ートの北側に計画をしておりますということで説明をしたのは、皆さん方にも全員協議会で

示したこの資料であります。その後、さまざまな御意見が飛んでまいりましたので、具体的

に、じゃ、予算についてはどうするのか、スケジュールについてはどうするのか、こういう

説明も繰り返してきました。 

 そして、その中で、先ほど委員長の報告では８億円という膨大な予算を使うということで

すが、これはまた漁業団地と同じように誤解を与えたらいけません。国の事業として採択を

受けるためにここまで温めてきたもの、これが道の駅構想であります。国土交通省、農林水

産省、経済産業省、８億円の事業費の計画は、おおよそ農林水産省は２分の１、国土交通省

は２分の１、経済産業省は３分の２ということで、今のところ概算でございますけれども、2

10,000千円の補助を見込んでおります。特例債を使うとなりますと、これが475,000千円。市

の持ち出し、単独は140,000千円ほど、これは委員会の中でも説明を申し上げた。ですから、

大枠の数字そのものが走っていくというのが、私が市長に就任して以来のずうっと同じこと

なんです。漁業団地にしてもしかり、50億円もかかると。しかし、国、県の補助が41億円あ

るんです。こういった千載一遇のチャンスを逃すことは、国、県へこれまで詰めてきたもの

が重大な信頼を失うことになる。仮にだれがコミュニティーリーダー、柳川のリーダーにな

っても、市民にとって決してプラスになることではない、市の発展につながるものではない、

こういうことを私は申し上げてきたわけであります。 

 委員会の中でも、聞かれることについては、るる説明を申し上げました。ただただ、その

中で、やはり時期が尚早だとか、計画が見えないとか、先ほどありましたように学校のよう

にさしおりつくっておけとか、そういった議論があってきました。私は残念でたまりません。

なぜならば、きょうの委員会の報告の中にもありますとおりに、国道443号のルートの通りに

みやま市がもしつくったならば、これはできないんです。できないと100％私も断言できませ

ん。恐らく99％、同一路線の近距離の中ではつくることはできないと。そうなってまいりま

すと、千載一遇のチャンス、今まで日々努力してきた職員の苦労というのはどういったこと

なのかと、こういうふうに思うわけであります。ましてや、こういった予算の計画を出す段
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階においては、国、県とのそれぞれの協議も進めてきておりますし、御理解をいただきたい

と、このように申し上げてきているわけであります。 

 ただ、もう１つのピアスの問題ですけれども、これは総務委員会で予算が否決となります

ればこんなことになりますよと、決しておどしておりません。修正案が出されましたので、

これはとんでもないことになるよということで、私は再度、否決されたときの柳川における

立場、市民の皆さんに係るものについて御報告、説明をさせていただきました。決しておど

すようなことはございません。私は穏やかな顔ですし、穏やかな言葉でやるわけですから、

決してそんなことありません。もちろん紳士的な議論を重ねていくわけです。私はこう申し

上げました。今回提案する補正予算案は、さきの国の緊急１次補正予算のメニューに盛り込

まれ、先ほどからおっしゃっていることですね、初めて国の100％補助を受けてのアスベスト

調査です。この調査は入り口部分でございまして、建物に吹きつけるアスベストが含まれて

いることはもう既にピアスの場合は明らかでありますから、次なるステージは除去費へと移

るわけです。除去費はピアスがはじいたもの、副市長がはじいたもの、あるいはある業者さ

んがはじかれたもの、金額が３つとも三者三様違うんですよ。ですから、裁判に持ち込んで

いく、先ほどから、つい先般の一般質問でも白谷議員からありました。裁判以外にもっとあ

るだろう、損害賠償以外にあるだろうと。もう万策を尽きたと。私もトップ会談を申し入れ

ました、調停の中に３回目に。しかし、受け入れていないんです、受け入れないんです。 と

すると、裁判の中でしか──私、初めてじゃないですよ、ここで言いましたよ。そういうこ

とで申し上げてきたわけですから、究極は、行政のこういった話し合い、行政の分野では決

着がつかないから司法の場にステージを移さなきゃいけない。そのためには、公判を維持す

るためにきちっとした金額を出し、あいまいな数字では裁判できないということを申し上げ

ました。（発言する者あり）したがって、いやいや、十二分に市民の皆さん聞かれているわ

けですよ、関心がありますからね。だから、ピアス社への損害賠償裁判で公判への影響がご

ざいます。除去工事については、国の補助を受けて、次なる補助を受けて執行することがで

きなくなるんですね。 

 今回、全国で緊急の補正予算として組まれたアスベスト除去費、10億円でございます。10

億円の中で、全国ほぼ平均して配分されているのが250千円です。でも、柳川については1,860

千円というお金をいただいたわけです、いただくことになっているんです。ところが、これ

を辞退するということは、議員さん方がいつもおっしゃっている無駄遣い、特に矢ケ部委員

長なんかがおっしゃいます。無駄遣い、無駄遣いとおっしゃいますけど、これをもらわない

ということは市民の金が要るということ、市の金が要るということですよ。（発言する者あ

り）そんなものを本当に要らないとするということは、今度の調査費だけでなく、除去工事

費までつながる、数字的にも大変大きなものです。これもコミュニティーリーダーがだれに

なろうと、市民の負担を幾らかでも少なくする、軽減するということは変わらないわけです。 
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 しかも、今回修正をされて、再び申請をしたといたしましても、限られました国の予算で

ありますから、全国で多くの市町村がまだまだ手を挙げております。しかし、今回は緊急の

国の予算ということで、追加の採択は、今回修正されて辞退するということになれば厳しい

ものになっていくと思います。したがって、修正をされた方については、私は再度委員会の

中で申し上げたのは、これは大変な問題ですよと。都合によっては、私は市長としても一市

民に戻っても監査請求をやらせていただくことになりますよということまで申し上げました。 

 したがって、今回提案しております補正予算、否決されるということになりますれば、調

査費、除去費の工事費すべてが市の負担、つまり間接的に皆さん方がいつもおっしゃってい

る市民の負担にはね返ってくるということを覚悟して、採決に臨んでいただきたいと思いま

す。ということでございます。 

○21番（大橋恭三君） 

 先ほどの質問の中で、矢ケ部委員長の答弁を遮ったところがあるかと思います。もし答弁

していただけるならしていただきたい。 

 それから最後の質問は、今市長が答えたことは間違いかどうか、それが最後の質問です。 

○総務委員長（矢ケ部広巳君） 

 もうあえて言いません、もう時間がもったいないですから。 

 以上でございます。 

○議長（田中雅美君） 

 これにて質疑を終了いたします。 

 ここで午後１時30分まで休憩をとります。 

午後０時19分 休憩 

午後１時32分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 それでは、議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）について討論を行

います。 

 まず初めに、原案に賛成討論される方ありませんか。 

○15番（菅原英修君）（登壇） 

 皆さんこんにちは。15番菅原でございます。私は、原案に賛成討論をさせていただきたい

と思います。 

 この原案で問題になっているのは、ピアスのアスベスト調査費と500千円の道の駅の不動産

鑑定だろうというふうに思います。私、18年に議員になりまして、それからずっとピアスの

問題を聞いてきておるわけでございます。その前は、17年に恐らく私が知っている限りでは

島添達也委員長のもとで特別委員会ができて、それで、そこでいろいろ論議されていると、
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私はその報告をきのうおととい読ませていただきました。しかし、本当に大変でございまし

たでしょうけれども、十分な結論は出ていないように私は感じております。 

 それで、私がピアスの問題で賛成するのは、まず第一に委員会ができて、そして争論され

て、その後、私、議員になりまして執行部がピアス側と話し合いをなされた。その後、話し

合いも不調に終わりまして、その後調停に入ったと、しかし調停も不調に終わったと。そし

たら、あと何が残るのか、私は裁判しかないと思います。裁判は、調停までは話し合いでご

ざいます。しかし、裁判は、やっぱり最終的には白黒つける場だというふうに私は思います。

そのときに、果たして、きょうも午前中の議論の中であっておりましたように、副市長とか

その他の人たちの積み上げで、そういう資料でいいのかという問題が私はあると思います。 

 そういうことで、一日も早くこのピアス問題は私は解決してもらいたいというふうに思っ

ておるわけでございます。ちょっと、この結論に至るまでのことを時間が要りますが議長に

お許しいただいて、ちょっと述べさせていただきたいと思います。 

 まず、このピアス問題で一番の責任は、私はピアスにあると思います。市長も裁判したら

全面勝訴だろうという発言がありました。私も素人ながら、そうじゃないかというふうに思

っております。じゃあ、一番責任はピアスであって、これは売り主でございます。じゃあ、

買い主にはだれが責任があるのか、それはもちろん当時の町長にあります、最高責任者とし

て。しかし、それなら議会はどうなのか。議会は、当然議決をしてあります。議決をしてか

ら、まず予算審査特別委員会で審査をされて、そして認定をされたと、そしてそれを議決し

てあるはずです。その後、またその決算委員会、特別委員会ができて、その中で十分な議論

はしてあると思います。そして、それまた認定をされて議会で議決されたと、こういうふう

な経過でございます。だから私としては、もちろんその当時の町長にありますけれども、議

会にも当然責任があるという判断でございます。 

 それともう１つは、職員の問題でございます。職員に責任とかじゃなくて、道義的責任と

いいますか、そういうのが私は少しはありゃしないかと。なぜならば、役場には過誤台帳と

して備えてあると思います。昔は県と町で別々に調査しておりましたけれども、いつの時点

かわかりませんけれども、非木造は県が、木造は市町村がするというようなことで調査をし

とったわけでございます。だから、ピアスの調査は当然、大和町役場のほうには来ていると

思います。その中には、どういう材料をつくって、どうしてあるのかということは、私はわ

かると思います、三橋の場合はわかります。だから、そういうのがやっぱりあるわけでござ

いますので、当然その物件は事務屋さんでこの物件は買っても大丈夫だというところまでは、

やっぱり少なくとも職員が調べて、そして大丈夫という結論は町長に伝えるべきというふう

な、そういうシステムだと思います。 

 しかしながら今、私が思うのには、これはだれが責任じゃなくて、大和町の皆さんのやっ

ぱり責任じゃないのかと私は思うわけでございます。なぜかと言うと、やっぱり大和町の皆
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さんが人間がいいのかどうかわかりませんけど、慎重さを欠いたところで売買契約まで行っ

てあるんじゃなかろうかというふうに思うわけでございます。だから今、申しわけございま

せんけれども今いろいろ言ってあることは大部分が大和町の中で、議会と執行部で議論をす

べきことが私は多々多いのではないかというふうに思っております。 

 ですから、これを今、どうのこうのと言ってももうおさまりつきません、まず言うて。だ

から、もう一日も早く裁判をやって、そして、まだ大和町の業務は引き続いて柳川市でやっ

ているわけでございますので物件はあります、540,000千円の物件が。ただ、本当に申しわけ

ございませんですけれども傷物でございます、今。だから、この行政の中で、やっぱりこの

傷物を一日も早くきれいな物件になかして、そして市民が喜ぶような物件に早くなかして使

用していくというのが私は最善だと思いまして、賛成するわけでございます。 

 と、もういっちょの500千円の道の駅の件でございますけれども、この件につきましては、

私も当初説明を受けたときは500千円ぐらいの予算で鑑定だからということで、簡単に考えて

おりました。明くる日に、やっぱりその事業内容を見てびっくりしたわけでございます。と

てもやないが１ヘクタールから２ヘクタールと、そして事業費が８億円ということを知った

わけでございます。きょうの午前中の説明の中で、いろんな委員会で説明してあるように言

われましたけれども、私は２年になりましたけれども初めて知ったわけでございます。これ

は、あなたが勉強不足と言われたらそれで終わりますけれども、知らなかったわけでござい

ます。だから、本当言って、私はこの500千円を通したくないというのが素直な気持ちでござ

います。 

 しかし、じゃあこれを通さなかった場合どうなるのか、あそこは443バイパスはそう長くは

ありません。あそこは恐らく１カ所の道の駅だというふうに私は判断いたしております。そ

の場合に、じゃあ隣のまちがした場合に、三橋はそれを眺めておくのかと言うた場合に、本

当に市民の方には申しわけなく思うようなことになるんじゃなかろうかと私は思うわけでご

ざいます。一日も早く、よそのまちに負けないように、１時間でもやっぱり申請を早く出し

てもらって実現するような道を選んでいただきたいというふうに思います。そして、それが

また、それを柳川市の活性化につなげていって、そうしたら、多分いい意味で京町の辺の商

店街にもいい影響を及ぼしてくるんじゃなかろうかと私は期待をするわけでございます。い

ろんな観点から原案に賛成するわけでございます。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案及び修正案ともに反対討論される方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論をされる方ありませんか。 

○29番（河村好浩君）（登壇） 
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 皆さんこんにちは。29番河村でございます。私は議案第75号 平成20年度柳川市一般会計

補正予算（第３号）について、総務委員会からの修正案に賛成の立場から討論をさせていた

だきます。 

 合併して約４年、ピアス問題はさまざまな問題が出てまいりました。４年間を振り返り、

この問題を総合的に判断して、信念を持って討論をさせていただきます。決して反対のため

の反対ではないことをインターネットやモニター中継をごらんの皆様、そして議場の皆様に

申し添えておきます。 

 理由といたしましては、先日の議案質疑のときにも言いましたが、何でこの時期なのか。

合併当初から、議員からの一般質問、全員協議会、百条委員会など、それでも言われてきた

ように、今日のような結果になりますよと、再三にわたり忠告されてきたにもかかわらず、

それを無視してピアスとの交渉を避けてきた。しかし、買うときは石田町長みずからがトッ

プ会談で、そして市長が言われるピアスとの約束までして買ってこられました。そしてまた、

その約束があったにもかかわらず、それさえほごにされたというのに、今回は一向にトップ

会談による交渉すらやらない。普通、約束が違うじゃないかと、市民の皆さんのことを思っ

たら、何を置いても先にまず交渉すべきではないでしょうか。 

 また、私の質疑の中でも、私が「勝ち目はあるのですか」と質問をしたところ、「全面勝

訴ですよ」と言われました。100％勝つとはおっしゃらない、ここに言葉のトリックがあるよ

うな気がします。なぜなら、過去の質問において市長は、「ピアスにやらせる。やらなけれ

ば私が責任をとらなければならない。市民の皆様に納得していただけるようにやる」と言っ

ておきながら、それは交渉する責任にすりかわっている。また、「石田宝藏、逃げも隠れも

しません」と言っておきながら、矛盾点を解明する特別委員会の中では質問の途中でばかば

かしいと逃げ帰られた。それを思いますと、本気で争う気があるのか見えてこない。市長選

挙のリップサービス、パフォーマンスにしか見えてこない。そのために、市民の皆様の血税

を使わせるわけにはいきません。 

 最後に、損害賠償額はさきの調停において、わざわざピアス社がアスベストの撤去には

120,000千円程度かかるだろうと提示をしているにもかかわらず、市長はそれよりも低い

105,750千円ぐらいだろうと言われております。ピアス社より15,000千円も低い損害賠償額を

提示するというまことに不思議な行為をなされております。 

 また、ピアス社からは債務不存在、つまりピアス側は何の落ち度もありませんよ、ちゃん

と法律にのっとって契約をしてるじゃないか、だからピアスは１円も出しませんよ。でも、

大和町にお世話になったから折半ならいいですよとまで言われ、それでも不調に終わらされ

ている。それは、ずさんな契約のため交渉ができなかったのかと思わざるを得ません。 

 ここで言いたいことは、市長は調停においてみずから損害賠償額は105,750千円と提示して

いるわけでございます。調査をして高かったり、安かったりしたら、ピアス社や裁判所は、
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じゃああの金額の提示は一体何だったのかと言われかねません。よって、調査は今ごろすべ

きではありません。本来ならば、議員からの要請があった合併当初にすべきだったと思いま

す。 

 また、石田市長の任期内には間に合わないし、私たち議員は４年間も待ったんだから、あ

とたった３カ月延びても何ら支障はないのではないかと思います。ですから、選挙後、新し

い市長にやってもらうことが望ましいと思います。 

 次に、道の駅についてでありますが、私も三橋町でやってもらいたいと思っております一

人であります。道の駅をつくってはいけないと言っているわけではありません。言いたいの

は、提案の仕方に問題があると言っておるわけです。 

 先ほど市長は、繰り返し繰り返し説明したと言われましたが、先日の全協でたった１回、

説明というよりも提案だけでした。ある議員からの質問に対して初めて、こうこうこうなっ

ているんですよということで説明をされただけです。それに、計画が唐突過ぎる、ピアス購

入にしてもしかり、ずさんな計画では私は納得できません。後でまたピアス問題のようない

ろんな問題が出たら困るわけでございます。 

 先ほどから大事な案件、大事な案件と言われております。たった１回の説明では納得でき

るわけがございません。もっともっと議論を重ねるべきだと思っております。何度も言うよ

うですが、してはいけないとは言っておりません。しかし、できれば違う人にお願いしたい。 

 市民の皆様には、何でここまで議員たちは、何で河村は言っているのか考えていただけれ

ば幸いです。 

 以上で修正案に賛成の討論を終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案に賛成討論される方ありませんか。 

○16番（諸藤哲男君）（登壇） 

 16番諸藤でございます。私は、修正可決したことに対し、反対の立場で討論いたします。 

 平成20年12月５日の本会議において、総務常任委員会に付託された議案第75号 平成20年

度柳川市一般会計補正予算（第３号）の一部について、同委員会所属の白谷義隆議員から補

正予算の一部修正案が提出され、賛成多数で修正されました。私は、白谷議員が提案し、賛

成多数で修正した修正議案に反対し、執行部提案の原案どおりの予算にすべきであるとの意

見であります。 

 この執行部提案の予算は、地域活性化の起爆剤となる道の駅に係る土地の不動産鑑定料と、

民事裁判を前提とした元ピアス・アライズ社の工場建物のアスベストの分布とその除去等に

関する調査予算であります。 

 まず、道の駅問題については執行部から12月定例議会前の議会全員協議会において、道の

駅の構想の説明がありました。新市が誕生後に設置された三橋町地域審議会からも早期設置
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を求められていた要望課題であります。新市誕生以来、検討されてきたものと承知しており

ます。決して唐突なものではないのです。 

 道の駅開設は、今や市町村の開設競争の時期に入っていると考えます。有明海沿岸道路や

国道443号バイパス、国道385号と市内へのインフラの整備が進み、近い将来、本市への流入、

交流人口の格段の増加が予想され、専門家のアドバイザーからの早急な設置をとの助言もあ

っていると聞いております。その潮どきは、国道443号の全線開通にあわせた今がベストと考

えます。 

 不動産鑑定は、用地の位置や面積、形状などの特殊条件により、大きく異なるものであり、

広大な用地買収には後日の混乱を招くことのないように鑑定に付すべきであると考えます。 

 今なお混乱が続いているピアス工場跡地も、なぜ鑑定をしていなかったとして発言を繰り

返してこられた議員の皆さんが、今回、執行部提案の不動産鑑定料を全額削減しゼロにされ

ることは、これまでの発言と大きく矛盾するものであります。 

 また、ピアス工場跡地の建物に係る吹きつけアスベスト調査費は、全額を国の補助金であ

ることの内示を受けたものであります。市の負担ではないことを執行部より説明を受けてい

ました。この問題は、新市誕生以来、きょうまで抱えてきた問題であり、一日も早い解決が

必要であると承知しております。 

 執行部は、これまで直接交渉やピアスが申し立てた調停の場においてもさまざまな交渉に

当たってきており、その都度経過説明を受けてきました。手を尽くしての最終的な結論は裁

判での決着しかないとの説明も受けております。これまで裁判で決着をと主張されてきた議

員が、これまた今回の執行部提案を否定し、予算を削るという修正提案は理解できない。よ

って、今回の総務委員長の修正案には反対するものであります。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論される方ありませんか。 

○７番（白谷義隆君）（登壇） 

 ７番白谷でございます。先ほどから修正案を出した私の名前が再三にわたって出てきます。

確かに修正案は出しましたが、私が出したことに何か問題があるような私は受けとめ方をし

て、実はびっくりしております。 

 午前中の委員長質疑の中でも、私の考え方に触れられ、私の考え方を否定されるような、

そして、私は委員長でもないのに、私に質問されるような発言がありました。もちろん、そ

のこと自体認められるものではありませんが、その中で、私の考え方に反するような勝手な

解釈をされ、発言されたことには非常にびっくりしておりますし、遺憾に思っております。

実は、しかも私が尊敬する議員の一人である方の発言であったことに、非常に残念に思って

おります。 

 私は、議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算修正案についての賛成討論を行い
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ます。 

 まず、２款．総務費のピアス跡地に係るアスベスト調査費3,486千円についてですが、私も

ピアス問題がここまで来た以上、アスベストの除去費については一定把握をしておく必要も

あるだろうとは思っております。しかし、今回のアスベスト調査は、３月に損害賠償請求訴

訟の裁判のための調査であるということは、提案理由の中ではっきり明言をされております。

ですから、アスベスト調査そのものより、損害賠償請求の裁判を起こすことが時期も含めて

私は問われていると考えております。 

 そうした中で、私は、この損害賠償請求訴訟には時期も含めて疑問を持っています。さき

の一般質問で市長も言われたように、損害賠償の裁判になれば、その裁判の間、ピアス跡地

には手がつけられません。そして、裁判は５年かかるか10年かかるかわかりません。それ以

上かもしれません。540,000千円という莫大な税金を投入して購入したものが、そのままほお

っておかれる状態になるかもしれないのです。果たして今、長期に及ぶかもしれないこの損

害賠償の裁判がベストの手段なのでしょうか、ほかに手だてはないのでしょうか。市長は、

アスベスト除去についてはピアス社がするように約束をしていたと議会でも答弁をされてい

ます。しかし、市から提出された資料では、ピアス社に対して、そうした要求は一切なされ

ておりません。また、そうした約束があるにもかかわらず、一回もトップ交渉が行われてい

ません。まず今、市長がすべきはトップ交渉ではないでしょうか。そして、約束を守るよう

に迫るべきではないのでしょうか。それでも約束に応じなければ、債務の履行を裁判所に請

求するなど、ほかの手だてがあるはずですし、考えるべきではないでしょうか。債務の履行

請求には、アスベストの除去費用の提示は要らないと思います。今考えることは、このピア

ス跡地を一日でも早く活用できるようにすることだと私は考えています。そのための手段を

考えるべきではないでしょうか。果たして今、５年かかるか、10年かかるか、それ以上か。

そうした損害賠償請求の裁判を行うことが今、市民の利益にかなうのでしょうか。 

 次に、６款．農林水産費の道の駅に係る不動産鑑定委託料500千円についてでありますが、

この不動産鑑定は、用地を買うためのものであり、事実上の事業着手となります。市長は、

道の駅の建設が地元産品の販路の拡大や商品開発等により、地域振興の大きな起爆剤になる

と説明をされます。私は、道の駅建設による効果を否定するつもりはありませんし、道の駅

が地域振興の大きな柱となることを期待しております。しかし、８億円という莫大な税金を

投じるわけですから、事業として成り立つかどうかの検討はしなければなりません。これは

民間であろうと、市であろうと同じことです。事業実施に当たっては、地元生産者団体など

の協力を欠かすことはできません。しかし、市の説明ではこうした関係者団体との協議もな

されていません。また、この事業に対し、肝心な費用対効果、採算性も検討されておりませ

ん。運営方式も第三セクター方式かと思っておりましたが、それもまだ協議されていない状

況にあります。市長はこれで本当に事業に着手して大丈夫と考えておられるのでしょうか。
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事業として成り立つのか全く検討されていません。確かに、よそには繁盛しているところも

あるかもしれません。しかし、赤字に苦しんでいるところもあるのです。市長は力説をされ

ます。隣がやる前にしなければならない。ただ、隣に先を越されたくない、これだけで事業

をスタートさせるのはいかがなものでしょうか。やってみなけりゃわからない、これでは後

に市民の皆さんに負担だけを押しつけることになりかねません。 

 以上の理由により、補正予算修正案に賛成するものであります。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案に賛成討論される方ありませんか。 

○13番（伊藤法博君）（登壇） 

 私は原案に賛成、修正案に反対の立場から討論をしたいと思います。 

 今、白谷議員からトップ会談をしていないじゃないかと言われますけれども、執行部のほ

うとしては、トップ会談を何回も申し入れたけれども向こうが受諾しないということでトッ

プ会談が実現していないのは皆さんも周知の事実だと思います。（「何回しているかわから

んじゃないか」と呼ぶ者あり） 

 それと、ほかに手だてがあるということであれば、やはりそういったことを示さなければ、

（「さっき言いましたよ」と呼ぶ者あり）そういったことはやった後で、できなかったから

今度裁判にするわけですから、（「さっき言いましたでしょう」「そうそう」と呼ぶ者あり）

だから、そういったことは今までやってきたことじゃないですか。（「やっていないですよ」

と呼ぶ者あり）やってきたことをしてきて、できなかったから最終的に損害賠償請求をやる

ということであります。 

 それと、道の駅に関しても費用対効果と言いますけれども、これは道の駅をつくって、そ

して農産物の直売とか、そういったやつを５年、10年やって初めて、その効果が出てきて、

農家の方も自分たちで物をつくるやり方を覚えながら、売る喜びを知りながら、そして観光

客の皆さんや地元の皆さんにそういった物品を販売していくものであって、つくる当初から

そのかかった費用対効果についてやはり論議するのは間違いであって、５年、10年、その期

間の中で皆さんが努力して、費用対効果がよくなるようにしていくのがやはり話の流れじゃ

ないかと私は思います。 

 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）が総務常任委員会に審査付託され、総務委

員会では各案件について、それぞれ執行部より説明があり、その後、各案件について８名の

委員より執行部に対して質問がありました。その中で、矢ケ部広巳委員長がアスベスト調査

委託料の審査中にピアスに対する損害賠償請求裁判は100％負けるとの発言があったことは、

アスベスト調査委託料そのものを否定するもので、案件について審査中に委員長みずから結

論を誘導するという委員長としてあるまじき発言がありました。委員長は、議案審査中に自

己の意見は述べてならないようになっております。 
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 そこで、私は矢ケ部委員長に対し、委員長不信任決議案を提出しましたが、賛成少数で否

決されてしまいました。このような状況の総務委員会の審査の最後に白谷議員より、議案第7

5号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）に対する修正案が出されました。すなわ

ち、アスベスト調査委託料3,486千円と道の駅の建設のための不動産鑑定料の500千円です。

アスベスト調査委託料の修正理由として、第１に４月になって新市長のもとでどのような手

段でアスベスト工場の解決を図るか判断すべきで、３月の提出には反対であると。第２に、

裁判の係争中はピアス跡地の利用が結審まで長期間できなくなる。第３に、瑕疵担保の時効

まであと10年もあるから急ぐ必要はないという理由で修正案が出されました。しかし、議会

は一日も早い解決を市長に迫っていたことと、執行部は今まであらゆる手段で交渉してきた

が解決に至らず、最後の手段として損害賠償請求の裁判を起こすものであって、ほかの選択

の余地がないことはわかっているはずであります。この調査委託料は、国の経済対策、１次

補正予算1,861千円の国庫補助率100％が含まれていて、それを返却すれば、今後アスベスト

調査にしても、市はすべて市の単独事業でやらなければならなくなり、柳川市に大きな損害

を与えることになります。 

 また、道の駅の不動産鑑定料500千円についての修正案の理由として、第１に趣旨は否定し

ないが、多額の市費の投入が必要であるため、費用対効果の検討が不十分である。第２に、

農協や商工団体との話し合いがまだなされていない。第３に、道の駅に併設される農産物、

海産物の直売所やレストラン、土産物販売所の採算性について問題があるというようなこと

で修正案が出されました。しかし道の駅は、みやま柳川インターが来年の３月開通に合わせ

て設置すべきで、今から作業に取りかからなければ間に合わないことは執行部の説明で明ら

かであります。 

 また、柳川市が今回の機会を逸し、みやま市が道の駅の先手をつけたら、国道443号バイパ

スに２つの道の駅はできないので、柳川市にとって443号バイパス線に道の駅はできなくなっ

てしまいます。さらに、この道の駅に併設される農産物、海産物、土産物の直売所は、柳川

市の活性化の起爆剤として大いに期待されるもので、特に蔬菜、園芸作物の振興には欠かせ

ません。そして、アメリカ発の経済危機が世界的に蔓延している中、日本でも緊急の経済対

策の必要性が叫ばれていて、道の駅の建設が柳川市においても絶好の有意義な経済対策とな

り、柳川市の活性化に役立ちます。 

 私は、この修正案は合併して３年余り、議会多数派が行ってきた反対のための反対の一環

であり、そのことによって、過去にも多くの損害を柳川市に与えてきましたが、（「発言を

中止してください」と呼ぶ者あり）今回もまた多くの損害を柳川市に与えようとしています。

議員の皆さんは、反対のための反対ではなく、将来の柳川市を念頭に置きながら、是々非々

の立場でこの修正案を判断してください。 

 また、市民の皆さんも議会がどのような判断を下すか見守って、どの議員が反対し、どの



 - 294 - 

議員が賛成したかを確認してください。この修正案の成否が、柳川の将来に大きな影響を与

えることになります。そういった意味で、この修正案には反対をいたします。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成の討論をされる方ありませんか。 

○４番（熊井三千代君）(登壇) 

 皆様こんにちは。４番熊井三千代でございます。議長のお許しをいただきましたので、議

案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）修正案について賛成討論をさせて

いただきます。 

 この補正予算では、原案には６款．道の駅用地設定のための不動産鑑定委託料が計上され

ています。この不動産鑑定委託料については、本年度新たに設置されました産業活性化推進

室において、休憩施設機能、情報発信機能、地域連携機能をあわせ持つ道の駅建設事業の基

本的コンセプトがまとまったため、また、国、県への要望に当たり、まずは建設候補予定地

の検討と決定が必要であるため、今回、不動産鑑定委託料を計上したとの説明を受けました。 

 しかし、ほぼ毎月行われている所管での産業経済常任委員会にも、全くこれまで事業内容

の説明もなく、12月１日の全員協議会において、不動産鑑定委託料が計上されているのを初

めて知りました。提案内容の表示もなく、会の中で計画書提出を議員より求められ、12月３

日、道の駅建設についての文書、工程予定表、イメージ図、土地鑑定候補地が示された地図

が提出されました。 

 このように、大規模な事業を議会不在のまま進められており、現時点では市民の理解を得

るのは難しいのではないでしょうか。また、事業内容についても不十分な計画、不十分な説

明であり、全く納得できるものではありませんでした。 

 県は土地の確定をしないと補助金の算定ができない。まずは、建設予定地を確定してから

事業内容を検討していくとの説明でありました。しかし、たとえ完成が平成24年度であるか

と言っても、近年の世界的金融悪化など、社会的状況は軽視できるものではないと強く思い

ます。執行部におかれましては、もう少し慎重に調査研究し、計画を進めるべきではないで

しょうか。現時点での提出資料、また説明内容では検討するにも判断材料が不十分で、原案

に対し賛成できません。よって、私どもの意見といたしましては、道の駅用地設定のための

不動産鑑定委託料の修正に重きを置き、修正案に賛成するものでございます。 

 以上で終わらせていただきます。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案に賛成討論される方ありませんか。 

○５番（梅崎昭彦君）(登壇) 

 皆さんこんにちは。私は修正案に反対の討論をさせていただきます。 

 市長は、ピアス社に弱みでもあるんですか。だからピアス社には何も言えない、裁判もで
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きないではないかと言われた議員もおられます。市長はそのとき、「私が悪いことをしたな

ら今でもやめます、すぐにでもやめます」、そういう答弁があったと思います。 

 私どもここにペーパーがあります。平成20年９月26日付の日本経済新聞であります。見出

しは、「土地売り主に除去責任 東京高裁 448,000千円の負担命令」とあり、リード部分を

読むと、「土地の売買時に無害とされていた土中のフッ素が12年後に有害として法規制され

たため、買い主が売り主に汚染除去費を請求した控訴審判決。裁判長は、後から有害物質と

して法規制された場合も、売り主は除去費を負担すべきと判断した。売り主に約448,000千円

の支払いを命じた」と報道する紙面であります。 

 もう１枚は、ことし７月８日に時事通信が報じた、東京地裁で争われた土壌汚染の判決で

王子製紙に賠償命令、土壌汚染で590,000千円というものであります。購入した土地からダイ

オキシンやポリ塩化ビフェニールが検出され、多額の処理費用を要したという裁判。売り主

に590,000千円の支払いを命じたという報道の紙面であります。 

 これまで、裁判はやるべきと迫っていた議員が、３月の裁判は遅過ぎる、もっとゆっくり

やれと、余りにも場当たり的の無責任と言わざるを得ません。これまでのピアスとのやりと

りからもアスベストの存在を買い主として、本市はしっかり認識することが絶対必要であり

ます。 

 さきの民事調停も、当初ピアスは調停費用を市の負担と申し立てていた、最後は市に負担

させるということで聞いております。市のこと、市民のこと、本当に思うなら、今ピアス社

に対して、議会と執行部、心を一つにして、この問題に対応する必要が絶対あると思います。

また、道の駅は旧三橋町の皆さんを初め、柳川全地域の市民の要望事項であり、直売所や加

工所、観光拠点整備を強く望んでいらっしゃることであります。道路が開通してしまってか

らでは、多くの人が素通りしてしまうことになり手おくれになったと批判の的になることは

明らかであって、いずれの予算修正も認めることはできないので反対をいたします。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論される方ありませんか。 

○14番（龍 益男君）(登壇) 

 14番龍益男でございます。私は、平成20年度柳川市一般会計補正予算の修正案に対しまし

て賛成討論を行います。 

 まず、ピアス調査費委託料の件でございます。 

 このピアスの問題は、新柳川市になって百条特別委員会が立ち上げられ、当用地を一日も

早く市民のために安心・安全な公共用地として活用する上で問題はないのか。用地取得する

に当たって、適正なる事務処理がなされていたか。その真相を解明するために、目的のため

に調査を進める特別委員会でございました。 
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 ちなみに、この百条特別委員会の副委員長は私が務めさせてもらいました。このときの委

員長報告の結びとして、市長に対して４つの事項を強く要望しております。その中の１つに、

「約定書の締約に基づき、ピアス・アライズ社に明らかに責任のある重油汚染やアスベスト

については、市財政にいささかたりとも負担を及ぼさないように、毅然たる姿勢で交渉に挑

み、完全撤去に関する覚書書を締結し、速やかに解決すること」の強い要望事項でありまし

た。 

 このような観点から見て、アスベスト調査委託料は今回のピアス・アライズ社との調停の

際に、はっきりと除去費用は算出されて協議されてきたのは事実であります。調停が不調に

終わったとは言え、今さら調査する必要はないと思います。これからも市財政にいささかた

りとも負担のないようにお願いをしておきます。 

 次に、道の駅の不動産鑑定委託料の件でございます。 

 九州縦貫自動車道とアクセスする国道443バイパスは、平成24年春の開通見通しなのに、な

ぜ今なのか疑問があります。もっと時間をかけて協議して、選定場所等は選定すべきだと思

います。有明海沿岸道路とアクセスもあるし、農業委員の立場から農地保全と優良農地の減

少は食いとめなければなりません。そして、ましてや来年は市長の選挙でもあります。状況

の変化がございますので、常に見極めて慎重に検討していただきたいとも思います。 

 以上をもちまして、修正案に対しての賛成討論といたします。どうもありがとうございま

した。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案に賛成討論される方ありませんか。 

○３番（浦 博宣君）(登壇) 

 原案に賛成し、修正案に反対の立場で討論をいたします。 

 まことに残念でたまりません。石田市長こなしなのか、政争の具にされておるのか、私は

市民の声をよく耳にします。「まだピアスの問題ばもめよっとか。議員は何ばしよっとね。

私たちの生活の問題、福祉の問題、どげんなりよっとか。どげん考えとっとね」という声で

す。 

 ピアスの問題については、先ほど龍議員のほうからもございましたが、ピアス跡地の活用

策並びに環境調査特別委員会の委員長報告、いわゆる４項目についての市長の責任において

今まで十分に努力されてきたと思っております。今では調停も不調に終わっております。ま

してや、今回のピアス工場跡地の建物に係る吹きつけアスベスト調査費は、執行の説明によ

りますと全額国の補助の内示を受けているということであります。「早く解決しなさい。市

長、あなたの責任でしなさい」と言う議員もいらっしゃいますが、この修正案に賛成される

議員は何を考えておられるのか、全く矛盾を感じます。 

 道の駅不動産鑑定料についてもしかりであります。計画自体が時期尚早である、この場所
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にされないのかという意見がありますが、何か思惑があるのでしょうか。今から計画をして

も、３年以上かかる事業であります。ましてや、みやま市についても、この計画をされてい

ると聞きます。私は、せんだって地元の方にお聞きいたしました。「何で道の駅に反対せに

ゃんやかの、何でよそさんおっとられやんとやかん」という声もあります。柳川市議会議員

として、柳川市の活性のため、地域の声を聞いて行動することは当たり前のことであります。

議員は市民の代弁者であるべきと考えます。 

 以上、原案に対して賛成し、修正案に対し反対するものであります。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論される方ありませんか。 

○18番（近藤末治君）（登壇） 

 18番近藤です。ただいま議長からの発言許可を得ましたので、議案第75号 平成20年度一

般会計補正予算（第３号）について、総務委員長報告に対し、賛成の立場で討論をいたしま

す。先ほどからの賛成討論に重複するかもしれませんが、１点だけについて私の意見を述べ

ます。 

 今回、突然、平成20年度も残り３カ月ほどになったこの時点で、道の駅構想に伴います不

動産鑑定委託料が計上されました。このことについては、先日の12月１日、全員協議会でそ

の議案の説明の中で初めて我々議員が知ったわけでございます。どこに、どのような計画で

されるのかと、いろんな質問を受けまして、後日12月３日、執行部より説明資料が配付され

たわけです。これによりますと、今回のこの委託料は、候補地を決定するためということで

す。通常、このような公共事業を行う場合は、まず候補地を見立ててから、その場所が事業

目的に適するのか、また地権者の了解が得やすいのか。それにいろんな制約条件もあります。

その条件もクリアできるのか。このようなことを十分検討し、予定地を決定するものと思い

ます。その後に、その決定した場所を不動産鑑定するのが筋ではないかと私は思うのです。

しかも、８億円にもなるような大事業を、そして道の駅のオープン予定が計画では平成24年

度上旬となっているのに、わざわざ市長の任期も残り４カ月ほどしかないこの時期に、補正

までして進めるものではないと私は思うのでございます。 

 このような大事業は当初予算で計上し、十分事業精査をすべきです。３カ月早めて進める

必要がどこにあるのでしょうか。したがいまして、私は議案第75号 平成20年度一般会計補

正予算を減額修正された総務委員長報告に対し、賛成するものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（田中雅美君） 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後２時32分 休憩 

午後２時46分 再開 
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○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 最初に、原案に賛成討論をされる方ありませんか。 

○27番（髙田千壽輝君）（登壇） 

 27番髙田です。私は、今議会に提案され、総務委員会に付託された一般会計補正予算が同

委員会で修正され、可決された予算に反対し、原案に戻すよう討論いたします。 

 まずは、道の駅に係る鑑定委託料。景気が冷え込み、農家や漁家、商工会が悲鳴を上げる

状況であるが、産業振興の起爆剤としての起点となる道の駅は、この柳川において必要とさ

れる重要な意味を持つ拠点整備であると思われます。 

 九州新幹線鹿児島ルートの船小屋駅、九州縦貫道清水活性化インターチェンジ、有明海沿

岸道路供用開始と本市に明るい日が差してきているのに、道の駅構想を具体化する不動産鑑

定料をゼロにするとは市民の皆さん方の期待を裏切ることではないかと私は思います。 

 時期が早い、交通量がどれぐらいか、場所が云々との理由で執行部の計画には賛成と言い

ながら、一方では予算が出されたら減額修正するとはどういうことでしょうか。本当に市民

の皆さんのことを考えてのことかと疑問視いたします。 

 市民に元気が出るような施策、振興策を執行部に提案するのが議員の務めだと思います。

執行部が議会にその関連予算を呈さんすると、これを否決する、それが本当に市民のためな

のですか。市民の声を率直に受けとめ、しかるべき議員のあるべき姿勢だと思われます。 

 今回の道の駅計画実行のための補正予算こそ、旧市町のときからタイミングを見て設置す

べきとの多くの声こそ寄せられております。それも市民の要望の課題の一つだと認識してお

ります。いいタイミングとは、さきに述べた市内への道路や鉄道などの整備、供用開始にあ

わせた事業着手であります。それにあわせ、執行部が提案したら、いろんな理由をつけ減額

修正し、事業に取り組めないようにされております。このような行動が本当に市民のために

なるのでしょうか。 

 また、ピアスに係るアスベストの調査費についてもしかりであります。さきの定例議会の

一般質問のやりとりの中での答弁で議員からピアスとの約束をめぐって話し合いのカードは

もうないとの発言をされ、これまで議会に繰り返し、議論となった責任のあり方を含め、も

はや裁判で明らかにするほかはないと苦渋の決断を下されて答弁されました。私も刑事訴訟

なら刑罰を求めるものである、有害物質であるアスベスト問題の根本解決になるのが、ここ

に至っては一日も早く民事裁判へ向けて準備することが市民への責任だと思います。 

 これまで市がピアス問題に使ってきたお金や所々の鑑定、違いを正確に試算し、これを提

起し、司法の場で裁いていただくのが一番いい方法だと私は思います。予算削減提案者は、

裁判が長期化すれば跡地利用ができない、社長とのトップ会談などの交渉の余地があると一

昨日の新聞記事のコメントに載っていましたが、執行部からはもう手は尽くした、調停も不
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調に終わり、もう裁判しかないという説明も受けております。また、提案者もさきの議会で

は、私は裁判をやったほうがいいという提案もされて、ほかの議員の方々も裁判をせろとい

う発言があっております。それなのに、予算を削減される議員の今回の言動に疑念さえ持つ

ものであります。 

 以上の理由から、私は委員会がゼロ予算に修正したこの案件に反対します。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論をされる方ありませんか。 

○６番（島添 勝君）（登壇） 

 ６番島添です。議案第75号 平成20年度一般会計補正予算（第３号）の修正について、賛

成討論をいたします。 

 市長は、大和町町長のときにピアス側の不動産鑑定をうのみにし、事前の調査を怠ったず

さんな契約により、副市長のコメントにもありますように、副市長は好ましくないという返

事も返ってきております。ピアスの土地、建物のアスベストなどの問題が合併してからも尾

を引き、議員の一般質問でも売り主であるピアスの責任でやっていただくとか、責任を持っ

てやりますとか、やらなければ市長は私が責任をとらなくちゃならないわけですからとか、

市長において責任を持ってピアスと交渉に臨むということですねと念を押されているにもか

かわらず、石田市長の任期が残り４カ月になってから、裁判を起こすから調査委託料は裁判

が前提になっている、損害賠償の請求をすれば裁判は何年かかるかわからない、その間、ピ

アス跡地は手をかけられません。石田市長は前にも述べられたように、自分の責任でやると

はっきり言いながら、調停交渉も副市長にさせたり、トップとして交渉すべきこともやらず、

ピアスにさせると言っておられるなら調査費は向こうがするはずですから必要ないと思いま

す。 

 また、道の駅についても、今不動産鑑定しなくても４年後の計画であり、インターが開通

したり、沿岸道路等も開通すると、不動産の価格も変わるはずです。私たちの血税を８億円

もの金を使うので、その間、もっと議論をして、その時点で鑑定すればよいと思います。そ

ういうことなどで修正案に賛成をいたします。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案に賛成討論をされる方ありませんか。 

○21番（大橋恭三君）（登壇） 

 21番大橋です。市長の在任期間もわずかな中で、果たしてというふうに選挙のことも非常

に意識をしてあります。金子健次をよろしく、石田宝藏をよろしくではないと思います。

柳川市民をよろしくお願いします。 

 以上です。 
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○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論をされる方ありませんか。 

○９番（荒巻英樹君）（登壇） 

 ９番荒巻英樹でございます。私は、総務委員会での採決において、原案に反対された方が

この場で賛成討論をなさっていることに大変驚いておりますけれども、私は委員会での判断

どおり、議案第75号の修正案に賛成の立場で討論を行います。 

 まずは、ピアス社跡地のアスベスト除去費用に関する調査委託料ですが、本日も数名の方

がおっしゃっていますとおり、石田市長はアスベストの除去はピアス社がやることになって

いると幾度となくおっしゃっております。また、そのことに関して、書面にはないが間違い

なく約束をしているとも発言されております。 

 市長は、ピアス社が除去をしない以上は実力行使に出なければならず、司法の場で決着を

つけるということですが、本来は契約の不履行を迫るなり、万事を尽くした後に裁判を考え

るべきであり、トップ会談も行わずに裁判に訴えるというのは逃げであり、明らかなミスジ

ャッジであります。市長はまた、トップ会談を申し込んだが受けてもらえなかったとも述べ

られておりますが、いかがでしょうか。普通の企業が、自治体の市長からの申し出を断るは

ずがありません。だれが考えても間違った手順を踏むというのは、もしかしたらトップ会談

は既に行われており、解決の糸口が見出せなかったのかもしれません。 

 いずれにしろ、ピアス社跡地の問題は石田市長がずさんな購入を行ったことに起因するも

のであり、みずからのミスで火事を起こしているわけです。しかしながら、みずからは何ら

の消火作業もせずに、傍観者であり、すべて部下任せであります。みずからの手で早急に消

火作業を行い、一日も早い鎮火を願うものであります。 

 次に、道の駅建設に伴う不動産鑑定委託料ですが、まずもって計画性に乏しいと言わざる

を得ません。具体的には、１つ、ＪＡ柳川など関係諸団体との協議がなされていないこと。

１つ、行政内での情報共有がなされていないこと。１つ、所管の産業建設委員会への事前の

説明もなく唐突に提案がなされたこと。１つ、全員協議会で提供された情報では、事業の効

果が全く判断できないこと。１つ、候補地は違う沿線を含めて検討すべきもので、今回は地

域性に偏りがあり、比較対象にならないこと。１つ、地域活性化の起爆剤と言われるが、８

億円もの予算をかけての新設よりも既存の農産物直売所、例えばＪＡ柳川によりますふれ愛

の里、ふれ愛の里大和や中島の朝市などの施設の充実やＰＲを優先すべきであると考えてお

ります。 

 そして、今回、私の判断が決定的になりますのは、委員会質疑の際、みやま柳川インター

チェンジの通行量予測を尋ねたときであります。執行部の説明では、自動車なりバスなりで

柳川に来たお客さんに柳川のお土産を買ってもらう、みやま柳川インターチェンジを利用し

てこられた方に柳川のお土産を買ってもらうということでしたけれども、何と執行部はみや
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ま柳川インターチェンジの通行量予測の数値を持ち合わせていらっしゃらなかったわけです。

道の駅の前の道路の予測は１万7,000台という報告を受けましたが、そのことが机上の空論で

あることがわかった瞬間であります。そのことにより、私は今提案に対して反対を決断した

次第であります。 

 それから、最後になりますが、午前中の総務委員会でのおどし発議に対して、市長は御自

分の発言を引用しておどしではないと反論されましたが、皆さんはどのように感じられたで

しょうか。私は、総務委員会の際、おどしに聞こえましたし、おどし以外の何物でもないと

思っております。そのことに市長がお気づきでないとしたら、まさに、今はやりのＫＹ、空

気が読めない（「そうだ」と呼ぶ者あり）ではないかと思っております。 

 以上で私の賛成討論を終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、原案に賛成討論をされる方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 次に、修正案に賛成討論される方。 

○19番（太田武文君）（登壇） 

 19番太田でございます。私は、補正予算の修正案について賛成の立場で討論させていただ

きます。 

 まず最初に、道の駅の計画については12月議会で提案された一般会計補正予算書によって

初めて知らされました。事前に全体構想などを示されることなく、全く唐突な提案で、この

ような提案のやり方自体に驚きを隠せず、議会を愚弄するものであることを冒頭に指摘して

おきます。 

 道の駅をつくるからには、お客さんに多く来てもらわなければいけません。そのためには、

立地条件をしっかりと考えなければいけません。来年４月には有明海沿岸道路が貫通します。

貫通後は車の流れも変わることが予想されます。そのことも視野に入れて見きわめながら、

具体的な構想を考えても遅くないと思います。また、現在、候補地３カ所を選んであります

が、その理由についてまだ納得できる回答をいただいておりません。また、候補予定地には、

隣接する場所にはアクアタウンが建設予定になっており、その一角には農産物の直売所が計

画されているので、今回本市が建設する道の駅と競合するようになり、適地とは考えません。 

 市長は、費用対効果をよく口にされますが、今回の道の駅については費用対効果は採択条

件になっていないとして、全く検討されていません。事業が８億円もかかる大型事業である

のに費用対効果、設置場所、運営方法案を十分に検討して計画すべきではないでしょうか。

また、もう少し各種団体とか、市民の意見を聞いて計画を練るべきではないでしょうか。 

 以上、このような状況を踏まえ、時期尚早であると考えます。余り急いで事を進めると、
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ピアス社の二の舞になる可能性もありますので、慎重にすべきだと思います。したがって、

修正案に賛同するものであります。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○26番（梅崎和弘君）（登壇） 

 26番梅崎でございます。議案第75号 平成20年度柳川市一般会計補正予算（第３号）につ

きまして修正案、道の駅不動産鑑定委託料500千円を減額する修正案に対して賛成の討論をい

たします。 

 私は、反対のための反対討論を行うわけではありません。今まで何度も私はこの壇上で一

般会計の予算、また決算に対しまして反対討論を行ってきました。本日は、今まで十数名の

方々が反対、賛成の立場から意見があっております。私はお互いに意見があって当然だと思

っております。 

 そこで、簡単に申し上げます。私は、脱サラから百姓になりまして30年近くなります。そ

の間、トマトやナスのハウス栽培、米づくりをやってきました。１つの作物をつくるために

は３カ月、６カ月、また本当に道の駅で「ああ、これは柳川の特産物としてよかね」と言わ

れるような、そういうふうな農産物をつくるためには、土づくりを初めとして１年近くかか

るんではないかなと、このように思っております。 

 先ほど、この道の駅の費用対効果、これはある議員は５年、10年かかるばんと、その結果

が出るのにですね。やはりこの道の駅を運営するには、私は安くて安全な農産物、売るより

もつくる人、いわゆる供給体制をつくることが最重要だと思っております。これ次第で道の

駅の事業が成功するか、失敗するかにかかっているんじゃないかなと思います。いわゆるこ

こら辺の検討が全くされていないんじゃないかなと思います。 

 農産物を売るこのような道の駅構想は、私は大いに結構だと思いますけれども、赤字経営

のところがたくさん出てきていると、こういうことも聞いておりますので、いま一度考え直

す必要があるのではないかと、このように思います。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○１番（島添達也君）（登壇） 

 私は、このたびの一般会計補正予算（第３号）に関する総務委員会の修正案に賛成の立場

で討論いたします。反対のための反対なのか、是々非々に立った意見なのか、よくお聞き分

けいただきたいと思います。 

 １つは、９ページ、２款．総務費、５目．財産管理費、ピアス跡地のアスベスト調査委託

料の件であります。 
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 そもそもピアス跡地の問題は、平成15年、旧大和町が当該用地を購入する際に、当時の大

和町長で現柳川市長の石田宝藏君が、地方自治法第234の２、契約の履行の確保の条項「当該

普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため

又はその受ける給付の完了の確認をするため必要な監督又は検査をしなければならない。」

と定める法に違背して職責を怠り、そのことは購入するとき図面も見なかったと明言してお

ることでも明らかであります。なおかつ、議会には不動産鑑定書、重要事項説明書、契約書

などの重要書類の内容について一切説明することなく、ただ面積、購入金額、支払方法、支

払期日のみを提案して議決を求め、結果、2,000坪余のうち1,800坪にアスベストが使用され

ている建物と産業廃棄物が大量に、しかも、ひそかに投棄されている土地を購入したことに

起因いたします。 

 さらに合併後の柳川市長になってからも、百条委員会や一般質問の答弁で「何か問題が発

生するならば、売り主であるピアスプロダクツの責任においてやっていただくということに

いたしておりますので、私どもが何らそういうものについては、問題が出た場合については

先方に申し入れまして、きっちりその辺は処理させたいと思っております」と、確かな約束

があったと言っておきながら、その約束の履行を迫る交渉を行った形跡や事跡は全然見受け

られません。また、「アスベストの問題はピアスの問題として解決してくれると交渉、確認

に行きなさいということですから、責任を持ってやりますと、やらなければ私が責任をとら

なくちゃいけないわけですから」などと自分の責任で解決のための交渉をすると断言してお

きながら、土壌調査、瑕疵担保責任の期限延長、損害賠償請求など、すべて議会からの強い

要求に応じて副市長を中心に立てて行ったものであり、中でもピアスが提訴した債務不存在

確認調停では、元職員を代理で出頭させるていたらくであります。 

 以上のてんまつをよくよく考えてみますと、石田市長の職務怠慢と言行不一致の政治姿勢

は歴然としております。そのことについて、謝罪はおろか弁明さえあっておりません。議会

が議決したからといって、市長の責任が免れるとは到底思えません。何を今さら、どの面下

げて、選挙直前になって責任を持ってかかわることができるかどうかもわからない裁判を起

こそうというのでしょうか。とても本気で裁判を継続して争っていくとは信じられません。

そう言っておけば、今までの言動がチャラになるとでも思っているのでしょうか、それとも、

選挙を有利に戦えるとでも思っているのでしょうか。どうしても提出資料として除去費用の

算出が必要ならば、調停の際に100,500千円の除去費（消費税除く）を提示しているではない

ですか。12月１日の議案説明の全員協議会で、私があの資料を公開したら情報の入手先がど

うかしたかのような、これでつながった、混乱させたというような次元の低い表現で私を非

難しようとしましたが、あれが一体どういうことかわかっているのでしょうか。議員活動に

対する制限であり、冒涜であります。むしろ、ああいった情報は市長が進んで議会に報告す

べき事柄ではないでしょうか。（「そうだ」と呼ぶ者あり）市民の方が正当な手続を踏んで
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得た情報を、私が議員活動の一環として手に入れて議会で公表した。それが混乱させたとは

どういうことでしょうか。議会制間接民主主義をどのように理解しているのか、市長の政治

的センスを甚だ疑問に思わざるを得ません。 

 それはともかく、調停で提示した金額と裁判で提示する金額に差異があったら、柳川市は

かえって恥をかくことになりませんか。また、3,480千円といえども公金であります、無駄遣

いは極力避けるべきであります。しかも、国庫補助が一部1,800千円ついておるというような

お話でありますが、これは第１次補正でついておるわけで、第２次補正がないとは言えませ

んし、これを返上することになったら、他の補助事業にも影響があるかのような説明があっ

ておりますけれども、御自分は河野市政から引き継いだまちづくり交付金事業の１億円近い

補助金を返上しております。ここのところを市民の皆さんはよく聞き分けて、だまされない

ようにしていただきたいと思います。 

 第２は、６ページ、６款．農林水産業費、12目．農村ふるさとづくり事業費、不動産鑑定

委託料についてであります。 

 本来、選挙直前の当初予算は骨格予算で編成するのが政治の常道、行政の常識であります。

したがって、新規の大型事業は選挙後の議会で本格予算の中で組むべきであります。今回の

提案は、不動産鑑定委託料500千円の枝葉の予算ではありますが、最終的には８億円にもなろ

うかという大型建設事業道の駅に連なる用地取得のための不動産鑑定委託料であります。で

すから、予算計上の時期が不適切だと思います。 

 さらに、候補地は３カ所に絞られたということですが、まだ特定はされておりません。そ

の他のことは一切未確定であります。まだまだ交通アクセスも未完成の部分があり、通行車

両の動向も想定すらできないのが現状であります。しかも、道の駅事業は３省、国交省、農

水省、経済産業省がそれぞれかかわっておりますが、現在は農水省サイドからの折衝だけで

国交省、経済産業省との折衝はなされておりません。県に至っては、現状では取り組むこと

は難しいと話す担当職員もあります。したがって、国庫補助がつくかどうかもわかりません

し、事業規模、面積、事業内容、予算総額、財源構成、運営形態すべて未確定であります。

それなのに、用地取得のみを先行させた提案であります。このことはピアス跡地、漁業団地

を連想せずにはおれません。石田市長独特の政治手法であります。我々議会も、また柳川市

民もその手に乗るわけにはいきません。 

 以上の理由で、この件も修正案に賛成するものであります。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○25番（三小田一美君）（登壇） 

 私は、補正予算の修正案の賛成の立場で討論をいたします。 

 まずは、なぜ今になって調査が必要なのか、17年度の調査の存在が明らかになったときに、
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詳細な調査を行い、直ちに損害賠償請求か瑕疵担保責任を追及しておけば、今ごろは早う解

決をしておった。 

 昨年末に、議会からの厳しい請求を受けて損害賠償請求をし、それまでは話し合いでなけ

ればお金は返ってこないなどのへ理屈で行動を起こさなかったことが今日結果を招いている

最大の原因であります。 

 市長は、契約時点では建物にアスベストが使用されていたことは私もピアス社も知らなか

ったと今まで答弁をされてきているが、特別委員会で瑕疵担保に該当するのではないかと、

ピアス社の川島さんは持ち帰って検討しますと、そうおっしゃられていますとのお答えです

が、市長はピアス社は法的責任はないともお答えをされています。なぜ法的責任がないとの

発言をしていると思われますか。また、瑕疵担保の該当する認識された民法の第566条の３に

よりますと、これはこの前もお尋ねしたけど全然前に進まなかった。瑕疵担保が発見された

なら、契約の解除または損害賠償の請求は買い主の事実を知らなかったところから１年以内

にしなければならないと定められています。ピアス社がアスベストの存在を認識していたと

思うので、また、視野に入れて対抗の手段をとるべきではないかと私、再三になって指摘も

ありました。市長は全く取り組みをされていない。だから、手おくれと思う。また、市長が

何もしなかったことは無作為による時効消滅を故意に発生させたことに該当すると思います。

ピアス社がたとえ瑕疵担保責任の追求を受けても、既に双方が認識をしているなら、１年経

過して時効が成立していると思うが、損害賠償請求は無効だと思う。副市長、あんた書かん

でも、この間質問しとっでしょうが。平成17年12月において、いただいた竹井議員の一般質

問に「問題が発生するなら、売り主であるピアス社の責任において撤去を実施していただき

ます」と、市長はそういうふうに回答されています。また、「私が責任持ってやらせます、

ピアス社がやらなければ私が責任をとらなくちゃならないわけですから」とお答えしてある

のは議事録にはっきりとしています。やはり約束されたとおり、市民に心配、迷惑かけない

ようにして、ピアス社にやらせるか、でなければ自己責任で答弁をされたように、市民にう

そは言わないように守っていただきたい。 

 ピアスの工場跡のアスベスト除去に対する調査費でありますが、この根拠はピアス社に対

し、損害賠償請求裁判を維持するためとなっています。しかし、既にピアス社に対しては昨

年12月、損害賠償請求を行い調停が行われています。今回改めて調査し、損害額を算出する

ということですが、昨年12月に副市長の算出した損害賠償額はあてにできないということで

しょうか。副市長は、そんなでたらめな計算をされるのでしょうか。私は、キャリアの優秀

な国家公務員と伺っています。農水省の技術畑を長年経験された方でございます。算出した

損害賠償額で権威のあるものと信じておるわけですよ。今議会で、議員の質問に対して市長

は、「ピアス社が約束を守らない、だから裁判するために必要」と言われていますが、本当

にそうでしょうか。今までの答弁と矛盾するのではありませんでしょうか。今、市長がしな



 - 306 - 

ければならないのは、ピアス社に対してアスベスト除去の約束を実行させることですよ。調

停も副市長や元職員に任せて、市長は一度も出ない。副市長、また元職員に任せて自分で何

もしていないのではありませんか。交渉をやったと言われますが、何回ピアス社の社長と会

われ、直接話をされたのでしょうか。 

 ピアス社が約束を守らないなら、記者会見の場で、そのことをマスコミに発表し、ピアス

社と対決すれば、ピアス社は夢を売る会社であります。イメージダウンにつながることには

敏感ですので、すぐ対応するのではないですか。そうでしょう、大きい会社だから。市長は

やましいことは何もない、ピアス社が実行しないとばかり言っていないで、実行するように

したらよいではないでしょうか。公式の記者会見でピアス社が約束を守らない会社であるこ

とを明らかにすることも方法だと私は思います。市長の答弁では約束はあったと明確に答え

られているわけですから、相手の訴えられることはないと思います。 

 次に、道の駅の鑑定評価でありますが、慶和が予定してあります娯楽施設の付近に道の駅

の用地を購入するためとありますが、果たして443号線のバイパスの通行量は予定どおりでし

ょうか。市長は、漁業団地を整備する際には、100名程度の希望者があると答弁されています。

50億円の予算を投下される予定ですが、現実は10名程度であります。非常にサバを読むのが

うまいとも言えます。今回も８億円の予算を予定してありますが、その内容はほとんど決ま

っていないのが実態であります。道の駅で何を売るのか、それはだれが持ってくるのか、ど

の程度持ってくるのか、種類はどれくらいの準備ができるのか、海産物はどうなっているの

か。何を聞いても、これから計画していきます、関係団体ともこれから協議をしていきます

との答えであります。 

 有明沿岸道路は間もなく開通します。とすれば、車の流れ、人の流れは大きく変わると考

えます。果たして443号線バイパス沿線がよいのか、有明沿岸道路沿いがよいのか、できてみ

なければだれにもわかりません。２つの道路が開通し、条件を比べ、それまでにしっかりし

た計画をつくっても決して遅くありません。急げば、またピアスと同じことになります。最

初にきちんと計画しておけば、こんな結果にならなかったと悔やむことがないようにしてい

ただきたいと思います。 

 そのようなことから、今回の予算の修正案に賛成し、討論を終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○24番（佐々木創主君）（登壇） 

 もうこの討論が長くなっておりますが、恐らく最後かと思いますので、おつき合いをいた

だきたいというふうに思います。 

 私の考えとしまして、今から意見を述べさせていただきますが、まずピアス、アスベスト

の調査委託料でございます。この件に関しましては、合併後この３年半余り、いろいろと議
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論が尽くされ、特別委員会も設けられ、さまざまな角度、見地から議論が行われてきたわけ

であります。そういう中で、新たな材料等々も出てき、今後どうやっていくのか。そういう

中で、ピアスと当市の直接交渉、その後調停、そういう経過の中で、そういうもろもろの議

論がなされ現在に至っておるわけでございます。 

 その中で、私もこの３年半、その議論を静かに聞かせていただいたわけでございます。そ

して、去る今週の月曜日でございますけれども、総務委員会におきまして付託をされたこの

案件、私もその総務委員として執行部と１日に渡りましていろいろ情報交換、議論等々させ

ていただいたわけでございます。そういう中で、今回訴訟という前提ではありますが、いず

れにいたしましても、来年の４月、市長選が行われます。新しい方になられるかもしれませ

ん、石田市長が再任されるかもしれません。しかし、この市と議会内部の議論とは別に、ピ

アスとどう交渉していくのか、どうこの除去費を確保していくのか、それがまず第一でござ

います。 

 そういう中で、もうここに至っては幾らかかるのか、話し合いをするのか、訴訟を起こす

のか、そういういずれの選択肢をとるにいたしましても、その基本となるアスベストの除去

費、これがわからなくてはもうどうしようもない。そういうふうに考えるわけでございます。

したがいまして、私はこのアスベストの調査費、これは認めるべきではないかなというふう

に考えております。 

 次に、道の駅でございます。 

 この件は、市民の皆さんも有明新報の報道によりまして御存じのことと思います。私も、

この議論が始まる、議会で議論をなされる前に有明新報で知ったわけであります。率直な感

想としましては、いいのができるな、道の駅が柳川んにきもできるか。そういう率直な感想

を持ったのも事実であります。そして、執行部からの説明によりますと、みやま市も計画を

しておる。443バイパス、来年開通いたします九州自動車道柳川みやまインター、これから柳

川へ入ってくるこの443号バイパスにみやま市も計画している。だから、早くしないとできな

くなるかもしれない。そういったことから言うと、そうあるべきかな、しかし、今、我々こ

の柳川市、合併して４年目であります。10年間の中でしっかりと次の時代にこたえられる、

その財政基盤、足腰づくりと、どういうふうにまちを、旧１市２町を１つのまちととらえて、

どういうまちづくりをしていくのか、その議論の最中であります。もっとマクロな中での道

の駅、物産販売所をどうするんだ、そういう議論が必要であります。 

 そういうことを考えたときに、この提案、部内でしっかりと議論されたのか。都市計画の

見地から、農業振興の見地から、産業振興の見地から、道路行政の見地から、そういうこと

で私は確認をさせていただいた。しかしながら、その責任を負う建設課、まちづくり課、

商業振興課、農政課、だれもこの相談を受けていない、知らなかった。そういう状況の中で

唐突に提案されたわけであります。と当時に、現在、柳川の10年、20年後、どういうまちを
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していくのか、そういう絵をかく、都市計画マスタープラン、そういうものが計画され、こ

の年度内にはもう完成される予定であります。そうしますと、この道の駅が立地をする443

号バイパス、この地域をどうするのか、優良な農地であると同時に広域幹線道路沿い、活性

化も予想される。計画的に農地を壊さないように、しっかりと将来も含めて議論して配置を

考えなくてはいけない、その対策はまだできておりません。そうしますと、今回立地する443

号バイパス、垂見地区、ここに行政が率先して農地を壊して商業施設、活性化施設をつくる。

そうなると、皆さん御承知のとおり、現在の208号線、柳川駅から枝光、矢ケ部、この地区、

当初は周りは何もない田んぼだけ、非常に理便性の高い道路でありました。それが現在の様

相、商業施設が張りついております。 

 計画として、443号バイパスをそういうところにするんですよ、そういう方針であるなら結

構でしょう。しかしながら、市の指し示されたマスタープラン、そして現在作成をされてお

る都市計画マスタープランにはそんなこと書いてございません。まず農地を保全する、利用

するにしてもしっかりと将来を含めてどうしていくのか、その辺をしっかり整理して活用し

ていくんですよということを述べられておると同時に、執行部の提案によりますと、これを

今後の地域活性化、産業振興、こういったものにつなげていく、食品加工もやる、農業振興

にもつなげる、結構なことでございます。しかしながら、これをどこに立地するのか。例え

ば、先ほどの開発、そうしますと、この道の駅周辺がそういった商業、産業活性化、そうい

った意味での一大拠点となります。そうなったときに、市が指し示しておるコンパクトシテ

ィ、中心市街地が空洞化しておる、これをどうやってここにもう一度都市機能集約をしてい

くのか、それとどうバランスをとっていくのか、それと交通の利便性、そういったものを含

めて議論をしていないじゃないですか。急がなくてはならない、しかしながらその基本的な

議論ができていない、それをしっかりやりましょうよということを私は総務委員会で申し上

げ、市長も傾聴に値する意見をいただいたというふうに言っていただきました。 

 そういった意味で、この年度途中、市長がかわろうが何しようが、こういった産業振興策、

活性化策、やらなければなりません。しかしながら、市長がかわろうが、同じ人であろうが、

なるほどこの案だな、我々議会も市民も納得できるだけのしっかりとした材料、検討、それ

をまず私はお願いしたい。その上で、私もその議論に参加させていただきたいと思いますし、

ぜひとも執行部におかれましては、この案件は一遍取り下げていただいて、新たな場面での

しっかり検討した上での御提案をよろしくお願い申し上げます。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○11番（矢ケ部広巳君）（登壇） 

 11番矢ケ部広巳でございます。議長のお許しを得ましたので、議案第75号 平成20年度柳

川市一般会計補正予算（第３号）修正案について賛成討論を行います。 
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 この修正案は、２款．総務費では、ピアス跡地の建物に係るアスベスト調査委託料3,486

千円減額し、さらには６款．農林水産業費では、道の駅用地選定のための不動産鑑定委託料5

00千円を減額するものであります。本案は、総務委員会へ付託をされた案件であり、私はそ

の委員長の役にありますし、それなりの責任ある立場にあります。 

 そこで私は、ピアス問題について予備知識を得る目的で法の専門家と不動産の専門家にア

ドバイスを受けたところであります。ピアス工場跡地を買うに当たっての売買契約であり、

売り主は大阪市北区豊崎３丁目19番３号、ピアス・アライズ株式会社代表取締役・阪本和俊

氏、買い主は福岡県山門郡大和町大字鷹ノ尾120番地、福岡県山門郡大和町長・石田宝藏とあ

ります。また、免許証番号、大阪府知事(1)第48265号宅地建物取引主任者大阪府第5099号・

砂山誠、この方の免許取得は、平成13年３月７日でありました。ここは、ピアス・アライズ

株式会社の中の不動産部である。なぜ、同じ同一会社にある方を入れたのか理解しがたく不

自然であります。さらに、疑問は仲介者免許番号、大阪府知事(2)第45850号大阪市北区豊崎

３丁目19番３号、ピアス・シティアーク株式会社代表取締役・阪本和俊氏、宅地建物取引主

任者大阪府第84097号・坂元潤とある部分であります。普通、行政の取引には仲介者は入れな

いのに、なぜあえて仲介者を入れてあるのか疑問だ。もっとおかしいのは、その仲介者は売

り主であるピアス・アライズ株式会社代表取締役・阪本和俊氏と全く同一の人物であり、さ

らにさらにおかしいのは、売り主のピアス・アライズ株式会社と仲介者のピアス・シティア

ーク株式会社は住所も全く同じ大阪市北区豊崎３丁目19番３号であるところであり、つまり

売り主と仲介者は住所も代表取締役も全く同じであります。 

 そこで、これはあくまでも邪推であるがと断られた上で仲介者には売り主と買い主の双方

からそれぞれ３％の仲介料を取っていいように法で定められている。売買価格は540,000千円

でありますから、その３％は17,200千円となる。それを双方から取れるわけだから、倍の34,

400千円。果たして、その金はクエスチョン、クエスチョン、クエスチョンである。 

 ところで、宅建法に違反しているところがあります。それは、平成15年２月15日施工で土

壌汚染は不動産屋が必ず説明することになっているのに、その説明がなされていない。これ

は、あくまでも土壌汚染の問題であって、アスベストの問題ではないそうである。だから、

損害賠償訴訟のために、アスベスト調査するなんてお門違いも甚だしい、見当違いもいいと

ころ、全くの税金の無駄遣いである。3,486千円という大金をどぶに捨ててしまう行為は市民

への背信行為である。まして、石田市長が全面勝訴と言われること自体、全く根拠がありま

せん、大うそと言えますと、アスベストに限って言うならば、全面勝訴どころか、全面敗訴

も考えられます。もっと言わせてもらうならば、当時の石田大和町長は買ったときの自分の

手落ちをピアス社に求めてあるが、何度も指摘するようにそれは筋が通りません。なぜに当

時の石田町長はしっかりと調査した上で買われなかったでしょうかね、その責任は当然、免

れられないだろう。 
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 繰り返しになりますが、到底瑕疵担保や債務不履行には当たりません。だから、アスベス

ト除去費用を算定したところで無駄であり、無意味であります。ただただ、石田宝藏柳川市

長が買った当時の手落ちを素直に認めて、損害額を責任を持って支払いますと約束されれば

別ですが、いずれにしても、調停時に柳川市がピアス・アライズ株式会社に示した105,000

千円でもそんなに差があろうはずがありません。副市長が図面に基づいて積算されておりま

すからね。 

 次に、道の駅建設費、不動産鑑定委託料500千円の減額であります。 

 いつものことですが、執行部からの積極的な納得できる説明が議会にはなされておりませ

ん、全く誠意が見えません。提出していただいた資料は、ほとんどが議会側から指摘を受け

て出されたものばかりであり、ややもすれば、漁業団地やピアスや筑紫町駐車場と同じよう

に、土地を買うのがねらいだったという二の舞だけは避けなくてはなりません。何と言いま

しても、全世界が未曾有（みぞゆう）ではありません、未曾有（みぞう）の冷え切った中に

あります。 

 一方、柳川市の自主財源は福岡県の市の中で下から２番目に悪い状況にありますから、な

おさら、１円の無駄遣いはできないのであります。これ以上、市民の皆さんを泣かせること

は許されません。石田市長は、平成17年12月議会の一般質問で、「アスベストの件について

は問題が発生するならば、売り主であるピアスの責任においてやっていただくということに

いたしております」。また、平成18年３月17日の特別委員会でも、「アスベストはピアスが、

ピアスがとおっしゃるが、本当にピアスが撤去するのか」という議員の質問に対し、「この

前の一般質問でお答え申し上げてきたでしょう。責任を持ってやります。やらなければ私が

責任をとらなくちゃいけないわけですから、そんないい加減なことは言わないでくださいよ」

などなど、これで今まで市長があらゆる場で答弁されてきたものは、全くの根も葉もないう

そであったことが白日のもとにさらされたことになります。今まで市長は一貫して、ピアス

がやると議会を、市民をこれではだましてこられましたということではないでしょうか。今

は何とおっしゃっているかと言えば、アスベスト除去はピアスがやると言ってきたが、今に

なってピアス側がやらないと言っている。だから、民事裁判で訴えるしかない。そして、さ

きの総務委員会では副市長は、「ピアスはさすが大阪商人だ。相手を信じられないと思った。

これは争いだ」、ここに来てピアス社を非難されておる状況にあります。 

 ①勝ち目のない裁判を、②５年かかるか、10年かかるか、30年かかるかわからん、そんな

にかけて、③裁判費用もどれぐらいかかるかわからないもの、④あげくは議会を、７万3,000

人の市民の皆さんを暗い暗いトンネルの中に封じ込めてしまうような、そして、⑤最後は、

うやむやにしてしまう。このようなことでは、私はおかしいと思います。 

 だから、私は修正案について賛成であります。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 
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 ほかに討論される方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 これにて討論を終結いたします。 

 それでは、本案について採決いたします。 

 本案の総務委員長報告は修正でありますので、まず、委員会の修正案を起立により採決い

たします。 

 委員会の修正案に賛成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成多数であります。よって、本修正案は可決されました。 

 次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について採決いたします。 

 修正部分を除くその他の部分について、原案どおり決定することに賛成の方の起立を求め

ます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、修正部分を除くその他の部分については原案どおり可決さ

れました。 

 ここで10分間休憩をいたします。 

午後３時56分 休憩 

午後４時14分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ここでお諮りをいたします。本日の会議時間は、議事の都合により、この際あらかじめこ

れを延長いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認めます。よって、本日の会議時間は延長することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。請願第16号 「郵政三事業の利便性の確保を求める意見書」を政府等

に提出することを求める請願書については討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御

異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本請願は総務委員長報告どおり採択とすることに賛
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成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本請願は総務委員長報告どおり採択と決定いたしました。 

 次に、産業経済委員長報告について質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。請願第17号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律」等の抜本的な見直しを求める意見書提出に関する請願書に

ついては討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本請願は産業経済委員長報告どおり採択とすること

に賛成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本請願は産業経済委員長報告どおり採択と決定いたしまし

た。 

 次に、建設委員長報告について質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第80号 柳川市営住宅管理条例の一部を改正する条例の制定につ

いては討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は建設委員長報告どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 お諮りいたします。議案第81号 柳川市営住宅駐車場条例の一部を改正する条例の制定に

ついては討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 
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    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は建設委員長報告どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 次に、教育民生委員長報告について質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第76号 平成20年度柳川市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）については討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は教育民生委員長報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 お諮りいたします。議案第77号 平成20年度柳川市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）については討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は教育民生委員長報告どおり決定することに賛

成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 お諮りいたします。議案第83号 柳川市民会館の指定管理者の指定については討論を省略

し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は教育民生委員長報告どおり決定することに賛
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成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成多数であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 お諮りいたします。請願第15号 「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願書

については討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本請願は教育民生委員長報告どおり採択とすること

に賛成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本請願は教育民生委員長報告どおり採択と決定いたしまし

た。（「議長」と呼ぶ者あり） 

○13番（伊藤法博君） 

 私は、ここで田中議長の辞職勧告決議案を提出したいと思いますので、よろしく取り計ら

いをお願いします。 

○議長（田中雅美君） 

 暫時休憩をとります。 

午後４時22分 休憩 

午後５時４分 再開 

○副議長（島添達也君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 田中議長が退席されていますので、副議長の私が議長の職務を代行いたします。 

 ただいま伊藤議員外２名から、田中雅美議長の辞職勧告の決議案が提出されました。 

 お諮りします。この決議案を日程に追加し、追加日程３として日程の順序を変更し、直ち

に議題とすることに賛成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（島添達也君） 

 賛成少数であります。よって、この決議案を日程に追加し、追加日程３として日程の順序

を変更し、直ちに議題とすることは否決されました。 

 ここで暫時休憩いたします。 

午後５時５分 休憩 

午後５時18分 再開 
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○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

      日程第３ 石田市長答弁の矛盾点の解明について 

○議長（田中雅美君） 

 日程３．石田市長答弁の矛盾点の解明についてを議題といたします。 

 石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長の報告を求めます。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君）（登壇） 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 平成20年第１回柳川市議会定例会において、当委員会に付託を受けた調査事件１件につい

て、その調査を終了しましたので、会議規則第98条の規定により下記のとおり報告を申し上

げます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 １、委員会開催日時、場所、委員の出欠について及び２、執行部出席者、３、案件につい

てを省略いたし、４の調査結果から報告をさせていただきます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

４、調査結果 

 新生柳川市が誕生して４年間、市政の中に独りよがりと発言のすり替えや、議会と執行の

間にいびつな関係が生じ、市政の混乱は目を覆いたくなる実態がある。 

 ここに柳川市議会として、中立、公平なスタンスで柳川市の将来を熟考した議論を通し、

新生柳川市が一つになり、「限りなき前進へ向けて」の第一歩となるための報告書としたい。 

 

一、調査の方法 

 本委員会は、石田市長の議会、全員協議会などにおける答弁が、その都度変わっていくこ

とに不審を抱き、平成20年３月議会において「石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会」

が14名の議員をもって設置されたものである。 

 平成20年３月委員会設置以来、14回の委員会を開催し、関係職員や副市長の出席を求め説

明を聞いた上、議会として慎重な審査を行い、最後に執行の最高責任者である石田宝藏市長

の出席を求め説明を求めたが誠意ある答弁はなく、出席して20分程度で、「馬鹿ばかしい、私

は退席します」と言い放ち、無断退席（逃げ帰って）し、議長からの再出席要請にも頑とし

て出席拒否を貫いたことは、議会軽視もはなはだしく執行長としての説明責任を放棄したと

言わざるを得ない。正に、市長としての資格はない。議会は、市民に代わっての執行権への

チェック機関でありこれを拒否したことは市民に対する背任であり議会制民主主義への冒

涜である。 

① 時系列的に、過去の発言の議事録をたどりながら、３班に別れ分科会で調査を進めた。 
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 １班 柳川ホテル跡地問題について      班長 龍  益男議員 外４名 

 ２班 ピアス跡地問題について        班長 森田 房儀議員 外４名 

 ３班 全日本同和会大和支部補助金問題    班長 矢ケ部広巳議員 外３名 

② 各班に分かれて調査した内容を持ち寄り、全体会議を開催した。 

③ 執行の説明員の出席要請は、前述の通りである。 

④ 説明の聴き方については、先ず基本的な質問を委員長質問として、その後各委員から質

問をしていく方式を取った。 

 

二、調査内容 

① 柳川ホテル跡地問題について 

 有印公文書偽造の被害届の件 

事案惹起の顛末 

・ 職員が、県のヒヤリング通知を受け、関係書類の点検をしたところ、柳川市土地開発公

社との業務委託契約書が欠落していることに気付き、関係上司に相談をして書類作成（平

成17年７月）を行い、当時の島田助役にその顛末を事前に報告（平成18年２月）していた

ものを、平成19年６月28日に柳川市の被害として、柳川警察署に被害届を提出した。関係

３課（総務課、商工観光課、都市計画課）で協議の上、善意の書類作成をし、県のヒヤリ

ングに備えたものである。 

・ 本事案の始まりは、柳川ホテル跡地購入に際し不正疑惑の議員発言があり、購入に際し

何らかの不正があったのではないかとする警察の捜査が始められたものである。 

 捜査の結果、不正の事実は今日まで認められていない。副市長の答弁から察するに、捜

査協力のために急濾別件の「有印公文書偽造の被害届」の提出となったものである。 

・ 平成18年２月、警察への書類提出をする前に、当時の島田助役に対し、事の顛末を報告

していることは、その報告を受けた時点では島田助役は、追認していたと解するのが妥当

である。 

・ 平成18年２月に、関係職員から報告を受けて、平成19年６月までの１年４ケ月の間、服

務規定違反、公印管理規定違反などの処分もせず、放置した執行部の責任は重いといわざ

るを得ない。 

・ 関係職員の前市長公印を無断使用したことは、極めて重いといわざるを得ないが、事前

に報告していること、善意から出た行為であり、速やかに内部において、行政処分を行え

ば良かったのではないかとする疑問が残る。 

・ 市役所の行政は、すべからく組織で動くものであり、単独個人で動かせるものではない。

特に、上司の判断を伺ってから関係職員が行動を起こしている。指揮監督の徹底が見えて

こない。 
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執行答弁の矛盾 

・ 平成20年３月議会において、本事案に対し一般質問及び緊急質問が出された際、石田市

長は、「私は全く知りませんでした」と答弁し、次の６月議会において、議会の追及を受

け、山田総務部長が、市長、副市長と相談をして私が被害届を提出してまいりましたと答

弁した。それでも、石田市長は「私が言ったのは、被害届の内容を知らなかった」「警察

から言われて被害届を提出した」との答弁を繰り返した。 

・ 警察署長に市長答弁の真偽について、議長、副議長が確認をしたところが、大塚柳川警

察署長は「被害届というものは、あくまでも被害を受けたもの自らが、自らの意思で出す

ものであり、警察のほうから提出を求めることはありえない。被害届は『当事者を罰して

ください』。という意思で出されるものである。『警察の求めに応じて被害届を出した』そ

ういうことを言われれば警察としては非常に迷惑だ」との談話であった。 

・ 更には、大塚柳川警察署長談話が出ると、「担当の刑事から言われた」と詭弁を弄する。

正にすり替えの名人といわざるを得ない。 

・ 本来、柳川ホテル跡地問題が捜査の対象となっていたのは、何らかの不正取引があった

のではないかとの疑惑によって行われていたものを、何の不正もなかったことから急濾、

有印公文書偽造の被害届となったと予測できる。 

本事案に対する問題点 

・ 本事案の被害届の提出については、山田総務部長の説明では「市長から事前に警察から

呼び出されたときには、宜しく頼む」と言われていた｡従って山田総務部長は警察に行っ

た時、「ああ市長から言われたのはこのことかと思い、被害届を提出してきた」との答弁

であり、山田総務部長は、直接の部下である関係職員に対し、事前の事情調査もしないま

ま被害届を提出したのは、市長の暗黙の了解があったとはいえ極めて軽率な行為と言わざ

るを得ない。 

 更には、市長の落ち度は、職員の指導監督不足及び公印等の管理規則の制定について厳

格に対応していなかったとする執行責任があり、関係職員だけを責任追及することは、天

を向いて唾を吐くがごとき行為である。 

・ 検察庁の事情調査でも、「何でこんなものが、被害届として出されるのか」と「この種の

届けは行政で処理すべきだ」と笑われたと聴くと柳川市の恥を天下にさらしたに過ぎない。 

・ 首長たるもの、職員のやる気を引き出し、市民のために働く意欲を増幅する包容力がな

くては、職員は自発的に働く意欲を失ってしまう。 

・ 石田市長には、「自分だけは正当で間違っているのは職員であり、議員であり、市民であ

る」との誤った自己主張は改めてもらいたい。そうでなければ、市長としての統治能力を

疑われる。 

・ 平成20年10月15日、柳川検察庁に副市長が電話による問い合わせをしたところが「不起
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訴処分」であったことが判明、石田市長による名誉毀損、被害届の処分は全てが不起訴処

分に終わっている。司法の権力を利用して柳川市の中に恐怖政治を敷くことは、民主政治

の根幹を狂わすものである。 

・ 平成19年５月大泉副市長は、島田助役の後任として副市長に就任されておりますが、そ

の当時、有印公文書偽造の刑事事件としての判断はありましたか？の質問に対し「ありま

せんでした」と答弁した。そして、前任者の島田助役からは、「文書決裁について、注意

せよ」との忠告を受けたそうである。 

 更には、「公印管理規則などの見直しを図るべきと考えられていたのか」の質問につい

ては、「平成20年改善の余地を感じた」との答弁であった。 

② ピアス跡地問題について 

 ピアス工場跡地問題は、平成15年３月７日、ピアス社川島常務（当時）と大和町長（当時）

石田宝藏氏との間で不動産売買契約に係わる協定書の締結から始まり、５年余りの歳月を経

過しているが今日までその使用目的すら決まらない状況にある。 

 旧大和町でも購入当時から、取引内容、用地代金の支払い方法に疑惑が持たれ、混乱が続

き平成17年３月21日一市二町の合併成立後も、柳川市議会において一般質問や特別委員会な

どによる審査が続行され、問題点の解明は進んでいるところであるが平成18年７月10日「ピ

アス跡地の活用並びに環境調査特別委員会（百条委員会）」による調査結果については、出来

るだけ重複することを避け効率的な調査とした。 

本事案の経緯 

1. 平成14年12月６日、ピアス大阪本社を訪れ、川島常務（当時）藤野和雄事業部副部長と

会い、ピアス九州工場の処分に関する考え方などを尋ねる。 

2. 平成14年12月13日、平成15年１月30日、平成15年２月10日の全員協議会に於いてピアス

跡地購入の意向表明。 

3. 平成15年３月７日、全員協議会にピアス常務（当時）川島氏が出席し、取引条件などに

ついて説明。同日、ピアス社川島常務と大和町長石田宝藏氏との間で「不動産売買契約に

係わる協定書」を締結。 

4. 平成15年３月31日、重要事項説明書を受理。翌４月１日、不動産売買仮契約書を締結。 

ピアスシティアーク株式会社 藤野和雄事業部長の証言では、平成15年４月３日に説明し

たと言うことである。説明も聞かずに不動産売買仮契約書を締結したことになる。 

5. 平成15年６月27日、６月定例議会に用地買収のための予算案を提出する。 

6. 平成15年７月25日、不動産売買契約書を締結、第１回分として、２億４千３百万円を支

払う。 

7. 平成16年12月27日、第２回分として、２億９千７百万円を支払う。（支払い約束は、平成

17年３月31日） 
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｛註｝ピアス社との契約・議会開催・文書提出の流れ・法律改正などの流れ、については別

添資料1.を提出。 

調査内容 

石田市長答弁の変遷とその矛盾点について 

・ 平成15年１月30日、本木昭典議員の質問「～商品価値はあるのか？又不動産鑑定などを

どのように考えているのか？」の質問に対し、石田町長（当時）は莫大な費用がかかるの

で「不動産鑑定については考えていない」と答弁。 

 又、平成15年３月７日の全員協議会に於いても、本木昭典議員から「５億４千万円もす

る物件を購入する以上、大阪の鑑定業者だけでは正確性を欠くのではないか？地元の鑑定

業者それも複数の業者に鑑定を依頼して、万遺漏のない買い方をするのが常道だ」と指摘

を受けても「同鑑定書は、正当に行われていると思う。再鑑定は考えていない」として指

摘を無視した。 

｛註｝ピアス側の提供した資料を鵜呑みにし、事前の調査研究を怠ったずさんな契約により、

全ての問題がここから始まっている。更に、議会の指摘にも耳を傾けず独断先行した責

任は極めて重く「不作為の行為」である。 

｛註｝平成15年１月１日施行の不動産鑑定評価基準運用上の留意事項に於いて、「対象確定条

件については、対象不動産に係わる諸事項についての調査確認を行ったうえで、依頼目

的に照らしてその条件の妥当性を検討しなければならない。 

 特に対象不動産が土地及び建物の結合により構成される場合又はその使用収益を制約

する権利が付着している場合において、例えば抵当権の設定のための鑑定評価、設定さ

れた抵当権を基に証券を発行するための鑑定評価など、関係当事者及び第三者の利益に

当該鑑定評価が重大な影響を及ぼす可能性がある時には、独立鑑定評価を行うべきでな

く、その状態を所与として鑑定評価を行うべきである」とあり、ピアス社から提出され

た鑑定評価書は、ピアス社の一方的な鑑定評価であり第三者には効力を持っていないも

のである。これを鵜呑みにして買収を先行した行為は、市民に対する背任行為である。 

・ 一市二町合併後、議会において環境問題として、アスベスト問題と産業廃棄物処理の問

題が指摘されたとき、市長は、「アスベストが塗布されていることは知らなかった」、「ア

スベストが問題になったのは、平成18年大阪クボタ問題からで以前は社会問題化していな

かった」と答弁を繰り返し、責任逃れを画策してきた。 

｛註｝平成15年１月１日施行の国交省、事務次官通達では「建物については、有害物質（ア

スベスト等）の有無を記載するよう」改正されていた。正に、不勉強であり、ずさん極

まりない判断であった。 

・ 平成15年３月７日、全員協議会に於いて石田町長が不動産鑑定書の鑑（一枚もの）を配

布した。また、平成15年９月30日大和町９月定例議会に提出された建物取得についての議
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決内容の一部変更追加議案の審議の際、江崎 實議員が関係書類の開示を求めた際にも

「表紙だけを見せ、中身は見ないでください」と開示を認めなかった。石田町長は、「個

人情報があるので公開できなかった」と後に弁明をしているが言語道断である。 

｛註｝公共の事業で、公金を使った案件については、如何なる人と言えども（個人法人を問

わず）これを公開するのが、情報公開条例の原則である。 

個人情報保護条例を意図的に悪用し、議会への適切な情報提供を阻止したことは、議

会の適切な判断を出来なくした最大の原因である。 

もし個人情報として、秘密厳守しなければならない部分については、黒塗りにしてで

も開示するのが当然の義務である。 

・ 平成17年12月議会での、竹井澄子議員の質問「私が言わんとしていることはピアスの件

なんです。飛散防止だけでいいんですか。指導は、市では出来ないんでしょうか」の質問

に対し、石田市長は「問題が発生したならば、売主であるピアスエルソルプロダクツの責

任においてやっていただくと言うことにいたしておりますので私どもが何等そういうも

のについては問題が生じた場合には、先方に申し入れましてその辺は処理させたいと思っ

ております｡」と答弁している。 

・ また、平成18年３月17日開催のピアス跡地の活用策並びに環境調査特別委員会（百条委

員会）での竹井澄子議員の「アスベストは、ピアスがピアスがとおっしゃるけれど、ピア

スがはっきりとそのアスベストの件に関して撤去するという確証も私は持っておりませ

ん。この前の答弁では」の質問に対して、石田市長は「この前の一般質問でお答え申し上

げたでしよう。責任を持ってやりますと、やらなければ私が責任取らなくちゃいけないわ

けですから、そんないい加減なことは言わないでくださいよ」と答弁した。更に、平成18

年８月31日の島添達也議員の一般質問では「市民の皆さんに私は申し上げてきております

とおりに、責任をもってやります。石田宝藏、逃げ隠れもしません。市民の皆さんに納得

のいただける形で私の責任においてやってまいります」と明言している。 

・ ところが、平成20年６月議会で石田市長は、「私が申し上げているのは、市長の責任、交

渉の責任と申しておりました」と答弁し意味が全く違うすり替えを行った。 

｛註｝前段の12月議会における説明は、ピアス社との約束があると答弁した。百条委員会で

の答弁は、「責任を持ってやります」の部分は柳川市長として責任を持ってやりますと理

解できるが、「やらなければ私が責任取らなくちゃいけないわけですから、そんないい加

減なことは言わないでくださいよ」とする部分は「ピアス社がやらなければ私個人の責

任になります。そんないい加減なことは言わないでくださいよ」と解すべきである。 

 本事案の失敗の最大の原因は、契約のずさんさ、調査不足、更には議会の指摘よりも

ピアス社の説明を重視して強行したところにある。その政治責任は極めて重く、もしも

ピアス社よりの全額補償が得られない場合には、個人石田宝藏氏の責任に帰するもので
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ある。 

・ アスベストの飛散問題が深刻である。ピアス社が操業を停止して１年､雨漏りがしたり、

壁が破れたり、建物の老朽化、劣化が進んでいる。地震や台風による建物の損壊が起きた

場合、周辺へのアスベストの飛散が心配される。 

 解決を意図的に引き延ばしたり、責任回避を続けるだけでは、肺がん、中皮腫、石綿肺

（じん肺）の被害が出る恐れがある。 

・ 石田市長は、平成20年６月議会において、転売の話を正々堂々と主張されたが市長とし

ての見識を疑うものである。 

｛註｝1.買収目的を逸脱している。2.買収手続きのずさんな問題のすり替えである。3.同時

に、責任のすり替えである。4.市民に被害は与えていないと強弁をするが、長期に亘り

使用不能な状態を放置しておいて、アスベストの問題や産業廃棄物の対策もしないで、

その上、使用目的も、利用方法もないままで「市民に被害、損害は与えていない」とす

る市長の答弁は、正常な判断ではないと指摘せざるを得ない。 

・ 本事案については、平成20年11月13日の特別委員会での委員からの要求に対し大泉副市

長は、損害賠償訴訟については只今準備中だと答弁した。しかし、市長の任期は、後４ケ

月余しか残っておらず、アスベストの塗布状況、産廃土壌の有無、更には被害金額の確定

作業に、相当の時間日数を要する上、裁判を起こしても判決確定されるのは、遠い遠い先

のこととなる。正に間に合わないとしかいえない。解決の引き延ばしであり責任逃れと言

わざるを得ない。 

便宜供与等と思われる行為 

１． 平成15年１月30日、同年３月７日の全員協議会に於いて、本木昭典議員から「売る側

の鑑定評価書を鵜呑みにして､５億４千万円もの買い物をして大丈夫か？買い取る側とし

ては、公金を使って高額物件を購入する以上、地元の鑑定業者に依頼して（それも複数の）

万遺漏のない調査の上、買い取るのが常識ですよ」と指摘されたのに、全く何の調査もし

ないまま、ピアス社の鑑定評価書を鵜呑みにして、買収に走った行為は、不作為の行為で

あり、結果的には、ピアス社に対する便宜供与である。 

２． 議会側のピアス社から提出された資料開示の要求にも応えず、説明責任をも果たさず、

石田町長（当時）と総務課長の２人で、全てを取り仕切った経緯から見て、単なる便宜供

与だけでなく、住民に対する背任行為であることを指摘したい。 

３． 平成16年12月27日、２億９千７百万円の繰り上げ支払い（3ケ月）および固定資産税の

還付についてはピアス社（特定の者）への便宜供与である。地方公共団体の税金の取り扱

いとしては、市民の理解を得ることは出来ない。 

 

③ 全日本同和会大和支部補助金問題 
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 本事案については、平成19年12月議会において、全日本同和会大和支部補助金調査特別委

員会報告書が提出されて、賛成多数で可決された経緯があり、その末尾の「結び」で議会の

要求として、当時、大和町長であった石田市長は現職の柳川市長であり、市の最高責任者と

して責任の取れる立場にある。その責任の所在を明確にするため、身の処し方について、法

と社会正義に照らし、市民の納得のいく判断を求めたい。議会が市長である石田市長を処分

するよりも、自らの反省による自らの処分が望ましい、とする思いやりを無視して、只、言

い訳のみを「広報やながわ（平成20年２月15日号）」に掲載し、一件落着を図ろうとした市長

の政治責任を質すものである。 

本事案の経緯 

 平成19年９月議会において、全日本同和会大和支部の補助金交付に、不正や不透明な部分

があるとの指摘によって、問題が表面化したものである。 

 平成19年12月議会において報告承認された「全日本同和会大和支部補助金調査特別委員会

報告書」によれば、補助金支出の期間と金額は次の通りである。 

（1）昭和53年度から平成18年度まで（29年間）総支出総額 128,517,860円也 

  ・不当支出の疑い、（昭和53年度から平成15年度までの26年間） 

                       支出金額 117,017,860円也 

  ・石田宝藏町長時代、平成６年度から平成15年度までの10年間の不当支出 

                       支出金額  45,600,000円也 

 当該補助金については、全日本同和会大和支部の活動実態とその成果が確認されれば、正

当な支出として認められるものである。しかしながら、大和町における予算編成とその支出

方法に事務的違法性が指摘され、その金額たるや前述の通り、莫大な金額となり住民の血税

を湯水のように無駄遣いしたことが明確となった。 

市民（議会）に対する欺瞞とすり替え 

・ 平成19年６月14日、一般質問（矢ケ部議員） Ｏ支部長は、7～8年前から450万円の補助

金を石田町長からもらっていたとのことだが？ 

（石田市長）今始めて聞いていることでございまして～ 

矛盾点＝石田市長（町長）町長に当選したのは、平成６年８月７日である。 

 実際には、平成６年度 450万円、平成７年度 480万円、平成８年度 480万円、平成９年

度 450万円、の補助金を交付しているのに、知らない、今はじめて聞いていることでござい

まして～と知らぬ存ぜぬと嘘の答弁を続けてきた。 

｛註｝実際には、補助金の支出命令書には、平成６年度で石田町長が９回、金額にして390

万円を町長自ら決裁しておいて、嘘の答弁を繰り返した。 

・ 平成19年９月13日、一般質問（矢ケ部議員）町の予算書にはない補助金が、職員退職手

当組合負担金（職員分）で支給されているがこれは違法支出ではないか？ 
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（石田市長）承知しておりませんでした。 

（高田庁舎長）２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、19節負担金補助及び交付

金、事務事業名職員退職手当組合負担金・職員分の中から流用いたしまして、支出いたし

ておるわけでございまして～ 

｛註｝市長も庁舎長も流用だったと、最後まで通していたものが、実際には「隠し予算」で

あり流用でなかったことが判明した。そのことについて、訂正も説明もあっていない。 

・ 平成20年２月15日「広報やながわ」に掲載された、市民へ向けた説明はあまりにも自己

中心主義に解釈し、議会の指摘も、監査委員の指摘も或いは、決算審査も適切な支出と認

めているかのごとき説明に終始していた。 

・ 広報やながわ掲載の内容分析 

1. 補助金交付申請書の決裁権者は町長であるが、支出するための補助金支出伝票の決裁権

者は助役であり～、とあるが石田町長自らが、９回、金額390万円を決裁している。 

2. 流用ではないと記述してあるが、職員退職手当組合負担金・職員分の予算の中から隠し

予算として組んだものを勝手に支出し、「好ましくない予算計上である」と詭弁を弄する

ことは、他にもそういった隠し予算が存在するのではないかと、疑問が残る。 

3. 「補助金支出の流れ」「情勢に対応した措置」の説明では、あたかも当然のように説明を

しているが、議会の調査によると、その活動実態に触れることは出来なかった。只単に補

助金の垂れ流しとしか受け止められない。 

4. 他市町村も同様の措置を講じてきた、監査委員もさほど厳しい指摘はなかった、今後は

注意します的な言い訳に終始し、自らの責任はないとする掲載内容である。 

 平成20年３月議会において、「全日本同和会大和支部補助金問題のけじめについて」の

質問に対し、誤解を招くようなところがあれば、改めて報告いたします。と答弁をしてお

きながら、その後何等の対応もしない政治姿勢は看過することはできない。市民だましの

典型である。 

 しかも、監査委員による監査では「補助金は公益上必要な場合と限定しているので、議

会での審議が必要である。歳入歳出予算事項別明細書に明示しないで議決を得た予算から

補助金交付を決定することは、首長の裁量権の範囲を逸脱しかねない越権行為の疑義（可

能性）を払拭できないもので、今後はこのような事務処理は厳に慎むべきである。」との

意見があっている。 

 団体活動補助金は、経常経費と違い政策予算である。従って、首長がその活動実態に照

らして補助金の額を毎年査定し決裁するのが当然であるが、例年同じく前例踏襲として無

審査の予算計上であった。 

 

各調査ごとの総括 
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 本特別委員会が設置された最大の要因は、石田市長の答弁のぶれ、すり替え、更には知ら

ぬ存ぜぬと逃げる答弁があまりにも多いことに対する議会からの怒りである。 

 この報告書は、単に、議会と執行に対して提言するものだけではなく、柳川市の将来に対

するメッセージであり、子供や孫たちの将来に向けての叫びであります。 

 数々の疑惑、疑問に揺れる柳川市政に一応の決着を導き、新しい将来へ向けての出発点と

なることを希求するものである。 

 その重要な特別委員会において、関係職員及び副市長の説明を受けた後、平成20年10月31

日開催の特別委員会において、説明要員として出席した石田市長は「退席します、バカバカ

しい」と無断退席をした。議長、副議長からの再三の出席要請にも応じず、又、副市長の「議

会軽視と取られかねませんよ」の忠告にも耳を貸さず、再出席を拒否したことは市長として

の説明責任の放棄に他ならない。更には、平成20年11月25日の特別委員会であらためて出席

要請したにもかかわらず出席を拒否した。このことは、市長として首長として無責任の極み

であり、執行長としての資質を問われる大問題である。 

 そもそも何ゆえに、石田市長を最後に説明要員として要請したかと言えば、議会において、

発言答弁をされるたびに、その内容、ニュアンスの違いが出て、何が本当か、どこに真実が

あるかを確信できない無責任な答弁が繰り返されてきたことに起因する。その根底には、議

会を軽んじ、市民を馬鹿にした思い上がりの慢心がある。 

 

柳川ホテル跡地問題 

 そもそも業務委託契約書の欠落を発見したのは、福岡県のヒヤリング通知書にある書類提

出用の点検をしているうちに気付いたものである。 

 しかも、総務課、国土調査課、商工観光課の関係３課（７名）が協議の上、書類をそろえ

ておかないと県の指摘を受けることを恐れて、善意の処置を行ったものである。 

  書類作成日          平成17年７月、 

  島田助役への報告       平成18年２月、 

  有印公文書偽造被害届     平成19年６月28日 

 公印管理者が公印の使用を認め、当時の助役にその顛末を報告していた事実、更には、柳

川警察署大塚署長の談話でも確認できるように、以前は柳川ホテル跡地買収に係わる不正疑

惑解明であったのに、いつの間にか、有印公文書偽造の被害届と変わっていた。当時の島田

助役に報告して１年４ケ月もしてから、当該被害届が提出されるのは極めて不自然である。

しかも当該被害届の結末は不起訴処分であった。 

 本来、市執行部特に市長は、本事案が発覚した時点（平成18年２月）で関係職員に対し、

事情聴取を行い適切な判断を行うべきであった。 

 更には、公印管理規程や職員の服務規程など必要な規約の改正を行い、職員の指導監督を
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行うことが執行最高責任者に与えられた使命である。 

 前助役の島田氏から、大泉副市長への業務受け渡しの際「文書決裁について注意せよ」と

の忠告があったことがそのことを物語っている。 

 職員を訴えて、執行責任者の責任は免れるものではない。敢えて申し上げたい、首長とし

ての責任を回避して、職員に責任を転嫁し自分だけが正しいとする市政では、職員のやる気、

率先垂範の気概を摘み取ってしまう。断じて卑怯なやり方を糾弾するものである。 

 

ピアス跡地問題について 

 本事案については、平成14年12月より当時の石田宝藏大和町長と当時の高田総務課長の２

人だけで全ての交渉が進められてきたと言っても過言ではない。 

 従って、石田市長の特別委員会逃げ出しのために石田市長本人からの説明を聞きだすこと

は出来なかった。止むを得ず、過去の議会での答弁、特別委員会での証言の議事録を精査し

ながら特別委員会の判断を行うこととなった。 

 市の代表権者である市長には、予算編成権、人事権など強大な権力が集中している以上、

議会は市民の代弁者として、市政をチェックし、公平公正な市政運営に寄与しなければなら

ないのは当然の職務である。この重大な市長と議会の関係を理解することなく、副市長の｢議

会軽視と言われますよ」の忠告に対し、「執行軽視じゃないですか」と抗弁するあたりは、正

に見識の無さを露見し、市長としての資格なしと判断する。更には、平成20年11月25日、再

度の出席要請についても出席を拒否し、市民の代表としての立場を失墜させた。 

 本事案については、議会一般質問、100条特別委員会などで永きに亘って議論が交わされ、

審査が進められていることから、市長のその後の発言、答弁について検証し、その矛盾点や

すり替えの答弁などについて、過去の議事録、文献資料を精査して調査を進めた。 

・ 前段の「石田市長答弁の変遷とその矛盾点について」、及び「便宜供与等と思われる行為」

で指摘したように契約のずさんさ、調査不足、不作為の行為、更には議会の指摘よりもピア

ス杜の説明を鵜呑みにして、町長、総務課長の二人で買収を強行したところに混乱の原因と

全ての責任がある。 

 特に許しがたいことは、個人情報保護条例を盾に的確な情報開示をしなかったために、議

会の的確な判断が出来なかったことである。 

 この問題で、柳川市民にその損失を転嫁することは出来ない。過去の大和町長時代、更に

は、柳川市長時代の発言や答弁の内容からして、その責任の全ては石田宝藏氏に帰する事は

明白である。 

・ 敢えて指摘をしておきたい。当該物件は、建物の劣化が進み周辺へのアスベストの飛散

が心配される。管理体制を強化して万遺漏のないよう努めて欲しい。 
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全日本同和会大和支部補助金問題について 

 本事案については、平成19年12月議会において、「法と社会正義に照らし、市民の納得のい

く判断を求めたい」との議会の要求には全く応えず、自己弁護に走ったことに対する指摘で

ある。その背後には、石田市長の議会軽視と利益誘導政治の本質が隠されているのではとの

疑問を払拭することが出来ないところがある。更には、他にも隠し予算として、町の予算（当

時）を自己の利益のために流用していたのではないかとの疑問が生じたからに他ならない。 

・ 石田市長は、議会の指摘、特別委員会の指摘について、その場しのぎの答弁をするが、

いつも誠意ある対応をしたことがない。 

 平成20年２月15日「広報やながわ」の市民に対する弁明報告を追及されると、誤解を招

くようなところがあれば、改めて報告いたします。と弁明をしておきながら何の対応もし

ない。殊に、団体補助金が政策予算であるにも拘らず前例踏襲予算として、無審査で毎年

同額の補助金を垂れ流し的に交付したことは事務手続きのずさんさを物語っている。更に

は、監査委員の指摘についても反省の情もなく、弁明の道具とするあたりは救いようのな

いものである。いさぎよく、自己の不明を認め自らを処すべきである。 

 

結び 

 政治の世界である以上、ある程度の「思い違い等による発言ミス」は容認すべきであろう

と思慮するが、政治は、最後に責任の取れる人でなくてはならない。 

 問題が起きると、知らぬ存ぜぬとその場を濁し、答弁のたびに少しずつニュアンスを変え、

結果的には矛盾を生み出すような手法は、厳に慎むべきである。特に、庁内の指揮命令、管

理規定など関係規定の見直し、整備を行い庁内秩序の確立とトップダウンオンリーの行政運

営は避けるべきである。 

 市民を含め、外部に向けては情報開示を原則として説明責任の徹底を図らなければならな

い。 

 議会制民主主義の根幹をなす市長と議会の関係において、特別委員会を出席拒否し、出席

しても僅か20分ほどで無断退席をする。しかも「バカバカしい」と捨て台詞を残して、その

後は、議長副議長の再要請、副市長の忠告にも耳を貸さず議会を軽視、侮辱した行為は議会

の名誉にかけて看過することはできない。 

 市長の辞職勧告をも問われる大問題である。しかしながら、石田市長の任期は、僅か４ケ

月余である。本特別委員会としては、残された任期に於いて、万全の職務遂行と猛省を求め

て、石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会の報告といたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 どうもありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 
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 以上で石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長の報告は終わりましたので、本

件に対する質疑、通告、考案時間として暫時休憩をいたします。 

午後６時10分 休憩 

午後６時38分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩前に行われました委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑通告者の発言を許します。 

○16番（諸藤哲男君） 

 16番諸藤でございます。もう時間も大分遅くなっておりますので、簡単に行きたいと思い

ますけど、まず通告に従って質問していきたいと思います。 

 矛盾点を解明する特別委員会となっておりますけど、私自身が把握しているのとちょっと

違うところがありますので、その点について質問させていただきます。 

 まず、大きい１のピアスの問題でございます。これは購入時から疑惑が持たれたと、そう

いうふうに長々と書いてあって、どこら辺、私もちょっと見ながら書いてしておるんですけ

ど、はっきりわからないところもございますけど、購入時からの疑惑が持たれておるという

問題、２点目に議会の指摘があったということですね。 

 それから、大きい(2)旧柳川ホテルについて、大塚署長の見解。これも私が後日確認したと

ころとちょっと違うようですので、その点についてお願いいたします。 

 それと、不起訴になったという点でございます。 

 それと３点目、全日本同和会については無駄遣いとありますが、説明の中では、当該補助

金については全日本同和会大和支部の活動実態とその成果が確認されれば正当な支出として

認められるものである。しかしながら云々、そして最後に血税を湯水のように無駄遣いをし

たとあります。これはどういうことでありましょうか。御説明、よかったらお願いいたしま

す。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 まず、諸藤議員の質問でございますが、購入時からの疑惑ということは何なのかというこ

とですが、実はこれは平成14年12月６日、その前の時点から実はもう石田町長は何回か大阪

のピアス本社にも寄ってこられておるようですよ。いわゆるピアスの工場長か何か知らんけ

れども、大阪駅で待ち合わせて、どうもピアスのほうに行かれたようですよといううわさも

最初から実は出ておったわけです。 

 それから、422,000千円です。実は民間業者が購入を予定しておった部分があります。とこ

ろが、川島常務は３月７日の時点で、いわゆる説明をされたのは、いや、あれは実は私のほ

うで久留米市の業者に頼んでおりましたが、余りにも値段を安く引き下げて契約をされてお
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りましたので、私のほうでこれはお断りをしましたというような話などが出てきたわけです。

そこで、これは大変だと、実は当時の津村議長について第２回目にもう一回、大阪ピアス本

社に御同道願いたいという全協の申し入れがありましたが、それは大ごつばん、いわゆる市

長と一緒に行きよんなら、全部議会が決めたごつ言わるるばんと、それではやっぱり行かん

ほうがいいということで、津村議長も実はその時点で、いや、執行部のほうでよろしくお願

いしますということで、ピアス本社への同道というものをお断りされたという経緯がありま

す。そこで、当時からいろいろとうわさがあった。そういう疑惑があったということです。 

 それから、議会の指摘ということはどこを指しておられるのかですね。私が言っておるの

は、議会でいわゆる全協の中で当時の議員さんたちがいろいろと問題の指摘をしておられま

す。特に厳しい指摘は、実は私どもはいわゆる不動産取引について、なかなか詳しい内容に

ついてはわからないので、その当時不動産取引をやっていた議員がおられたので、その方に

あんたのほうでこれは詳しくきちっと追及してくれないと、我々ではわかりにくいよという

話の中で、当時の本木昭典議員がそういう質問をされたわけです。だから、絶対に大阪の業

者だけじゃなくして、やっぱり地元の業者、それも複数の業者をきちっと選定をして鑑定評

価をしていただかないと、580,000千円もするような物件をそんな簡単にどうして買うのかと

いうような指摘があったわけです。ところが今になってみると、その指摘が非常に大きかっ

た。そういうことの議会の指摘であります。 

 それから、旧柳川ホテル、この問題について、いわゆる大塚署長の見解というのは、私は

あくまでも談話を、警察署長の発言である以上はこれが正しいと、それは当然こういう署長

としては当たり前の発言をされているし、確認をする必要もないと、議長、副議長で確認を

いただいておる談話ですから、これは間違いないということでここに実は書いておるところ

です。 

 それから、不起訴については副市長から答弁をいただいたわけですから、10月15日でした

か、検察庁に聞いたら不起訴処分でありましたということでありますから、そういうふうに

書いております。 

 それから、３番目の全日本同和会の無駄遣い、これは完全に無駄遣いだと私は思います。

というのは、補助金としてみなし補助金のやり方をしているというのが一番できないことで

して、いわゆるこれは政策予算である。だから経常経費のものではなくて、政策予算である

以上は、いわゆる活動実態を確認して、きちっとやっておかないと無駄遣いにつながるとい

うことです。我々はどんなに当たってみても、活動実態はないと。いいえ、何もなかですよ

と、みんなその組織に入っていた人たちがそういうふうにおっしゃるわけですから、それは

無駄遣いという形で表現をいたしております。政策予算である以上は当然がっちりした理由

と現実の活動を見ながら予算化をしていくと、補助金の支出をしていくというのが当たり前

のことであって、無駄遣いの何物でもないというふうに思っております。 
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 以上です。 

○16番（諸藤哲男君） 

 委員長がるる答弁なさいましたけど、私の見解と少し違うところがありますけど、これを

議論しても始まらないことでございます。その上で、またちょっと別にお聞きしたい点がご

ざいますけど、これを先に聞けばよかったんですけど、ピアスへの便宜供与ですね。これは

値段の問題も先ほど４億何千万円とか、民間業者とか出てきましたけど、540,000千円で買っ

たのが高いとかなんとか、そういう問題で住民の訴訟が起きておりますね。それについて今

地裁と高裁、こちらのほうの判決が一応出ておるのは委員長も御存じだと思います。これは

原告敗訴という形で、今地裁、高裁の判決は出ていると思います。 

 それから、済みません。柳川ホテルの問題ですけど、私が先ほど聞きましたように、見解

は一般論として大塚署長自身は確認していないということで御理解してよろしいんでしょう

か。 

 それと私自身の経験から言いますと、私自身のことではないんですけど、息子が若いとき

に自転車をとられまして、そのときに私と息子と自転車を探しておりましたら、警察のほう

から連絡があり、盗んだ犯人といいますか、それが見つかったと。そいけん警察のほうに来

てくれと、そういうお話がありまして、私と息子と出向きまして、そのときに警察のほうか

ら被害届を出してくださいというふうな形で言われたことをちょっと記憶しておりますけど、

これは大塚署長の場合、あくまでも一般論としてのあれでよろしいんですね。 

 それから、不起訴とありますけど、これは起訴猶予じゃなかったんでしょうか。そこら辺

の確認をお願いいたします。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 この大塚署長の談話というのは、議長、副議長が出向いて確認をされていることですよ。

そういうのをどうのこうのと言ったって、これはもう私は大塚署長の見解、談話というのが

一番正しいというふうに理解をいたしております。 

 それから、不起訴は起訴猶予じゃなかったかということですが、起訴猶予というのは、不

起訴の中の20番目に、いわゆる起訴猶予処分という形で、その不起訴の中の20番目の理由な

んですよ。だから何であれ、不起訴は起訴猶予も何もないとですよ。不起訴は不起訴なんで

す。そのことを理解していただいておきたいと思います。 

○16番（諸藤哲男君） 

 起訴猶予と不起訴の違いについて今述べられましたけど、私自身がちょっと辞書のほうで

引いて調べたところによりますと、ちょっと見解が違いますので、その辞書の部分をちょっ

と読ませていただきたいと思いますけど、よろしいでしょうか。 

 まず、不起訴ですね。１点目、これは犯罪が成立しない。２点目、犯罪の十分な証拠がな

い。３点目、公訴条件を欠く。４点目、訴追を必要としない場合。そんなふうに書いてあり
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ますね。起訴猶予とは、犯人の性格、年齢、境遇、犯罪軽重や情状及び犯罪後の状況により

訴追を必要としないとき検察官の裁量により公訴を提起しないこととしてありますね。だか

ら、私は起訴猶予と不起訴は違うと思うんですけどね。そこら辺を何で不起訴と、そんなふ

うにここに記載されてあるのか。私はこれを起訴猶予と報告を受けておりますけど、よろし

いでしょうか。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 不起訴の中に、今あなたが言ったようないろんな理由によって不起訴処分になると。要す

るに起訴猶予になると。起訴猶予にできるというものは20項目あるうちの20番目に起訴猶予

というものがあるんですよ。それで起訴猶予も20番目の理由として、しかしながらそれ全体

は不起訴なんですよ。だから、そこんところを理解していただかないと、不起訴だったとい

うものを、いいえ実は起訴猶予でしたというふうに職員の身分についてをわざわざ何か念を

押したような形で言うこと自体が問題だということを指摘しておるんですよ。 

 以上です。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに質疑をされる方ありませんか。 

○３番（浦 博宣君） 

 委員長に幾つか質疑をお願いしたいと思います。先ほど諸藤議員からの質問と重複するか

もしれませんが、よろしくお願いいたします。 

 まず最初に、４ページの上から３行目でございますが、善意の書類を作成したとあります。

それと16行目、善意から出た行為であり、この善意というのは何をもって善意という、この

意味が私はよくわかりませんので御説明をお願いいたします。 

 それから、５ページ、検察庁の事情調査でも、何でこんなものが被害届として出されるの

か云々、笑われたと聞くと柳川市の恥を天下にさらしたに過ぎない。これはどなたがおっし

ゃったのか、それをお願いいたします。 

 それから、先ほど諸藤議員が質問いたしました。冒頭に８ページでございますが、便宜供

与等と思われる行為、この思われるというのは非常に言葉としてあいまいな表現であります

が、下の文章を見ますと非常に断定的であります。しかし、大見出しは思われる行為という

ことで、この根拠はどういうふうなものか御説明をお願いしたいと思います。 

 それから、同じく８ページ。先ほど諸藤議員からもありましたが、湯水のように無駄遣い

をしたことが明確となったということでございますが、当時、全日本同和会の方々は活動内

容、いろんな書類を出されて補助金を得られとった。今になって無駄遣いをしたという断定

的にできるのかどうか、そこら辺について御説明をお願いいたします。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 この善意の書類作成というのは、もうここに文章に書いておるとおりです。県のヒアリン
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グを受けにゃいかんと、そのヒアリングの指摘項目がずっとあるわけですが、その中でいわ

ゆる契約書が１つ不足をしておった。わあ、これは大ごとばい、これは柳川市の恥になるぎ

っとでけんけんということで、これは説明の中では上司に諮って、そして話し合いをしてつ

くりましたと。これは善意以外の何物でもない。裏を返せば、県から指摘をされていっちょ

くなら、何もなかったとです。そいばってん、そうじゃなくして、県から指摘をされるなら、

どうもこうもならんけん、やっぱりつくっとかにゃいかんと、これが一番正しいやり方だと

いう考え方で、いわゆる３課で話し合いをしておるんですよ。これは、いわゆるだれかさん

が、ＡならＡという人が１人でこれをやっているわけじゃないんです。これはもう３課が話

し合ってこうしたほうがいいということで、それをやっておるんです。これは７名という人

数まで書いておりますけれどもね。まだ、実際にはそれ以上の関係者がおったような気がし

ます。ただ、そういうことで、これはあくまでも善意のいわゆる処置であったというふうに

思っております。 

 それから、だれが検察庁のどうのこうのということを言われたかと、これは14名のいわゆ

る委員会の委員の方から、行ったらこういうふうに言われましたということをはっきりと言

われましたので、ここにそういうふうに書いております。 

 それから、便宜供与と思われる行為ということですが、結果的にはそういうふうになって

しまっているということですね。ここに書いているとおりなんですよ。だから、それは賢明

な浦議員ですから、読んでいただくと、あっ、こういうことかなというふうにおわかりいた

だけると私は思っております。 

 それから、当該補助金がいわゆる無駄遣いというようなことはどういうことかと、その根

拠はということですが、あくまでもこれは、まず最初に職員退職積立金の中に隠し予算とし

てやっておると。これはあくまでも非合法だと、これは私どもから見れば、こんな隠し予算

があっていいのかということで、これに対する批判が相当強い。おまけに、いわゆる活動実

態そのものも確認しないままにこれを出しておられるということで、この数字の上でも明確

に出しておりますとおりに、117,000千円何がしかが出ておるし、いわゆる石田市長の10年間

においても45,600千円というものが出されておる。聞いてみると、全部これは前例踏襲で何

の調査もしないままに出しておりましたというようなことですから、これは無駄遣いの何物

でもないということをここに指摘しているとおりでございます。 

○３番（浦 博宣君） 

 先ほど、県から指摘を受けてそのヒアリングをやったと。しかしながら、善意のこう、何

かよかほう──その行為を何か持ち上げたような感じでございますが、しかしながら、職員

の行為というのは一般的な仕事じゃないんですか。わざわざ何で善意の行為とか、善意の何

とかとか、何でこの言葉をつけられにゃいかんのでしょうか。それが１点です。 

 次は、上から３行目、検察庁の根拠が全然、何か委員の中からそれが出たということでご
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ざいますが、検察庁の事情調査ということです。ということは、これは人間は恐らく限られ

ているはずです。委員の方がその事情聴取を受けられたんですか。そして、その方が検察庁

の方から聞かれたんですか。そういうことじゃないんでしょう。そこをひとつお願いします。 

 それから、便宜供与と思われる行為。思われる行為、いわゆる何といいますか、この言葉

は思惑が先行しているんですよね。こじつけとるような感じに私はとります。思われる行為、

もう１つ、ちょっとそこら辺をお願いいたします。 

 それから、４番目の無駄遣いしたことが明確になったと、このお話でございますが、隠し

予算であって、それが非合法、いわゆる前例踏襲をしてきた。いわゆるこれは全日本同和会

の特別委員会の中でもお話を私いたしましたが、森田議員もその当時、旧大和町議員でおら

れて、そして、そのことに一般質問をされた議員は、あと大ごとやったというふうなお話を

されました。だから、その前例踏襲をしてきたというのは、皆さん方議員も含めてそうじゃ

ないんですか。職員もそうじゃないんですか。そこら辺について、もう一回お願いいたしま

す。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 これは善意の書類作成というのは、県からヒアリングをしたいということで、ヒアリング

の前にヒアリングについて、これこれこれこれの書類をそろえておいてくださいということ

が来るんですよ。それにずっと当てはめて書類のチェックをしよったら、１つ抜けておった

ということなんですね。だから、ヒアリングのために大体もともとしたということなんです

よ。これはなぜ善意というのかというと、やっぱり前の市長のときから予算の編成もちゃん

として、開発公社に対してちゃんと発注をしておったと。そういうことだから、もう私ども

が落ち度だったと、そりけん落ち度をやっぱりないように、県に対しても恥ずかしくないよ

うにということで、いわゆるみんなで関係課と話し合ってこういうつくり方をしました。こ

れは逆に言うと悪意じゃなくて善意じゃないかということなんですね。善意じゃないと（発

言する者あり）これは善意かどうかというのは我々が感じておることであって、あなたは違

うかもしれんけれども、私はそういうふうに思っておるところです。 

 それから、いわゆるだれかがそうじゃないかもしれません。しかし、委員会の中では、そ

のことが明確に出されましたから、そういうふうに書いております。だれからということは、

これはひとつ個人の名誉に係ることですから、これは御勘弁をいただきたいと思います。 

 それから、便宜供与と思われるというのは、結果としてそうなるという部分も含めてとい

うことなんですよ。だから、これは結局ここに書いておるとおりなんです。もうあなたがど

げんおっしゃっても、１、２、３はそういうふうにしかとられません。だから、そういうふ

うに指摘をしておるところです。 

 当該補助金のいわゆる無駄遣いということですが、私はその当時、浦議員にも、実は黒田

さんという議員がおられて、大分いろいろ問題があったというのは私が話したと思うんです
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よ。ただ、私はＯ支部長に対して、何でこそこそあんたしよるか、きちっと出さんか、出し

てよかやっか、あんたが活動をしよるならば、裏に隠れんでもちゃんと出しなさいというこ

とを私はＯ支部長には申し上げました。やっぱり裏でどうのこうのすることが一番でけんば

い。というのは、筑後地区の同和対策何とか大会とか、そういうのが幾つか100千円、200千

円といって上がっておったわけですよ。だから、それはおかしかと。だけど予算書には何も

なかやっかち。何でこれが上がってくるかということはＯ支部長にも私は話をしました。や

る以上は正々堂々とちゃんとあなたが要求してやっていいじゃないかということを私は申し

上げました。 

 以上です。 

○３番（浦 博宣君） 

 善意の行為というのは、職員だから、それは一般的な職務じゃないんですか。善意な行為

とかち改めてこちらから、善意の行為、そのヒアリングのためにしなければならなかった、

せんだっちゃよかったとばってんしてやったと、そういうことじゃなくて、これは一般的な

職員の職務でしょう。と私は思います。 

 ２点目については、明確に出されたということですが、だからこれは追及しても、恐らく

今おっしゃったように、名前までは言われませんということですので、検察庁の事情調査と

いうことは、本当にこれは限られた人しか行かれないんでしょう。だから、その方から聞か

れたのかどうなのか。聞かれたならば、この執行部の出席の欄にも書いておっていただかな

ければいけないんじゃないでしょうか。だから、これは本当に何というか、こじつけといい

ますか、こういうふうにおもしろくおかしく書くような特別委員長の報告であってはならな

いと私は思います。（「浦さん、余り言わっしゃんな。おどんたちも入っとるばん、ここに」

と呼ぶ者あり）もうわかりました。ちょっと黙っとってください。そして、思惑が先行して

いるということは、私はそう思っておりますので、それで結構です。 

 ４番目のＯ支部長に言ったと。そのときに何で無駄遣いやっかん、あんたたちはとまで何

でおっしゃらなかったのか。いっちょん活動費とかなんとか明確にせんかんち、そりゃ、私

は今となっておっしゃったのかどうか、それはもうおっしゃったからおっしゃったんでしょ

うけれども、それはちょっと確認がとれませんので、いたし方がないと思いますが、そいけ

ん、この全文はかなりのページでございますので、一つ一つ読んでいくと、何かこう私は全

体的に矛盾を感じるわけですね。何か自分たちの思惑で書かれておるというのが私の感じ取

ったところです。 

 質問いいです。終わります。（「言わんちゃよか」と呼ぶ者あり）いいです。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに質疑をされる方。 

○13番（伊藤法博君） 
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 13番伊藤でございます。 

 まず１つ目は、特別委員会の委員の構成は、ある新聞ではすべて市長反対派であると指摘

されていますが、これは事実なんですかね。 

 それと次に、私はこの文章を読んでみましたけれども、何か手前みそで勝手な解釈である

と思うが、どう思われるか。 

 それと、７ページの個人石田宝藏氏の責任に帰するとはどういうことか。 

 それと、被害が出るおそれがあるものの解決を引き延ばすというような文言がありますけ

れども、今回の補正予算の削減は議会がそのような引き延ばしを図っているんじゃないかと

思いますが、その点いかがでしょうか。 

 一応ほかのやつもありますけれども、前人の質疑の中で出ているようでございますので、

その点についてお答えを願いたいと思います。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 実は、損得を余り考え過ぎると他人の働きというものが見えなくなるということわざがご

ざいます。結局どう見ても我田引水的な感覚でこのことを見ておられるから、いわゆる市長

反対派の人ばっかり集まっておるち、そりゃ、本会議においてきちっとメンバーも出して、

お諮りしているんですよ。だから、そんなのはだれかがどこかの新聞がち、こんなばかげた

話をしないでください。ましてや、この手前みそ、勝手な解釈であると思うと、そりゃ、あ

なたの解釈もあるでしょうけれども、特別委員会の委員の皆さん方の解釈ですから、そんな

勝手なことは言わないでくださいよ。 

 それから、ここの被害届の出るおそれがあるものの解決を引き延ばした。引き延ばしたと

いうのは、市長がそげんじゃなし、議会が引き延ばしよるじゃっかということを言いたいん

でしょう。そうじゃないでしょうが。はっきりとちゃんとこの中に、何で市長は12月きょう

の現在まででやらなければならかったことをすりかえすりかえやっているかということを書

いておるじゃないですか。だから、あなたたちはそういうふうに思うけれども、委員会とし

てはそういうふうな全員一致の見解を示しているわけですから、何かあなたは反対のための

反対の質問をされているようで、あなたがそうしているんですよ。 

 以上です。（「７ページの個人石田宝藏の責任に帰するということはどういうことかとい

うことです」と呼ぶ者あり） 

 これはもうずっと今までの市長の答弁を検証してみると、自分がやらんならでけんと、

いわゆる市長としてやってみてもでけんなら、結果は私の責任じゃないですか。男、石田宝

藏逃げも隠れもいたしません、明確に言っておいて、今ごろは、いえ、交渉の責任でした。

そんなばかげたことを言うから、はっきりとここに書いておかなきゃだめだということで書

かせていただいております。 

○13番（伊藤法博君） 
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 公の議会の場で、公のそういう特別委員会の報告書の中で公私混同をするような報告を出

すということはいかがかなと私は思いますよ。それで、私は文書をお聞きしておって、反対

派議員で構成された特別委員会のお手盛り報告書だという実感を強く持っております。（「議

長」と呼ぶ者あり）そして…… 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 特別委員会に対する侮辱ですよ、それは。 

○13番（伊藤法博君） 

 私がそう判断しておるから、しようがないじゃないですか。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 あなたが今、議長不信任案を出したこと、それ自体がもう個人のプライバシーにかかわる

問題を議場で出したんですよ、あんた。 

○13番（伊藤法博君） 

 そりゃ、そうでしょう。それは議長の責任も問題があるじゃないですか。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 地方自治法第132条に違反していますよ、あなたは。 

○13番（伊藤法博君） 

 どこが違反していますか。的確に言ってください。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 個人的な話をやっているじゃないか。（「そうだ」と呼ぶ者あり） 

○13番（伊藤法博君） 

 どこが個人的な話ですか。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 自分がそう言っておきながらですよ……（「それは質疑の内容と違う」と呼ぶ者あり）14

人の…… 

○議長（田中雅美君） 

 森田委員長、ちょっと聞いてから答弁ばお願いします。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 ばかげた話ばっかりするからですね。（「だから、ここの文章を……」と呼ぶ者あり） 

○議長（田中雅美君） 

 ちょっと伊藤議員、質疑にそれないでおってください。（「議長、ただいまのをお諮りし

てからいいですか」と呼ぶ者あり）三小田議員、わかりました。続けてください。（発言す

る者あり） 

○13番（伊藤法博君） 

 だから、この文章を読んでおって、報告書を読んでおると、これは市民の信託を受けた市
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長に対する態度ではなく、市長を否定し続ける態度が如実にあらわせるような文章だと私は

思いますよ。そして、しかも後出しじゃんけんなら、どんなことでも言えます。そういった

ことを後出しじゃんけんで、いろいろ後で調べて、こうやった、こうやったというようなこ

とで皆さん指摘されていますが、そんなら大和町議会でどういう議論をやってきたか、その

辺の責任も非常にあるじゃないんですか。私はそう思いますよ。 

○石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会委員長（森田房儀君） 

 あなたはおかしいですね。ですから、いわゆる最初にあなたに申し上げた。損得を考える

心が強ければ、人の努力とかそういうものが見えなくなる。あなたに全くそのままお返しし

たいんですよ。これは一方的だどうだと言うけれども、あなたが一方的に見ているんですよ。

そりゃ、市長は少々の失敗をしても守っていきたいというあなたの欲からそういうことが出

ていると思いますけれども、これは14人の皆さん方の総意なんです。これは事実なんですよ。

それをあなたは勝手にあなたの都合のいいように判断をしているだけで、あなたは大和町の

時代からのことを知っていますか、知っていないでしょうが。あなたの質問は質問ではない。

自分の意見を言われるということですから、非常に不愉快な思いで聞いております。 

 以上です。 

○13番（伊藤法博君） 

 今言われたことを、やはり特別委員会の14人の皆さんにお返しをしたいと私は思います。 

○議長（田中雅美君） 

 これにて質疑を終了いたします。 

 次に、討論に入ります。討論は会議規則第52条の規定により反対討論から行います。反対

討論をされる方ありませんか。 

○３番（浦 博宣君）（登壇） 

 私は特別委員会報告に対しまして反対討論の立場で討論を行います。 

 今、委員長の報告を聞いて、やっぱりそうだったのかと思っております。それは従来から

市長や執行部の答弁の言葉の一部をとらえての数々の特別委員会の設置であります。思い起

こせば、森田委員長が大和町町議会議員時代もこれによく似ておりました。石田市長が旧大

和町町長の２期目もこんなものでした。当時の議会多数派は町長との見解の相違、解釈の相

違だとし、何だかんだと理屈をつけて平成11年６月から13年３月までの２年余りの期間に13

もの特別委員会をつくられました。しかも、同委員会の調査予算も5,800千円を組まれました。

（「これは中身じゃないですね。別な……」と呼ぶ者あり）といったことを思い出しており

ます。他の業務で多忙な職員をこの問題調査のため長時間拘束し、しかも多くの予算を費や

してのいずれの特別委員会の結論は大山鳴動、ネズミ１匹も出るようなことはなく、今回の

ような一方的な報告に終わってきました。 

 クリーンな石田町政は町民の厚い信頼のもとに負託されて続いております。信頼の上に今



 - 337 - 

日があり、町民や市民の皆さんはこれらの言動をちゃんとごらんになられております。市長

は問題となるような行政課題については常々明らかにし、説明してきているところでありま

す。ピアス工場跡地を不当に高く買ったとする住民訴訟は既に高裁で原告の訴えを退ける判

決が出ております。 

 第２ステージのアスベスト除去費用負担についても、トップ会談の道が閉ざされるなど調

定が不調に終わったことで、今回、裁判で決着をつけると市長は決意し、調査費の予算を提

案されておりました。市長が言うとおり、議会で100の議論をするより法廷の場で真実が明ら

かになるはずであります。また、全日本同和会の問題も記憶をたどらなければよく承知して

いないとする市長の言葉じりを取られ、知らぬ存ぜぬとうその答弁を続けてきたとありまし

たが、これも多数派議員の手前勝手な解釈であり、説明を受けてきた歴史的背景や当時の近

隣市町の状況など、市報の説明文から理解できることであります。 

 また、柳川ホテル問題についても、大塚署長の一般論のコメントを誇張したり、市長に指

揮監督権が付与されている権限の行使についてもクレームをつける一連の発言は、いかに議

会といっても越権行為であると思います。むしろ市民へ向け行政への信頼を取り戻すチェッ

クの発言があってしかるべきと思います。 

 以上、反対討論といたします。 

○議長（田中雅美君） 

 次に、賛成討論をされる方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論をされる方ありませんか。 

○13番（伊藤法博君）（登壇） 

 13番伊藤でございます。委員会の設置が意味ありで突飛であったことに、今回の委員長報

告は断じて理解できない。この委員会の立ち上げは申し合わせたかのごとく来年の選挙をに

らんで、ことし３月定例議会、いかにして石田市長のイメージダウンをさせようかと意図し

て立ち上げられたもので、柳川の市政の発展や市民の暮らしがよくなるものにつながるよう

な前向きの委員会でないことと私は感じてきた。 

 その理由は３つある。それは、３月の定例議会前に、前議会事務局長金子健次氏が退職勧

奨にのって退職し、４月に後援会を立ち上げるために、この委員会のメンバーが動かれてい

たこと。さらには委員会のメンバーがつい先日の三橋町公民館において開催された同者を励

ます会に出席し、エールを送る言動があっていることなどがそれである。また、ちくごタイ

ムズの報道によると、委員会の委員メンバー14人すべてが石田市政で野党の立場をとられて

いると報じてきた議員であること。ことし３月定例議会最終日に突飛に立ち上げられたこの

委員会は、今の報告のとおりこの４月から14回、つまり３週間に１度のペースで委員会を開
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かれている。今回の委員会報告から見える審議内容は、この３年半、ほとんどの議会で委員

会メンバーが一般質問で市長をただしてきたものや百条の特別委員会や全日本同和会へ補助

金調査特別委員会と重複する委員会そのもので、今回の特別委員会の審議は執行部幹部や職

員を拘束し、いたずらに時間を費やしてきたものであり、市民のためになる建設的な審議の

場たるものではないといったほうが適当である。むしろ、市長や執行部いじめ、市長に対す

るジェラシーそのものである。 

 説明責任を果たしていないとする今回の報告は間違いであり、理解できるものでなく、委

員会の報告そのものは偏った報告書と言わざるを得ない。議会は審議の過程と結論に責任を

持たなければならないことは言うまでもない。議会は議事機関であり、議員は住民から選ば

れた選良である。つまり人格、識見ともすぐれた代表者であり、議員の一言一句は住民の意

見であり声である。今回出された特別委員会の報告書は、すべてが事実と証明できるものか

疑問でならない。この中の言葉一つを取り上げてみても、信憑性が問われるのではないかと

恐ろしさを感じる。報告書の中に出てくる「すりかえの名人と言わざるを得ない」を初め「司

法の権力を利用して恐怖政治を敷く」「市民に対する背任行為」「便宜供与」「議会に対す

る欺瞞とすり替え」など、これらの文言を羅列しての市長への批判文言に責任を持って説明

できるのか。本会議の報告書の数カ所に誇張し、想像や推察の文言であり、市民の皆さんに

提出できる信憑性のある報告でないとの判断から、私は市民の皆さんに見てもらえる報告書

として疑問が多く、この報告書を認めることはできません。 

 以上でございます。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○21番（大橋恭三君）（登壇） 

 21番大橋恭三でございます。反対討論を行います。 

 市民に伝えるべき委員会の役目はこんなものでしょうか。真相を伝えていない、まるで選

挙を妨害するための中傷ビラみたいな印象でございます。報告をしたからといって、何をね

らっているのか。本報告書は言っていることがわかりません。全く不明であります。これま

でもピアス問題については一日も早い解決を、土地を遊休させないで有効な利用をと言いな

がら、本報告でもそのような内容であるが、その実体は補正予算を認めず、裁判を迫りなが

ら裁判以外の方法があると無責任なことを主張しております。多くを申さなくてもおわかり

だと思いますが、同和問題、旧柳川ホテル問題についても執行部の改善策や対応がなされて

いるではありませんか。 

 以上のようなことを考えてみても、本報告書で何をしろと言っているのかが私にはわかり

ません。これまで14回の会議を重ねているが、市費の無駄遣いという市民の指摘にはどう説

明するのか。思いどおりに結末を導けなかった腹立ちで、破れかぶれの報告となっていると
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言わざるを得ない。（「税金は使っていないよ」と呼ぶ者あり）数の力で押さえつける横暴

としか言いようがありません。議会人のしていることとは思えません。それだけ確信がある

なら、石田市長に辞職勧告を行ったらどうですか。（「言わせよるとやけん」と呼ぶ者あり）

私は事実の誤認こそ民主主義に対する最大の脅威だと思っております。皆様の御判断はどう

でしょうか。 

 終わります。 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

○25番（三小田一美君）（登壇） 

 石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会の報告について、私は賛成の立場で討論をい

たします。 

 今、反対の方の討論、あれは私、びっくりしました。ああいう討論で本当に議員かなと私

はそういうふうにびっくりしております。選挙運動何々ち言われますが（「議員です」と呼

ぶ者あり）今、この委員長の報告を見ていただければ、だれでもすぐわかりますよ。ただ、

私はアスベストの除去、かかる費用、その件でちょっとお尋ねするが、これは間違っており

ますか、皆さんたちは。 

 理由としてアスベストの有害性、発がんの原因の物質が1972年、昭和47年にＩＬＯやＷＨＯ

に指摘されて、旧労働省においても吹きつけの作業の禁止規制出されて以来、年々と強化さ

れているわけですよ。数年前から、がんの多発が社会問題になっている。そういうことば議

員さんたちはおわかりかなと私はそういうふうに思いますよ。そういう市民の方たちを安

心・安全にするために委員会、皆さん方そういう考え方で報告をなされとっと私は思うとる

わけ。あなたたちは今、壇上で反対をされている。そういう市民の安心・安全は何も思って

いないとですか。びっくりしました。 

 それと、まだあっとですよ、いろいろ並べてみますと。ここにまあいっちょあるばってん、

議会は平成18年２月17日のピアス跡地の活用策並びに環境調査特別委員会の証人喚問で、証

人ピアス・アライズ株式会社の川島良一氏、ピアス・アライズ株式会社の負担で工事を行う

ことで責任を果たしたいと証言もしてあるわけですよ。それば石田市長はなされない。だか

ら、おれは全員協議会の中でも──梅崎議員、ちょっと、ようと聞きよってください。（「は

い、聞いております」と呼ぶ者あり）要するに全員協議会の中でも、やましいことはなかか

と議員の中で言われましたから、市長は正々堂々とやましいことはないと、ああ、そんなら

市長、おれも安心したと、そんなら、いっちょ頑張ってやらやんじゃっかと私はそういうふ

うに言いました。 

 ただ、言ったことは、市長が今まで答えたこと、答弁されたことを守っていただくと思っ

て、そういうふうに言ったわけですよ。だから、刑事の訴訟、あれもしていただかんといか
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ん、そして大和町のこともおっしゃられましたが、私も言いたくなか。二重取りをなされて

おるわけですよ、市長は。その場合は、二重取りをなされたときは起訴猶予やったです。あ

の場合は、やはり選挙も近づいてきたし、市長もそのときは戻入、戻してあるわけ。二重取

りをされたときね。一応、向こうが言われんなら、私も言いたくなかっですよ。（発言する

者あり）ああ、そうですね。市長、それは済みませんでした。（「あなた議員が発言しよっ

とですよ」「あってないことを言うから」「発言中ですよ」と呼ぶ者あり）いやいや、そう

いうことをおっしゃられますが、選挙運動とのあれやなかでしょうが、市長。おれたちは市

長、きちんと請求をしていただけて、安心・安全のまちにしていただければ私結構だと思い

ます。 

 今、委員長の特別委員会の報告、私はそれに賛成します。よろしくお願いをしておきたい

と思います。もう市長から怒られましたから、やめます。（笑い声） 

○議長（田中雅美君） 

 ほかに討論される方ありませんか。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 これにて討論を終結いたします。 

 それでは、石田市長答弁の矛盾点の解明について採決いたします。 

 本件は石田市長答弁の矛盾点を解明する特別委員会の報告書どおり決定することに賛成の

方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成多数であります。よって、本件は委員長報告どおり決定いたしました。 

      日程第４ 議案第87号 

○議長（田中雅美君） 

 日程４．議案第87号 郵政三事業の利便性の確保を求める意見書についてを上程いたしま

す。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○11番（矢ケ部広巳君）（登壇） 

 こんばんは、11番矢ケ部広巳でございます。議案第87号 郵政三事業の利便性の確保を求

める意見書について、提案理由の説明を申し上げます。 
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 昨年10月の郵政民営化により、局の再編や人員の削減等が行われ、一部の地域では郵便物

のおくれや貯金・保険事業への不便さを感じられています。全国一律のサービス維持が郵政

民営化に関する法律に明記されていますが、このままでは収益性の低い過疎地など地方のサ

ービスの維持や存続が危惧されます。そのため、郵便局が今まで同様の利便性が確保できる

よう政府等に意見書を提出するものであります。 

 議員各位におかれまして御賛同いただきまして、速やかに御決定いただきますようお願い

申し上げまして、提案理由の説明といたします。ありがとうございました。 

○議長（田中雅美君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、議案に対する質疑通告、考案時間のため暫時休憩を

いたします。 

午後７時40分 休憩 

午後７時48分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第87号 郵政三事業の利便性の確保を求める意見書については、

委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

      日程第５ 議案第88号 

○議長（田中雅美君） 

 日程５．議案第88号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の

整備等に関する法律」（労働者派遣法）の抜本的見直しを求める意見書についてを上程いた

します。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 
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    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○17番（樽見哲也君）（登壇） 

 議案第88号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に

関する法律」（労働者派遣法）の抜本的見直しを求める意見書について、提案理由の説明を

申し上げます。 

 本件につきましては、平成20年11月11日に臨時国会に上程された労働者派遣法改正法案を

抜本的に見直すことを求める意見書であります。労働者派遣法改正法案は、登録型派遣の規

制や日雇い派遣の全面的な禁止などが盛り込まれていないため、派遣労働者の低賃金や不安

定雇用などの解決にはつながっていません。また、世界的な景気の後退を背景に、派遣労働

者を含むすべての労働者が安定した雇用で、正規、非正規の枠を超えて人間らしく働き暮ら

せる社会をつくるために、抜本的な労働者派遣法の見直しを求めるものでございます。 

 派遣労働者が厳しい状況に置かれていることは連日、新聞やテレビでも報道されていると

おりであります。議員各位におかれましては、本案に御賛同いただき、速やかに御決定をい

ただきますようお願い申し上げます。 

○議長（田中雅美君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、議案に対する質疑通告、考案時間のため暫時休憩を

いたします。 

午後７時53分 休憩 

午後７時53分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第88号 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の

就業条件の整備等に関する法律」（労働者派遣法）の抜本的見直しを求める意見書について

は、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 
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    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

      日程第６ 議案第89号 

○議長（田中雅美君） 

 日程６．議案第89号 教育予算の拡充を求める意見書についてを上程いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○19番（太田武文君）（登壇） 

 議長のお許しを得ましたので、議案第89号 教育予算の拡充を求める意見書について、提

案理由の説明を申し上げます。 

 請願第15号 「教育予算の拡充を求める意見書」提出に関する請願書が教育民生常任委員

会で採択されたことを受け、意見書を提出するものであります。 

 内容といたしましては、まず国の財政削減等により、地域間で教育条件の格差が広がりつ

つあります。また、低所得者の拡大で就学援助受給世帯が増大しております。自治体の財政

力や家計の違いによって、子供が受ける教育に格差があってはなりません。また、教職員の

厳しい勤務状態の改善は喫緊の課題であります。このような現実を改め、国において教育予

算を確保・充実させることを求めて、意見を提出するものであります。 

 議員各位におかれましては、御賛同の上、速やかに御決定いただきますようお願いいたし

まして、提案理由の説明といたします。 

○議長（田中雅美君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、議案に対する質疑通告、考案時間のため暫時休憩を

いたします。 

午後７時57分 休憩 

午後７時57分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 
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 お諮りいたします。議案第89号 教育予算の拡充を求める意見書については、委員会付託

及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成全員であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

      日程第７ 議案第90号 

○議長（田中雅美君） 

 日程７．議案第90号 地方財政の充実・強化を求める意見書についてを上程いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○７番（白谷義隆君）（登壇） 

 ７番白谷でございます。議長のお許しを得ましたので、議案第90号 地方財政の充実・強

化を求める意見書の提案理由の説明をいたします。 

 地方分権の推進、少子・高齢化の進行、産業・雇用対策など、地方の行政需要は増大して

おり、地方自治体が果たす役割はますます重要になっております。 

 一方、2008年度に創設された地方法人事業税の国税化による地方再生対策費は格差是正策

としては不十分であり、地方分権に逆行する措置です。さらに、自治体財政硬直化を招いた

国の財政責任は極めて重いにもかかわらず、自治体に財政責任を押しつけ、医療、福祉など

住民生活に直結する公共サービスを削減することは容認できません。 

 このため、2009年度予算は深刻化する地域間格差の是正と公共サービスの充実に向け、地

方財政圧縮を進める政策の転換を図り、国が果たす財源保障に必要な財源を確保することが

重要です。地方分権の理念に沿った自治体運営を行うことができるよう、2009年度政府予算

における地方財政の充実・強化を求める意見書を提出するものです。 

 議員各位におかれましては、意見書の趣旨を御理解の上、よろしくお取り計らいいただき

ますようお願い申し上げます。 

○議長（田中雅美君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、議案に対する質疑通告、考案時間のため暫時休憩を
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いたします。 

午後８時１分 休憩 

午後８時１分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑の通告がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第90号 地方財政の充実・強化を求める意見書については、委員

会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成多数であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

      日程第８ 議案第91号 

○議長（田中雅美君） 

 日程８．議案第91号 小中学校グラウンドの早急な整備改善を求める決議についてを上程

いたします。 

 議案を朗読いたさせます。 

○議会事務局長（北原 博君） 

    〔朗読省略〕 

○議長（田中雅美君） 

 提出者の提案理由の説明を求めます。 

○19番（太田武文君）（登壇） 

 議長のお許しを得ましたので、議案第91号 小中学校グラウンドの早急な整備改善を求め

る決議について提案理由を申し上げます。 

 教育民生常任委員会の視察でも明らかのように、三橋中学校を初めとして、市内の小中学

校の運動場については排水が悪く、雨が降ると二、三日使用ができない学校が散見されます。

学校教育は言うまでもなく、市行政が取り組む重要な課題であり、施設整備のこれは児童・

生徒の授業に極めて悪影響を及ぼすことが懸念されます。当委員会といたしましては、財政
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状況が厳しいことは十分承知するところでありますが、今回の補正予算でも措置されていな

い状況でありますので、早急な取り組みを要望するものであります。 

 議員各位におかれましては、御賛同の上、速やかに御決定いただきますようお願いいたし

まして、提案理由といたします。 

○議長（田中雅美君） 

 提案理由の説明が終わりましたので、議案に対する質疑通告、考案時間のため暫時休憩を

いたします。 

午後８時５分 休憩 

午後８時５分 再開 

○議長（田中雅美君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これより本案に対する質疑を行います。 

    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 質疑通告者がありませんので、質疑を終了いたします。 

 お諮りいたします。議案第91号 小中学校グラウンドの早急な整備改善を求める決議につ

いては、委員会付託及び討論を省略し、直ちに採決したいと思います。御異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（田中雅美君） 

 御異議なしと認め、採決いたします。本案は原案どおり決定することに賛成の方の起立を

求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○議長（田中雅美君） 

 賛成多数であります。よって、本案は原案どおり可決されました。 

 ここで暫時休憩をいたします。 

午後８時６分 休憩 

午後８時６分 再開 

○副議長（島添達也君） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 田中議長が退席されていますので、副議長の私が議長の職務を代行いたします。 

 お手元に配付いたしております本日の議事日程はすべて終了いたしましたので、再度お諮

りいたします。先ほど田中雅美議長辞職勧告決議案の提出がありましたが、所定の賛成者が

ありますので成立いたしております。 

 お諮りします。この決議案を日程に追加し、追加日程９として直ちに議題とすることに賛
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成の方の起立を求めます。 

    〔賛成者起立〕 

○副議長（島添達也君） 

 賛成少数であります。よって、この決議案を日程に追加し、追加日程９として直ちに議題

とすることは否決されました。 

 これをもちまして、平成20年第５回柳川市議会定例会を閉会いたします。 

午後８時８分 閉会 
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